
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土規制法の手引 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月施行 

（令和７年３月発行） 

横浜市建築局 
  



はじめに 

 

昭和 30 年代以降、日本では高度経済成長に伴い、都市部の中でも比較的地価の安い丘陵地にお

いて、宅地造成が盛んに行われるようになりましたが、造成された宅地の中には、擁壁や排水施設

が不十分なため、降雨等の災害に対して、宅地そのものが危険であるばかりか周辺の土地を災害の

巻き添えにする恐れがあるものが含まれていました。しかし、当時はこれを規制する法律がなく、

建築基準法による規制と私権制限の問題に触れておのずから限界がある地方自治法を根拠とする各

都市の条例で規制をするに止まっていました。ところが、昭和 36 年６月の梅雨前線豪雨で、神奈

川県及び兵庫県の丘陵地において崖崩れや土砂の流出により生命財産に大きな損害がもたらされ、

これが、宅地造成が行われて間もないところや現に行われていたところに多く発生したため、この

ような災害を防止する目的で、同年、宅地造成等規制法が制定され、横浜市も翌年に市域の約３分

の２を「宅地造成工事規制区域」に指定して、宅地造成に伴う災害の発生の防止に努めてきました。 

また、令和３年７月に発生した静岡県熱海市での大規模な土石流災害等を踏まえ、同法が「宅地

造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」といいます。）」に改正されました。盛土規制法

は、宅地、農地、採草放牧地又は森林における造成工事（宅地造成又は特定盛土等）や、一時的な

土石の堆積を包括的に規制するもので、工事計画の周辺住民への周知や、工事主の資力・資料、工

事施行者の工事施行能力及び土地所有者全員の同意等の新たな許可基準が規定されました。 

横浜市では、令和７年４月１日に横浜市の全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、同日よ

り盛土規制法の適用を開始し、造成工事や、土石の堆積に伴う災害の発生の防止に努めていきます。 

 

この手引は、宅地造成又は特定盛土等規制法の制度並びに宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積

に関する工事を行う上で必要な手続及び基準（都市計画法第 33 条第１号第７号の開発許可の基準

を含みます。）について、法令と解説をまとめたものです。 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行う方だけでなく、土地を所有者す市民の

みなさまも、この手引に記載されている留意事項を理解いただき、安全な都市の形成が図られるよ

う御協力をお願いいたします。 

 

 

※ 本手引では、法令、条例及び市の規則の名称を次の略称にて表記している部分があります。 

  法   ：宅地造成及び特定盛土等規制法 

  政令  ：宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 

  省令  ：宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 

  市細則 ：横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

  条例  ：横浜市開発事業等の調整等に関する条例 

  法の許可：宅地造成及び特定盛土等規制法第 12条第１項に規定する許可 

 



経過措置（令和７年４月１日改正施行時）について 

１ 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧宅地造成等

規制法第８条第１項本文の許可（同法第 11 条の規定により当該許可があったものとみなされる場合

を含みます。）又は都市計画法第 29条第１項の許可（同法第 34条の２第１項の規定により開発許可

があったものとみなされる場合を含みます。）を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工

事の規制については、なお従前の例によります。 

２ 横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例（令和６年９月横浜市条例第 48 号）

附則第２項の規定により、なお従前の例によることとされる同条例による改正前の横浜市開発事業の

調整等に関する条例（平成 16年３月横浜市条例第３号。以下「旧条例」といいます。）第９条第２項

の規定による届出を行った旧条例第２条第２号に規定する開発事業に関する宅地造成又は特定盛土

等に関する工事に係る省令第６条第４号の規則で定める方法は、旧条例第２条第２号アからオまでに

規定する開発事業の場合にあっては旧条例第 11 条各号に掲げる方法、同号カに規定する開発事業の

場合にあっては旧条例第９条第１項の規定による標識の設置及び旧条例第 13 条第３項の規定により

市長が縦覧に供する同条第１項に規定する開発事業計画書の提出とします。 

３ 前項の場合における省令第７条第１項第 11 号又は第２項第９号に規定する書類は、前項の開発事

業の計画（当該計画の変更（旧条例第 15条第２項ただし書又は旧条例第 20条第１項ただし書に規定

する軽微な変更を除きます。）をしている場合は、変更後のもの）について旧条例第 19条第１項（旧

条例第 20 条第４項の規定により準用する場合を含みます。）の規定により市長が同意の決定をした

旨を記載した書面とします。 
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第１章 法の概要 

１ 法の目的（法第１条） 

【法】 
（目的） 

第一条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防
止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与す
ることを目的とする。 

宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「法」といいます。）は、宅地、農地、採草放牧地又は森林

とするための盛土又は切土や、一時的な土石の仮置きなど、盛土、切土又は土石の堆積を行う土地の

用途及びその目的にかかわらず、危険な盛土、切土又は土石の堆積を包括的に規制し、崖崩れ又は土

砂の流出による災害を防止することで、国民の生命・身体を守ることを目的として定められています。 

 

２ 法の規定による規制区域（法第 10条、第 26条及び第 45条並びに省令第５条） 

【法】 
（基礎調査） 

第四条 都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市
（以下この項、次条第一項、第十五条第一項及び第三十四条第一項において「指定都市」という。）又
は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この項、次条第一項、第十五条第一項及び第三十
四条第一項において「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。
第十五条第一項及び第三十四条第一項を除き、以下同じ。）は、基本方針に基づき、おおむね五年ごと
に、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛
土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基
づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査と
して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する
地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査（以下「基礎調査」という。）を行うもの
とする。 

２ 都道府県は、基礎調査の結果を、主務省令で定めるところにより、関係市町村長（特別区の長を含む。
以下同じ。）に通知するとともに、公表しなければならない。 

第三章 宅地造成等工事規制区域 
第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又

は土石の堆積（以下この章及び次章において「宅地造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそれが大
きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は近
接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。）であつて、
宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定す
ることができる。 

２～５ （略） 
６ 第一項の指定は、第四項の公示によつてその効力を生ずる。 

第五章 特定盛土等規制区域 
第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制

区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における
土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が
行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（第五項及び
第四十五条第一項において「居住者等」という。）の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きい
と認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。 

２～６ （略） 

第七章 造成宅地防災区域 
第四十五条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達

成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。第
四十七条第二項において同じ。）に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが
大きい一団の造成宅地（これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を
除く。）の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することが
できる。 

２及び３ （略） 

【省令】 
（宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示） 

第五条 法第十条第四項（法第四十五条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公示は、次



制度編 

 制度編-3 

の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネ
ットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 
一 市町村（特別区を含む。）、大字、字、小字及び地番 
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 
三 平面図 

(1) 横浜市の規制区域 

ア 法の規定による「宅地造成等工事規制区域」等 

法には、「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の

３つの規制区域の規定があります。横浜市では、「横浜市の全域」を「宅地造成等工事規制区域」

に指定しています。 

「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、「宅地造成等工事規制区域」を除いて

指定することと法に規定されていますので、横浜市では指定を行いません。 

イ 旧宅造法の規定による「宅地造成工事規制区域」 

旧宅造法の規定による「宅地造成工事規制区域（以下「旧規制区域」といいます。）」は、丘

陵地にある市街地又は市街地になりうる土地など、横浜市の約６割が、横浜市の申出に基づき、

昭和 37 年７月 27 日に旧建設省告示により指定されています。令和７年３月 31 日までに、旧規

制区域において旧法の宅地造成工事に関する工事の許可又は都市計画法の開発許可を得ている

場合は、引き続き旧宅造法の規定が経過措置として適用されるため、旧規制区域の指定の取消し

は行いません。 

  ※ 法の規定による「宅地造成等工事規制区域」と、旧宅造法の規定による「宅地造成工事規制区

域」は名称が似ていますが、法の規定によるものは、「等」が名称に含まれます。 

 (2) 法の規定による「宅地造成等工事規制区域」の指定の経緯等 

   法では、市長は、「宅地造成等工事規制区域」の指定のための基礎調査を行い、その基礎調査の

結果、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下この号において「盛土等」といいます。）に伴

い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域であって、盛土等に関する工事について規制を行う

必要がある区域を、「宅地造成等工事規制区域」として指定することができると規定されています。 

   基礎調査については、国が「基礎調査実施要領（規制区域指定編）」を作成しており、同要領で

は、「宅地造成等工事規制区域」の指定の対象とする区域は、都市計画区域のうち、「盛土等に伴

う災害が発生する蓋然性のない区域」を除く区域とするとされています。また、「盛土等に伴う災

害が発生する蓋然性のない区域」については、「土砂を運搬できる道路や建設工事等により土砂が

発生する場所から相当程度離れていること等により土砂が持ち込まれる可能性がないエリア等が

想定される。」と同要領に記載されています。 

横浜市は全域が都市計画区域であり、横浜市は全域において、車両等により土砂が持ち込まれる

可能性がある道路が存在しています。また、同要領では、「盛土等に伴う災害が発生するリスクの

あるエリアは、できる限り広く、規制区域に指定することが重要」とされています。 

以上から、盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を未然に防止する観点から、「宅地造

成等工事規制区域」の候補区域を「横浜市の全域」としました。 

令和６年４月 12 日に、この候補区域を基礎調査の結果として公表し、その後、令和７年４月１

日に、「横浜市の全域」を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、同日に当該区域の公示を行いま

した。 

 (3) 規制区域の範囲の確認方法 

   法の規定による「宅地造成等工事規制区域」及び旧宅造法の規定による「宅地造成工事規制区域」

の範囲は、横浜市が管理するウェブサイト「横浜市行政地図情報システム地図情報（アドレス：

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal）」の「ｉ－マッピー」で確認できます。 

   なお、同ウェブサイトは、よこはま建築情報センター（市庁舎２階）でも閲覧できます。 
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３ 法の主な規制内容 

一定規模以上の盛土、切土又は土石の積重ねが、法の規制対象として規定されています。規制対象

に対する規制の内容としては、規制対象に関する工事を行う場合に横浜市長の許可（法第 12 条第１

項の規定による。）が必要です。（法の規制対象及び法の許可対象については制度編第３章を、許可

の手続きについては手続編を、許可の技術的基準については設計編を参照してください。） 

また、規制対象の行為を行う土地又は規制対象の行為が過去に行われた土地については、土地を常

時安全な状態に維持する努力義務（法第 22 条第１項の規定による。）が規定されており、災害の発生

のおそれが大きいと認められる場合には、状況によって勧告又は改善命令等の対象となるなどがあり

ます。 

なお、都市計画法の開発許可を受けた場合は、法の許可を受けたものとみなされ、開発許可の手続

きとは別に、法の手続きが必要です。 
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第２章 用語の意義及び取扱い等 
【法】 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林（以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農
地等」という。）並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されてい
る土地（以下「公共施設用地」という。）以外の土地をいう。 

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるも
のをいう。 

三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に
隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをい
う。 

四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの（一定期間の経過後に当該
土石を除却するものに限る。）をいう。 

五 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。 
六 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施
するために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。第五十五条第二
項において同じ。）を作成することをいう。 

七 工事主 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約に
よらないで自らその工事をする者をいう。 

八 工事施行者 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらな
いで自らその工事をする者をいう。 

九 造成宅地 宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。）に関する工事が施行された宅
地をいう。 

【政令】 
（定義等） 

第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風
化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 

２ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 
３ 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、
かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体
のものとみなす。 

４ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。）
とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 
（公共の用に供する施設） 

第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。）第二条第
一号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施
設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設そ
の他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地
その他の施設で主務省令で定めるものとする。 

【省令】 
（公共の用に供する施設） 

第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。）第二条
の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、
飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、
雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和四十九年法律
第百一号）第二条第二項に規定する防衛施設とする。 

２ 令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、
廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排
水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 

【市細則】 
（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、政令及び省令の例による。 
(1) 工事施行区域 法第 11 条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地、法第 12条第２項第４号の宅

地造成等に関する工事をしようとする土地並びに同条第４項及び法第 21 条第２項の宅地造成等に関す
る工事が施行される土地並びに法第 12条第１項の許可、法第 15条第１項の規定による協議（法第 16条
第３項において準用する場合を含む。）又は同条第１項の許可に係る土地をいう。 

(2)から(4) （略） 
(5) 保全対象 建築物、建築物の敷地、建築基準法第 42条に規定する道路、公園その他市長が盛土等に伴

う災害から保全する必要があると認めるものをいう。 
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１ 用語の意義及び用語に係る取扱い（審査基準） 

この法及びこの手引における次に掲げる用語の意義及び用語に係る取扱いは、次のとおりとします。 

(1) 宅地（法第２条第１号） 

「宅地」とは、「農地」、「採草放牧地」、「森林」及び「公共施設用地」以外の全ての土地の

ことをいいます。そのため、建築物の敷地に限らず、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓

地（地方公共団体が管理するものを除きます。）及び資材置場等の用に供する土地も、「宅地」に

含まれます。 

※ 都市計画法の開発許可における「宅地」等とは意義が異なりますので留意してください。 

※ 「宅地」に該当するかは、土地の登記簿の地目によっては判断しません。 

(2) 農地・採草放牧地（法第２条第１号） 

「農地」又は「採草放牧地」とは、農地法第２条に規定する「農地」又は「採草放牧地」に該当

する土地のことをいいます。 

なお、「農地」には、農道及び農業用排水施設等の用に供する土地を含みます。 

※ 「農地」又は「採草放牧地」に該当するかは、土地の登記簿の地目によっては判断しません。 

【参考：農地法（抜粋）】 
（定義） 
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以

外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをい
う。 

２～４ （略） 

【参考：農地法関係事務に係る処理基準について（技術的助言）（平成 12年６月１日 12構改Ｂ第 404
号農林水産事務次官通知）／別紙１ 農地法関係事務に係る処理基準／第１ 全般的事項（抜粋）】 
(1) 農地等の定義 

農地法（昭和 27 年法律第 229 号。以下「法」という。）、農地法施行令（昭和 27 年政令第
445 号。以下「令」という。）、農地法施行規則（昭和 27 年農林省令第 79 号。以下「則」とい
う。）及びこの処理基準で「農地」及び「採草放牧地」とは、次に掲げるものをいうものであり、
これらに該当しない土地を農地又は採草放牧地（以下「農地等」という。）として取り扱っては
ならない。 

[1] 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加
え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕
作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作でき
るような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地（休
耕地、不耕作地等）も含まれる。 

[2] 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で耕作又は養畜のため採草又は家畜の放牧の目的に主
として供される土地をいう。林木育成の目的に供されている土地が併せて採草放牧地の目的に
供されており、そのいずれが主であるかの判定が困難な場合には、樹冠の疎密度が 0.3 以下の
土地は主として採草放牧の目的に供されていると判断する。 

[3] 「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反覆継続的に行われることをいい、必
ずしも営利の目的であることを要しない。 

 (2) 農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項 
(1)の農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地

目によって判断してはならない。 

(3) 森林（法第２条第１号） 

森林とは、森林法第２条に規定される森林（同条に規定される森林の定義のうち同条第１号の「及

びその土地の上にある立木竹」の部分を除く。）に該当する土地のことをいいます。 

同条但書に規定される、「これに準ずる土地として使用される土地」とは、果樹の栽培の用に供

される土地等の農地に該当する土地、建築物又は特定工作物（都市計画法第４条第 11 項に規定す

る特定工作物のことをいいます。以下同じ。）の敷地の用に供される土地、宗教法人法第３条に規

定される境内地に該当する土地、墓地の用に供される土地及び公共施設用地等が該当します。これ

らの土地は、森林とは扱いません。 
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  ※ 「森林」に該当するかは、土地の登記簿の地目によっては判断しません。 

【参考：森林法（抜粋）】 
（定義） 

第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若
しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 

一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 

二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地 

(4) 公共施設用地（法第２条第１号、政令第２条及び省令第１条） 

「公共の用に供する施設」の用に供されている又は供することが決定している土地のことをいい

ます。また、「公共の用に供する施設」とは、次の表に掲げるものをいいます。 

表：公共の用に供する施設 

施設を管理する者 公共の用に供する施設 

規定なし 

道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、
津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、
軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、

農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第
２条第２項に規定する防衛施設 

国又は地方公共団体 

学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、
営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落
排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設 

※ 「公共の用に供する施設」は、都市計画法第４条第 12項に規定する「公共施設」とは別のもの

ですので留意してください。 

※ 公共の用に供する施設に該当しない建築物その他の工作物の敷地として占有する場合は、公共

施設用地としては取り扱いません。 

※ 公共施設用地の「道路」は、道路法による道路及び林道は該当しますが、建築基準法による道

路は該当しないものと取り扱います。 

※ 公共施設用地の「公園」は、都市公園法の公園及び国又は地方公共団体が管理する公園のこと

をいうものと取り扱います。 

※ 「国又は地方公共団体が管理する」とは、当該施設及び当該施設の用に供する土地を、法令又

は地方公共団体の条例若しくは規則（要綱及び要領等を除く。）に基づき災害防止上の見地から、

国又は地方公共団体（その指定管理者等を含む。）が管理する、又は国又は地方公共団体が管理

を監督することをいいます。 

※ 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社等の法令の規定により法第 15 条第１項の協

議において国又は都道府県等とみなされる者であっても、それらの者は上記の表の「国又は地方

公共団体」であるとはみなされません。 

※ 上記の表の「飛行場」及び「航空保安施設」は、航空法による飛行場及び航空保安施設の全て

を含むのではなく、そのうち公共に用に供されているものに限るなど、上記の表に掲げる施設で

あっても、公共の用に供していないものは、「公共の用に供する施設」に該当しません。 

(5) 宅地造成・特定盛土等（法第２条第２号及び第３号） 

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいいます。また、

「特定盛土等」とは、宅地、農地、採草放牧地又は森林において行う土地の形質の変更をいいます。 

土地の形質の変更及びその詳しい取扱いについては、第３章を参照してください。 

(6) 宅地造成に関する工事・特定盛土等に関する工事 

「宅地造成に関する工事」又は「特定盛土等に関する工事」とは、次に掲げるものをいいます。 

ア 宅地造成又は特定盛土等を行う（一定規模以上の盛土又は切土をする）工事 

イ 宅地造成又は特定盛土等を行う（一定規模以上の盛土又は切土をする）ことにより宅地、農地、
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採草放牧地又は森林として利用する又は利用されることとなり得る土地（第 27 号の「工事施行

区域」を参照してください。）において行う次に掲げる工事 

(ｱ) 盛土若しくは切土をする工事 

(ｲ) 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい若しくはグラウンドアンカーそ

の他の土留の設置をする工事 

(ｳ) その他宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じるための

工事 

(7) 土石（法第２条第４号） 

「土石」とは、土砂若しくは岩石又はこれらの混合物をいいます。また、「土砂」及び「岩石」

とは、次のものをいいます。 

  ※ 土石と土石以外のものが混ざったものは、土石に該当します。 

ア 土砂 

「土砂」とは、次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当するものをいいます。 

(ｱ) 地盤を構成する材料のうち、粒径 75 ミリメートル未満の礫、砂、シルト及び粘土（以下「土」

といいます。） 

(ｲ) 地盤を構成する材料のうち、粒径 75 ミリメートル以上のもの（以下「石」といいます。）

を破砕すること等により土と同等の性状にしたもの 

(ｳ) 地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた有機物が混入

したもの 

(ｴ) 土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有する有機材料又は無

機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等したもの 

(ｵ) 建設廃棄物等の建設副産物（資源の有効な利用の促進に関する法律第２条第２項に規定する

副産物のうち建設工事に伴うもの）を土と同等の性状にしたもの。ただし、廃棄物を除く。 

イ 岩石 

「岩石」とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたものをいいます。 

(8) 土石の堆積（法第２条第４号） 

「土石の堆積」とは、宅地、農地、採草放牧地又は森林において行う一定規模以上（第３章第７

項を参照してください。）の土石の積重ね（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限りま

す。）をいいます。 

なお、土石とその他のもの（廃棄物及び有機物等）の混合物の積重ねを含みます。 

ア 「一定期間の経過後に当該土石を除却するもの」の取扱い 

「一定期間の経過後に当該土石を除却するもの」とは、土石の堆積に関する工事に着手した日

（法第 12条第１項の許可を受けた工事にあっては、当該許可をした日、法第 15条第１項の協議

が成立した工事にあっては、当該協議が成立した日）から５年以内に当該土石を除却するものを

いいます。 

そのため、土石の堆積を行うことができる期間は、最大で５年とします（土石の堆積に関する

工事について、許可を受けることができる期間は、許可の日から最大で５年とします）。 

なお、５年を超えて土石の積重ねをすることを予定している場合でも、土石の堆積に該当する

ものと取り扱います。この場合においては、法の許可の工事の期間を許可の日から５年として受

けて、許可の日から５年を経過する前に、工期の延長の変更許可を受ける必要があります。 

イ ５年を超えて土石の堆積を行うことができる場合の取扱い 

アの取扱いにかかわらず、次に掲げる場合は、５年を超えて土石の堆積を行うことができるこ

ととします。 

(ｱ) 市長が５年を超えて土石の堆積を行うことをやむを得ないと認めて（ウを参照してくださ
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い。）、法第 16 条第１項の規定により土石の堆積に関する工事の予定期間の延長を許可した

場合 

(ｲ) 市長が５年を超えて土石の堆積を行うことをやむを得ないと認めて（ウを参照してくださ

い。）、土石の堆積に関する工事の予定期間の延長について法第 16 条第３項の規定により第

15条第１項の規定を準用して市長との協議が成立した場合 

(ｳ) 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において土石の堆積

に関する工事が行われている場合。ただし、当該工事の規模の拡大により、当該工事について

法第 12条第１項の許可が必要となった場合（※）は、(ｱ)又は(ｲ)に該当する場合。 

※ 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において土石の堆

積に関する工事を行っている工事主は、法第 21 条第１項の規定により宅地造成等工事規制

区域の指定があった日から 21 日以内に当該工事について市長に届け出なければなりません。

届け出る事項には、当該工事をしている土地の面積、土石の堆積の最大堆積高さ、土石の堆

積を行う土地の面積及び土石の堆積の最大堆積土量が含まれ、それらの規模（面積、高さ及

び土量）を超えて土石の堆積を行う場合は、法第 12 条第１項の許可を受ける必要がありま

す。この場合において、届出に係る堆積と届出に係る堆積の規模を超えて行う土石の堆積に

一連性がある場合は、届出に係る堆積の規模を超えて行う土石の堆積のみで技術的基準に適

合することが困難であるため、一体の土石の堆積として許可を受ける必要があります。 

  ウ 市長が５年を超えて土石の堆積を行うことをやむを得ないと認める場合の取扱い 

イ(ｱ)又は(ｲ)の市長が５年を超えて土石の堆積を行うことをやむを得ないと認める場合は、次

に掲げる場合とします。 

(ｱ) ストックヤード運営事業者登録規程（令和５年国土交通省告示第 157 号）第３条の登録を受

けて行う土石の堆積の場合 

(ｲ) 土石を継続的に、又は反復して売買するための土石の堆積、建設業を営む者が請け負う工事

において使用又は発生する土石を保管するための土石の堆積その他の土石の搬入及び搬出を

継続的に、又は反復して行うための土石の堆積であると市長が認める場合（土石の搬入のみで

搬出がない場合を除く。） 

(ｳ) 工事の施行のために行われる土石の堆積（当該工事の現場又はその付近に堆積するものとし

て、法第 12 条第１項の許可を要しないものを除く。）であって、当該工事に使用する土石又

は当該工事で発生した土石を堆積するもの（当該工事の施行に必要な量以上の土石を堆積する

もの又は当該工事の施行に必要な土石若しくは当該工事により発生した土石とそれ以外の土

石を合わせて堆積するものを除く。）で、当該工事が完了していない場合 

(ｴ) その他土石の堆積に係る事業の内容から市長がやむを得ないと認めた場合 

エ 土石の堆積ではなく、宅地造成若しくは特定盛土等（盛土）と取り扱う基準 

ウに掲げる場合に該当しないにもかかわらず、５年を超えて土石の積重ねが行われている場合

は、当該土石の積重ねを「土石の堆積」ではなく、「宅地造成又は特定盛土等（盛土）」として

取り扱います。 

この場合において、当該土石の積重ねは、盛土に係る法第 13 条第１項の技術的基準に適合さ

せなければなりません。また、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可は受けていませんの

で、当該技術的基準に適合させる工事を行うために、当該工事について新たに法第 12 条第１項

の許可を受ける必要があります。 

なお、土石の積重ねの上部において土地利用を行う場合も、当該土石の積重ねを「土石の堆積」

ではなく、「宅地造成又は特定盛土等（盛土）」として取り扱います。 
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(9) 土石の堆積に関する工事 

「土石の堆積に関する工事」とは、次に掲げるものをいいます。 

ア 土石の堆積を行うこと 

イ 土石の堆積を行うために利用する土地において行う法第 13 条第１項の技術的基準に適合させ

るために行なう工事その他土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置を講じるための工

事 

(10) 工事主（法第２条第 7号） 

「工事主」とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又

は請負契約によらないで自らその工事をする者をいい、当該工事をしようとする土地の所有者に限

らず、当該土地の区域内の土地について権利を有する者から当該工事をすることについて同意を得

た者も含みます。 

また、「自らその工事をする者」とは、単なる工事従事者ではなく、労務者等を雇用して工事を

行う場合は、雇用主である者が「自らその工事をする者」であり、「工事主」に該当します。 

なお、土石の堆積に関する工事の「工事主」については、第３項を参照してください。 

(11) 工事施行者（法第２条第８号） 

「工事施行者」とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負

契約によらないで自らその工事をする者をいいます。「自らその工事をする者」が「工事主」の場

合は、その者が、「工事施行者」にも該当します。 

また、「工事の請負人」は、元請負人であって下請負人は含みません。 

なお、土石の堆積に関する工事の「工事施行者」については、第３項を参照してください。 

(12) 崖・崖面（政令第１条第１項） 

「崖」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬岩盤（花崗岩、安山岩等

の火成岩及び硬い礫岩をいい、風化の著しいものは除きます。）以外のものをいいます。 

また、「崖面」とは、「崖」の地表面をいいます。 

なお、擁壁、崖面崩壊防止施設及びのり面保護工に係る構造物が設置されている場合は、その背

面が「崖面」です。 

 

図：崖面の位置及び切土又は盛土の高さ 

(13) 崖の勾配（政令第１条第２項） 

等高線に垂直な断面における崖面と水平面とのなす角度を「崖の勾配」とします。 

(14) 一体の崖（政令第１条第３項） 

小段その他の崖以外の土地によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端

を含み、かつ、水平面に対し 30 度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その

上下の崖は一体のものとみなします。 

次の図アの場合は、崖ａと崖ｂを一体の崖として取り扱い、崖の高さは、崖 aと崖ｂの高さを足

し合わせた高さです。また、次の図イの場合は、崖ａと崖ｂを別の崖として取り扱い、崖の高さは、

それぞれの崖の高さです。 

 

 

崖面 

擁壁 盛土の高さ 

切土の高さ 
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図ア 一体の崖 図イ 別の崖 

  

  

  

(15) 一体の盛土・盛土の高さ 

連続して盛土をする部分は、一体の盛土として取扱い、「盛土の高さ」とは、一体の盛土のうち

最も標高が低い部分と最も標高が高い部分の標高の差をいいます。 

  ※ 造成計画平面図上において、つながっている盛土は、一体の盛土です。 

図ア 一体の盛土 図イ 別の盛土 

断面 

 

断面 

 

断面 

 

断面 

 

平面 

 

平面 

 

 (16) 土石の高さ（土石の最大堆積高さ） 

「土石の高さ」とは、土石の積重ねを行う期間のうち、土石を最大の高さ、面積及び土量で積重

ねたときの、当該土石の最も標高が低い部分と最も標高が高い部分の標高の差をいいます。 

なお、この手引においては、分かりやすくするため、「土石の最大堆積高さ」と表現も用いてい

ます。 

30° 崖 a→ 

崖 b→ 

30° 崖 a→ 

崖 b→ 30° 

30° 

崖 b→ 

崖 a→ 
30° 

崖 b→ 

崖 a→ 

30° 崖 a→ 

崖 b→ 

崖 b→ 
崖 a→ 30° 

盛土の 
高さ 

 
一体の盛土 

盛土の 
高さ 

 

別の盛土 
盛土の 
高さ 

盛土・ 
切土なし 

盛土の 
高さ 

 一体の盛土 

盛土の 
高さ 

 

別の盛土 

切土 

一体の 
盛土 

工事施行 
区域 別の盛土 

工事施行 
区域 
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図：土石の高さ（土石の最大堆積高さ） 

 (17) 擁壁の勾配・擁壁の高さ（政令第１条第４号） 

擁壁の前面の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度を「擁壁の勾配」とし、その上端と下

端との垂直距離を「擁壁の高さ」とします。 

なお、「擁壁の前面の上端」とは、擁壁の背面が地盤面に接する部分の標高の擁壁の前面の部分

をいい、「擁壁の前面の下端」とは、擁壁の前面が地盤面と接する部分をいいます。 

ただし、擁壁の前面の根入れの深さが、一定の根入れ深さ（※）よりも深い場合は、擁壁の下端

から一定の根入れ深さ（※）の分だけ上方の標高の擁壁の前面の部分を、「擁壁の前面の下端」と

みなします。 

※ 一定の根入れ深さとは、間知石その他の練積み造擁壁の場合にあっては、政令第 10 条第４号

に規定する根入れの深さのことをいい、鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁又は

法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造の擁壁の場合にあっては、擁壁の高さ

の 100分の 15（その値が 35 センチメートルに満たないときは、35 センチメートル）のことをい

います。ただし、擁壁を横浜市の標準構造図の構造とするときは、当該標準構造図の根入れ深さ

より深い場合のことをいい、法第 17 条の規定による国土交通大臣の認定に根入れ深さの規定が

ある場合は、当該根入れ深さをいいます。 

 
 

 
図：擁壁の勾配・擁壁の高さ 

(18) 擁壁の地上高さ 

   擁壁の「地上高さ」とは、前号の擁壁の高さのうち、地上部分の高さをいうものと取り扱います。 

※ 擁壁の基礎の根入れが深い場合は、擁壁の高さと擁壁の地上高さは異なりますので留意してく

ださい。 

最も標高が高い部分 

 

最も標高が 
低い部分 

 

勾配が 1/10 以下である土地 

土石 

最大の高さ、面積及び土量で 
積重ねた場合の土石 

 

土石の高さ 
（土石の最大堆積高さ） 

 

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 

 

擁壁の 
高さ 

 

擁壁の勾配 

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 
とみなす部分 

 

擁壁の高さ 

 

一定の根入れ深さ 

 

擁壁の勾配 

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 

 

擁壁の 
高さ 

 

擁壁の勾配 
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図：擁壁の地上高さ 

 (19) 擁壁 

「擁壁」とは、崖面の崩壊を防止するために崖面を覆う施設（構造物）のこといいます。ただし、

崖面崩壊防止施設、のり面保護工に係る構造物及び仮設構造物は、「擁壁」に該当しません。 

具体的には、鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁、間知石練積み造その他の練積

み造による擁壁、法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造の擁壁、補強コンクリ

ートブロック造の擁壁、補強土壁及び山留式擁壁等が、「擁壁」に該当しますが、政令及び市細則

の規定により、設置する「擁壁」の構造には制限があります。 

(20) 義務設置擁壁（政令第６条） 

「義務設置擁壁」とは、「擁壁」のうち政令第８条第１項第１号により設置が義務付けられたも

ののことをいいます。 

同号の規定により設置が義務付けられるのは、土地の形質の変更（第３章第２項を参照してくだ

さい。）を行う部分のうち「盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが１メートルを超え

る崖を生ずることとなるもの」、「切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが２メートル

を超える崖を生ずることとなるもの」又は「盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及

び切土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛

土及び切土」をする部分に限ります。 

なお、「義務設置擁壁」は、同条第２号の規定により、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート

造、間知石練積み造その他の練積み造によるもの又は法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定

を受けた構造とする必要があります。 

(21) 任意設置擁壁 

「任意設置擁壁」とは、「擁壁」のうち政令第８条第１項第１号により設置が義務付けられた部

分以外に設置するものをいいます。 

なお、横浜市では、任意設置擁壁であっても、宅地又は周辺が宅地である土地に設置する高さ１

メートルを超える擁壁については、市細則第 30 条の規定により、鉄筋コンクリート造、無筋コン

クリート造、間知石練積み造その他の練積み造によるもの又は法第 17 条の規定により国土交通大

臣の認定を受けた構造とする必要があります。また、当該擁壁には、政令第９条から第 12 条又は

第 17 条の規定を準用します。 

(22) 崖面崩壊防止施設 

「崖面崩壊防止施設」とは、崖面の崩壊を防止するために崖面を覆う施設（構造物）で、崖面を

覆うことにより崖の安定を保つことができるものをいいます。擁壁及びのり面保護工に係る構造物

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 

 

擁壁の高さ 
＝擁壁の地上高さ 

 

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 
とみなす部分 

 

擁壁の高さ 

 

一定の根入れ深さ 

 

擁壁の地上高さ 

 

擁壁の前面の上端 

 

擁壁の前面の下端 

 

擁壁の高さ 
＝擁壁の地上高さ 
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は、「崖面崩壊防止施設」に該当しません。 

「崖面崩壊防止施設」は、地盤の変動が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持するこ

とができ、地下水を有効に排除することが可能な構造を有するものです。具体的な崖面崩壊防止施

設の工種には、鋼製枠工、大型かご枠工及びジオテキスタイル補強土壁工があります。 

(23) 土留 

「土留」とは、地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑り等を防ぐため設置する構造物をいい、地滑り抑

止ぐい、グラウンドアンカー及びのり面保護工に係る構造物を含みます。擁壁、崖面崩壊防止施設

及び仮設構造物は、「土留」には該当しません。 

なお、親杭横矢板壁、鋼矢板壁及び鋼管矢板壁等の仮設構造物は、擁壁、崖面崩壊防止施設及び

土留には該当せず、あくまで仮設であるため、宅地造成及び特定盛土等に関する工事の完了時にお

いて崖面を覆う施設（構造物）として使用することはできません。 

  ※ 急傾斜地崩壊防止施設は、自然崖（過去の盛土又は切土により生じた崖ではない崖をいいます。）

を覆うのり面保護工に係る構造物（土留）として取り扱います。 

表：崖面を覆う施設（構造物）の種類 

崖面を覆う施設（構造物）の種類 具体的な施設（構造物）の例 

擁壁 

義務設置擁壁 

鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁

壁、間知石練積み造その他の練積み造による擁壁及

び法第17条の規定により国土交通大臣の認定を受け

た構造の擁壁（※その他のものは、ありません。） 

任意設置擁壁 

宅地又は周辺が宅

地に設置する高さ

１ｍ超えのもの 

 義務設置擁壁の行に記載の擁壁（※その他のもの

は、ありません。） 

上記以外のもの 
義務設置擁壁の行に記載の擁壁、補強コンクリー

トブロック造の擁壁、補強土壁及び山留式擁壁 

崖面崩壊防止施設 
鋼製枠工、大型かご枠工及びジオテキスタイル補

強土壁工 

土留 
地滑り抑止杭、グランウンドアンカー及びのり面

保護工に係る構造物 

仮設構造物 親杭横矢板壁、鋼矢板壁及び鋼管矢板壁 

(24) のり面保護工 

「のり面保護工」とは、崖面その他の地表面を擁壁及び崖面崩壊防止施設で覆わない場合に、そ

の崖面が風化及び侵食等により不安定化することを抑制するため、のり面緑化及び構造物等により、

のり面を保護する工事のことをいいます。 

(25) 盛土・切土 

「盛土」又は「切土」とは、土砂又は岩石を盛土又は切土することをいい、政令第３条各号に掲

げる（土地の形質の変更に該当する）盛土又は切土のみではなく、その規模によらず全ての盛土又

は切土をいいます。 

(26) 土石の積重ね 

「土石の積重ね」とは、土砂又は岩石を積み重ねることをいい、政令第４条各号に掲げる土石の

堆積のみではなく、その規模によらず全ての土石の積み重ねることをいいます。 

なお、法では、この「土石の積重ね」のことも「土石の堆積」と表現されていますが、政令第４

条各号に掲げるものに該当するものと該当しないものを含むものとの区別が分かりにくいため、こ

の手引では、「土石の堆積」と「土石の積重ね」を区別しています。 
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(27) 工事施行区域（市細則第２条第１号） 

「工事施行区域」とは、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を施行する土地のこ

とをいいます。具体的な取扱いは、第２項を参照してください。 

なお、次に掲げる土地とは、「工事施行区域」のことをいうものと取り扱います。 

ア 法第 12 条第１項の許可、法第 15 条第１項の規定による協議（法第 16 条第３項において準用

する場合を含みます。）又は法第 16条第１項の許可に係る土地 

イ 法第 11条に規定する住民への周知に係る「宅地造成等に関する工事の施行に係る土地」 

エ 法第 12条第２項第４号に規定する同意に係る「宅地造成等に関する工事をしようとする土地」 

(28) 保全対象（市細則第２条第５号） 

「保全対象」とは、建築物、建築物の敷地、建築基準法第 42 条に規定する道路、公園その他市

長が盛土等に伴う災害から保全する必要があると認めるものをいいます。 

また、その他市長が盛土等に伴う災害から保全する必要があると認めるものとは、その他不特定

多数の自由利用に供する土地とします。 

(29) 工事の着手 

工事に着手するとは、請負契約の締結又はそれに基づく労働者の雇入れ若しくは資材の購入等の

段取りではなく、次のア又はイに掲げる行為をすることいいます。 

ア 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の場合 

(ｱ) 根切り工事（山留工事を含みます。） 

(ｲ) 杭打ち工事 

(ｳ) 地盤改良工事 

(ｴ) 土石の搬入出 

(ｵ) 木竹の伐根 

イ 土石の堆積に関する工事の場合 

(ｱ) 土石の積重ね 

(ｲ) 地盤の掘削工事その他の積重ねる土石が発生する工事 

(ｳ) 土石の搬入出 

(ｴ) 法第 13 条第１項の技術的基準に適合させるために行なう工事その他土石の堆積に伴う災害

を防止するため必要な措置を講じるための工事 

(ｵ) 地盤改良工事 

 

２ 工事施行区域の取扱い（市細則第２条第１号）（審査基準） 

  「工事施行区域」については、次の各号のとおり取り扱います。この取扱いは、宅地造成、特定盛

土等又は土石の堆積に関する工事について、法の許可を受ける場合だけでなく、法の規制対象又は許

可対象か判断する場合にも適用します。 

なお、宅地造成又は特定盛土等に関する工事が都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（市

街化区域内における 500平方メートル未満の開発行為を含みます。）に該当する場合にあっては、都

市計画法第４条第 13項に規定する開発区域の取扱いにも留意してください。 

また、建築基準法第 42 条第１項第５号の規定により道路の位置の指定を受ける場合は、当該道路

の位置の指定の申請に係る開発区域と、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行区域は

同一とするものとします。 

※ 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう宅地造成又は特定盛土

等に関する工事は、原則として、都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為に該当します。例

えば、市街化区域における建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域が 500

平方メートルを超える場合は、都市計画法の開発許可を受ける必要があります（開発許可を受けた
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場合は、法の規定により法の許可を受けたものとみなされるため、別途法の許可を受ける必要はあ

りません）。開発行為及び開発区域の取扱いについては、「都市計画法による開発許可の手引」を

参照してください。 

 (1) 宅地造成又は特定盛土等（盛土又は切土）に関する工事の場合の工事施行区域に含まれる土地の

取扱い 

宅地造成又は特定盛土等（法の規制対象か判断する場合にあっては、盛土又は切土。以下この項

のおいて同じ。）に関する工事の場合の「工事施行区域」とは、宅地造成又は特定盛土等に関する

工事に係る土地をいい、次のアからコに掲げる土地を含みます。 

ア 盛土又は切土を行う土地及び盛土又は切土をするために必要な土地 

   ※ 造成工事の施行のための根切り（切土）をする土地、土石の堆積をする土地及び仮設構造物

を設置する土地は、原則として工事施行区域に含むこととします。ただし、宅地造成又は特定

盛土等に関する工事の完了時に従前の土地の状況に原状回復（従前の土地の状況よりも崖崩れ

及び土砂の流出による災害の発生のおそれが高くならないものに限る。）を行う部分の土地（親

杭横矢板又は鋼矢板その他の仮設構造物による山留めを設置する土地を除く。）は、工事施行

区域に含まないことができることとします。 

イ 予定する建築物、特定工作物その他の工作物の敷地 

ウ イの建築物、特定工作物その他の工作物のための駐車場その他イの敷地と一体的に利用する土

地 

 ※ ごみ収集場や駐輪場等の用に供する土地が該当します。 

エ 盛土又は切土によりイ以外の用に供することを予定する土地 

 ※ 田、畑、緑地、墓地又は月極駐車場の用に供する土地等が該当します。 

オ 建築基準法第 42条第１項第５号の規定により道路の位置の指定を受けようとする土地 

 ※ 道路保護用地及び道路の避難通路を含みます。 

カ 建築基準法第 42条第２項に規定する道路に係る後退整備を行う土地 

 

  キ 公益用地 

ク 現に盛土又は切土が行われている土地 

   ※ 従前の建築物、擁壁その他工作物の除却に伴い既に盛土又は切土がされた場合（当該盛土又

は切土に係る工事について、宅地造成又は特定盛土等規制法第 17 条第１項の検査済証の交付

を受受けている場合又は当該盛土又は切土が法の規制対象外である場合を除きます。）は、当

該盛土又は切土がされた土地は、工事施行区域に含みます。 

ケ 造成協力地（造成工事を行う必要が生じた土地又は造成工事を行うことが望ましい土地で、か

つ、当該土地の所有者と工事施行区域内の当該土地以外の土地の所有者が異なる土地をいいます。

以下同じ。） 

コ 排水施設及びその設置に伴う工事のために必要とされる土地  

後退整備の部分 
工事施行区域 ２項道路 

宅地Ａ 

切土 

２ 項 道 路 

後退整備の部分 

工事施行区域 
宅地Ｄ 

宅地Ｃ 
中心後退 宅地Ｂ 

中心後退 
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(2) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合の工事施行区域に含まないことができる土地の取

扱い 

次の各号に掲げる部分の土地は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行区域に含

まないことができる土地と取り扱います。 

  ア 公共下水道に新たに設置する排水施設を接続するために、下水道法第 16 条（公共下水道管理

者以外の者の行う工事）に規定する承認を受けて行われる工事の部分（道路その他の公共施設の

用に供する土地の部分に限り、予定建築物等の敷地又は排水施設用地を除く。） 

 ※ この場合の道路には、建築基準法第 42 条に規定する道路を含むこととします。（ウにおい

ても同様です。） 

イ 公共下水道以外の既存の排水施設に、新たに設置する排水施設を接続するために行われる工事

の部分（道路その他の公共の用に供する土地の部分に限り、予定建築物等の敷地又は排水施設用

地を除く。） 

 (3) 歩道状空地又は自由利用空地の整備を目的とした宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る

工事施行区域の取扱い 

   第１号の取扱いにかかわらず、横浜市開発事業等の調整等に関する条例第 18 条第２項第２号又

は第３号に規定する歩道状空地又は自由利用空地を整備する場合の工事施行区域は、次のとおり取

り扱います。 

  ※ 歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴い法の許可が必要となる場合は、都市計画法の開発許

可が不要であるときです。 

  ア 歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴う盛土又は切土以外に盛土又は切土がない場合 

歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴う盛土又は切土以外に、開発事業区域（同条例第２条

第６号に規定する開発事業区域をいいます。イにおいても同様です。）に盛土又は切土がない場

合は、歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴い宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行す

る部分の土地（第１号のア、ケ及びコに掲げる土地）を工事施行区域とするものと取り扱います。

（予定する建築物の敷地全体を工事施行区域とする必要はありません。） 

なお、この場合においても、第２号の取扱いは適用します。 

イ 歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴う盛土又は切土以外に盛土又は切土がある場合 

歩道状空地又は自由利用空地の整備に伴う盛土又は切土以外に、開発事業区域に盛土又は切土

がある場合は、工事施行区域は第１号及び第２号のとおりとします。（予定する建築物の敷地全

体を工事施行区域とする必要があります。） 

 (4) 建築基準法第 42 条第２項に規定する道路に係る後退整備を目的とした宅地造成又は特定盛土等

に関する工事に係る工事施行区域の取扱い 

第１号の規定にかかわらず、建築基準法第 42条第２項に規定する道路（以下この号において「道

路」といいます。）に係る後退整備（以下この号において「後退整備」といいます。）に伴う宅地

造成又は特定盛土等に関する工事が次のア又はイに掲げるいずれかのものに該当する場合には、後

退整備に伴い宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行する部分の土地（第１号のア、ケ及びコ

に掲げる土地）を工事施行区域とするものと取り扱います。（予定する建築物の敷地全体を工事施

行区域とする必要はありません。） 

なお、この場合においても、第２号の取扱いは適用します。 

ア 予定する建築物の敷地が高い場合に切土をして後退整備を行うものであって、次に掲げる全て

に該当するもの 

 (ｱ) 切土により生ずる崖面を擁壁で覆う場合であって、次に掲げるいずれかに該当するもの 

ａ 擁壁の下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいいます。以下ｂにおいても同様

です。）の位置が、道路の中心線から水平距離で２メートルの位置であるもの 
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ｂ 擁壁の底版又は基礎が道路内（道路の中心線から水平距離２メートル以内の範囲）に突出

しないようにする場合であって、当該擁壁の下端の位置が、道路の中心線から水平距離で 2.6

メートル以内の位置であるもの 

※ 切土により生ずる崖面を擁壁で覆わない場合及び切土により崖面が生じない場合は、この

アの規定に該当しません。 

(ｲ) 後退整備に伴う盛土又は切土以外に盛土又は切土がないもの 

(ｳ) 切土により生ずる崖面を覆う擁壁の背面の地盤面に盛土又は切土がないもの 

    ※ 土羽付きの間知石練積み造擁壁の場合（切土をして当該土羽（のり面）を形成する場合）

は、(ｳ)に該当しません。 

(ｱ)ａの図解 

 
 (ｱ)ｂの図解 

 

イ 予定する建築物の敷地が低い場合に盛土又は切土をして後退整備を行うものであって、次に掲

げる全てに該当するもの 

 (ｱ) 盛土又は切土により生ずる崖面を擁壁で覆う場合であって、次に掲げるいずれかに該当する

もの 

ａ 擁壁の背面が地盤面と接する部分の位置が、道路の中心線から水平距離で２メートルの位

置であるもの 

ｂ 擁壁の背面に転落を防止するために防護柵を設置する空地を設ける場合であって、擁壁の

背面が地盤面と接する部分の位置が、道路の中心線から水平距離で 2.5メートルの位置であ

るもの 

※ 切土により生ずる崖面を擁壁で覆わない場合又は盛土若しくは切土により崖面が生じな

い場合は、このイの規定は適用しません。 

   (ｲ) 擁壁の背面が接する地盤面の標高が、道路の地盤面の標高に合わせたものであるもの 

(ｳ) 後退整備に伴う盛土又は切土以外に盛土又は切土がないもの 

道路ＣＬ 

道路中心線から２ｍ 

予定建築物の敷地 

 

道路ＣＬ 

切土 

道路中心線から 

２ｍ後退 

下端の位置 

掘削地盤 

工事施行区域 

予定建築物の敷地 

道路中心線から２ｍ 

予定建築物の敷地 

 

道路ＣＬ 
工事施行区域 

 

切土 

掘削地盤 

0.6ｍ以内 

予定建築物の敷地 

 

道路中心線から 

2.6ｍ 

下端の位置 

道路ＣＬ 
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(ｱ)ａの図解 

 

(ｱ)ｂの図解 

 

 (5) 現に土地利用がなされている土地において擁壁を設置することを目的とした宅地造成又は特定

盛土等に関する工事に係る工事施行区域の取扱い 

第１号の規定にかかわらず、現に建築物の敷地又は駐車場等の土地利用がなされている土地にお

いて、建築物の建替えその他の土地利用の内容の変更を伴わず擁壁の設置をする場合は、当該擁壁

の設置に伴い宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行する部分の土地（第１号のア、ケ及びコ

に掲げる土地）を工事施行区域とするものと取り扱います。（土地利用している土地の全体を工事

施行区域とする必要はありません。） 

なお、この場合においても、第２号の取扱いは適用します。 

 (6) 複数の宅地造成又は特定盛土等に関する工事等に一連性がある場合の工事施行区域の取扱い 

複数の宅地造成又は特定盛土等に関する工事又は盛土若しくは切土を伴う工事（以下この号にお

いて「宅地造成に関する工事等」といいます。）の一部又は全部に一連性がある場合（第２号の規

定により工事施行区域に含まない土地の部分又は公共施設用地において一連性がある場合を含む。）

は、当該複数の宅地造成に関する工事等は一体のものとみなし、当該複数の宅地造成に関する工事

等を施行する土地全体を工事施行区域と取り扱います。ただし、次の各号に掲げる場合に該当する

宅地造成に関する工事等に係る工事施行区域を除きます。 

  ※ 一連性とは、複数の宅地造成又は特定盛土等に関する工事が、計画的、構造的又は工事の施

行方法が一体的なものとして捉えられることをいいます。 

  ※ 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう宅地造成又は特定

盛土等に関する工事の場合の一連性の取扱いは、「都市計画法による開発許可の手引」を参照

してください。 

ア 法の許可を受ける必要がある宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては、法第 17 条第

２項に規定する検査済証が交付されている場合（旧宅地造成等規制法第８条第１項に規定する許

道路 

道路中心線から 

２ｍ 

道路ＣＬ 

予定建築物の敷地 

 

予定建築物の敷地 

 

道路ＣＬ 

道路 

道路中心線から 

２ｍ後退 

切土 

盛土 

掘削地盤 

工事施行区域 

擁壁の背面が地盤面

と接する部分 

掘削地盤 

工事施行区域 

0.5ｍ 

予定建築物の敷地 

 

道路ＣＬ 

道路 

道路中心線から 

2.5ｍ後退 

切土 

盛土 

後退線の位置 

道路 

道路中心線から 

２ｍ 

道路ＣＬ 

予定建築物の敷地 

 

擁壁の背面が地盤面

と接する部分 
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可を受けている造成工事にあっては、同法第 13 条第２項に規定する検査済証が交付されている

場合） 

イ 建築物の建築と併せて施行する盛土又は切土を伴う工事にあっては、当該建築物に係る建築基

準法第７条第５項、第７条の２第５項、第 18 条第 22 項又は同条第 26 項の規定による検査済証

が交付されている場合  

(7) 土石の堆積（土石の積重ね）に関する工事の場合の工事施行区域に含まれる土地の取扱い 

土石の堆積（法の規制対象か判断する場合にあっては、土石の積重ね。以下この項において同じ。）

に関する工事の場合の「工事施行区域」とは、土石の堆積に関する工事に係る土地をいい、次のア

からキに掲げる土地を含みます。 

ア 土石の積重ねを行う土地 

イ 政令第 19 条の規定による措置その他の土石の積重ねをするための措置を講じる土地及び当該

措置を講じるために必要な土地 

 ※ イに掲げる土地とは、積重ねる土石の周辺の空地、柵を設置する土地、立入りを禁止する旨

の表示を掲示する土地、地盤改良をする土地、側溝、調整池その他の排水施設を設置する土地、

鋼矢板又は構造その他の構造物に係る工事を施行する土地等のことをいいます。 

ウ 土石の積重ねに係る盛土又は切土を行う土地及び盛土又は切土をするために必要な土地 

※ 土石の積重ねを行う土地の勾配を 10 分の１以下にするための盛土又は切土をする土地や、

土石の搬入路を築造するための盛土又は切土等が該当します。 

  なお、当該盛土又は切土が、宅地造成又は特定盛土等に該当する場合の取扱いについては、

第３章第９項第２号を参照してください。 

エ 積重ねる土石を搬入出するために必要な土地 

※ 土石を搬入出する道路法又は建築基準法による道路の境界線から、土石の積重ねをする土地

の間の土地で、土石の搬入出するために必要な土地（土石の搬入出に必要な幅員を有するもの。）

のことをいいます。 

  オ 土石の積重ねのための建築物の敷地に係る土地又はその他の工作物を設置する土地 

   ※ ストックヤードの管理事務所として使用する建築物を建築する場合は、当該建築物の敷地は、

工事施行区域に含むこととします。 

カ 建築基準法第 42条第２項に規定する道路に係る後退整備を行う土地 

キ その他土石の積重ねを行うための必要な土地及び土石の積重ねを行う土地と一体的に利用さ

れる土地 

(8) 土石の堆積に関する工事の場合の工事施行区域に含まないことができる土地の取扱い 

次の各号に掲げる部分の土地は、土石の堆積に関する工事に係る工事施行区域に含まないことが

できる土地と取り扱います。 

   

ア 公共下水道に新たに設置する排水施設を接続するために、下水道法第 16 条（公共下水道管理

者以外の者の行う工事）に規定する承認を受けて行われる工事の部分（道路その他の公共施設の

用に供する土地の部分に限り、予定建築物等の敷地又は排水施設用地を除く。） 

 ※ この場合の道路には、建築基準法第 42 条に規定する道路を含むこととします。（ウにおい

ても同様です。） 

イ 公共下水道以外の既存の排水施設に、新たに設置する排水施設を接続するために行われる工事

の部分（道路その他の公共の用に供する土地の部分に限り、予定建築物等の敷地又は排水施設用

地を除く。） 
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(9) 複数の土石の堆積に関する工事等に一連性がある場合の工事施行区域の取扱い 

複数の土石の堆積に関する工事又は土石の積重ねをする工事（以下この号において「土石の堆積

に関する工事等」といいます。）の一部又は全部に一連性がある場合（第８号の規定により工事施

行区域に含まない土地の部分又は公共施設用地において一連性がある場合を含む。）は、当該複数

の土石の堆積に関する工事等は、一体のものとみなし、当該複数の土石の堆積に関する工事等を施

行する土地全体を工事施行区域と取り扱います。  

なお、一連性とは、複数の土石の堆積に関する工事が、計画的、構造的又は工事の施行方法が一

体的なものとして捉えられることをいいます。 

 

３ 土石の堆積に関する工事の工事主及び工事施行者の取扱い（法第２条第 7号及び第８号）（審査基

準） 

  土石の堆積に関する工事の工事主又は工事施行者に該当する者は、次の各号に掲げる場合に応じて、

各号に定めるとおりと取り扱います。 

※ この取扱いに定めがない場合については、具体の状況により個別に判断します。 

※ 土石の堆積に関する工事は、大きく分けて、土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を堆積

する工事、堆積した土石等を除却する工事があり、それぞれ工事施行者を分けることは可能です。

詳しくは、手続編第２章第４項を参照してください。 

(1) ストックヤード運営事業者登録規程（令和５年国土交通省告示第 157号）第３条の登録を受けて

行う土石の堆積の場合 

   工事主は、ストックヤード運営事業者とします。また、工事施行者は、ストックヤードにおける

土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者とします。 

  ※ 「自らその工事をする者」とは、単なる工事従事者ではなく、労務者等を雇用して工事を行う

場合は、雇用主である者が「自らその工事をする者」に該当します。以下この項において同様で

す。 

 (2) 土石の堆積を行う土地において土石の売買を継続的に、又は反復して行うために行なう土石の堆

積の場合 

   工事主は、土石の売買を行う者とします。また、工事施行者は、売買する土石に係る土石の堆積

に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者とします。 

 (3) 建設業を営む者が請け負う工事において使用又は発生する土石を保管するための土石の堆積 

   工事主は、当該建設業を営む者とします。工事施行者は、保管する土石に係る土石の堆積に関す

る工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者とします。 

(4) 土石が発生する工事（建築工事等）の工事主が、自ら土石の堆積を行う場合 

   当該土石の堆積の工事主及び工事施行者は、当該土石が発生する工事（建築工事等）の工事主と

します。 

(5) 土石を処分しようとする者が、当該土石を堆積する土地（搬入先）を指定して当該処分を発注す

る場合 

   工事主は、土石の処分に係る請負契約の発注者です。また、工事施行者は、当該請負契約の請負

人（当該土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者）とし

ます。 

  ※ 第１号又は第２号に該当する場合は、第１号又は第２号の取扱いによります。 
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 (6) 土石を処分しようとする者が、当該土石を堆積する土地（搬入先）を指定しないで当該処分を発

注する場合（土石の処分を請け負う者が、当該土石を堆積する土地（搬入先）を指定して当該処分

を発注する場合 

   工事主は、土石の処分の請負契約の請負人とします。また、工事施行者は、処分しようとする土

石に係る土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をい

います。 

  ※ 土石の処分の請負契約の請負人が、自ら土石の堆積に関する工事を行う場合は、土石の処分の

請負契約の請負人は、工事主及び工事施行者に該当します。 

  ※ 第１号又は第２号に該当する場合は、第１号又は第２号の取扱いによります。 
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第３章 法の規制対象及び許可対象 
【法】 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林（以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農

地等」という。）並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されて
いる土地（以下「公共施設用地」という。）以外の土地をいう。 

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定め
るものをいう。 

三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等
に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるもの
をいう。 

四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの（一定期間の経過後に当
該土石を除却するものに限る。）をいう。 

五 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。 
六 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実

施するために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。第五十五条
第二項において同じ。）を作成することをいう。 

七 工事主 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約
によらないで自らその工事をする者をいう。 

八 工事施行者 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によら
ないで自らその工事をする者をいう。 

九 造成宅地 宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。）に関する工事が施行された
宅地をいう。 

（宅地造成等に関する工事の許可） 
第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、
当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならな
い。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事に
ついては、この限りでない。 

２～４ （略） 
【政令】 
（公共の用に供する施設） 

第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。）第二条
第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防
護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する
施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動
場、墓地その他の施設で主務省令で定めるものとする。 
（宅地造成及び特定盛土等） 

第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの  
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの  
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートル

を超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土を除
く。） 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの 
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百

平方メートルを超えるもの 
（土石の堆積） 

第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。 
一 高さが二メートルを超える土石の堆積 
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超

えるもの 
（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等） 

第五条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。 
一 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届

出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しく
は第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実
施に係る工事 

二 鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第
二項（同法第八十七条において準用する場合を含む。）若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは
第二項の規定による認可を受けた者（同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又
は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。）が行う当該届出又は認可に係
る施業案の実施に係る工事 

三 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定によ
る認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七
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の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 
四 砂利採取法（昭和四十三年法律第七十四号）第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を

受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管
理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事
として主務省令で定めるもの 

２ （略） 
【省令】 
（公共の用に供する施設） 

第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。）第二
条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施
設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる
施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和四
十九年法律第百一号）第二条第二項に規定する防衛施設とする。 

２ 令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓
地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業
集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 
（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第八条 令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 
一 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五

条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事 
二 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若し

くは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条
第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に
係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

三 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二十一条第一項若しくは第四項（同法第四
十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る
工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項（同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある
物品の埋却に係る工事 

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第七条第六項若しくは第十
四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託（非常災害時における市町村から委託を受けた者
による委託を含む。）を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係
る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許
可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

五 土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当
該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当
該許可に係る工事 

六 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出
された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十号）第十
五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項（同法第十八条第五
項において準用する場合を含む。）の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第三十
八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九
条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事 

七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 
八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 

イ 地方住宅供給公社 
ロ 土地開発公社 
ハ 日本下水道事業団 
ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
ホ 独立行政法人水資源機構 
ヘ 独立行政法人都市再生機構 

九 宅地造成又は特定盛土等（令第三条第五号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さが
二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル（都道
府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）を超えない盛土又は切土をするもの 

十 次に掲げる土石の堆積に関する工事 
イ 令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超え
ないもの 

ロ 令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の
表面の標高との差が三十センチメートル（都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）
を超えないもの 

ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発
生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの 

【市細則】 
（災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第 13 条 省令第８条第９号の規定による規則で別に定める値は、農地において行う高さ１メートル以下 
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の盛土で、当該盛土をする土地の全体が周辺の土地よりも低い場合に限り、１メートル（盛土をする土
地のうち最も低い部分と周辺の土地の最も低い部分との標高差が１メートル未満の場合は、その標高差
に 30 センチメートルを加えた値（当該値が１メートルを超える場合は、１メートル））とする。 

１ 法の規制対象及び許可対象の分類 

  法では、宅地、農地、採草放牧地又は森林において、一定規模以上の盛土若しくは切土（「土地の

形質の変更」といいます。）又は土石の積重ねをすることを「宅地造成」、「特定盛土等」又は「土

石の堆積」（以下この項において「宅地造成等」といいます。）と定義し、法の規制対象としていま

す。 

  また、宅地造成等工事規制区域内（横浜市の場合は、市全域）において行われる宅地造成等（法の

規制対象）に関する工事については、法第 12 条第１項の規定により、「宅地造成等に伴う災害の発生

のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事」を除き、法の許可の対象です。 

なお、法の許可対象外の場合は、法第 13条第１項の技術的基準は適用されません。ただし、法の許

可対象外であっても、法の規制対象の宅地造成等については、宅地造成等に伴う崖崩れ及び土砂の流

出による災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持する努力義務があり、宅地造成等に

伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合は、法に基づく勧告又は命令等の対象となります

ので、留意してください。 

次の図は、上記の内容を図としてまとめたものです。 

図：法の規制対象及び許可対象 

 

非該当 該当 

法第 12条第１項ただし書の規定により 
法の許可対象外に該当しますか？ 
（第 11項を参照してください。） 

一定規模以上の盛土、切土又は土石の積重ねですか？ 
（第２項、第３項又は第７項から第９項を参照してください。） 

 

宅地、農地、採草放牧地又は森林 

盛土、切土又は土石の積重ねをする土地の用途は何ですか？ 
※ 盛土又は切土にあっては、工事完了後の土地の用途。 
※ 土石の積重ねにあっては、積重ねをする土地の用途。 

非該当 
（土地の形質の変更（宅地造成、特定盛土等）又は土石の堆積に該当） 

公共施設用地 
（第２章第１項第４号を 
参照してください。） 

非該当 

該当 

法の規制対象（土地の形質の変更又は土石の堆積） 
に該当しない盛土、切土又は土石の積重ねに該当しますか？ 

（第６項及び第 10 項を参照してください。） 

法の許可対象かつ 
法の規制対象です。 

法の許可対象外ですが、 
法の規制対象です。 

※ 危険なものは、法に基づ
く勧告等の対象です。 

法の規制対象外です。 

該当 
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２ 法の規制対象である一定規模以上の盛土又は切土（土地の形質の変更）（政令第３条） 

次の表に掲げる政令第３条各号に規定する盛土又は切土は、法の規制対象です。この盛土又は切土

のことを、「土地の形質の変更」といいます。 

なお、次の表に掲げる盛土又は切土であっても、「土地の形質の変更」とは取り扱わない場合があ

ります。詳しくは、第６項を参照してください。 

表：法の規制対象（土地の形質の変更） 

付番 
根拠 
規定 

法の規制対象（土地の形質の変更） 
に該当する盛土又は切土 

図 

① 
政令 

第３条 

第１号 

盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ
が１メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

 

② 
政令 

第３条 

第２号 

切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ
が２メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

 

③ 
政令 

第３条 

第３号 

盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛
土及び切土をした土地の部分に高さが２メートル
を超える崖を生ずることとなるときにおける当該

盛土及び切土 
（①又は②に該当するものを除きます。）  

④ 
政令 

第３条 

第４号 

盛土であって、高さが２メートルを超えるもの 
（①又は③に該当するものを除きます。） 

 

⑤ 
政令 

第３条 

第５号 

盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土地
の面積が 500 平方メートルを超えるもの（※） 

（①～④に該当するものを除きます。） 
 

※ 高さ 30 センチメートル以下の盛土又は切土をする土地の面積等については、法の規制対象の

判断の際には、⑤の「盛土又は切土をする土地の面積」に算入しますが、法の許可対象の判断の

際には参入しません。詳しくは、次の補足を参照してください。 

【補足】 

政令第３条第５号の土地の形質の変更に該当するが、法の許可対象外のもの（令第８条第９

号に掲げる工事）の取扱い（審査基準） 

１ 省令第８条第９号に掲げる工事の取扱い 

政令第３条第５号の土地の形質の変更（盛土又は切土をする土地の面積が 500 平方メート

ルを超えるもの）は、法の規制対象ですが、省令第８条第９号の規定により、高さが２メー

トル以下の盛土又は切土（一体の盛土又は切土のうち最も標高が低い部分と最も標高が高い

部分の標高の差が２メートル以下の盛土又は切土をいう。）であって、かつ、盛土又は切土

をする前後の地盤面の標高の差（同一箇所での標高の差のことをいいます。以下この項にお

いて同じ。）が 30センチメートルを超えない盛土又は切土は、政令第３条第５号の土地の形

質の変更について法の許可対象外です。 

そのため、政令第３条第５号の土地の形質の変更が法の許可対象に該当するかを判断する

場合には、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30センチメートルを超えない盛

土又は切土をする土地の面積」を算入しないで、工事施行区域内の「盛土又は切土をする土

地の面積」の合計が 500 平方メートルを超えるかにより判断します。ただし、盛土又は切土

の高さが２メートルを超える場合（一体の盛土又は切土のうち最も標高が低い部分と最も標

１ｍ超え 

30度超え 

盛土 

２ｍ超え 

切土 

30度超え 

２ｍ超え 

切土 

盛土 

30度超え 

２ｍ超え 

盛土 

500㎡超え 

切土 盛土 
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高が高い部分の標高の差が２メートルを超える場合）は、当該盛土又は切土をする土地の面

積を算入して判断します。 

なお、一体の盛土又は切土であって標高の差が 30センチメートルを超える部分と 30 セン

チメートル以下の部分がある場合の「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30 セン

チメートルを超えない盛土又は切土をする土地の面積」とは、標高の差が 30 センチメートル

以下の盛土又は切土をする部分の土地の面積と取り扱います。 

 ※ これは、政令第第３条第５号の土地の形質の変更について記載しているものです。この

取扱いにより、政令第第３条第５号の土地の形質の変更について法の許可対象外とされて

も、政令第３条第１号から第４号の土地の形質の変更に該当すれば、原則として法の許可

対象（法の規制対象）ですので留意してください。 

 

 
 

 

２ 周辺よりも低い農地における盛土の場合の取扱い（市細則第 13条） 

  第１項の場合に加えて、周辺が道路に囲まれた田など、周辺の土地よりも低い凹形状の農

地（農地の全体が周辺の土地よりも低い場合に限ります。）における盛土が、次の各号に該

当する場合は、政令第３条第５号の土地の形質の変更について法の許可対象外です。 

 ※ 盛土が政令第３条第１号、第３号又は第４号のいずれかの土地の形質の変更に該当する

場合は、法の許可対象外とはなりません。 

(1) 盛土をする土地のうち最も低い部分と周辺の土地の最も低い部分との標高差が１メート

ル以上である場合における、当該農地への高さ１メートル以下の盛土 

 

 
(1)の図解 

 

１ｍ以下 

農地の周辺の土地の
最も低い部分 

１ｍ以上 
盛土 

「盛土又は切土をする土地の面積」 
に算入しない範囲 

盛切土 
２ｍ以下 30cm 以下 

「盛土又は切土をする土地の面積」 
に算入しない範囲 

盛土及び切土をする範囲 

30cm 以下 

30cm 以下 

「盛土をする土地の面積」 
に算入しない範囲 

盛土をする範囲 

盛土 
１ｍ以下 

切土 
２ｍ以下 

30cm 以下 

「切土をする土地の面積」 
に算入しない範囲 

切土をする範囲 
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(2) 盛土をする土地のうち最も低い部分と周辺の土地の最も低い部分との標高差が１メート

ル未満である場合における、当該農地への当該標高差に 30 センチメートルを加えた高さ

以下の盛土 

 

 

(2)の図解 

  そのため、政令第３条第５号の土地の形質の変更が法の許可対象に該当するかを判断する

場合には、上記の各号の盛土をする土地の面積を算入しないで、工事施行区域内の「盛土又

は切土をする土地の面積」の合計が 500 平方メートルを超えるかにより判断します。 

 

３ 複数回にわたって盛土又は切土をする場合の取扱い 

複数回にわたって盛土又は切土をする場合において、宅地造成等工事規制区域の指定以後

（指定以後に法第 17条第２項の検査済証の交付又は都市計画法第 36条第３項の公告を行っ

ている場合は、当該検査済証又は公告の以後。以下この項において同じ。）に最初の盛土又

は切土をする前の土地の地盤面から盛土又は切土後の地盤面の標高の差（同一箇所での標高

の差のことをいいます。）が１メートルを超えるときは、法の規制対象外とはしないことと

し、宅地造成等工事規制区域の指定以後の盛土又は切土が政令第３条各号に掲げるいずれか

のものに該当すれば、法の規制対象（土地の形質の変更）に該当するものとして取り扱いま

す。 

 

３ 「土地の形質の変更」に係る盛土及び切土の取扱い（審査基準） 

 (1) 盛土又は切土に該当するかの判断方法（政令第３条各号） 

盛土及び切土が「土地の形質の変更」に該当するかは、従前の土地利用が行われていたとき（土

地利用が行われていない土地にあっては、工事を施行する前）の地盤面（以下この号において「現

況地盤面」といいます。）と工事の完了後の地盤面の標高を比較して判断し、工事の施行中の一時

的な盛土及び切土によっては判断しません。 

そのため、農地において一部の土を除却した後に表土を補充した場合で、その前後の地盤の標高

に変更がないときは、「土地の形質の変更」に該当するか判断する盛土及び切土はないものと取り

扱います。 

なお、崖面を擁壁、建築物その他の工作物（以下この号において「擁壁等」といいます。）で覆

われている場合又は覆う場合は、次の図のとおり当該擁壁等の部分（当該擁壁等の前面の下部が地

盤面と接する部分より下方の部分を除く。）は、土とは取り扱いません。 

また、アスファルト舗装、コンクリート舗装又は土間コンクリート等（以下この号において「舗

宅地造成等工事規制区域 
の指定時の地盤面 

宅地造成等工事規制区域 
の指定後の盛土 

１ｍ超え 

政令第３条各号に掲げる土地の形質
の変更に該当すれば、法の規制対象 

農地の周辺の土地の
最も低い部分 

１ｍ未満 

盛土 

「盛土又は切土をする土地の面積」 
に算入しない範囲 

30cm １ｍ以下 
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装等」といいます。）に使用するアスファルト混合物、コンクリート又はモルタルは、土に該当し

ないものと取り扱います。ただし、砕石（粒度調整砕石及びクラッシャーラン等を含む。）は、土

に該当するものと取り扱います。 

なお、現況地盤面に舗装等が施工されている場合は、舗装等の下の現況地盤面の標高を測量する

ことが困難であるため、舗装等の表面を現況地盤面とすることができるものと取り扱います。 

 

(2) 既存の擁壁の築造替え等の場合の過去の盛土又は切土の取扱い（政令第３条第１号から第３号） 

   過去に盛土又は切土をしたことにより生じた既存の崖面を覆っている既存の擁壁（鉄筋コンクリ

ート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁、間知石練積み造その他の練積み造による擁壁及び法第 17条

の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造の擁壁以外の補強コンクリートブロック擁壁等の

擁壁を含みます。）、建築物その他の工作物を除却して、当該崖面を新たに設置する擁壁により覆

う場合は、新たにする盛土又は切土だけではなく、過去の盛土又は切土を含めた盛土又は切土（新

たな盛土又は切土がない場合にあっては、過去の盛土又は切土）が、政令第３条第１号から第３号

に掲げる盛土又は切土のいずれかに該当する場合は、法の規制対象（土地の形質の変更）に該当す

るものと取り扱います。ただし、既存の擁壁の築造替えに伴う盛土又は切土は、土地の形質の変更

として取り扱わない場合がありますので、詳しくは第６項第１号を参照してください。 

 

 
 

   なお、地下車庫の一部を残して擁壁とする場合など、崖面を覆っている建築物その他の工作物の

一部を除却し、残存するものを擁壁とする場合は、新たな盛土又は切土はないものの、法又は建築

基準法の規定に抵触する可能性があります。また、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生のおそ

れが高いときには、法に基づく勧告等の対象となる場合がありますので、十分に留意してください。 

  

土として 
取扱う部分 

 

土として 
取扱わない部分 

過去の盛土 

今回の盛土 高さ１ｍ以下 

高さ１ｍ超え 
⇒法の規制対象 

過去の切土 

今回の盛土 高さ１ｍ以下 

高さ２ｍ超え 
⇒法の規制対象 
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(3) 盛土又は切土をする土地の面積の取扱い（政令第３条第５号） 

政令第３条第５号中の「盛土又は切土をする土地の面積」とは、工事施行区域（第２章第２項を

参照してください。）内の盛土又は切土をする土地の面積の合計のことをいいます。 

具体的な例は、次の図のとおりです。 

図：盛土又は切土をする土地の面積の取扱い 

計画 盛土又は切土をする土地の面積 

 

・ 工事施行区域内の盛土及び切土の範囲： 

ＡＢＣＤＥＦ 

・ ＡＢＣＤＥＦ＞500 ㎡の場合は、土地の形質の

変更に該当します。 

 

・ 工事施行区域内の切土の範囲：ＡＢＣＤ 

・ ＡＢＣＤ＞500 ㎡の場合は、土地の形質の変更

に該当します。 

・ 盛土の場合も同様です。 

 

・ 工事施行区域内の盛土及び切土の範囲： 

ＡＢＥＦ＋ＨＧＣＤ 

・ ＡＢＥＦ＋ＨＧＣＤ＞500 ㎡の場合は、土地の

形質の変更に該当します。 

 

４ 法の規制対象である宅地造成又は特定盛土等（法の規制対象行為）の分類（法第２条第２号から第

４号）（審査基準） 

宅地造成等工事規制区域内（横浜市の全域）の宅地、農地、採草放牧地又は森林において行う「土

地の形質の変更」に該当する盛土又は切土は、法の規制対象に該当し、当該盛土又は切土を「宅地造

成」又は「特定盛土等」といいます。 

「宅地造成」又は「特定盛土等」のいずれに該当するかは、工事（土地の形質の変更）の前後の工

事施行区域内の土地の用途によって次の表のとおり取り扱います。 

なお、「土地の形質の変更」後の土地の用途が公共施設用地の場合の「土地の形質の変更」は、「宅

地造成」及び「特定盛土等」のいずれにも該当せず、法の規制対象外です。（公共施設用地と公共施

設用地以外にまたがる場合については、次項を参照してください。） 

 

 

 

盛土 

切土 

Ａ 

Ｄ Ｃ 
Ｂ 

Ｆ Ｅ 

切土 盛土 

切土 

Ａ Ｄ 

Ｃ Ｂ 

切土 

切土 盛土 

Ａ Ｄ 

Ｃ Ｂ 

Ｆ 

Ｅ 

Ｈ 

Ｇ 

盛土 

切土 
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表：宅地造成又は特定盛土等（法の規制対象行為）の分類 

 工事施行区域内の工事完了後 
（土地の形質の変更後）の土地の用途 

宅地のみ 宅地以外のみ 
宅地＋ 
宅地以外 

公共施設用地 

工事施行区域内
の工事完了前（土
地の形質の変更
後）の土地の用途 

宅地のみ 特定盛土等 特定盛土等 特定盛土等 規制対象外 

宅地以外のみ 宅地造成 特定盛土等 宅地造成 規制対象外 

宅地＋ 
宅地以外 宅地造成 特定盛土等 宅地造成 規制対象外 

公共施設用地 宅地造成 特定盛土等 宅地造成 規制対象外 

※ 「宅地以外」とは、農地、採草放牧地、森林又は公共施設用地のことをいいます。 

 

５ 盛土又は切土等が公共施設用地と公共施設用地以外の土地にまたがる場合の取扱い（政令第３条）

（審査基準） 

  盛土又は切土が公共施設用地と公共施設用地以外の土地にまたがる場合は、公共施設用地以外の土

地における盛土又は切土のみによって、法の規制対象（宅地造成又は特定盛土等）に該当するか判断

するものと取り扱います。 

また、宅地造成又は特定盛土等に関する工事が公共施設用地と公共施設用地以外の土地にまたがる

場合は、公共施設用地における部分は、法の許可対象外と取り扱います。この場合において、許可に

係る工事施行区域には、公共施設用地は含まないこととします（ただし、公共施設用地を占有して、

宅地、農地、採草放牧地又は森林として利用する場合を除きます。）。 

 

６ 法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない盛土又は切土（審査基準） 

次の(1)から(8)に係る盛土又は切土は、土地の形質を維持する行為（盛土又は切土）であり、かつ、

崖崩れ又は土砂の流出による災害の危険性を増大させないものであるため、政令第３条各号又はいず

れかの号の土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しないものと取り扱います。 

なお、次の表は、次の第１号から第８号をまとめたものです。 

表：法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない盛土又は切土 

土地の形質を維持する行為 
（盛土又は切土） 

政令第３条各号の土地の形質の変更のうち該当しないもの 
（○：該当しないもの） 

政令第３条 
第１号 

政令第３条 
第２号 

政令第３条 
第３号 

政令第３条 
第４号 

政令第３条 
第５号 

盛土 
１ｍ超崖 

切土 
２ｍ超崖 

盛切土 
２ｍ超崖 

盛土 
２ｍ超 

盛切土 
500㎡超 

(1) 
既存の擁壁の築造替えに
伴う盛土又は切土 

○ ○ ○ ○ ○ 

(2) 
通常の営農行為に伴う盛
土又は切土 ○ ○ ○ ○ ○ 

(3) 
森林における維持管理に
伴う盛土又は切土 

○ ○ ○ ○ ○ 

(4) 
崖面その他の地表面の保
護に伴う盛土又は切土 

○ ○ ○ ○ ○ 

(5) 
災害が発生した場合の応
急仮設工事に伴う盛土又
は切土 

○ ○ ○ ○ ○ 

(6) 
建築工事に係る根切り（切
土） 

― ― ― ― ○ 

(7) 
建築物を解体及び除却し
た後にする埋戻し（盛土） 

― ― ― ○ ○ 

(8) 
建築物で崖面を覆う場合
の盛土又は切土 

○ ○ ○ ○ ― 
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 (1) 既存の擁壁の築造替えに伴う盛土又は切土（政令第３条各号） 

  ア 法の規制対象（土地の形質の変更）への該当に係る取扱い 

既存の擁壁の築造替えが次の(ｱ)から(ｴ)に掲げる全てのものに該当する場合は、当該擁壁の築

造替えに伴う盛土又は切土は、政令第３条各号の土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しな

いものと取り扱います。ただし、新たに設置する擁壁が、盛土（過去の盛土を含む。）による高

さが１メートルを超える崖を覆う擁壁の場合で、当該擁壁の高さが２メートル以下であるとき

（当該擁壁について、建築基準法の工作物確認を受けないとき）は、崖崩れ又は土砂の流出によ

る災害の発生のおそれがあることから、法の許可対象（土地の形質の変更）に該当するものと取

り扱います。 

(ｱ) 既存擁壁が鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁、間知石練積み造その他の練

積み造による擁壁又は法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造の擁壁である

もの 

(ｲ) 擁壁の高さが変更されないもの 

(ｳ) 擁壁の前面の位置（下端の位置及び勾配）が変更されないもの 

(ｴ) 擁壁の上部又は下部の地盤面の形状が新たな盛土又は切土により変更されないもの 

 

図：既存の擁壁の築造替えの例 

既存の擁壁の築造替えの例 取扱い 

上記(ｳ)に該当しない場合 

 

 擁壁の前面の位置（下端の位
置及び勾配）が変更されている
ため、盛土又は切土が政令第３
条各号に掲げるもののいずれ
かに該当すれば、法の規制対象
です。 

上記(ｱ)から(ｴ)の全てに該当する場合 

 

 盛土又は切土をする場合で
あっても、法の規制対象（土地
の形質の変更）に該当しないと
取扱います。ただし、新たに設
置する擁壁が、盛土（過去の盛
土を含む。）による高さが１メ
ートルを超える崖を覆う擁壁
の場合で、当該擁壁の高さが２
メートル以下であるときを除
きます。 

  イ アの取扱いの具体的な判断事例 

【判断欄判例】 

○： 盛土又は切土は、法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない。ただし、新たに設

置する擁壁が、盛土（過去の盛土を含む。）による高さが１メートルを超える崖を覆う擁

壁の場合で、当該擁壁の高さが２メートル以下であるときを除く。 

×： 盛土又は切土は、政令第３条各号に掲げるいずれかのものに該当すれば、法の規制対象

（土地の形質の変更）に該当する。 

 工事の施行前（現況） 工事の完了後（計画） 判断 

１ 

  

○ 

H 

既設擁壁 

H 

新設擁壁 

既存の擁壁で 

覆われた崖面 

新設の擁壁等で 

覆われた土地 

H 

既設擁壁 新設擁壁 

H 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 

Ｈ 
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 工事の施行前（現況） 工事の完了後（計画） 判断 

２ 

  

○ 

３ 

  

○ 

４ 

  

○ 

5 

  

× 
※ (ｱ)に該当しない

ため。（既存擁壁が
補強コンクリート
ブ ロック 造で あ
る。） 

6 

 
 

× 
※ (ｱ)に該当しない

ため。（既存擁壁が
補強コンクリート
ブ ロック 造で あ
る。） 

7 

 
 

× 
※ (ｲ)に該当しない

ため。（擁壁上部の
地盤面が変更され
ている。） 

8 

  

× 
※ (ｲ)に該当しない

ため。（擁壁下部の
地盤面が変更され
ている。） 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 

Ｈ 

Ｈ 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 

Ｈ 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 

土地の不陸（凸凹） 

 を整地 

 

Ｈ 

既存擁壁 
（補強コンクリートブロック造） 新設擁壁 

Ｈ 

Ｈ 

既存擁壁 
（補強コンクリート 

ブロック造） 
Ｈ 

新設擁壁 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 
盛土 

30°以下 

Ｈ 

既存擁壁 新設擁壁 

切土 

Ｈ 
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 工事の施行前（現況） 工事の完了後（計画） 判断 

9 

 
 

× 
※ (ｳ)に該当しない

ため。（擁壁の前面
の位置（勾配）が変
更されている。） 

10 

  

× 
※ (ｳ)に該当しない
ため。（擁壁の前面
の位置（下端）が変
更されている。） 

11 

  

× 
※  (ｳ)に該当しな

いため。（擁壁の前
面の位置（下端及び
勾配）が変更されて
いる。） 

12 

  

× 
※ (ｳ)に該当しない

ため。（擁壁の前面
の位置（下端及び勾
配）が変更されてい
る。） 

 

  

既存擁壁 
新設擁壁 

Ｈ 

既存擁壁 

設置位置が変わる。 

新設擁壁 

既存擁壁 

Ｈ 

新設擁壁 

Ｈ 

Ｈ 

既存擁壁 新設擁壁 

Ｈ 
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ウ 既存の擁壁の築造替えに伴う盛土又は切土に係る判断方法 

    既存の擁壁の築造替えの場合は、上記アの取扱い及び３(2)の「既存の擁壁の築造替え等の場合

の過去の盛土又は切土の取扱い」の規定を踏まえた、法の規制対象（土地の形質の変更）への該

当、法の許可の要否及び建築基準法の工作物確認の要否の判断方法は、次の図のとおりです。 

図：既存の擁壁の築造替えに伴う盛土又は切土に係る判断方法 

 
 (2) 通常の営農行為に伴う盛土又は切土（政令第３条各号） 

   農地において次のアに掲げる行為に伴う盛土又は切土は、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発

生のおそれが低い営農行為であることから、政令第３条各号の土地の形質の変更（法の規制対象）

に該当しないものと取り扱います。 

   一方で、次のイに掲げる行為に伴う盛土又は切土は、通常の営農行為ではなく、規模の大きい盛

土又は切土であるため、土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しないものとは取り扱いません。 

   なお、営農行為に伴う盛土又は切土が法の規制対象に該当するかは、営農行為に該当するかでは

なく、災害の発生のおそれが低いかにより判断するものです。 

  ア 通常の営農行為に該当するものとして取り扱うもの 

(ｱ) 耕起、代かき、整地又は畝立 

    ※ 耕起、代かき、整地又は畝立とは、平均的な地盤面を変更せず、土地の凹凸を均す、又は

凹凸を設けるもので、新たな崖が生ずるようなもの、新たな地盤面が形成されるもの及び土

盛土又は切土（過去の盛土又は切土を含む。）は、土地の形質の変更に該当しますか？ 
（第２項及び第３項を参照してください。） 

該当 非該当 

擁壁の築造替えは、次のアからエに掲げる全てのものに該当しますか？ 
ア 既存擁壁が鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリート造擁壁、間知石練積み造
その他の練積み造による擁壁又は法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受
けた構造の擁壁であるもの 

イ 擁壁の高さが変更されないもの 
ウ 擁壁の前面の位置（下端の位置及び勾配）が変更されないもの 
エ 擁壁の上部又は下部の地盤面の形状が盛土又は切土により変更されないもの 

法の規制対象で、法の許
可が必要です。 
※ 法第12条第１項ただし
書の規定により許可対象
外の場合を除く。 

非該当 全て該当 

新たに設置する擁壁は、 
盛土（過去の盛土を含む。）による高さが 
１メートルを超える崖を覆うものですか？ 

はい いいえ 

擁壁の高さは、 
２ｍを超えますか？ 

擁壁の高さは、 
２ｍを超えますか？ 

いいえ はい はい いいえ 

法の規制対象外で、法の
許可及び建築基準法の工作
物確認は不要です。 

法の規制対象外で法の許
可は不要ですが、建築基準
法の工作物確認が必要で
す。 
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砂の搬入出を伴うものは、耕起、代かき、整地又は畝立に該当しません。 

(ｲ) 土砂を含まない土壌改良材（基肥及びたい肥等）（以下「土壌改良材」という。）の投入で

あって、その前後の土地の地盤面の標高の差（同一箇所での標高の差をいう。以下この(ｲ)に

おいて同じ。）が 30 センチメートルを超えないもの（ただし、土壌改良材の投入前と土壌改

良材と表土を混合するための耕起後の土地の地盤面の標高の差が 60 センチメートルを超えな

いものに限る。）。 

なお、複数回にわたって土壌改良材を投入する場合については、次のとおり取り扱います。 

【複数回にわたって土壌改良材を補充する場合の取り扱い】 

複数回にわたって土壌改良材の投入をする場合は、宅地造成等工事規制区域の指定のと

き（指定以後に法第 17 条第２項の検査済証の交付又は都市計画法第 36 条第３項の公告を

行っている場合は、当該検査済証又は公告のとき。以下この項において同じ。）の土地の

地盤面と土壌改良材の投入後（投入後に土壌改良材と表土を混合するための耕起を行う場

合は、耕起後。）の地盤面の標高の差が１メートルを超えるときは、法の規制対象外とは

しないこととし、宅地造成等工事規制区域の指定のとき以後の盛土（投入後の土壌改良材

を含みます。）が政令第３条各号に掲げるいずれかのものに該当すれば、法の規制対象（土

地の形質の変更）に該当するものとして取り扱います。 

 

※ 土壌改良材は、土砂に該当せず、土壌改良材の投入は、盛土又は土石の積重ねに該当しま

せん。ただし、土壌改良材の投入後は、土砂と土壌改良材は一体的にその安全性を評価する

必要があるため、投入後の土壌改良材は土砂（盛土）に該当するものと取り扱います。 

※ 土壌改良材の投入後に当該土壌改良材と表土を混合するための耕起により、土壌改良材の

投入前と当該耕起の後との土地の地盤面の標高の差が 60 センチメートルを超える合は、法

の規制対象と取り扱います。 

    ※ 土壌改良材を投入するための切土（掘削）又は盛土（掘削した土砂による盛土）は、この

「土壌改良材の投入」に含まれません。当該切土又は盛土が政令第３条各号の土地の形質の

変更に該当する場合は、当該切土又は盛土は、法の規制対象です。 

      なお、この土地の形質の変更に該当するか判断する際には、土壌改良材の投入、土壌改良

材を投入するための切土（掘削）又は盛土（掘削した土砂による盛土）をする前後の地盤面

（土壌改良材の投入後は、当該土壌改良材も含めて地盤と取り扱います。）を比較して判断

します。 

(ｳ) けい畔の新設、補修又は除去 

(ｴ) 表土の補充又は入替えであって、その前後の土地の地盤面の標高の差（同一箇所での標高の

差をいう。以下この(ｴ)において同じ。）が 30センチメートルを超えないもの。 

 
     なお、表土の補充及び地盤の嵩上げを行う場合又は複数回にわたって表土を補充する（盛土

をする）場合については、次のとおり取り扱います。 

宅地造成等工事規制区域 
の指定のときの地盤面 

宅地造成等工事規制区域 
の指定のとき以後の盛土 

（投入後の土壌改良材を含む。） 

１ｍ超え 

政令第３条各号に掲げる土地の形質
の変更に該当すれば、法の規制対象 

Ｈ≦30cm 
補充表土 
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１ 表土の補充及び地盤の嵩上げを行う場合の取扱い 

(1) 法の許可を得て地盤の嵩上げ（盛土）を行った後（当該許可に係る検査済証の交付

を受けた後）に行う表土の補充（盛土）は、当該地盤の嵩上げとは別の行為（盛土）

として取り扱い、通常の営農行為に該当するものとします。 

 

(2) 地盤の嵩上げ及び表土の補充を同時に行う場合は、通常の営農行為に該当しないも

のと取り扱います。この場合においては、嵩上げに係る盛土と補充する表土（盛土）

の全体で、法の規制対象（土地の形質の変更）に該当するか判断します。 

 

 

２ 複数回にわたって表土を補充する（盛土をする）場合の取り扱い 

複数回にわたって表土を補充する（盛土をする）場合は、宅地造成等工事規制区域の

指定のとき（指定以後に法第 17 条第２項の検査済証の交付又は都市計画法第 36 条第３

項の公告を行っている場合は、当該検査済証又は公告のとき。以下この項において同じ。）

の土地の地盤面と表土の補充（盛土）後の地盤面の標高の差が１メートルを超えるとき

は、法の規制対象外とはしないこととし、宅地造成等工事規制区域の指定のとき以後の

表土（盛土）が政令第３条各号に掲げるいずれかのものに該当すれば、法の規制対象（土

地の形質の変更）に該当するものとして取り扱います。 

 

※ 表土の入替えするために掘削した土砂による盛土は、この「表土の補充又は入替え」に含

まれません。当該盛土が政令第３条各号の土地の形質の変更に該当する場合は、当該盛土は、

法の規制対象です。 

(ｵ) 農業用暗きょ排水の新設又は改修 

(ｶ) 樹園地における樹木の改植 

    ※ 改植の前後で、盛土又は切土により平均的な地盤面が変更され、新たな地盤面が形成され

る場合は、樹園地における樹木の改植に該当しません。当該切土又は盛土が政令第３条各号

の土地の形質の変更に該当する場合は、当該切土又は盛土は、法の規制対象です。 

(ｷ) 荒廃農地の再生のために行う抜根及び整地 

※ 整地とは、平均的な地盤面を変更せず、土地の凹凸を均すもので、新たな崖が生ずるよう

なもの、新たな地盤面が形成されるもの及び土砂の搬入出を伴うものは整地には該当しませ

ん。 

(ｸ) 農地（農道及び耕作道を含む。）の維持管理として行う崩壊したのり面の復旧（擁壁又は崖

宅地造成等工事規制区域 
の指定のときの地盤面 

宅地造成等工事規制区域 
の指定のとき以後の盛土 

１ｍ超え 

政令第３条各号に掲げる土地の形質
の変更に該当すれば、法の規制対象 

この高さで法の
規制対象か判断。 地盤の嵩上げ 

補充表土 

Ｈ≦30cm 補充表土 

地盤の嵩上げ 
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面崩壊防止施設の設置を伴うものを除く。） 

(ｹ) 農作物残渣（農作物の収穫時に発生する、茎葉や野菜くずなどの非収穫部をいう。）を主原

料とするもののたい肥化を目的とした穴の掘削。ただし、穴の位置が、周辺の付近の崖（擁壁

等で覆われたものを含む。）、建築物その他の工作物に影響を与える場合は、土地の形質の変

更（法の許可対象）に該当するものとして取り扱います。 

なお、影響を与える場合とは、次の図の状況よりも掘削した穴との崖（擁壁等で覆われたもの

を含む。）、建築物その他の工作物との距離が近い場合のことをいいます。 

 

土質 
軟岩 

（風化の著しい
ものを除く。） 

風化の 
著しい岩 

砂利、真砂土、関東ロ
ーム、硬質粘土その他

これに類するもの 

盛土又は
腐食土 

勾配（θ） 60 度 40 度 35 度 25 度 

図：穴と崖等に影響を与えない場合 

  イ 通常の営農行為に該当しないものとして取り扱うもの（政令第３条各号） 

(ｱ) ほ場の大区画化、均平又は勾配修正 

(ｲ) 田畑転換（ただし、周辺より低い土地における田畑転換は、法の規制対象ですが、法の許可

を不要とする場合があります。詳しくは、第２項の補足の第２項を参照してください。） 

(ｳ) 農道の整備 

(ｴ) 農業用施設用地の整備 

(ｵ) その他の新たな崖が生ずるようなもの、新たな地盤面が形成されるもの及び土砂の搬入出を

伴うもの 

 (3) 森林における維持管理に伴う盛土又は切土（政令第３条各号） 

森林における通路その他の道（以下この号において「道」といいます。）において、落葉又は土

砂の流出入等により変化した道の有効幅員を、元の有効幅員に原状回復するために行う盛土及び切

土については、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生のおそれが低いことから、政令第３条各号

の土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しないものと取り扱います。 

   ただし、原状回復を超える盛土又は切土をする場合及び擁壁若しくは崖面崩壊防止施設の設置を

伴う盛土又は切土をする場合を除きます。 

 (4) 崖面その他の地表面の保護に伴う盛土又は切土（政令第３条各号） 

   崖面その他の地表面を保護するために、のり面保護工を施行する場合において、当該のり面保護

工の施行に必要な範囲で行う崖面その他の地表面の整形（厚さ 30 センチメートル程度）又は突出

部の除却（盛土又は切土）は、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生のおそれを増大させるもの

ではなく、それらの災害の発生を抑止するものであるため、政令第３条各号の土地の形質の変更（法

の規制対象）に該当しないものと取り扱います。 

   ただし、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設の設置を伴う盛土又は切土をする場合を除きます。 

 

切土 θ 

1.5ｍ以上 
かつ 0.4Ｈ以上 

Ｈ(ｍ) 切土後にたい肥原料を入れる。 

除却 

突出部の除却 

30㎝程度 

 
地表面の整形 



制度編 

 制度編-39 

 (5) 災害が発生した場合の応急仮設工事に伴う盛土又は切土（政令第３条各号） 

 崖崩れ又は土砂の流出による災害が発生した箇所において、二次災害の防止又は応急的な原状回

復を目的として行う応急仮設工事（土のう積み、崖の突出部の除却及び仮設の排水施設の設置等）

は、更なる災害の発生のおそれを防止するため又は土地の形質を維持するためのものであるため、

政令第３条各号の土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しないものと取り扱います。ただし、

次の場合を除きます。 

ア 擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合 

イ 災害の発生のおそれを高める盛土又は切土をする場合 

ウ 原状回復を超える盛土又は切土をする場合 

エ 応急仮設工事に伴う盛土又は切土をした後に、擁壁又は排水施設等の設置その他災害を防止す

るため必要な措置が講ぜられないために、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生のおそれがあ

る場合 

※ 自然崖（過去の盛土又は切土により生じた崖ではない崖をいいます。）の崖崩れ又は土砂の流

出による災害自体は、法に基づく勧告等の対象ではありませんが、応急仮設工事に伴う盛土又は

切土が上記アからエのいずれかに該当し、かつ、当該盛土又は切土に伴う災害の発生の危険性が

高い場合は、法に基づく勧告等の対象となることがあります。 

 (6) 建築工事に係る根切り（切土）（政令第３条第５号） 

  ア 法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない場合 

建築工事において根切り（切土）をした部分のうち建築物の基礎とする部分は、土砂の流出に

よる災害の発生のおそれが低いことから、当該部分の切土は、政令第３条第５号の土地の形質の

変更（法の規制対象）には該当しないものと取り扱います。 

そのため、当該部分の土地の面積は、政令第３条第５号の「盛土又は切土をする土地の面積」

には参入しません。 

ただし、建築物の外周の全てにおいて盛土又は切土をする場合（当該盛土又は切土の一部又は

全部について、当該盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30 センチメートルを超えな

い場合を含みます。）は、建築物の基礎とする部分の根切（切土）は、この取扱いは適用せず、

当該部分の切土は、「盛土又は切土をする土地の面積」に算入します。 

また、建築物の基礎とする部分の下の盛土は、地下水等の侵入により、土砂の流出による災害

の発生のおそれが切土よりも高いことから、政令第３条第５号の「盛土又は切土をする土地の面

積」から除外しません。 

  イ 具体的な例 

 

・ 工事施行区域内の盛土及び切土の範囲： 

ＡＢＣＦ＋ヘホハニ 

・ 建築物の基礎とする部分の切土（根切り）の範囲： 

ヘホハニ 

・ ＡＢＣＦ＞500 ㎡の場合は、土地の形質の変更に該

当します。 

(7) 建築物を解体及び除却した後にする埋戻し（盛土）（政令第３条第４号及び第５号） 

  ア 法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない場合 

建築物を解体及び除却した後に、当該建築物の基礎があった範囲（凹形状の土地）において行

う埋戻し（盛土）は、次の(ｱ)かつ(ｲ)に掲げる場合に該当するときには、土砂の流出による災害

の発生が低いことから、政令第３条第４号及び第５号の土地の形質の変更（法の規制対象）に該

盛土 

現況のまま 

切土 

（根切り） 

盛土 

Ａ 

Ｄ Ｃ 
Ｂ 

Ｆ Ｅ 

イ 

ロ ハ 

ニ 

ホ 

ヘ 

現況のまま 

切土 
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当しないものと取り扱います。 

この場合において、政令第３条第５号の土地の形質の変更については、埋戻し（盛土）を行う

土地の面積は、同号の「盛土又は切土をする土地の面積」には参入しません。 

なお、建築物を除却した後に、土砂の流出による災害を防止するために仮設の排水施設（仮調

整池等）を設置する場合の盛土又は切土も、土地の形質の変更（法の規制対象）に該当しないも

のと取り扱います。 

   (ｱ) 建築物の基礎があった範囲が凹形状の土地であり、当該範囲の全て（新たな建築物の基礎と

する部分を除く。）を埋戻し（盛土）する場合 

    ※ 切土又は新たな建築物の建築等により、埋戻し（盛土）をする範囲が凹形状の土地でなく

なる場合は、この取扱いは適用しません。 

(ｲ) 建築物の基礎があった部分に接する土地のうち最も標高が低い部分より低い標高まで埋戻

し（盛土）する場合 

    ※ 建築物の基礎があった部分に接する土地のうち最も標高が低い部分より高く盛土する場

合は、当該部分より下方の埋戻し（盛土）は、土地の形質の変更に該当しないとして取り扱

いますが、上方の盛土は、政令第３条第１号又は第３号から第５号の土地の形質の変更に該

当すれば、法の規制対象です。 
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イ 具体的な判断例 

【判断欄判例】 

○：上記(ｱ)かつ(ｲ)に掲げる場合に該当し、埋戻し（盛土）は、政令第３条第４号及び第５号

の土地の形質の変更に該当しない。 

×：上記(ｱ)かつ(ｲ)に掲げる場合に該当せず、埋戻し（盛土）が政令第３条第１号又は第３号

から第５号の土地の形質の変更に該当すれば、法の規制対象。 

計画 判断 

 

○ 
※ 上記(ｱ)かつ(ｲ)に該当するため、政令
第３条第４号及び第５号の土地の形質
の変更（法の規制対象）に該当しません。 

 

× 
※ 上記(ｱ)に掲げる場合に該当しないた
め、盛土が政令第３条第１号又は第３号
から第５号の土地の形質の変更に該当
すれば、法の規制対象です。 

 

○ 
※ 上記(ｱ)かつ(ｲ)に掲げる場合に該当す
るため、政令第３条第４号及び第５号の
土地の形質の変更（法の規制対象）に該
当しません。ただし、図の左の建築物の
除却によって生じた崖の部分における
盛土又は切土は、別途、土地の形質の変
更に該当するか判断します。 

 

×：上方の盛土 
○：下方の埋戻し（盛土） 

※ 左図の「最も標高が低い部分」より下
方の埋戻し（盛土）は、上記(ｱ)かつ(ｲ)
に掲げる場合に該当するため、政令第３
条第４号及び第５号の土地の形質の変
更（法の規制対象）に該当しません。 

しかし、左図の「最も標高が低い部
分」より上方の盛土は、上記(ｲ)の場合
に該当しないため、政令第３条第１号
又は第３号から第５号の土地の形質の
変更に該当すれば、法の規制対象です。 

 

 

○ 
※ 上記(ｱ)かつ(ｲ)に掲げる場合に該当
するため、政令第３条第４号及び第５号
の土地の形質の変更（法の規制対象）に
該当しません。 

※ 新たな建築物の基礎とする部分を除
き、建築物の基礎があった範囲の全て
を埋戻し（盛土）するものであるため、
(ｱ)の場合に該当します。 

 

  

埋戻し（盛土） 

建築物の除却 

埋戻し（盛土） 

建築物の除却 

埋戻し（盛土） 

建築物の除却 最も標高が 
低い部分 

別途判断 

埋戻し（盛土） 

建築物の除却 最も標高が 
低い部分 

盛土 

埋戻し（盛土） 

盛土 

建築物の除却 最も標高が 
低い部分 

埋戻し（盛土） 根切り 

建築物の除却 

新たな建築物 
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計画 判断 

 

× 
※ 新たな建築物の根切りにより、凹形
状の土地への埋戻し（盛土）ではな
く、上記(ｱ)に掲げる場合に該当しない
ため、盛土が政令第３条第１号又は第
３号から第５号の土地の形質の変更に
該当すれば、法の規制対象です。 

ただし、同条第１号から第４号につ
いては、土地の形質に該当しないと取
り扱う場合がありますので、次号の
「建築物で崖面を覆う場合の盛土又は
切土」を参照してください。 

 

(8) 建築物で崖面を覆う場合の盛土又は切土（政令第３条第１号から第４号）（審査基準） 

ア 法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しない場合 

盛土又は切土により生ずる崖の崖面を次の(ｱ)から(ｳ)に掲げるものにより覆う場合は、建築基

準法に基づく建築確認において当該建築物に係る構造計算（許容応力度計算によるもの。）につ

いて審査されるなど、崖崩れによる災害の発生のおそれが低いことから、当該盛土又は切土は、

政令第３条第１号から第４号に掲げる土地の形質の変更（法の規制対象）には該当しないものと

取扱います。 

(ｱ) 建築基準法第 20 条第１項第４号に掲げる建築物以外の建築物（ただし、同号ロに掲げる基

準に適合する建築物を除く。） 

(ｲ) 上記(ｱ)に掲げる建築物以外の建築物の基礎のうち当該基礎の立下げ部分（当該部分を延長

して設ける袖壁（その延長が１メートル以下のものに限る。）の部分を含みます。） 

(ｳ) 地下車庫その他の鉄筋コンクリート造の建築物 

この場合において、当該盛土又は切土が政令第３条第５号に掲げる土地の形質の変更に該当す

るとき、又は当該盛土又は切土以外の盛土又は切土が政令第３条各号に掲げるいずれかの土地の

形質の変更に該当する場合は、法の規制対象です。 

イ 法の規制対象（土地の形質の変更）に該当する場合 

    盛土又は切土により生ずる崖の崖面を、２階建て以下かつ延べ面積 300平方メートル以下の一

戸建ての住宅の木造建築物等の基礎のうち当該基礎の立上げ部分で覆う場合など、上記アの(ｱ)

から(ｴ)に掲げるもの以外の建築物又は建築物の部分により覆う場合は、法の規制対象外とは取

り扱いません。そのため、この場合において、当該盛土又は切土が政令第３条第１号から第３号

に掲げるいずれかのものに該当する場合は、法の規制対象（土地の形質の変更）に該当します。 

法の規制対象に該当する場合は、崖を覆う部分は、政令第８条第１項第１号の規定により擁壁

とする必要があるため、擁壁かつ建築物として取り扱います。 

  

最も標高が 
低い部分 

盛土 根切り 

建築物の 
除却 

新たな建築物 

最も標高が 
低い部分 

根切り 

建築物の 
除却 

新たな建築物 

盛土 
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ウ 具体的な判断例 

盛土又は切土により生ずる崖の崖面を建築物で覆う場合において、法の規制対象（土地の形質

の変更）に該当しているかの具体的な判断例は、次のとおりです。 

   図：建築物で崖面を覆う場合の法の規制対象（土地の形質の変更）の判断例 

【判断欄凡例】 
○：法の規制対象（土地の形質の変更）に該当するもの  
×：法の規制対象（土地の形質の変更）に該当しないもの  

計画 判断 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 
※ この計画は、擁
壁（崖面を覆う建
築物の部分）の水
抜き穴から排水で
きるよう留意して
設計する必要があ
ります。 

 

× 
※ 建築基準法第６
条第１項第２号に
掲げる建築物に該
当し、かつ、同法
第 20 条第１項第
４号に掲げる建築
物に該当しないた
め。 

 

× 
※ 崖面を基礎の立
下げ部分にて覆う
ものであるため。 

一戸建て 
の住宅等 

崖面を覆う 
建築物の部分 

一戸建て 
の住宅等 

平面 断面 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

一戸建て 
の住宅等 

Ｈ＞１ｍ 

盛土 

一戸建て 
の住宅等 

崖面を覆う 
建築物の部分 

平面 断面 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

盛土 

Ｈ≦１ｍ 

崖面を覆う 
建築物の部分 

一戸建て 
の住宅等 

一戸建て 
の住宅等 

平面 断面 

一戸建て 
の住宅等 

崖面を覆う 
建築物の部分 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

  

一戸建て 
の住宅等 

平面 断面 

建築基準法第６条第１項第２号に掲げる建築物に該当し、かつ、 
同法第 20 条第１項第４号に掲げる建築物に該当しないもの 

一戸建て 
の住宅等 

崖面を覆う 
建築物の部分 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

  

 

一戸建て 
の住宅等 

平面 断面 

建築物の基礎 
の立下げ部分 

一戸建て 
の住宅等 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

断面 



制度編 

 制度編-44 

計画 判断 

 

× 
※ 下部の崖は、基
礎の立下げ部分に
て覆うため、土地
の形質の変更に該
当せず、上部の崖
は、切土により生
ずる２ｍ未満の崖
であるため。 

 

× 
※ 下部と上部の崖
は、一体の崖では
なく、それぞれの
崖は、切土により
生ずる２ｍ未満の
崖であるため。 

 

× 
※ 基礎の立下げ部
分及び当該部分を
延長して設ける袖
壁（延長が１メー
トル以下）で崖を
覆うものであるた
め。 

 

  

30° 

建築物の基礎 
の立下げ部分 
 

切土 

Ｈ≦２ｍ 

Ｈ＞２ｍ 

一戸建て 
の住宅等 

断面 

一戸建て 
の住宅等 

Ｈ≦２ｍ 

Ｈ≦２ｍ 

Ｈ＞２ｍ 

切土 

30° 

断面 

平面 

切土 

Ｈ＞２ｍ 

断面 

一戸建て 
の住宅等 

Ｌ≦１ｍ 

Ｌ≦１ｍ 隣地擁壁 

隣地擁壁 

※点線：敷地境界 

断面位置 
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７ 法の規制対象である一定規模以上の土石の積重ね（土石の堆積）（政令第３条） 

宅地造成等工事規制区域（横浜市の全域）内の宅地、農地、採草放牧地又は森林における次に掲げ

る土石の積重ね（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限ります。）は、法の規制対象です。

この土石の積重ねのことを、「土石の堆積」といいます。 

なお、土石の積重ねをする土地の用途が公共施設用地の場合は、「土石の堆積」に該当せず、法の

規制対象外です。（公共施設用地と公共施設用地以外にまたがる場合については、次項を参照してく

ださい。） 

表：法の規制対象（土石の堆積） 

付番 
根拠 
規定 

法の規制対象（土石の堆積） 
に該当する土石の積重ね（※１） 

① 
政令 

第４条 

第１号 

高さが２メートルを超える土石の積重ね 
（ただし、当該土石の積重ねをする土地の面積が 300 平方メートルを超えないも

のは、法の許可対象外です。（※２）） 
 

 

②    
政令 

第４条 

第２号 

①に該当しない土石の積重ねであって、当該土石の積重ねをする土地の面積が
500 平方メートルを超えるもの（※３） 

 

 

※１ 政令第４条各号では、「土石の積重ね」ではなく、「土石の堆積」という用語を用いていま

すが、この手引は、法の規制対象のものを「土石の堆積」とし、法の規制対象を含む全ての土

石を積み重ねることを「土石の積重ね」と表現しています。 

※２ 詳しくは、次の補足の１を参照してください。 

※３ 高さ 30 センチメートル以下の土石の積重ねをする土地の面積については、法の規制対象の

判断の際には、②の「土石の積重ねをする土地の面積」に算入しますが、法の許可対象かの判

断の際には算入しません（①の法の許可対象かの判断の際には算入します。）。詳しくは、次

の補足の２を参照してください。 

【補足】 

１ 政令第４条第１号の土石の堆積に該当するが、法の許可対象外のもの（省令第８条第 10号

イに掲げる工事） 

  政令第４条第１号の土石の堆積（高さが２メートルを超える土石の積重ね）は、法の規制

最も標高が高い部分 

 

最も標高が 
低い部分 

 

土石 

最大の高さ、 
面積及び土量で 
積重ねた場合の土石 

 

２ｍ超え 

300㎡超え 

土石 

最大の高さ、面積及び土量で 
積重ねた場合の土石 

 

土石の積重ね高さ 30cm以下の部分の面積 
・法の規制対象の判断の場合⇒ 算入 
・法の許可対象の判断の場合 ⇒ 不算入 

500㎡超え 
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対象ですが、省令第８条第 10 号イの規定により、当該土石の積重ねをする土地の面積が 300

平方メートルを超えない場合は、法の許可対象外です。 

２ 政令第４条第２号の土地の形質の変更に該当するが、法の許可対象外のもの（省令第８条

第 10号ロに掲げる工事）（審査基準） 

政令第４条第２号の土石の堆積（土石の積重ねをする土地の面積が 500 平方メートルを超

えるもの）は、法の規制対象ですが、省令第８条第 10 号ロの規定により、土石の積重ねをす

る土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が 30 センチメートルを超えない

土石の積重ねは、法の許可対象外です。 

そのため、政令第４条第２号の土石の堆積が法の許可対象に該当するかを判断する場合に

は、「土石の積重ねをする前後の地盤面の標高の差（同一箇所での標高の差のことをいいま

す。以下この補足において同じ。）が 30 センチメートルを超えない土石の積重ねをする土地

の面積」を算入しないで、工事施行区域内の「土石の積重ねをする土地の面積」の合計が 500

平方メートルを超えるかにより判断します。 

なお、一体の土石の堆積であって標高の差が 30 センチメートルを超える部分と 30 センチ

メートル以下の部分がある場合の「土石の積重ねをする前後の地盤面の標高の差が 30 セン

チメートルを超えない土石の積重ねをする土地の面積」とは、標高の差が 30 センチメートル

以下の土石の積重ねをする部分の土地の面積と取り扱います。 

※ 政令第４条第１号の土石の堆積（高さが２メートルを超える土石の積重ね）について、
当該土石の積重ねをする土地の面積が 300 平方メートルを超えるか判断する際には、「土
石の積重ねをする前後の地盤面の標高の差が 30 センチメートルを超えない土石の積重ね
をする土地の面積」を算入しますので、留意してください。 

 

 

 

８ 土石の積重ね等が公共施設用地と公共施設用地以外の土地にまたがる場合の取扱い（政令第４条）

（審査基準） 

  政令第４条に掲げる規模に該当する土石の積重ねが公共施設用地と公共施設用地以外の土地にま

たがる場合は、土石の積重ねを公共施設用地における土石の積重ねと公共施設用地以外の土地におけ

る土石の積重ねとで分けて技術的基準を適用させることが困難であるため、公共施設用地と公共施設

用地以外の土地にまたがる土石の積重ね全てを法の規制対象及び許可対象として取り扱います。この

場合において、許可に係る工事施行区域には、公共施設用地を含むこととします。 

 

  

土石 

最大の高さ、 

面積及び土量で 

積重ねた場合の土石 

 

土石を堆積する地盤面から 
鉛直高さ 30cm 

政令第４条第１号
及び第２号ともに
「土石の積重ねを
する土地の面積」
に算入 

● 政令第４条第１号（表の①） 
  「土石の積重ねをする土地の面積」に算入 
● 政令第４条第２号（表の②） 

・ 法の規制対象の判断の場合 
⇒ 「土石の積重ねをする土地の面積」に算入 

・ 法の許可対象の判断の場合 
 ⇒ 「土石の積重ねをする土地の面積」に不算入 
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９ 「土石の堆積」に係る土石の積重ねの取扱い（審査基準） 

 (1) 土石の堆積に該当するかの判断方法（政令第４条各号） 

土石の積重ねが「土石の堆積」に該当するかは、土石の積重ねを開始するとき（積み重ねた土石

がないとき）と、予定する最大の土石を積み重ねるときを比較して判断します。具体的には、土石

の積重ねをする期間のうち、土石の積重ねをする土地の面積が最大のときの当該面積と、土石の積

重ねの高さが最大のときの当該高さにより、「土石の堆積」に該当するか判断します。（土石の積

重ねをする土地の面積が最大のときと、土石の積重ねの高さが最大のときが同時でない場合も、当

該面積及び高さにより、「土石の堆積」に該当するかを判断します。 

なお、土石の積重ねを開始する前に、土石の積重ねを行う土地の勾配を 10 分の１にするためな

ど、盛土又は切土をする場合は、当該盛土又は切土の完了時と、予定する最大の土石を積み重ねる

ときを比較して、「土石の堆積」に該当するか判断します。 

(2) 土石の積重ねをするために又は土石の積重ねと併せて盛土又は切土をする場合の取扱い（政令第

４条各号） 

土石の積重ねをするために又は土石の積重ねと併せて盛土又は切土をする場合（盛土又は切土に

関する工事に伴い土石の積重ねをする場合を除きます。）は、盛土、切土又は土石の積重ねを区別

し、法の規制対象かを判断するため、又は技術的基準の適合を確認するため、原則として、土石の

積重ねを開始する前までに盛土又は切土を完了させる必要があります（原則として、盛土又は切土

と土石の積重ねを同時に行なうことはできません。）。この場合において、当該盛土又は切土が、

法の許可対象（宅地造成又は特定盛土等）又は都市計画法の開発行為に該当する場合は、宅地造成

又は特定盛土等に関する工事又は開発行為について法の許可又は都市計画法の開発許可を受けた

うえで、当該工事を行い（盛土又は切土をして）、当該工事について法第 17 条第２項の検査済証

の交付を受けた後又は都市計画法第 36 条第３項の公告後に、土石に積重ねをする必要があります

（土石に積重ねが、土石の堆積に該当する場合にあっては、土石の堆積に関する工事について法の

許可を受けたうで、土石の積重ねをする必要があります。）。 

なお、やむを得ず、盛土又は切土と土石の積重ねを同時に行なう場合は、盛土、切土又は土石の

積重ねを区別し、技術的基準の適合を確認できるようにする必要があります。 

 (3) 土石の積重ねをする土地の面積の取扱い（政令第４条第２号並びに省令第８条第 10号イ及びロ） 

政令第４条第２号並びに省令第８条第 10 号イ及びロに係る土石の積重ねをする土地の面積は、

工事施行区域（第２章第２項を参照してください。）内の土石の積重ねをする土地の面積の合計の

ことをいいます。 

 

10 法の規制対象（土石の堆積）に該当しない土石の積重ね（審査基準） 

次の(1)から(4)に係る土石の積重ねは、崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生のおそれが低いこ

とから、法の規制対象（土石の堆積）に該当しないものと取り扱います。 

 (1) 試験又は検査のための試料（土石）の積重ね。ただし、試験又は検査に必要な量を超えて資料（土

石）の積重ねをする場合、試験又は検査のための資料（土石）とそれ以外の土石を併せて積重ねる

場合及び試験又は検査が終了した後も土石の積重ねを継続する場合は、除きます。 

 (2) 建築物（建築基準法及び都市計画法の規定に違反する建築物を除く。）その他の閉鎖された場所

（親杭横矢板壁、鋼矢板壁及び鋼管矢板壁その他の仮設構造物により閉鎖されている場所を除く。）

の中における土石の積重ねであって、当該土石に雨水その他の地表水の侵入のおそれがないもの 

 (3) 岩石のみを積み重ねる土石の積重ねであって、その勾配が 30 度以下のもの。ただし、勾配が 10

分の 1以下である土地における土石の積重ねに限る。 

 (4) 主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内において積重ねされた、商品

又は製品の原材料となる土石の積重ね 

  ※ 主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等については、敷地内におい
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て商品又は製品の原材料となる土石を堆積する場合や、商品又は製品である土石を堆積する場合

のいずれについても、法の規制対象（土石の堆積）に該当します。 

 

11 法の許可が不要な宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（盛土、切土又は土石の積重ね）（法第 12

条第１項ただし書、政令第５条第１項、省令第８条及び市細則第 13条）（審査基準） 

法第 12 条第１項ただし書の規定により、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事のう

ち、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして

政令第５条第１項各号及び省令第８条各号に掲げる工事は、同条の許可が不要です。 

これらの工事については、次の(1)から(5)のとおり取り扱います。 

なお、政令第５条第１項各号及び省令第８条各号に掲げる工事は、法の許可対象ではありませんが、

法の規制対象に該当することに留意してください。 

【政令第５条第１項各号に掲げる工事】 
一 鉱山保安法第 13 条第１項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第 36

条、第 37 条、第 39 条第１項若しくは第 48 条第１項若しくは第２項の規定による産業保安監督部
長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事 

二 鉱業法第 63 条第１項の規定による届出をし、又は同条第２項（同法第 87 条において準用する場
合を含む。）若しくは同法第 63 条の２第１項若しくは第２項の規定による認可を受けた者（同法
第 63 条の３の規定により同法第 63 条の２第１項又は第２項の規定により施業案の認可を受けた
とみなされた者を含む。）が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事 

三 採石法第 33 条若しくは第 33 条の５第１項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る
工事又は同法第 33 条の 13 若しくは第 33 条の 17 の規定による命令を受けた者が行う当該命令の
実施に係る工事 

四 砂利採取法第 16 条若しくは第 20 条第１項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る
工事又は同法第 23 条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該
命令の実施に係る工事 

五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工
事として主務省令で定めるもの 

【省令第８条各号に掲げる工事】 
一 土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業、同法第 15 条第２項に規定する事業又は土地

改良事業に準ずる事業に係る工事 
二 火薬類取締法第３条若しくは第 10 条第１項の許可を受け、若しくは同条第２項の規定による届

出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第 12 条第１項の許可を受け、若しく
は同条第２項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第 27 条
第１項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

三 家畜伝染病予防法第 21 条第１項若しくは第４項（同法第 46 条第１項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第 23 条第１項若しくは
第３項（同法第 46 条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による家畜伝
染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事 

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第６項若しくは第 14 条第６項の許可を受けた者若し
くは市町村の委託（非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。）を受けて
一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第８条第１
項、第９条第１項、第 15 条第１項若しくは第 15 条の２の６第１項の許可を受けた者が行う当該許
可に係る工事 

五 土壌汚染対策法第 16 条第１項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第
22 条第１項若しくは第 23 条第１項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事 

六 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第 15 条若しくは第 19 条の規定に
よる廃棄物の保管若しくは処分、第 17 条第２項（同法第 18 条第５項において準用する場合を含
む。）の規定による廃棄物の保管、同法第 30 条第１項若しくは第 38 条第１項の規定による除去土
壌の保管若しくは処分又は同法第 31 条第１項若しくは第 39 条第１項の規定による除去土壌等の
保管に係る工事 

七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 
八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工

事  
イ 地方住宅供給公社 
ロ 土地開発公社 
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ハ 日本下水道事業団 
ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
ホ 独立行政法人水資源機構 
ヘ 独立行政法人都市再生機構 

九 宅地造成又は特定盛土等（令第３条第５号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さ
が２メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30 センチメートル（都
道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値）を超えない盛土又は切土をするもの 

十 次に掲げる土石の堆積に関する工事 
イ 令第４条第１号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が 300 平方メートルを超

えないもの 
ロ 令第４条第２号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石

の表面の標高との差が 30 センチメートル（都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その
値）を超えないもの 

ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で
発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの 

 (1) 政令第５条第１項第１号から第４号並びに省令第８条第１号から第６号に掲げる工事の取扱い 

   政令第５条第１項第１号から第４号並びに省令第８条第１号から第６号に掲げる工事は、他法令

により盛土、切土又は土石の積重ねの安全性が確保されているものであるため、法の許可対象外と

しているものです。そのため、政令第５条第１項第１号から第４号並びに省令第８条第１号から第

６号中の法令により盛土、切土又は土石の積重ねの安全性が確保されていない工事（宅地造成、特

定盛土等又は土石の堆積に関する工事に該当するもの。）は、法の許可対象であると取り扱います。 

   具体例として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項、第９条第１項、第 15条第１項

又は第 15 条の２の６第１項の規定による許可の内容に廃棄物処理施設の建設に伴う盛土又は切土

の安全性に関する事項が含まれない場合や、土壌汚染対策法第 22条第１項又は第 23条第１項の規

定による許可の内容に汚染土壌処理施設の建設に伴う盛土又は切土の安全性に関する事項が含ま

れない場合は、廃棄物処理施設又は汚染土壌処理施設の建設に係る宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事は法の許可対象です。 

また、土壌汚染対策法第 16 条第１項の規定による届出に基づき、汚染土壌の運搬の際に、積替

え場所において土石の堆積を行う場合又は保管施設において土石を保管する場合の土石の堆積に

関する工事は、「土壌汚染対策法第 16 条第１項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る

工事」に該当し、法の規制対象外ですが、汚染土壌の運搬時における積替えや保管を行うために必

要な土地の造成を行う場合の宅地造成又は特定盛土等に関する工事や、汚染土壌処理業に関する省

令第２条第２項第 31 号に規定する再処理汚染土壌処理施設への運搬の際に、汚染土壌の積替えや

保管を行う場合の土石の堆積に関する工事は、法の規制対象です。 

   なお、省令第８条第１号に規定する「土地改良事業に準ずる事業」とは、土地改良法の手続には

基づかないものの、同法第２条第２項に規定する土地改良事業と同等の工事を行う事業（土地改良

事業の実施に当たって用いられる「土地改良事業計画設計基準」等の技術基準に基づき、適切に設

計及び施工が行われることが明確であるものに限ります。）のことをいいます。 

 (2) 「森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事（省令第８条第７号に掲げる

工事）」の取扱い 

   省令第８条第７号に掲げる「「森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事」

は、市町村森林整備計画の作業路網の施設整備に関する事項に記載された森林作業道作説指針に即

して森林作業道や集材路が作設されることを前提としているため、許可不要としているものです。

横浜市森林整備計画では、「作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項」

は「該当なし」としているため、横浜市における森林作業道や集材路の作設等に伴う宅地造成又は

特定盛土等に関する工事は、許可対象と取り扱います。 
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(3) 「国若しくは地方公共団体（略）が非常災害のために必要な応急措置として行う工事（省令第８

条第８号に掲げる工事）」の取扱い 

省令第８条第８号に法の許可が不要な工事として揚げている「国若しくは地方公共団体（略）が

非常災害のために必要な応急措置として行う工事」の「非常災害」とは、一定の区域において崖崩

れ又は土砂の流出による災害が発生している場合の当該災害のことをいい、単発的に発生する災害

は含まれないと取り扱います。 

また、「応急措置として行う工事」は、法の許可対象外ですが、恒久的に宅地として使用するた

めに行なう宅地造成又は特定盛土等に関する工事等は、法の許可対象と取り扱います。 

(4) 省令第８条第９号並びに同条第 10号イ及びロに掲げる工事の取扱い 

第２項の補足並びに第７項の補足１及び２を参照してください。 

(5) 土石の堆積に関する工事のうち「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事

に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの（省令

第８条第 10号ハに掲げる工事）」の取扱い（審査基準） 

   省令第８条第 10 号ハに掲げる「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事

に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」とは、

次の全てに該当する土石の堆積と取り扱います。 

  ア 主たる工事において使用する、又は発生する土石を積み重ねるもの。主たる工事の施行に必要

な土石の量を超えて土石を積み重ねるもの及び主たる工事において使用する、又は発生する土石

とそれ以外の土石を併せて積み重ねるものを除く。 

  イ 主たる工事に係る主任技術者、監理技術者又は現場管理者が、主たる工事に係る現場と一体的

に管理する土石の堆積 

  ウ 主たる工事の期間内（主たる工事の着手から工事完了までの間）においてのみ行う土石の堆積 

  エ 主たる工事を施行する土地又は当該土地に隣接する土地（道路を介して隣接する土地を含む。）

において行う土石の堆積 

 

   道路を介して 

隣接する土地 

 道路   

隣接する土地 

主たる工事を 
施行する土地 

 道路を介して 
隣接する土地 

隣接しない 
土地 

エの参考図 

 

道路を介して隣接する土地 
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第１章 法の許可の手続 

１ 法の許可の主な手続の流れ（工事着手まで） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法の許可を受ける場合の許可申請前

から、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては、工事に係る検査済証の交付を受けるまで、

土石の堆積に関する工事にあっては、当該土石の除却に係る確認済証の交付を受けるまでの主な手続

の流れ（計画の変更等を除く。）は次のとおりです。 

  なお、横浜市では、法の許可申請の前に行う法第 11 条の規定による住民への周知の措置を、条例

（※）の手続により行うこととしていますので、同条例の手続と法の許可の手続の両方を記載してい

ます。 

 ※ 条例とは、横浜市開発事業等の調整等に関する条例のことです。条例の手続の詳細については、

「横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引」を参照してください。 

(1) 許可までの流れ（条例の特定小規模開発事業等の場合） 

地域住民・ 
地域まちづくり 
計画運営団体 

許可申請者 
（開発事業者等） 

建築局 関係部局 

    

 

  

標識の設置 

 

標識設置届出書の提出 

開発事業構想・ 
土石の堆積事業構想書の提出 

受付、関係部局への共有 

受付・縦覧（14日間） 

標識の閲覧 

同時提出可 

開発事業構想・ 
土石の堆積事業構想書の縦覧 

必要応じて開発事業者等に
指導・助言等の文書を交付 

同意 

各事前協議の実施（開発事業又は土石の堆積事業の内容に応じて実施） 
・条例の整備基準協議（開発事業者等と関係部局） 
・盛土規制法の技術的基準の適合に係る事前協議（開発事業者等と建築局、開発事業者等と関係部局） 
・道路位置指定の事前審査願（開発事業者等と建築局） 

条例の 
整備基準適合 
確認通知書 
の受領 

同意申請書 
の提出 

受付・審査 

不同意 

条例の 
整備基準以外 
の協議に係る 
同意書・ 
通知書等の 
受領 

盛土規制法の 
許可申請書の提出 

（その他必要な手続） 

工事着手 

受付・審査 

不許可 
 ：盛土規制法に係る

手続（周知手続を
除く。一部条例そ
の他の手続も含
む。） 

許可 

 ：条例に係る手続
（盛土規制法の周
知手続を含む。）  
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 (2) 許可までの流れ（条例の特定大規模開発事業等又は特定中規模開発事業等の場合） 

地域住民・ 
地域まちづくり 
計画運営団体 

許可申請者 
（開発事業者等） 建築局 関係部局 

    

 

受付、関係部局への共有、 
指導・助言等の文書作成 

見解書（写）の受領 

説明会、戸別訪問等 
による周知 

標識の設置 

標識設置届出書の提出 

意見書の受取 

見解書の交付・送付 

意見書の提出 
（説明後５日以内） 

見解書の受領 

開発事業構想書・ 
土石の堆積事業構想書の提出 

受付・縦覧（14日間） 

再意見の受付 

再意見の交付・送付 

再意見の提出 
（14日間の縦覧期間中） 再意見書の受領 

再見解書の交付・送付 再見解書の受領 

協議申出書の提出 受付 

受領 

協議 

協議事項に係る見解書の提出 

協議事項通知書の交付 

受領 

開発等協議（特定大規模開発事業等の場合 
又は再意見書の提出がある場合） 

受付 

協議結果通知書の交付 

特定中規模開発事業等であり、 
かつ、 

再意見書の提出がない場合 

指導・助言等の文書作成 

指導・助言等の文書の交付 

指導・助言等の文書を 
建築局に送付 

地域住民等への周知 

公共施設管理者への説明 

同意 

各事前協議の実施（開発事業又は土石の堆積事業の内容に応じて実施） 
・条例の整備基準協議（開発事業者等と関係部局） 
・盛土規制法の技術的基準の適合に係る事前協議（開発事業者等と建築局、開発事業者等と関係部局） 
・道路位置指定の事前審査願（開発事業者等と建築局） 

条例の 
整備基準適合 
確認通知書 
の受領 

同意申請書 
の提出 

受付・審査 

不同意 

条例の 
整備基準以外 
の協議に係る 
同意書・ 
通知書等の 
受領 

盛土規制法の 
許可申請書の提出 

（その他必要な手続） 

工事着手 

受付・審査 

不許可 許可 
 ：盛土規制法に係る

手続（周知手続を
除く。一部条例そ
の他の手続も含
む。） 

 ：条例に係る手続
（盛土規制法の周
知手続を含む。）  
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(3) 許可以後の流れ（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

許可申請者 
（開発事業者） 

建築局 関係部局 

   

 

  

受付、関係部局への共有 

標識の設置 

工事着手届出書の提出 受領 

定期報告（３か月以内ごと） 

法の中間検査申請 

市細則の工程確認 
（現場確認）を受ける 

受付、内容確認 

検査、合格証交付 

現場確認 

工事の内容・規模に応じて実施 

工事完了 

 ：盛土規制法に係る
手続（周知手続を
除く。一部条例そ
の他の手続も含
む。） 

 ：条例に係る手続
（盛土規制法の周
知手続を含む。） 

工事着手 

整備基準適合確認通知書の交付 

受付、検査 

完了検査申請書の提出 

工事施行状況報告書の提出 

関係部局への検査依頼 

受領 

受付、検査 

検査済証の交付 

検査 

条例の工事完了届出書の提出 

受領
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(4) 許可以後の流れ（土石の堆積に関する工事の場合） 

許可申請者 
（土石の堆積事業者） 

建築局 関係部局 

   

 

  

受付、関係部局への共有 

標識の設置 

工事着手届出書の提出 受領 

定期報告 
（３か月以内ごと） 

市細則の工程確認 
（現場確認）を受

ける 

受付、内容確認 

現場確認 

左記の流れと並行して、 
工事の内容・規模に応じて実施 

関係部局への確認依頼 

土石の堆積するために 
必要な工事の完了 

土石の堆積を行うために 
必要な工事の完了届出書の提出 

工事施行状況報告書の提出 

土石の堆積の開始 

受付、現場・書類確認 

技術的基準適合の通知（口頭） 
受付、検査 

 ：盛土規制法に係る
手続（周知手続を
除く。一部条例そ
の他の手続も含
む。） 

 ：条例に係る手続
（盛土規制法の周
知手続を含む。） 

土石の堆積するために 
必要な工事に着手 

検査 

全ての土石の除却完了 

除却の確認申請書の提出 

工事施行状況報告書の提出 

関係部局への確認依頼 

受領 

受付、現場・書類確認 

除却の確認済証の交付 

現場確認 
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２ 法に係る申請・相談等の窓口 

 (1) 申請・相談等の内容ごとの窓口 

   法の許可の事前相談、法の許可申請書及び届出書等の提出先並びに法の許可の審査・検査等の窓

口は、次の表のとおりです。 

   なお、条例の手続に係る窓口については、「横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引」を

参照してください。 

申請・相談等の内容 窓口（担当課） 

法の許可の要否に係る事前相談 

市街化区域  ：建築局 宅地審査課 指導担当 

市街化調整区域：建築局 調整区域課 指導担当 

※ 農地については、横浜市中央農業委員会事務局及び

横浜市南西部農業委員会事務局にも御相談ください。 

法の許可申請、各種届出、定期報告及び

検査申請等の受付 

市街化区域  ：建築局 宅地審査課 指導担当 

市街化調整区域：建築局 調整区域課 指導担当 

法
の
許
可
の
審
査
等 

技術的基準（※１）の審査・検査 市街化区域  ：建築局 宅地審査課 指導担当 

市街化調整区域：建築局 調整区域課 指導担当 周辺住民への周知（条例の手続） 

排水施設（※１）の審査・検査 工事施行区域 1,000㎡以上：下水道河川局 管路保全課 

工事施行区域 1,000㎡未満：各土木事務所 

工事主の資力及び信用の審査 

建築局 調整区域課 事務担当 
工事施行者の工事施行能力の審査

（※２） 

土地の所有者等の同意の審査 

※１ 排水施設についての技術的基準は、工事施行区域の面積に応じて、下水道河川局管路保全課

又は各土木事務所にて審査・検査を行います。ただし、排水施設についての技術的基準のうち、

雨水その他の地表水を集水する排水施設（Ｕ型側溝等）、沈砂池及び盛土又は切土した地盤内の

排水施設（暗渠管等）の技術的基準については、建築局宅地審査課指導担当又は調整区域課指導

担当にて審査・検査を行います。 

※２ 工事施行者の工事施行能力について、工事施行者が申請に係る工事の施行に必要な建設業法

に基づく免許を受けているか審査するため、建築局宅地審査課指導担当（市街化区域の場合）

又は同局調整区域課指導担当（市街化調整区域の場合）にて申請に係る工事内容の種別の確認

を行います。 

 (2) 各窓口（各課）の問合せ先 

担当課 ℡ 窓口 

建築局 

宅地審査課  

指導担当 

北部（緑・青葉・都筑） 045-671-4515 

横浜市庁舎 25 階南側 
西部（南・保土ケ谷・旭・瀬谷・泉） 045-671-4516 

南部（港南・磯子・金沢・戸塚・栄） 045-671-4517 

東部（鶴見・神奈川・西・中・港北） 045-671-4518 

建築局 

調整区域課 

指導担当 045-671-4521 
横浜市庁舎 25 階南側 

事務担当 045-671-4523 

みどり環境局 

農政部 

横浜市中央農業委員会事務局 
（鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・
緑・青葉・都筑） 

045-948-2475 都筑区総合庁舎  ４階 

横浜市南西部農業委員会事務局 
(中・西・南・港南・磯子・金沢・ 
戸塚・栄・泉・瀬谷) 

045-866-8495 戸塚区総合庁舎  ８階 

下水道河川局 管路保全課 045-671-2833 横浜市庁舎 27階南側 

土木事務所（該当区の土木事務所にお問合せ下さい。） 

各区土木事務所一覧 横浜市 
https://www.city.yokohama.lg.jp/city
-info/yokohamashi/org/doro/sonota/20
140225170306.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/doro/sonota/20140225170306.html
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(3) 関係手続及び問合せ先 

宅地造成等に関する工事の許可には、次のような関係法令があります。必要に応じ、別途手続を

行ってください。 

ア 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の位置の指定 

建築基準法に基づく「道路の位置の指定」を伴う宅地造成及び特定盛土等に関する工事を行う

場合は、別途、道路の位置の指定の事前審査を受けてください。（工事完了後には、道路の位置

の指定申請が必要です。） 

イ 道路法又は下水道法に基づく自費工事（公共施設の管理者以外の者が行う工事） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に伴い横浜市の管理する道路・下水道に関

する工事がある場合は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法の許可を

受けた後、各区土木事務所に次の申請をし、市長の承認・確認を受けてください。 

なお、自費工事の完了検査は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了までに終

了しておいてください。 

(ｱ) 歩道切り下げ工事等施行承認申請及び歩道切り下げ工事以外の施行承認申請（道路法第 24条） 

歩道の切り下げ（縁石を含む）、安全柵の撤去、舗装の新設や打換え、側溝の敷設替え等をする場

合に必要な申請です。なお、工事施行者は、横浜市一般競争入札有資格者名薄に登録されている工

事者でなければなりません。 

(ｲ) 排水設備計画確認申請（下水道条例第４条） 

工事施行区域内の排水設備工事を行うときに必要な申請です。この場合、申請者、工事施行者は

「横浜市排水設備指定工事店等の指定に関する規則」第 14 条に規定する責任技術者でなければ、

工事の申請、工事施行をすることができません。なお、当該申請は公共・（一般）下水道施設築造工

事等承認申請の前に申請してください。 

(ｳ) 公共・（一般）下水道施設築造工事等承認申請（下水道法第 16条） 

工事施行区域内の排水施設を市が管理する公共下水道に接続する場合に必要です。 

(ｴ) 道路の占用及び掘削工事等施行許可申請（市道路占用規則第３条） 

排水施設工事等道路の掘削を伴う場合に必要です。 
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(4) 関係法令及び条例一覧 

法令名 関係局課 

都市計画法（開発行為の許可） 
横浜市開発事業等の調整等に関する条例 

建築局 宅地審査課 
調整区域課 

建築基準法（道路位置指定を除く） 
横浜市建築基準条例 

建築局 建築指導課 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全
等に関する条例 

建築局 情報相談課 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

神奈川県 横浜川崎治水事務所 

道路法 道路局 維持課、路政課、道路調査
課 

下水道法 下水道河川局 管路保全課 
河川法、横浜市下水道条例（水路に限る。） 下水道河川局 河川流域管理課 
消防法 消防局 警防課 
生産緑地法 みどり環境局 農政推進課 
首都圏近郊緑地保全法、近郊緑地保全区域内開発指導要網 みどり環境局 公園緑地管理課 
農地法 みどり環境局 農政推進課 

横浜市中央農業委員会事務局 
横浜市南西部農業委員会事務局 

農業振興地域の整備に関する法律 みどり環境局 農政推進課 
北部農政事務所 
南部農政事務所 

墓地・埋葬等に関する法律 健康福祉局 生活衛生課 
文化財保護法、横浜市文化財保護条例  教育委員会事務局生涯学習文化財

課 
横浜市風致地区条例 建築局 建築企画課 
緑の環境をつくり育てる条例 みどり環境局 公園緑地管理課 

戦略企画課 
横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例 みどり環境局 戦略企画課 

※ 関係局課の名称は、令和７年４月１日現在のものです。 

 

３ 法の許可及び届出等に係る様式 

 法の許可及び届出等に係る様式は、次の横浜市ウェブサイトよりダウンロードが可能です。 

【法の許可及び届出等に係る様式（排水施設についての技術的基準に係る事前協議関係を除く。）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/takuchi/morido/ 

【排水施設についての技術的基準に係る事前協議関係の様式】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kyogi/gesuido/ha

isuikyougi.html 

※ 盛土規制法以外の協議についても掲載されていますので、留意してください。 
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４ 法の許可等の手数料 

  許可等の申請手数料は盛土、切土又は土石の堆積を行う土地の面積に応じて定められており、それ

ぞれ次の表のとおりです。詳しくは、担当課（建築局調整区域課事務担当）に確認してください。 

 

※ 「盛土、切土又は土石の堆積を行う土地の面積」には、盛土、切土又は土石の堆積（土石の積重ね）を

する前後の地盤面の標高の差が 30センチメートルを超えない部分の土地の面積も含みます。 

(1) 許可申請（法第 12条） 

盛土若しくは切土をする土地の面積 

又は 

土石の堆積を行なう土地の面積 

申請手数料（円） 

宅地造成・特定盛土等

の場合 
土石の堆積の場合 

500 ㎡以下 16,000 11,000 

500 ㎡を超え   1,000㎡以下 28,000 14,000 

1,000 ㎡を超え  2,000㎡以下 40,000 16,000 

2,000 ㎡を超え  3,000㎡以下 59,000 20,000 

3,000 ㎡を超え  5,000㎡以下 68,000 29,000 

5,000 ㎡を超え  10,000㎡以下 93,000 32,000 

10,000 ㎡を超え  20,000㎡以下 149,000 39,000 

20,000 ㎡を超え  40,000㎡以下 229,000 54,000 

40,000 ㎡を超え  70,000㎡以下 360,000 74,000 

70,000 ㎡を超え 100,000㎡以下 509,000 111,000 

100,000 ㎡を超えるもの 658,000 136,000 

(2) 変更許可申請（法第 16条） 

変更許可の申請手数料は、変更内容により異なり、次のとおりです。 

盛土若しくは切土をする土地又は土石
の堆積を行う土地の面積が同じで、工
事の計画を変更する場合 

当初の許可申請手数料の額に 10分の１を乗じた額 

 

盛土若しくは切土をする土地又は土石
の堆積を行う土地の面積が縮小する場
合 

縮小後の土地の面積に応じた許可申請手数料の額に 10
分の１を乗じた額 

 

盛土若しくは切土をする土地又は土石
の堆積を行う土地の面積が増加する場
合（盛土若しくは切土をする土地又は
土石の堆積を行なう土地の面積が減少
する場合であっても、盛土若しくは切
土をする土地又は土石の堆積を行なう
の範囲が増加する場合を含みます。） 

当初の許可申請手数料の額に 10分の１を乗じた額に増
加する土地の面積に応じた許可申請手数料額を加えた額 

 

 

当初の 

土地の面積 

縮小後の 

土地の面積 
減 

少 

当初の 

土地の面積 

増 

加 

盛土、切土又は土石の堆積 

を行う土地の面積 ※ 
工事施行区域 
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(3) 中間検査（法第 18条） 

盛土又は切土をする土地の面積 申請手数料（円） 

3,000㎡以下 3,100 

3,000 ㎡を超え  20,000㎡以下 6,200 

20,000 ㎡を超え  40,000㎡以下 12,400 

40,000 ㎡を超え  70,000㎡以下 24,800 

70,000 ㎡を超え 100,000㎡以下 43,400 

100,000 ㎡を超えるもの 62,100 

 

５ 標準処理期間 

  標準処理期間（補正や書類不備が一切ない場合における、申請が許可されるまでの標準的な期間を

いいます。）は次のとおりです。 

許可事務名称 根拠法令 標準処理期間 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可 法第 12条第１項 50日 

土石の堆積に関する工事の許可 法第 12条第１項 24日 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可 法第 16条第１項 非設定 

土石の堆積に関する工事の変更許可 法第 16条第１項 非設定 

 

６ 法の許可に係る事前の相談及び協議 

 (1) 許可の要否に係る事前相談 

   許可の要否に係る事前相談は、窓口で受付しています。また、事前相談書を横浜市に提出し、相

談を行うこともできます。 

事前相談書は、「宅地造成又は特定盛土等規制法第 12 条第１項の許可の要否に係る事前相談書

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事）（規則外様式）」又は「宅地造成又は特定盛土等規制法

第 12条第１項の許可の要否に係る事前相談書（土石の堆積に関する工事）（規則外様式）」に、必

要な書類（添付書類は、規則外様式に記載しています。）を添えて、横浜市の担当課に提出してく

ださい。 

 (2) 技術的基準に係る事前協議 

【市細則】 
（事前協議） 

第 10条 法第 12条第１項若しくは法第 16条第１項の許可を受けようとする者又は法第 15条第１項
（法第 16条第３項において準用する場合を含む。）の協議をしようとする者は、当該許可の申請又
は当該協議の申出をする前に、当該許可又は当該協議に係る宅地造成等に関する工事の計画が法第
13条第１項の規定に適合しているかどうかについて、市長が定めるところにより、市長と協議する
ことができる。 

ア 技術的基準に係る事前協議の概要（市細則第 10条） 

    宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第 12 条第１項の許可若しく

は法第 16 条第１項の変更許可を受けようとするとき又は法第 15 条の協議（法第 16 条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の申出をしようとするときは、許可申請又は協議申出に先立ち、

当該工事の計画が法第 13 条第１項の技術的基準に適合しているかどうかについて、あらかじめ

協議をすることができます。 

また、土石の堆積に関する工事については、土石の堆積を開始する前までの間においてのみ、

事前協議を行うことができるものとします（土石の堆積を開始した後の計画の変更については、

当該変更について法第 16 条第１項の変更許可を受けた後、又は法第 16 条第３項において準用す

る法第 15条の協議が成立した後に、当該変更に係る工事に着手することができます。）。 
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  イ 技術的基準に係る事前協議の開始時期 

上記アの当該協議を開始することができる時期は、許可申請又は協議申出に係る工事の内容及

び規模等に応じて、次のとおりです。 

(ｱ) 特定大規模開発事業等（条例第２条第 14号）に該当する場合及び条例第 13条第１項に基づ

く再意見書の提出があった場合 

     条例第 16条第７項の規定による「開発等協議事項通知書」の交付を受けた後（開発事業の構

想、開発事業の計画、土石の堆積事業の構想又は土石の堆積事業の計画の変更の場合は、当該

変更が条例に規定する軽微な変更に該当しないときにあっては、変更後の開発事業の構想又は

土石の堆積事業の構想に係る「開発等協議事項通知書」の交付を受けた後、軽微な変更に該当

するときにあっては、変更に係る工事に着手する前） 

   (ｲ) 特定小規模開発事業等（条例第２条第 15号）に該当する場合 

     条例第 12条第第１項又は同条第２項による「開発事業構想書」、「標識設置届出書 兼 開発

事業構想書」、「土石の堆積事業構想書」又は「標識設置届出書 兼 土石の堆積事業構想書」

の提出後（開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画の変更の場合は、変更に係る工事に着手

する前） 

(ｳ) 上記(ｱ)又は(ｲ)のいずれにも該当しない場合 

     条例第 12条第５項の規定による「開発事業構想書」又は「土石の堆積事業構想書」の縦覧期

間の終了後（開発事業の構想、開発事業の計画、土石の堆積事業の構想又は土石の堆積事業の

計画の変更の場合は、当該変更が条例に規定する軽微な変更に該当しないときにあっては、変

更後の開発事業の構想又は土石の堆積事業の構想に係る「開発事業構想書」又は「土石の堆積

事業構想書」の縦覧期間の終了後、軽微な変更に該当するときにあっては、変更に係る工事に

着手する前） 

  ウ 技術的基準に係る事前協議の協議先 

技術的基準（排水施設除く。（※））に係る事前協議の協議先は、第２項第１号の「技術的基

準（※１）の審査・検査」の担当課（建築局宅地審査課指導担当又は調整区域課指導担当）です。 

排水施設についての技術的基準（※）に係る事前協議の協議先は、第２項第１号の「排水施設

（※１）の審査・検査」の担当課（各区土木事務所又は下水道河川局管路保全課）です。 

※ 排水施設についての技術的基準のうち、雨水その他の地表水を集水する排水施設（Ｕ型側溝

等）、沈砂池及び盛土又は切土した地盤内の排水施設（暗渠管等）の技術的基準は、建築局宅

地審査課指導担当又は調整区域課指導担当にて審査・検査を行います。 

エ 技術的基準（排水施設を除く。）に係る事前協議に必要な書類 

    次の表に掲げる書類について、正本１部（副本の返却を希望される場合には、正本及び副本の

計２部）を第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課に提出してください。 

   ※ 次の(ｱ)又は(ｲ)の表及び第８項第２号又は第４号の表の順に並べて綴じたものを提出して

ください。（正本及び副本を提出される場合は、各々で綴じてください。） 

※ 正本及び副本を提出される場合は、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議願（規

則外様式）」又は「土石の堆積に関する工事の事前協議願（規則外様式）」も２部提出が必要

です。 

   (ｱ) 法第 12条第１項の許可申請又は法第 15条の協議申出の前の協議のとき 

ａ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

付番 書類 

１ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議願（規則外様式） 

２ 委任状 

３ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要（市細則第 11号様式） 
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４ 第８項第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工

事の場合）」中の 33から 49に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類 

ｂ 土石の堆積に関する工事の場合 

付番 書類 

１ 土石の堆積に関する工事の事前協議願（規則外様式） 

２ 委任状 

３ 土石の堆積に関する工事等の概要（市細則第 15号様式） 

４ 第８項第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」

中の 33から 39 に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類 

  (ｲ) 法第 16 条第１項の変更許可申請又は法第 16 条第３項において準用する法第 15 条の協議申

出（工事計画の変更に係る協議申出）の前の協議のとき 

ａ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 

付番 書類 

１ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更事前協議願（規則外様式） 

２ 委任状 

３ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要（市細則第 11号様式） 

４ 工事の計画の変更の内容を示した書類 

５ 第８項第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工

事の場合）」中の 33から 49に掲げる書類のうち、その内容が変更されるもの 

ｂ 土石の堆積に関する工事の場合 

付番 書類 

１ 土石の堆積に関する工事の計画変更事前協議願（規則外様式） 

２ 委任状 

３ 土石の堆積に関する工事等の概要（市細則第 15号様式） 

４ 工事の計画の変更の内容を示した書類 

５ 第８項第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」

中の 33から 39 に掲げる書類のうち、その内容が変更されるもの 

オ 排水施設についての技術的基準に係る事前協議に必要な書類 

    次の横浜市のウェブサイトにおいて、事前協議に必要な書類の確認及び様式のダウンロードを

行うことができます。 

【排水施設についての技術的基準に係る事前協議について掲載した横浜市のウェブサイト】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kyogi/gesu

ido/haisuikyougi.html 

※ 盛土規制法以外の協議についても掲載されていますので、留意してください。 

    また、事前協議の申出に係る書類は、正本及び副本の計２部を第２項第１号の「排水施設（※

１）の審査・検査」の担当課に提出してください。 

  カ 事前協議と工事着手 

 (ｱ) 当初許可又は協議成立前の事前協議の場合 

法第 12 条第１項の許可申請又は法第 15 条の協議申出（工事計画の変更に係る協議申出を除

きます。）に先立って行う事前協議の場合は、当該事前協議が成立しても、法第 12条第１項の

許可を受けた後又は法第 15条の協議が成立した後しか、工事に着手することはできません。 

   (ｲ) 変更許可又は変更協議成立前の事前協議の場合 

法第 12 条第１項の許可又は法第 15 条の協議の成立後であって、法第 16 条第１項の変更許

可申請又は法第 16 条第３項において準用する法第 15 条の協議申出（工事計画の変更に係る協
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議申出）に先立って行う事前協議の場合は、当該事前協議が成立すれば、当該事前協議に係る

工事に着手することができるものとします（※１、※２）。 

ただし、工事施行区域が拡大する計画の変更の場合は、当該変更について法第 16条第１項の

変更許可を受けた後、又は法第 16条第３項において準用する法第 15条の協議が成立した後に、

当該変更に係る工事に着手することがでるものとします。 

※１ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、法第 17 条第１項の完了検査の

申請をする前までに、土石の堆積に関する工事（土石の堆積を開始していない場合に限ります。）

にあっては、市細則第 19 条第６項の規定による「土石の堆積を行うために必要な工事の完了届

出書（規則外第 15 号様式）」を提出する前までに、法第 16 条第１項の変更許可を受ける、又

は法第 16条第３項において準用する法第 15条の協議が成立する必要があります。 

   ※２ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、上記のほか、条例の規定

による工事着手制限がありますので、留意してください。 

 

７ 法の許可申請前の周辺地域の住民への周知（法第 11条、省令第６条及び市細則第９条） 

【法】 
（住民への周知） 

第十一条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところに
より、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当
該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

【省令】 
（住民への周知の方法） 

第六条 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるため
の必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号
に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県（地方自治法（昭和二十二年法
律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条及び次条第一項において「指定
都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条及び次条第一項にお
いて「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。）
の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。 

一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。 

二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民
に配布すること。 

三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示
するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法 

（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 
第七条  宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
ければならない。 

一～十 （略） 

十一  法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 

十二  （略） 

２  土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四
の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

一～八 （略） 

九  法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 

十  （略） 

【市細則】 
（その他周知の方法） 

第９条 省令第６条第４号の規則で定める方法は、横浜市開発事業等の調整等に関する条例（平成 16

年３月横浜市条例第３号。以下「調整条例」という。）第 10 条第１項各号に掲げる方法とする。
（申請書の添付図書） 

第 11条 （略） 
７ 省令第７条第１項第 11号及び第２項第９号に規定する法第 11条の規定に基づく措置を講じたこ 
とを証する書類は、次の各号に掲げる周知の方法の区分に応じて、当該各号に定める図書とする。 
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(1)～(3) （略） 
 (4) 調整条例第 10 条第１項各号に掲げる周知の方法 工事主が行おうとする宅地造成等に関する工

事に係る調整条例第２条第 12号に規定する開発事業の計画又は同条第 13号に規定する土石の堆積
事業の計画（開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画の変更（調整条例第 15条第２項ただし書又
は調整条例第 20条第１項ただし書に規定する軽微な変更を除く。）があったときは、その変更後の
もの）について、調整条例第 19条第１項の規定（調整条例第 20条第８項において準用する場合を
含む。）により市長が同意の処分をした旨を通知した書面 

 (1) 法の許可申請又は協議の申出の前に周辺地域の住民への周知の措置（法第 11 条、省令第７条第

１項第 11号又は第２項第９号及び市細則第 16条第１項又は第２項） 

法第 11 条の規定により法の許可を受けようとする工事主は、あらかじめ工事施行区域の周辺地

域の住民に対して、行おうとする宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容につい

て周知させるために必要な措置を講じる必要があります。また、省令第７条第１項第 11 号又は同

条第２項第９号の規定により、法の許可申請書には、住民への周知の措置を講じたことを証する書

類を添付する必要があり、住民への周知の措置を講じず、法の許可申請を行うことはできません。 

また、法第 15条第１項の規定による協議の申出を行う場合も、市細則第 16条第１項又は同条第

２項の規定により、協議の申出書に住民への周知の措置を講じたことを証する書類を添付する必要

があるため、住民への周知の措置を講じず、協議の申出を行うことはできません。 

(2) 周辺地域の住民への周知の措置の方法（法第 11条、省令第６条及び市細則第９条） 

横浜市では、省令第６条第４号の規定により市細則第９条にて条例の手続による周知方法を、法

第 11 条の規定による住民への周知の措置を講じる方法として規定しており、原則として周知の措

置は、条例の手続により講ずることとしています。 

条例による周知等の手続の詳細については、「横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引」

を参照してください。 

※ 省令第６条には、その他の周知の措置を講じる方法の規定がありますが、その他の方法での周

知を行った場合でも、条例の周知等の手続は省略できません。 

※ 条例に規定する方法での周知に加えて、任意でその他の方法による周知に行うことは可能です。 

※ 令和７年４月１日に条例の改正が施行されていますが、経過措置として、改正前の条例の手続

による周知方法も、法第 11 条の規定による住民への周知の措置を講じる方法としています。そ

のため、改めて改正後の条例の手続を行う必要はありません。 

(3) 周辺地域の住民への周知の措置を説明会の開催による方法としなければならない場合の取扱い

（省令第６条だだし書）（審査基準） 

   省令第６条ただし書には、「令第７条第２項第２号に規定する土地において同号に規定する盛土

をする場合」は、周知の措置を省令第６条第１号に規定する説明会の開催による方法により講ずる

ことが規定されています。この「令第７条第２項第２号に規定する土地において同号に規定する盛

土をする場合」とは、「山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い

災害が生ずるおそれが特に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが 15 メートルを

超える盛土をする場合」のことをいいます。 

一方、横浜市では、高さ９メートルを超える盛土をする場合は、条例の手続による周知の方法を

説明会の開催としているため、条例の手続により周知の措置を講じた場合は、省令第６条ただし書

の規定は満たすこととなります。 

この場合において、条例第 11 条第第１項第１号又は第２号の規定による説明会の開催は、省令

第６条第１号の説明会の開催に該当するものと取り扱います。 

  ※ 令和７年４月１日に条例の改正が施行されていますが、経過措置として、改正前の条例第 11条

第第１号の規定による説明会の開催は、省令第６条第１号の説明会の開催に該当するものとみな

します。そのため、「令第７条第２項第２号に規定する土地において同号に規定する盛土をする

場合」において、改正前の条例により説明会の開催による方法にて周知の措置を講じている又は
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講じる場合は、別途説明会を開催する必要はありません（改正前の条例による周知の措置の方法

が、説明会の改正でない場合は、別途説明会の開催による方法にて周知の措置を講じる必要があ

ります。）。 

(4) 住民への周知の措置を講じたことを証する書類（省令第７条第１項第 11 号、同条第２項第９号

及び市細則第 11条第７項第４号） 

省令第７条第１項第 11号又は同条第２項第９号の規定により、法の許可の申請書には「法第 11

条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類」を添付する必要があります。横浜市では、住民

への周知の措置を、条例の手続により行うこととしており、市細則第 11 条第７項第４号の規定に

より、「法第 11条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類」として条例第 19条第１項の規

定により交付された「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」を許

可申請書に添付する必要があります。 

ただし、「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」の交付を受け

た後に工事の計画を変更している場合（条例第 15条第２項ただし書又は条例第 20条第１項ただし

書に規定する軽微な変更をしている場合を除く。）は、変更後の計画についての「開発事業計画の

変更の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の変更の同意通知書」を許可申請書に添付する必要

があります。 

 

８ 法の許可申請又は協議の申出（法第 12 条第１項、法第 15 条、省令第７条、市細則第 11 条及び市

細則第 16条） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主
は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ
ならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定め
る工事については、この限りでない。 

２～４ （略） 

（許可の特例） 
第十五条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造
成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条
第一項の許可があつたものとみなす。 

２ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工
事規制区域の指定後に都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項又は第二項の許可を
受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受け
たものとみなす。 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 

第七条  宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
ければならない。 

一  次の表に掲げる図面 
図面の
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考 

位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の
一以上 

 

地形図 方位及び土地の境界線 二千五百
分の一以
上 

等高線は、二メートルの標高差
を示すものとすること。 

土地の
平面図 

方位及び土地の境界線並びに盛
土又は切土をする土地の部分、崖、
擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設
及び地滑り抑止ぐい又はグラウン
ドアンカーその他の土留の位置 

二千五百
分の一以
上 

断面図を作成した箇所に断面図
と照合できるように記号を付する
こと。 
植栽、芝張り等の措置を行う必

要がない場合は、その旨を付する
こと。 
擁壁、崖面崩壊防止施設及び排
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水施設については、申請書と照合
できるように番号を付すること。 

土地の
断面図 

盛土又は切土をする前後の地盤
面 

二千五百
分の一以 

高低差の著しい箇所について作
成すること。 

排水施
設の平
面図 

排水施設の位置、種類、材料、形
状、内法寸法、勾配及び水の流れの
方向並びに吐口の位置及び放流先
の名称 

五百分の
一以上 

 

崖の断
面図 

崖の高さ、勾配及び土質（土質の
種類が二以上であるときは、それぞ
れの土質及びその地層の厚さ）、盛
土又は切土をする前の地盤面並び
に崖面の保護の方法 

五十分の
一以上 

擁壁で覆われる崖面について
は、土質に関する事項は示すこと
を要しない。 

擁壁の
断面図 

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料
の種類及び寸法、裏込めコンクリー
トの寸法、透水層の位置及び寸法、
擁壁を設置する前後の地盤面、基礎
地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、
材料及び寸法 

五十分の
一以上 

 

擁壁の
背面図 

擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料
及び内径並びに透水層の位置及び
寸法 

五十分の
一以上 

 

崖面崩
壊防止
施設の
断面図 

崖面崩壊防止施設の寸法及び勾
配、崖面崩壊防止施設の材料の種類
及び寸法、崖面崩壊防止施設を設置
する前後の地盤面、基礎地盤の土質
並びに透水層の位置及び寸法 

五十分の
一以上 

 

崖面崩
壊防止
施設の
背面図 

崖面崩壊防止施設の寸法、水抜穴
の位置、材料及び内径並びに透水層
の位置及び寸法 

五十分の
一以上 

水抜穴及び透水層に係る事項に
ついては、必要に応じて記載する
こと。 

二  鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、
応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

三  令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その
他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書 

四  令第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づ
く地盤の安定計算を記載した安定計算書 

五  第一号の表に掲げる図面（令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。）を作成した者が
令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類 

六  盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 

七  許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）
第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて
同じ。）の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

八  許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 

イ  登記事項証明書 

ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及
び住所を証する書類 

九  別記様式第三の資金計画書 

十  法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 

十一  法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 

十二  前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確か
めるために特に必要があると認めて規則で定める書類 

２  土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四
の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

一  次の表に掲げる図面 
図面の
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考 

位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の
一以上 

等高線は、二メートルの標高差
を示すものとすること。 

地形図 方位及び土地の境界線 二千五百
分の一以
上 

断面図を作成した箇所に断面
図と照合できるように記号を付
すること。 
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土地の
平面図 

方位及び土地の境界線並びに勾配
が十分の一を超える土地における堆
積した土石の崩壊を防止するための
措置を講ずる位置及び当該措置の内
容、空地の位置、柵その他これに類す
るものを設置する位置、雨水その他の
地表水を有効に排除する措置を講ず
る位置及び当該措置の内容並びに堆
積した土石の崩壊に伴う土砂の流出
を防止する措置を講ずる位置及び当
該措置の内容 

五百分の
一以上 

空地、雨水その他の地表水によ
る堆積した土石の崩壊を防止す
るための措置及び堆積した土石
の崩壊に伴う土砂の流出を防止
する措置については、申請書と照
合できるように番号を付するこ
と。 

土地の
断面図 

土石の堆積を行う土地の地盤面 五百分の
一以上 

 

二  第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類 

三  第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であるこ
とを証する書類 

四  土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 

五  許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又は
これらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

六  許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 

イ  登記事項証明書 

ロ  役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及
び住所を証する書類 

七  別記様式第五の資金計画書 

八  法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 

九  法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類 

十  前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に
必要があると認めて規則で定める書類 

【市細則】 
（申請書に添付が必要な書類） 

第 11条 省令第７条第１項第１号の表又は同条第２項第１号の表に掲げる図面のうちの位置図には、
工事施行区域の境界を赤色で示すものとする。 

２ 省令第７条第１項第２号の構造計算書には、政令第９条第１項第２号から第４号まで（政令第 18
条において準用する場合を含む。）に掲げる事項に係る構造計算書及び擁壁に係るくいの構造計算
書（くいの工事施行を要しない場合を除く。）を含むものとする。 

３ 省令第７条第１項第５号に規定する書類には、設計者の資格に関する申告書（第６号様式）を添
付するものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

４ 省令第７条第１項第６号及び第２項第４号に規定する写真には、当該写真を撮影した箇所を示し
た図面を添付するものとする。 

５ 省令第７条第１項第７号及び第８号ロ並びに第２項第５号及び第６号ロの住民票の写しは、個人
番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第
27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）が記載されていないものとし、個人
番号カードの写しは、個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）の写しと
する。 

６ 省令第７条第１項第 10号及び第２項第８号に規定する書類は、工事施行区域内の権利者一覧表、
工事施行同意証明書（第７号様式）、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意
を得たことを証する書類とする。 

７ 省令第７条第１項第 11号及び第２項第９号に規定する法第 11条の規定に基づく措置を講じたこ
とを証する書類は、次の各号に掲げる周知の方法の区分に応じて、当該各号に定める図書とする。 
(1) 省令第６条第１号の規定による周知の方法（調整条例第 10条第１項第１号に掲げる方法を除
く。） 次に掲げる図書 
ア 説明会の開催結果報告書（第８号様式） 
イ 工事主が配布した開催通知書及び周知資料 
ウ 工事主が説明会において使用した周知資料 
エ 周知対象範囲及び周辺地域住民を示した図書 
オ その他市長が必要と認める図書 

(2) 省令第６条第２号の規定による周知の方法 次に掲げる図書 
ア 周知資料の配布結果報告書（第９号様式） 
イ 工事主が配布した周知資料 
ウ 周知対象範囲及び周辺地域住民が分かるように記載された図書 
エ その他市長が必要と認める図書 
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(3) 省令第６条第３号の規定による周知の方法 次に掲げる図書 
ア 掲示及びインターネット閲覧結果報告書（第 10号様式） 
イ 第８条第１項の規定により設置された標識の写真（その設 置状況並びに当該標識に記載され
た事項及び貼付された図面を確認できるものに限る。） 

ウ 第８条第４項の規定により工事主がウェブサイトに掲載した周知資料 
エ 当該ウェブサイトを表示した電子計算機の映像面を出力した書面 
オ その他市長が必要と認める図書 

(4) 調整条例第 10条第１項各号に掲げる周知の方法 工事主が行おうとする宅地造成等に関する
工事に係る調整条例第２条第 12号に規定する開発事業の計画又は同条第 13号に規定する土石の
堆積事業の計画（開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画の変更（調整条例第 15条第２項た
だし書又は調整条例第 20条第１項ただし書に規定する軽微な変更を除く。）があったときは、
その変更後のもの）について、調整条例第 19条第１項の規定（調整条例第 20条第８項において
準用する場合を含む。）により市長が同意の処分をした旨を通知した書面 

８ 省令第７条第１項第 12号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要（第 11号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書（第 12号様式） 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書（第 13号様式）及び印鑑証明書 
(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他

第２号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書（第 14号様式）及び法人の登記事項証明書、建設

業の許可を証する書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(6) 公図の写し 
(7) 現況図 
(8) 求積図及び求積表 
(9) 造成計画平面図 
(10) 造成計画断面図 
(11) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の配置図（擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(12) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図（擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(13) 排水施設の構造図（排水施設を設置する場合に限る。） 
(14) 擁壁の構造図（擁壁を設置する場合に限る。） 
(15) 崖面崩壊防止施設の構造図（崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(16) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査

（土質試験を含む。以下同じ。）その他の調査又は試験の結果を記載した図書（市長が当該工
事の着手後に地盤調査その他の調査又は試験を行うことについてやむを得ない事由があると認
めた場合を除く。） 

(17) 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構
造であることを確かめた算定を記載した構造計算書（崖面崩壊防止施設を設置する場合に限
る。） 

(18) 擁壁に係る国土交通大臣の認定に係る図書（政令第 17条（政令第 18条において準用する場
合を含む。）の規定による擁壁を設置する場合に限る。） 

(19) 地盤改良の概要及び計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書並びに改良した地盤
の安定計算を記載した安定計算書（深層の地盤改良を行う場合に限る。） 

(20) 工事施行区域が、政令第７条第２項第２号に規定する土地又は盛土をする前の地盤面若しく
は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する必要がある土地に該当するかを調査した結果を
記載した図書（市長が工事施行区域及びその周辺の状況から必要ないと認めた場合を除く。） 

(21) その他宅地造成又は特定盛土等に関する工事が法第 13条第１項の規定に適合していることを
確認するため又は宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害を防止するために市長が必要と認め
る図書 

９ 省令第７条第１項第１号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図
面と併せて作成することができる。 
(1) 地形図 現況図 
(2) 土地の平面図 造成計画平面図又は擁壁の配置図 
(3) 土地の断面図、崖の断面図、擁壁の断面図又は崖面崩壊防止施設の断面図 造成計画断面図 
(4) 擁壁の背面図又は崖面崩壊防止施設の背面図 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図 
(5) 擁壁の断面図 擁壁の構造図 
(6) 崖面崩壊防止施設の断面図 崖面崩壊防止施設の構造図 

10 省令第７条第２項第 10号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
(1) 土石の堆積に関する工事等の概要（第 15号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書及び印鑑証明書 
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(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他
第２号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 

(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書及び法人の登記事項証明書、建設業の許可を証する
書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 

(6) 公図の写し 
(7) 現況図 
(8) 求積図及び求積表 
(9) 土石の堆積計画平面図 
(10) 土石の堆積計画断面図 
(11) 排水施設の構造図（排水施設を設置する場合に限る。） 
(12) 土石の堆積に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査その他の調査又

は試験の結果を記載した図書（市長が当該工事の着手後に地盤調査その他の調査又は試験を行
うことについてやむを得ない事由があると認めた場合を除く。） 

(13) その他土石の堆積に関する工事が法第 13条第１項の規定に適合していることを確認するため
又は土石の堆積に伴う災害を防止するために市長が必要と認める図書 

11 省令第７条第２項第１号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図
面と併せて作成することができる。 
(1) 地形図 現況図又は土石の堆積計画平面図 
(2) 土地の平面図 土石の堆積計画平面図 
(3) 土地の断面図 土石の堆積計画断面図 

 （協議の申出等） 
第 16条 法第 15条第１項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての協議の申出
は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（第 18号様式）の正本及び副本に、省令第
７条第１項各号に掲げる書類（同項第７号から第９号までに掲げる書類並びに第 11条第８項第２号
から第４号までに規定する書類を除く。第 22条第１項において同じ。）を添付して行うものとす
る。 

２ 法第 15条第１項の規定による土石の堆積に関する工事についての協議の申出は、土石の堆積に関
する工事の協議申出書（第 19号様式）の正本及び副本に、省令第７条第２項各号に掲げる書類（同
項第５号から第７号までに掲げる書類並びに第 11条第 10項第２号から第４号までに規定する書類
を除く。第 22条第２項において同じ。）を添付して行うものとする。 

３ 前２項の協議の申出を行った者は、当該協議が成立するまでの間において当該申出を取り下げる
ときは、宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書（第 20号様式）を市長に提出しなければ
ならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該申出に係る
協議に応じ、当該協議が成立したときは、宅地造成等に関する工事の協議成立確認書（第 21号様
式）に当該協議に係る協議の申出書の副本を添えて、当該申出をした者に交付するものとする。 

５ 第 14条の規定は、前項の規定により市長が同項に規定する宅地造成等に関する工事の協議成立確
認書を交付するときについて準用する。この場合において、同条中「当該許可証に係る許可」とあ
るのは「当該協議成立確認書に係る協議」と、「当該許可の申請をした」とあるのは「当該協議の
申出をした」と読み替えるものとする。 

 (1) 許可申請の方法（省令第７条及び市細則第 11条） 

   宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法の許可を受けるときは、宅地造

成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、第２号に掲げる書類を、土石の堆積に関する工

事にあっては、第４号に掲げる書類を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審

査・検査」の担当課。以下この項において同じ。）に提出してください。 

   なお、許可申請（当該書類の提出）は、許可を受けようとする工事の計画について、条例第 19条

第１項の規定により「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」の交

付を受けた後に行います。 

  ※ 「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」の交付を受けた後に

工事の計画を変更している場合（条例第 15条第２項ただし書又は条例第 20条第１項ただし書に

規定する軽微な変更をしている場合を除く。）は、変更後の計画について、「開発事業計画の変

更の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の変更の同意通知書」の交付を受けた後に許可申請

を行います。 
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 (2) 許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

   次の表に掲げる書類について、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 正本及び副本ごとに表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書（省令別記様式第２）」も２部提出が必

要です。 

※ 次の表は、省令第７条第１項、市細則第 11条（第 11条に関係する様式を含みます。）及び審

査基準（市長が必要と認める書類並びに省令第７条第１項及び市細則第 11 条に規定する書類の

取扱い等）の規定の内容をまとめたものです。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 次の表の証明書類等は、原本（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の

内容であるもの）に限ります。 

※ 次の表の 33から 49の書類には、作成者（設計に係るものは設計者）の氏名を記載するものと

します。（ただし、国土交通大臣の認定証など、個別の申請のために作成するも及び使用するも

の以外のものを除きます。） 

表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

分類 番号 書類 備考等 

表
紙
等 

１ 宅地造成又は特定盛土等に関する工
事の許可申請書（省令別記様式第２） 

 

 

 

・ 正本及び副本ともにこれを表紙とします。 
・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代
表者の氏名を記載します。代表者は法人の登記事
項証明書で代表権を確認できる者（支配人を含み
ます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記
入してください。緯度・経度を調べる際には、現
地での計測のほか、国土地理院が公表している地
理院地図等で当該箇所の緯度・経度を確認する等
の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gs
i.go.jp/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が許可申請手続及び許可証等の受領等
を行う場合に、委任者、受任者（代理者）、委任
事項及び作成日が記載された委任状の提出が必
要です。 

・ 代理人の印を訂正印又は許可証等の受領印と
して使用する場合は、代理人の印を押印してくだ
さい。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代
理人が修正及び追記を行うことはできません。 

３ 図書目次（その１）（規則外様式） ・ その他市長が必要と認める書類として提出し
てください。 

４ 宅地造成又は特定盛土等に関する工
事等の概要（市細則第 11号様式） 

 

工
事
主
の
資
力
及
び
信
用 

５ 工事主の資力及び信用に関する申告
書（市細則第 12号様式） 

 

６ 工事主の資力及び信用に関する誓約
書（市細則第 13号様式）及び印鑑証
明書 

・ 実印を押印し、印鑑証明書を提出するものとし
ます。 

７ 資金計画書（省令別記様式第３）  

８ 工事主の住民票の写し若しくは個人
番号カードの写し、運転免許証の写
し、運転経歴証明書（交付年月日が
平成 24 年４月１日以降のものに限
ります。）の写し、在留証明、在留
カードの写し又は特別永住者証明書
の写し 

・ 工事主が個人であるときに提出が必要です。た
だし、申請書に添付する印鑑証明書によって、氏
名、住所及び生年月日が確認できる場合は、提出
は不要です。 

・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていない
ものとし、個人番号カードの写しは、個人番号カ
ードの表面（個人番号が記載されていない面）の
写しとします。 
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分類 番号 書類 備考等 

工
事
主
の
資
力
及
び
信
用 

９ 工事主の法人の登記事項証明書 ・ 工事主が法人である場合に提出が必要です。 

10 役員の住民票の写し若しくは個人番
号カードの写し、運転免許証の写し、
運転経歴証明書（交付年月日が平成
24 年４月１日以降のものに限りま
す。）の写し、在留証明、在留カード
の写し又は特別永住者証明書の写し 

・ 工事主が法人である場合に、当該法人の役員
のうち申請に係る工事について決定権を有する
者（１の申請書の「工事主住所氏名」の欄に記
載する法人の代表者（支配人を申請に係る代表
者とする場合は、支配人）を含みます。）につ
いて提出が必要です。ただし、申請書に添付す
る印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月
日が確認できる者については、提出は不要です。 

・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていな
いものとし、個人番号カードの写しは、個人番
号カードの表面（個人番号が記載されていない
面）の写しとします。 

11 納税証明書（その１） ・ 工事主が個人の場合は、所得税についてのも
の、法人の場合は、法人税についてのものの提
出が必要です。 

・ 原則として前年度分のものです。 

12 
 

貸借対照表及び損益計算書（決算報
告書） 

・ 工事主が法人である場合に提出が必要です。
（成立１年未満の法人を除きます。） 

・ 11の納税証明書（その１）に係る事業年度と
同じ年度の決算報告書の提出が必要です。 

13 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

金融機関が発行する工事主の
預金残高証明書 

・ 成立１年未満の法人の場合又は自己資金で申
請に係る工事を施行する場合に提出が必要で
す。（自己資金で申請に係る工事を施行しない
場合であっても、成立１年未満の法人の場合は、
提出が必要です。） 

金融機関等が発行する工事主
への融資証明書 

・ 借入金で申請に係る工事を施行する場合に提
出が必要です。 

・ 融資元が金融機関でない場合は、融資元の実
印の押印が必要です。 

・ 融資証明書には以下の内容を明記してくださ
い。 
・ 申請に係る工事の資金であること。 
・ 申請に係る工事施行区域の所在地及び地番 
・ 融資時期（申請に係る工事の着手までに融
資が開始されるものであること。） 

融資元の印鑑証明書 ・ 借入金で申請に係る工事を施行する場合で、
融資元が金融機関でない場合に提出が必要で
す。 

融資元の預金残高証明書 ・ 借入金で申請に係る工事を施行する場合で、
融資元が金融機関でない場合に提出が必要で
す。 

住民税の納税証明書又は源泉
徴収票等 

・ 工事主が個人の場合であって、11の証明書に
より所得税の滞納がないことの確認が困難な場
合に提出が必要になる場合があります。 

法人の成立から最新月までの
法人税申告のための基礎資料 

・ 工事主が成立１年未満の法人の場合に提出が
必要です。 

その他市長が必要と認める書
類 

・ ５の申告書の記載事項に誤りがないことを確
認するためのものです。 

工
事
施
行
者
の
工
事
施
行
能
力 

14 工事施行者の工事施行能力に関する
申告書（市細則第 14号様式） 

 

15 工事施行者の法人の登記事項証明書  

16 建設業許可通知書の写し又は建設業
許可証明（確認）書の原本 

・ 原則として「土木工事業」の許可を受けてい
る必要があります。 

17 国土交通省の建設業者・宅建業者等
企業情報検索システムにおいて申請
に係る工事施行者について建設業者
の詳細情報を印刷したもの 

・ 建設業許可証明（確認）書の原本を提出して
いる場合は不要です。 

18 その他市長が必要と認める書類 ・ 14の申告書の記載事項に誤りがないことを確
認するためのものです。 
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分類 番号 書類 備考等 

設
計
者
の
資
格 

19 設計者の資格に関する申告書（市細
則第６号様式） 

・ 地上高さが５メートルを超える擁壁の設置又
は盛土若しくは切土（盛土又は切土をする前後の
地盤面の標高の差が 30 センチメートルを超えな
いものを含む。）をする土地の面積が 1,500平方
メートルを超える土地における排水施設の設置
に係る図面を作成した場合に提出が必要です。
（20 から 24 の書類も同様です。） 

・ 上記にかかわらず、事前に建築局宅地審査部に
申告している場合は、19 から 24 の書類は提出不
要です。この場合は、申告番号を１の申請書の「設
計者住所氏名」の欄に記入することとします。 

20 卒業証書の写し、卒業証明書の写し
又は在学期間を証する書類 

・ 19 の申告書で申告する資格が学歴に係るもの
である場合に、学歴を証する書類の提出が必要で
す。 

21 一級建築士免許の写し又は一級建築
士登録証明書の写し 

・ 19 の申告書で申告する設計者の資格が一級建
築士である場合に提出が必要です。 

22 技術士二次試験合格証の写し又は技
術士二次試験合格証明書の写し 

・ 19 の申告書で申告する設計者の資格が技術士
である場合に提出が必要です。 

23 登録講習機関が行う講習を修了した
ことを証する書類 

・ 19 の申告書で申告する設計者の資格が都市計
画法施行規則第 19 条第１号トに規定する講習を
修了したことである場合に提出が必要です。 

24 実務従事証明書（規則外様式） ・ 19 の申告書で申告する資格が実務の経験に関
するものである場合に提出が必要です。 

土
地
所
有
者
等
の
同
意 

25 工事施行区域内の権利者一覧表（規
則外様式） 

・ 地目及び権利の種別は登記事項証明書のとお
り記入し、同意者の住所及び氏名は印鑑証明書の
とおり記入することとします。 

・ 変更許可申請を行う場合で、新たに工事施行区
域に入る土地がある場合は、その土地の部分につ
いて 25から 29の書類の提出が必要です。 

26 工事施行同意証明書（市細則第７号
様式） 

・ 権利を有する者ごとに作成するものとします。 
・ 同意に係る権利を有する者は、許可申請時点で
最新の者である必要があり、また、同意年月日は、
同意に係る権利が登記された日（※）以後とする
必要があります。 
※ 土地・建物の登記事項証明書に付された登記
の日付であって、原因の日付ではありません。 

・ 「同意者（証明者）」の住所及び氏名は、28の
印鑑証明書のとおり記入するものとします。 

・ 「証明内容（同意内容）」の表は、27の証明書
のとおり記入するものとします。 

・ 「権利を有する土地・建築物その他の工作物の
所在地（地番）の所在地（地番）」の欄は、土地
１筆ごと又は建築物その他の工作物ごとに記入
することとします。 

・ 権利者が死亡している等で本人から同意証明
書の取得ができない場合は、必要書類について窓
口でご相談ください。 

27 土地・建物の登記事項証明書等 ・ 許可申請時点で最新の内容のもの提出するも
のとします。 

・ 工事施行区域内の全ての土地・建築物その他の
工作物について、26 の証明書に係る同意者が権
利を有する者であることを証する書類として、登
記事項証明書等の提出が必要です。 

28 印鑑証明書 ・ 26 の証明書に記入された同意年月日の３か月
前の日以後に発行されたものとします。 

29 その他同意を得たことを証する書類 ・ 国又は地方公共団体等の公共機関の場合は、26
及び 28 に掲げる書類に代えて、当該公共機関が
作成した、申請に係る工事に当該公共機関が同意
していることが分かる文書を「同意を得たことを
証する書類」とすることができます。 

 



手続編 

 手続編-23 

分類 番号 書類 備考等 

住
民
周
知 

30 開発事業計画の同意通知書 ・ 「開発事業計画の変更の同意通知書」を提出す
る場合には、提出は不要です。 

31 開発事業計画の変更の同意通知書 ・ 「開発事業計画の同意通知書」の交付を受けた
後に工事の計画を変更している場合に提出（軽微
な変更を除く。） 

協
議 

33 技術的基準（排水施設）に係る事前
協議の結果に関する書類 

・ 土木事務所（工事施行区域が 1,000 ㎡未満の場
合）又は下水道河川局管路保全課（工事施行区域
が 1,000 ㎡以上の場合）との技術的基準（排水施
設）に係る事前協議において交付された通知書及
び排水施設の平面図（土木事務所又は下水道河川
局管路保全課の審査済の押印があるもの。）の写
しの提出が必要です。 

目次 
33 図書目次（その２）（規則外様式） ・ その他市長が必要と認める書類として提出し

てください。 

図
面 

34 位置図 ・ 図面（その他市長が必要と認める図面を除く。）
の詳細については、第３号の「表：許可申請に必
要な図面（宅地造成又は特定盛土等に関する工事
の場合）」を参照してください。 

・ その他市長が必要と認める図面は、技術的基準
に適合していることを確認するためのものです。 

現況図 

公図の写し 

造成計画平面図 

造成計画断面図 

崖の断面図 

排水施設の平面図 

擁壁又は崖面崩壊防止施設の配置図 

擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図 

求積図及び求積表 

擁壁の断面図 

崖面崩壊防止施設の断面図 

排水施設の構造図 

その他市長が必要と認める図面 

技
術
的
基
準 

35 地盤調査その他の調査又は試験の結
果を記載した書類 

・ 必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2 超の場
合、杭を設置する場合、深層の地盤改良を行う場
合、軟弱地盤が想定される場合、既存の盛土の上
に擁壁の設置又は盛土を行う場合その他市長が
必要と認める場合は、許可前に提出が必要です。 

・ 38 の安定計算書を提出する場合にも提出が必
要です。 

・ 工事施行区域だけでなく、必要に応じてその周
辺のものも提出を求める場合があります。 

・ ボーリング調査（標準貫入試験）の場合は、次
の項目を記載することとします。 
・ 調査手法、調査年月日及び調査責任者 
・ 調査位置及び深度 
・ 地形概要、地質概要、地質構成及び地下水位 
・ 地盤の強度算定書及び土質試験結果 

36 擁壁の構造計算書 ・ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造
の擁壁を設置するときに提出が必要です。ただ
し、鉄筋コンクリート造擁壁を擁壁を横浜市の標
準構造図の構造とする場合は、当該擁壁の構造計
算書の提出は不要と取り扱います。 

・ 擁壁の概要、構造計画、安定算定、応力算定及
び断面算定を記載したもの（杭の工事施行をする
場合は、杭の工事施行計画及び構造計算書を含み
ます。）の提出が必要です。 
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分類 番号 書類 備考等 

技
術
的
基
準 

37 崖面崩壊防止施設の構造計算
書 

・ 崖面崩壊防止施設を設置するときに提出が必要で
す。 

・ 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、土圧等によっ
て損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること
を確かめた算定を記載したものの提出が必要です。 

38 地盤調査その他の調査又は試
験に基づく地盤の安定計算を
記載した安定計算書 

・ 令第７条第２項第２号に規定する土地において同号
に規定する盛土をするときに提出が必要です。 

・ 令第８条第１項第１号ロの崖面を擁壁で覆わないと
きに提出が必要です。 

・ 盛土のり面の高さが９メートルを超えるときに提出
が必要です。（これは市長が必要と認める書類として
提出が必要なものです。） 

・ 35の書類も併せて提出が必要です。 

39 国土交通大臣の認定に係る書
類 

・ 政令第 17 条の規定による擁壁を設置するときに提
出が必要です。 

・ 大臣認定書の写し、大臣認定に係る使用条件を示し
た書類及び設計・工事施行・工事監理・検査に係るマ
ニュアル又は要領その他これに類するものを提出す
る必要があります。 

40 深層混合処理での地盤改良（柱
状改良）に係る計算書 

・ 深層の地盤改良（柱状改良）を行うときに提出が必
要です。 

・ 地盤改良の概要及び計画、応力算定及び断面算定を
記載した構造計算書並びに改良した地盤の安定計算
を記載した安定計算書の提出が必要です。 

41 令第７条第２項第２号に規定
する土地（渓流等）又集水地形
に該当するかを調査した結果
を記載した書類 

・ 工事施行区域及びその周辺の状況（位置図（地形図）、
現況図又は現地調査）から令第７条第２項第２号に規
定する土地（渓流等）又集水地形に該当するか判断可
能な場合は、提出は不要です。 

42 盛土又は切土をしようとする
土地及びその付近の状況を明
らかにする写真 

・ 工事施行区域の外周及び内部の状況が確認できるよ
うに撮影した写真とします。 

43 写真を撮影した箇所を示した
図面 

・ 現況図に、42の写真を撮影した箇所を撮影した方向
が分かるように記載したものとします。 

44 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

擁壁用透水マット協会
の認定証、設計・施工要
領及びカタログ 

・ 擁壁用透水マットを使用する場合に提出が必要で
す。 

・ 設計・施工要領は、神奈川県内用のものとします。 

45 浅層混合処理又は地盤
の置換での地盤改良又
はに係る計算書等の書
類 

・ 浅層の地盤改良又は地盤の置換により、擁壁の底面
に作用する応力を分散させるなどの場合に提出が必
要です。 

46 予定する建築物（地下車
庫を含みます。）に係る
書類（平面図、立面図、
断面図、仕上表、面積表、
構造計算書） 

・ 建築物で崖面を覆う場合の盛土又は切土（政令第３
条第１号から第３号に規定する盛土又は切土をいい
ます。）が、土地の形質の変更に該当する場合又は上
部擁壁の基礎底面に作用する応力が下部の予定する
建築物に作用する場合に提出が必要です。 

47 公共施設用地等の境界
に係る調査資料（道路水
路境界調査図等） 

・ 工事施行区域周辺に、道路及び水路等の公共施設用
地等がある場合は、提出が必要です。 

48 防災計画書 ・ 根切りの高さが高い工事など、工事の内容に応じて、
山留工事、仮設の排水施設及び沈砂池の設置工事その
他の工事施行中の災害の発生を防止する措置に係る
書類の提出が必要となる場合があります。 

49 暗渠排水工に係る排水
施設の設計書 

・ 暗渠排水工の施工が必要な場合に、集水区域の範囲
を示した図面、集水区域の求積図及び求積表並びに流
量計算書の提出が必要です。ただし、流量計算書につ
いては、市長が必要と認める場合に限ります。 

41 その他市長が必要と認
める書類 

・ 技術的基準に適合していることを確認するため又は
宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害を防止する
ためのものです。 
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 (3) 許可の申請に必要な図面（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

   前号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の 33 の図

面（その他市長が必要と認める図面を除く。）は、次の表のとおりとします。 

  ※ 次の表は、省令第７条第１項、市細則第 11条（第 11条に関係する様式を含みます。）及び審

査基準（市長が必要と認める書類並びに省令第７条第１項及び市細則第 11 条に規定する書類の

取扱い等）の規定の内容をまとめたものです。図面の名称及び構成が省令第７条第１項と異なり

ますが、分かりやすくするため、原則として、次の表のとおり作成してください。 

表：許可申請に必要な図面（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

位置図 ・ 方位 
・ 道路及び目標となる地物 

1/1万 
以上 

・ 白地図を使用することとします。 
・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこ
ととします。 

現況図 ・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地
の境界、標高、地形及び地物並びに
公共施設用地の境界及び形状 

1/500 
以上 

・ 等高線は、１メートルの標高差を示
すものとすることとします。 

・ 標高は、工事施行区域及びその周辺
の土地の地形を把握できるように示す
こととします。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこ
ととします。 

・ 実測に基づくものを使用することと
します。 

公図の写し ・ 方位 
・ 閲覧した場所及び年月日 
・ 作成者の氏名（閲覧した公図の転
写等を行った場合に限る。） 

・ 工事施行区域の境界 

1/600 
以上 

・ 許可申請時点で最新のものを提出す
ることとします。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこ
ととします。 

・ 工事施行区域の境界又は筆界が判別
しにくい場合は、拡大図等を提出する
こととします。 

・ 公図とは、不動産登記法第 14条第
１項に規定する地図又は同条第４項に
規定する地図に準ずる図面の写しのこ
といいます。 

造成計画平
面図 

・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地
の境界、用途、標高、地形及び地物
並びに公共施設用地の境界、用途、
標高及び形状 

・ 盛土又は切土を行う土地の部分 
・ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排
水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラ
ウンドアンカーその他の土留の位
置、種類、高さ及び形状 

・ 崖面その他の地表面の勾配、高さ
及び形状（小段の形状を含む。） 

・ 建築物その他の土地利用に供する
敷地の街区又は区画番号、面積、境
界及び標高 

・ 建築物の位置及び形状（宅地造成
又は特定盛土等に関する工事と併せ
て建築物の建築を行う場合に限
る。） 

・ 道路計画高１メートルごとの等高
線 

・ 技術的基準に適合していることを
確認するために市長が必要と認める
事項 

1/500 
以上 

・ 造成計画断面図を作成した箇所に造
成計画断面図と照合できるように記号
を付することとします。 

・ 植栽、芝張り等の措置を行う必要が
ない場合は、その旨を付することとし
ます。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこ
ととします。 

・ 現況図と重ね合せた図面とすること
とします。 

・ 盛土又は切土を行う土地の部分は、
それぞれ赤系色又は黄系色に着色する
こととします。 

・ 工事施行区域外の自費工事の内容を
示すこととします。 

・ 営農又は木竹の生育を行う箇所又は
範囲を示し、営農又は木竹の育成のた
めに盛土の締固めを行わない場合は、
その範囲を示すこととします。 

・ 工区を分けて、法第 17条第１項の
完了検査を申請する場合は、当該工区
の境界を示すこととします。 

・ 地下水排除工（暗渠排水工）を施工
する場合は、その位置、種類、材料、
形状及び内法寸法及び勾配を記載して
ください。そのうえで、「杭工事等の
際は、暗渠排水管を損傷しないよう、
事前にその位置を調査するよう留意す
ること。」と記載してください。 
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図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

造成計画断
面図 

・ 盛土又は切土を行う前後の地盤面
及び当該地盤面の標高 

・ 工事施行区域及びその周辺の土地
の境界、用途、標高及び地物並びに
公共施設用地の境界、用途、標高及
び形状 

・ 盛土又は切土を行う土地の部分 
・ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排
水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラ
ウンドアンカーその他の土留の位
置、種類、高さ及び形状 

・ 崖面その他の地表面の勾配及び形
状（小段の形状及び幅員を含む。） 

・ 建築物その他の土地利用に供する
敷地の街区又は区画番号、境界及び
標高 

・ 建築物の位置及び形状（宅地造成
又は特定盛土等に関する工事と併せ
て建築物の建築を行う場合に限
る。） 

・ 技術的基準に適合していることを
確認するために市長が必要と認める
事項 

1/500 
以上 

・ 工事施行区域の全体及びその周辺の
土地を横断する断面図とすることとし
ます。 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置す
る箇所その他技術的基準に適合してい
ることを確認するために市長が必要と
認める箇所について作成することとし
ます。 

・ 造成計画断面図を作成した箇所ごと
に記号を付することとします。 

・ 盛土又は切土を行う土地の部分は、
それぞれ赤系色又は黄系色に着色する
こととします。 

・ 営農又は木竹の生育を行う箇所又は
範囲を示し、営農又は木竹の育成のた
めに盛土の締固めを行わない場合は、
その範囲を示すこととします。 

・ 盛土をする場合は土質及び工事施行
方法を明示してください。 

・ 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排
水層）又は盛土内排水層を施工する場
合は、その位置、種類、材料、形状、
内法寸法及び勾配を記載してくださ
い。 

崖の断面図 ・ 崖の高さ、勾配及び土質（土質の
種類が２以上であるときは、それぞ
れの土質及びその地層の厚さ） 

・ 盛土又は切土をする前後の地盤面 
・ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排
水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラ
ウンドアンカーその他の土留の位
置、種類、高さ及び形状 

・ 崖面その他の地表面の勾配及び形
状（小段の形状及び幅員を含む。） 

・ 崖面の保護の方法 
・ 技術的基準に適合していることを
確認するために市長が必要と認める
事項 

1/50 
以上 

・ 高低差の著しい箇所、崖と崖が近接
する箇所その他技術的基準に適合して
いることを確認するために市長が必要
と認める箇所について作成することと
します。 

・ 擁壁で覆われる崖面については、土
質に関する事項は示すことを要しませ
ん。（ただし、多段擁壁に係る技術的
基準への適合の確認が必要な場合その
他技術的基準に適合していることを確
認するために市長が必要と認める場合
を除きます。） 

排水施設の
平面図 

・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地
の境界、用途、標高、地形及び地物
並びに公共施設用地の境界、用途、
標高及び形状 

・ 崖、擁壁及び崖面崩壊防止施設の
位置、種類、高さ及び形状 

・ 排水施設の位置、種類、材料、形
状、内法寸法（管径）、勾配、水の
流れの方向、号線番号、延長及び人
孔・ます・接続ますの位置・ます番
号・取付管 

・ 側溝の種別及び水の流れの方向 
・ 遊水池（調整池）の位置及び形状 
・ 吐口（放流口）の位置 
・ 放流先河川の名称及び形状 

1/500 
以上 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこ
ととします。 

・ 雨水及び汚水を同一図面にて作成し
てください。 

・ 排水施設を既存の公共下水道に接続
する場合にあっては、その位置及び管
径を記載してください。 

・ 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排
水層）又は盛土内排水層を施工する場
合は、その位置、種類、材料、形状、
内法寸法及び勾配を記載してくださ
い。（分かりにくくなる場合は、複数
の図面に分けて作成してください。） 
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図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

擁壁又は崖
面崩壊防止
施設の配置
図 

・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地
の境界、用途、標高、地形及び地物
並びに公共施設用地の境界、用途、
標高及び形状 

・ 崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排
水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラ
ウンドアンカーその他の土留の位
置、種類、高さ及び形状 

・ 崖面その他の地表面の勾配及び形
状（小段の形状を含む。） 

・ 建築物その他の土地利用に供する
敷地の街区又は区画番号、境界及び
標高 

・ 建築物の位置及び形状（宅地造成
又は特定盛土等に関する工事と併せ
て建築物の建築を行う場合に限
る。） 

・ その他技術的基準に適合している
ことを確認するために市長が必要と
認める事項 

1/500 
以上 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置す
るときに提出が必要です。 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設には、申
請書及び擁壁又は崖面崩壊防止施設の
展開図と照合できるように番号を付す
ることとします。 

擁壁又は崖
面崩壊防止
施設の展開
図 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設の高さ
（全体、地上及び根入れの高さ）、
標高及び延長 

・ 擁壁の基礎の形状 
・ 水抜穴の位置、材料及び内径 
・ 透水層の位置及び寸法 
・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設の前
面、背面及び周辺の地盤面の形状及
び標高 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設に接す
る擁壁その他の工作物 

・ エキスパンションジョイントその
他の相互に応力を伝えないものを設
置する箇所 

・ 隅角部の補強を行う位置 
・ 工事施行区域、その周辺の土地、

公共施設用地、建築物その他土地利
用に供する敷地の境界 

・ 建築物の位置及び形状（宅地造成
又は特定盛土等に関する工事と併せ
て建築物の建築を行う場合に限
る。） 

・ その他技術的基準に適合している
ことを確認するために市長が必要と
認める事項 

1/500 
以上 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置す
るときに提出が必要です。 

・ 擁壁又は崖面崩壊防止施設には、申
請書及び擁壁又は崖面崩壊防止施設の
配置図と照合できるように番号を付す
ることとします。 

求積図及び
求積表 

・ 工事施行区域及び盛土又は切土を
行う土地の面積及び盛土又は切土の
体積（土量）の求積に必要な各部分
の寸法若しくは座標又は算式 

1/200 
以上 

・ 盛土又は切土を行う土地の求積の際
には、盛土又は切土をする前後の地盤
面の標高の差が 30センチメートルを
超えない盛土又は切土をする土地の面
積は除きませんので留意してくださ
い。 

擁壁の断面
図 

・ 擁壁の寸法及び勾配 
・ 擁壁の材料の種類及び寸法 
・ 裏込めコンクリートの寸法 
・ 透水層の位置及び寸法 
・ 擁壁を設置する前後の地盤面（擁
壁背面の土羽の勾配、高さ及び形状
を含む。） 

・ 基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの
位置、材料及び寸法 

1/50 
以上 

・ 擁壁係る材料（石材、透水マット、
砕石、捨てコンクリート、裏込めコン
クリート、水抜き穴等）の寸法、種類
及び品質について明示することとしま
す。 
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図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

崖面崩壊防
止施設の断
面図 

・ 崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配 
・ 崖面崩壊防止施設の材料の種類及
び寸法 

・ 崖面崩壊防止施設を設置する前後
の地盤面 

・ 基礎地盤の土質並びに透水層の位
置及び寸法 

1/50 
以上 

・ 崖面崩壊防止施設係る材料の品質に
ついて明示することとします。 

排水施設の
構造図 

・ 排水施設及び当該排水施設の基礎
の形状、寸法並びに材料の種類及び
強度 

・ その他技術的基準に適合している
ことを確認するために市長が必要と
認める事項 

1/20 
～ 
1/50 

・ 「横浜市下水道設計標準図（管きょ
編）」による場合は、該当図面の写し
を提出してください。 

・ 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排
水層）又は盛土内排水層を施工する場
合は、それらに係る構造図を含みま
す。 

(4) 許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

   次の表に掲げる書類について、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 正本及び副本ごとに表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「土石の堆積に関する工事の許可申請書（省令別記様式第４）」も２部提出が必要です。 

※ 次の表は、省令第７条第２項、市細則第 11条（第 11条に関係する様式を含む。）及び審査基

準（市長が必要と認める書類並びに省令第７条第２項及び市細則第 11 条に規定する書類の取扱

い等）の規定の内容をまとめたものです。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出が必要です 

表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合） 

分類 番号 書類 備考等 

表
紙
等 

１ 土石の堆積に関する工
事の許可申請書（省令別
記様式第４） 

・ 正本及び副本ともにこれを表紙とします。 
・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代
表者の氏名を記載します。代表者は法人の登記事
項証明書で代表権を確認できる者（支配人を含み
ます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記
入してください。緯度・経度を調べる際には、現
地での計測のほか、国土地理院が公表している地
理院地図等で当該箇所の緯度・経度を確認する等
の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gs
i.go.jp/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が許可申請手続及び許可証等の受領等
を行う場合に、委任者、受任者（代理者）、委任
事項及び作成日が記載された委任状の提出が必
要です。 

・ 代理人の印を訂正印又は許可証等の受領印と
して使用する場合は、代理人の印を押印してくだ
さい。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代
理人が修正及び追記を行うことはできません。 

３ 図書目次（その１）（規
則外様式） 

・ その他市長が必要と認める書類として提出し
てください。 

４ 土石の堆積に関する工
事等の概要（市細則第 15
号様式） 

 

工事主の 
資力及び信用 

５～13 第２号の「表：許可申請
に必要な書類（宅地造成
又は特定盛土等に関す
る工事の場合）」の５か
ら 13に掲げる書類 

・ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造
成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の５か
ら 13 を参照してください。ただし、７の「資金
計画書」の様式は、「省令別記様式第３」ではな
く、「資金計画書（省令別記様式第５）」としま
す。 
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分類 番号 書類 備考等 

工事施行者の 
工事施行能力 

14～18 第２号の「表：許可申請
に必要な書類（宅地造成
又は特定盛土等に関す
る工事の場合）」の 14 か
ら 18 に掲げる書類 

・ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造
成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の 14
から 18 を参照してください。 

・ 土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を
堆積する工事、堆積した土石等を除却する工事が
あり、それぞれ工事施行者を分ける場合は、工事
施行者ごとに第２号の「表：許可申請に必要な書
類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場
合）」の 14 から 18 に掲げる書類の提出が必要
です。 

土地所有者等 
の同意 

25～29 第２号の「表：許可申請
に必要な書類（宅地造成
又は特定盛土等に関す
る工事の場合）」の 25か
ら 29に掲げる書類 

・ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造
成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の 25
から 29を参照してください。 

住民周知 

30・31 第２号の「表：許可申請
に必要な書類（宅地造成
又は特定盛土等に関す
る工事の場合）」の 30及
び 31に掲げる書類 

・ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造
成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の 30
及び 31を参照してください。 

協議 

32 技術的基準（排水施設）
に係る事前協議の結果
に関する書類 

・ 土木事務所（工事施行区域が 1,000㎡未満の場
合）又は下水道河川局管路保全課（工事施行区域
が 1,000㎡以上の場合）との技術的基準（排水施
設）に係る事前協議において交付された通知書及
び排水施設の平面図（土木事務所又は下水道河川
局管路保全課の審査済の押印があるもの。）の写
しの提出が必要です。 

目次 
33 図書目次（その２）（規

則外様式） 
・ その他市長が必要と認める書類として提出し
てください。 

図面 

34 位置図 ・ 図面（その他市長が必要と認める図面を除く。）
の詳細については、第５号の「表：許可申請に必
要な図面（土石の堆積に関する工事の場合）」を
参照してください。 

・ その他市長が必要と認める図面は、技術的基準
に適合していることを確認するためのものです。 

現況図 

公図の写し 

土石の堆積計画平面図 

土石の堆積計画断面図 

求積図及び求積表 

排水施設の構造図 

その他市長が必要と認
める図面 

技術的基準 

35 地盤調査その他の調査
又は試験の結果を記載
した書類 

・ 必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2 超の場
合、杭を設置する場合、深層の地盤改良を行う場
合、軟弱地盤が想定される場合、既存の盛土の上
に土石の堆積を行う場合その他市長が必要と認
める場合は、許可前に提出が必要です。 

・ 工事施行区域だけでなく、必要に応じてその周
辺のものも提出を求める場合があります。 

・ ボーリング調査（標準貫入試験）の場合は、次
の項目を記載することとします。 
・ 調査手法、調査年月日及び調査責任者 
・ 調査位置及び深度 
・ 地形概要、地質概要、地質構成及び地下水位 
・ 地盤の強度算定書及び室内土質試験結果 

36 省令第 32 条に定める措
置が適切であることを
証する書類 

・ 省令第 32 条に定める措置（土石の堆積を行う
構台の設置等の措置）を講じる場合に提出が必要
です。 

37 省令第 34 条第１項各号
に掲げる措置の内容が
適切であることを証す
る書類 

・ 省令第 34 条第１項各号に掲げるいずれかの措
置（堆積した土石の周囲に鋼矢板等を設置する等
の措置）を講ずるとき 



手続編 

 手続編-30 

分類 番号 書類 備考等 

技術的基準 

38 土石の堆積を行おうと
する土地及びその付近
の状況を明らかにする
写真 

・ 工事施行区域の外周及び内部の状況が確認で
きるように撮影した写真とします。 

39 写真を撮影した箇所を
示した図面 

・ 現況図に、38 の写真を撮影した箇所を撮影し
た方向が分かるように記載したものとします。 

40 その他市長が必要と認
める書類 

・ 技術的基準に適合していることを確認するた
め又は土石の堆積に伴う災害を防止するための
ものです。 

(5) 許可の申請に必要な図面（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

   前号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」の 33の図面（その他市

長が必要と認める図面を除く。）は、次の表のとおりとします。 

  ※ 次の表は、省令第７条第２項、市細則第 11条（第 10条に関係する様式を含みます。）及び審

査基準（市長が必要と認める書類並びに省令第７条第２項及び市細則第 11 条に規定する書類の

取扱い等）の規定の内容をまとめたものです。図面の名称及び構成が省令第７条第２項と異なり

ますが、分かりやすくするため、原則として、次の表のとおり作成してください。 

表：許可申請に必要な図面（土石の堆積に関する工事の場合） 

図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

位置図 ・ 方位 
・ 道路及び目標となる地物 

1/1
万 
以上 

・ 白地図を使用することとしま
す。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示
すこととします。 

現況図 ・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地の境界
標高、地形及び地物並びに公共施設用地の
境界及び形状 

1/500 
以上 

・ 等高線は、１メートルの標高差
を示すものとすることとします。 

・ 標高は、工事施行区域及びその
周辺の土地の地形を把握できるよ
うに示すこととします。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示
すこととします。 

・ 実測に基づくものを使用するこ
ととします。 

公図の写し ・方位 
・閲覧した場所及び年月日 

1/600 
以上 

・ 許可申請時点で最新のものを提
出することとします。 

・ 工事施行区域の境界を赤色で示
すこととします。 

・ 工事施行区域の境界又は筆界が
判別しにくい場合は、拡大図等を
提出することとします。 

・ 公図とは、不動産登記法第 14
条第１項に規定する地図又は同条
第４項に規定する地図に準ずる図
面の写しのこといいます。 
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図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

土石の堆積
計画平面図 

・ 方位 
・ 工事施行区域及びその周辺の土地の境界、
用途、標高、地形及び地物並びに公共施設用
地の境界、用途、標高及び形状 

・ 土石の堆積（予定する最大のもの）を行う
土地の境界 

・ 土石の堆積（予定する最大のもの）の高
さ、標高及び形状 

・ 勾配が十分の一を超える土地における堆積
した土石の崩壊を防止するための措置を講ず
る位置及び当該措置の内容 

・ 空地の境界、位置及び形状 
・ 柵その他これに類するものを設置する位置 
・ 雨水その他の地表水を有効に排除する措置
及び雨水その他の地表水による土石の流出を
防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内
容（排水施設の位置、種類、材料、形状、内
法寸法（管径）、勾配、水の流れの方向、号
線番号、延長及び人孔・ます・接続ますの位
置・ます番号・取付管、側溝の種別及び水の
流れの方向、沈砂池等の位置及び形状、吐口
（放流口）の位置並びに放流先河川の名称及
び形状） 

・ 保全対象の位置及び種類並びに保全対象と
の離隔距離（省令第 32条の規定による措置に
より構造物を設置して土石の堆積を行う場合
又は省令第 34条第１項第１号に規定する鋼矢
板等を設置して土石の堆積を行う場合に限
る。） 

・ その他技術的基準に適合していることを確
認するために市長が必要と認める事項 

1/500 
以上 

・ 土石の堆積計画断面図を作
成した箇所に土石の堆積計画
断面図と照合できるように記
号を付することとします。 

・ 工事施行区域の境界を赤色
で示すこととします。 

・ 土石の堆積（予定する最大
のもの）を行う土地の境界線
を赤色の破線で、空地の境界
線を青色の破線で示すことと
します。 

・ 空地には、その形状が分か
るように幅の寸法を示すこと
とします。 

・ 排水施設及び沈砂池（市長
が許可申請の内容によりやむ
を得ないとした場合は、仮設
の排水施設及び沈砂池）につ
いては、位置、種類、材料、
形状、内法寸法、勾配、水の
流れの方向、吐口の位置及び
放流先の名称を示すこととし
ます。 

土石の堆積
計画断面図 

・ 土石の堆積を行う土地の地盤面、当該地盤
面の標高及び勾配 

・ 工事施行区域及びその周辺の土地の境界、
用途、標高及び地物、公共施設用地の境界及
び用途 

・ 土石の堆積（予定する最大のもの）を行う
土地の境界 

・ 土石の堆積（予定する最大のもの）の高
さ、標高及び形状 

・ 勾配が十分の一を超える土地における堆積
した土石の崩壊を防止するための措置を講ず
る位置及び当該措置の内容 

・ 空地の境界、位置及び形状 
・ 柵その他これに類するものを設置する位置
及び当該措置の内容 

・ 雨水その他の地表水を有効に排除する措置
を講ずる位置及び当該措置の内容 

・ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防
止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容 

・ 土石の堆積（予定する最大のもの）を行う
土地の境界から土石の堆積を行う地盤面に対
して上方に２分の１の勾配をなす線（土石の
堆積の最大堆積高さが５メートルを超える場
合に限る。） 

・ 保全対象の位置及び種類並びに保全対象と
の離隔距離（省令第 32条の規定による措置に
より構造物を設置して土石の堆積を行う場合
又は省令第 34条第１項第１号に規定する鋼矢
板等を設置して土石の堆積を行う場合に限
る。） 

・ その他技術的基準に適合していることを確
認するために市長が必要と認める事項 

1/500 
以上 

・ 工事施行区域の全体及びそ
の周辺の土地を横断する断面
図とすることとします。 

・ 土石の堆積を行う土地の箇
所その他技術的基準に適合し
ていることを確認するために
市長が必要と認める箇所につ
いて作成することとします。 

・ 土石の堆積計画断面図を作
成した箇所ごとに記号を付す
ることとします。 

・ 土石の堆積（予定する最大
のもの）の形状は、赤色の破
線で示すこととします。 

・ 空地には、その形状が分か
るように幅の寸法を示すこと
とします。 
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図面の 
種類 

明示すべき事項 縮尺 備考等 

求積図及び
求積表 

・ 工事施行区域及び土石の堆積を行う土地の
面積並びに堆積する土石の体積の求積に必要
な各部分の寸法若しくは座標又は算式 

1/200 
以上 

 

排水施設の
構造図 

・ 側溝その他の排水施設及び当該排水施設の
基礎の形状、寸法並びに材料の種類及び強度 

・ その他技術的基準に適合していることを確
認するために市長が必要と認める事項 

1/20 
～ 
1/50 

・ 市長が許可申請の内容によ
り仮設の側溝その他の排水施
設を設置することをやむを得
ないとした場合は、仮設の側
溝その他の排水施設の構造を
示すこととします。 

・ 「横浜市下水道設計標準図
(管きょ編)」による場合は、
該当図面の写しを提出してく
ださい。 

(6) 市長との協議及び協議の申出の方法（市細則第 16条第１項又は同条第２項） 

  ア 市長との協議及び協議の申出 

国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関す

る工事についても法の許可が必要ですが、法第 15 条第１項の規定により当該工事について、市

長との協議が成立しすることをもって法の許可があったものとみなされます。 

   宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、市長と協議しようとする国又は

と都道府県、指定都市若しくは中核市は、市細則第 16 条第１項又は同条第２項の規定により、

市長に協議を申し出る必要があります。 

   ※ 独立行政法人が国又は都道府県、指定都市若しくは中核市とみなされるかについては、各法

の規定によります。 

  イ 協議の申出の方法 

協議の申出をするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、ウに掲げ

る書類を、土石の堆積に関する工事にあっては、エに掲げる書類を横浜市の担当課に提出してく

ださい。 

    なお、協議の申出（当該書類の提出）は、協議しようとする工事の計画について、条例第 19条

第１項の規定により「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」の

交付を受けた後に行います。 

※ 「開発事業計画の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の同意通知書」の交付を受けた後

に工事の計画を変更している場合（条例第 15条第２項ただし書又は条例第 20条第１項ただし

書に規定する軽微な変更をしている場合を除く。）は、変更後の計画について、「開発事業計

画の変更の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の変更の同意通知書」の交付を受けた後に

協議の申出を行います。    

ウ 協議の申出に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

    「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（市細則第 18 号様式）」及び第２号の

「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」に掲げる書類の

うち２から 49に掲げる書類（５から 13に掲げる書類を除く。）について、正本及び副本の計２

部を横浜市の担当課に提出してください。 

※ 正本及び副本ごとに第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の場合）」の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（市細則第 18 号様式）」も２部提出

が必要です。 

※ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の

「備考等」に特記がないものは、必ず提出が必要です。 

※ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の
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33に掲げる図面（その他市長が必要と認める図面を除く。）の詳細については、第３号の「表：

許可申請に必要な図面（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」を参照してください。 

エ 協議の申出に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

    「土石の堆積に関する工事の協議申出書（市細則第 19号様式）」及び第４号の「表：許可申請

に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」に掲げる書類のうち２から 39 に掲げる書類

（５から 13 に掲げる書類のうち第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土

等に関する工事の場合）」の５から 13 に掲げる書類を除く。）について、正本及び副本の計２

部を横浜市の担当課に提出してください。 

   ※ 正本及び副本ごとに第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」

の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「土石の堆積に関する工事の協議申出書（市細則第 19号様式）」も２部提出が必要です。 

※ 第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」及

び第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」の「備考等」に

特記がないものは、必ず提出が必要です。 

※ 第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」の 33 に掲げる

図面（その他市長が必要と認める図面を除く。）の詳細については、第５号の「表：許可申請

に必要な図面（土石の堆積に関する工事の場合）」を参照してください。 

 

９ 許可若しくは変更許可の申請又は協議若しくは変更協議の申出の取下げ（市細則第 12条） 

【市細則】 
（許可の申請等の取下げ） 

第 12 条 法第 12 条第１項の許可の申請を行った者は、市長が法第 14 条第１項の処分をするまでの間
において当該申請を取り下げるときは、宅地造成等に関する工事の許可申請の取下届出書（第 16 号
様式）を市長に提出しなければならない。 

  法第 12条第１項の許可又は法第 16条第１項の変更許可を申請して、当該申請に係る許可証又は不

許可通知書の交付を受けるまでの間において当該申請を取り下げる場合は、「宅地造成等に関する工

事の許可申請の取下届出書（市細則第 16号様式）」を提出しなければなりません。 

  また、法第 15条第１項の協議（第 16条第３項の規定により変更協議の場合を含みます。）の申出

を行い、当該協議が成立するまで（宅地造成等に関する工事の協議成立確認書の交付を受けるまで）

の間において当該申出を取下げるときは、「宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書（市細

則第 20号様式）」を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）

に提出しなければなりません。 

  なお、取下げを行っても、手数料及び許可申請書若しくは変更許可申請書又は協議申出書若しくは

変更協議申出書の正本（添付書類を含みます。）の返却はできませんので、留意してください。 

※ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を取り止める場合には、別途、条例の手続が

必要です。 

 

10 許可若しくは変更許可又は協議若しくは変更協議の成立 

 (1) 許可の通知交付及び協議の成立確認書の交付（法第 14 条、省令第 36 条、市細則第 15 条及び市

細則第 16条第３項） 

【法】 
（許可証の交付又は不許可の通知） 

第十四条 都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不
許可の処分をしなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同
項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。 

３ 宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。 
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４ 第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。 

【省令】 
（許可証の様式） 

第三十六条 法第十四条第四項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。）の主務省令で
定める様式は、別記様式第六とする。 

２ 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処
分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付
するものとする。 

３ 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたとき
は、同条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとす
る。 

４ （略） 

【市細則】 
（不許可通知書の様式） 

第 15条 法第 14条第２項（法第 16条第３項において準用する場合を含む。）の規定による不許可
の処分をした旨の通知は、不許可通知書（第 17号様式）に当該不許可に係る申請書の副本を添え
て行うものとする。 
（協議の申出等） 

第 16条 （略） 
３ 前２項の協議の申出を行った者は、当該協議が成立するまでの間において当該申出を取り下げ
るときは、宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書（第 20号様式）を市長に提出しなけ
ればならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該申出に係
る協議に応じ、当該協議が成立したときは、宅地造成等に関する工事の協議成立確認書（第 21号
様式）に当該協議に係る協議の申出書の副本を添えて、当該申出をした者に交付するものとする。 

（以下略） 

   法第12条第１項の許可又は法第16条第１項の変更許可の申請について許可の処分をしたときは、

「許可証（省令別記様式第６）」に申請書の副本を添えて、申請者に交付し、不許可の処分をした

ときは、「不許可通知書（市細則第 17号様式）」に申請書の副本を添えて、申請者に交付します。 

   また、法第 15条第１項の協議（第 16条第３項の規定により変更協議の場合を含みます。）が成

立したときは、「宅地造成等に関する工事の協議成立確認書（市細則第 21号様式）」に協議申出者

書の副本を添えて、申出者に交付します。 

(2) 許可若しくは変更許可の条件又は協議若しくは変更協議の成立に同意する条件（法第 12 条第３

項） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 
３ 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付する
ことができる。 

４ （略） 
（変更の許可等） 

第十六条 （略） 
３ 第十二条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び前条第一項の規定は、第一項の許可
について準用する。 
（以下略） 

   市長は、法第 12条第１項の許可又は法第 16条第１項の変更許可に、法第 12条第３項の規定（法

第 16 条第３項において準用する場合を含みます。）により工事の施行に伴う災害を防止するため

必要な条件を付することができます。 

   また、市長は、法第 15 条第１項の協議（第 16 条第３項の規定により変更協議の場合を含みま

す。）の成立に同意するにあたって、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すもの

とします。 

   市長が付する許可若しくは変更許可の条件又は協議若しくは変更協議の成立に同意する条件の

例には、次のアからエのようなものがあります。 
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   実際の条件は、個々の申請及び協議により異なります。条件は、許可証又は協議成立確認書に記

載又は添付しますので、工事主、工事施行者及び設計者は、必ずその内容を確認し、当該条件を遵

守してください。また、許可証又は協議成立確認書には、留意事項をまとめた付記も記載又は添付

していますので、併せて確認してください。 

  ア 申請に係る工事主及び工事施行者は、市細則に定める手続を行うこと。 

  イ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を廃止しようとする場合（土石の堆積に関

する工事にあっては、既に土石の堆積を行っている場合を除く。）は、工事主及び工事施行者は、

当該工事に伴う災害の発生を防止する必要な措置を講じ、あらかじめ当該措置の状況について市

長の確認を受けること。 

ウ 土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積は、市細則第 19 条第３項に規定する市長の確認を

受けた後に行うこと。 

エ その他工事の施行に伴う災害を防止するため市長が必要と認めること。 

 (3) 特定工程等（中間検査及び定期報告の要否）の通知（市細則第 14条） 

【市細則】 
（特定工程等の通知） 

第 14条 市長は、法第 14条第２項（法第 16条第３項において準用する場合を含む。）の規定によ
り許可証を交付するときは、次に掲げる当該許可証に係る許可に関する宅地造成等の区分に応じ、
当該各号に定める書面を当該許可の申請をした者に交付するものとする。 
(1) 宅地造成又は特定盛土等 当該宅地造成又は特定盛土等の規模が政令第 23 条に定める規模

に該当するかどうか及び当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事が特定工程を含む工事に
該当するかどうかを示した書面 

(2) 土石の堆積 当該土石の堆積の規模が政令第 25 条第２項に定める規模に該当するかどうか
を示した書面 

   市長は、許可証又は協議成立確認書を交付するときには、許可又は協議に係る工事が、法第 18条

第１項の規定による中間検査を申請する必要があるもの及び法第 19 条第１項の規定による定期報

告をする必要があるものに該当するか示した書面を併せて交付します。 

   そのため、工事主、工事施行者及び設計者は、必ずその書面を確認し、中間検査及び定期報告の

手続に漏れがないようにしてください。 

 (4) 標識の設置（法第 49条、省令第 87条及び市細則第 26条） 

【法】 
（標識の掲示） 

第四十九条 第十二条第一項若しくは第三十条第一項の許可を受けた工事主又は第二十七条第一項
の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で
定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなけれ
ばならない。 

【省令】 
（標識の様式及び記載事項） 

第八十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が
掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様
式第二十四によるものとする。 

３ 法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日 

三 工事施行者の氏名又は名称 

四 現場管理者の氏名又は名称 

五 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

六 宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図 

七 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

八 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

九 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

十 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先 
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十一 許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先 

【市細則】 
（標識の修正） 

第 26 条 法第 49 条の規定により標識を掲げた後に、当該標識に記載した事項又は貼付した見取図
について変更があった場合は、法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可
（法第 15条第１項又は第２項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。）又は法
第 12条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、速やかに、当該標識の記載事項の
修正若しくは追記又は見取図の貼替えを行わなければならない。 

   ア 標識の掲出に係る取扱い 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法の許可を受けた工事主（法第 15

条第１項の規定により協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合及び同条第２項

の規定により都市計画法の開発許可を受けてことにより法の許可があったものとみなされる場合

を含みます。）は、当該工事の着手の前に、工事施行区域内の見やすい場所に標識を掲出しなけ

ればなりません。この場合において、当該標識は、工事が完了するまでの間掲出するものとし、

当該標識に記載した事項又は貼付した見取図を変更した場合は、速やかに記載した事項の修正若

しくは追記又は見取図の貼替えを行うものと取り扱います。 

    なお、「見やすい場所」とは、工事施行区域が道路に接する場合にあっては、工事施行区域が

道路に接する部分とし、工事施行区域が道路に接しない場合にあっては、周辺住民が見やすい箇

所と取り扱います。 

   ※ 都市計画法の開発許可を受けた開発行為のうち、当該開発行為に関する工事が、宅地造成又

は特定盛土等に関する工事に該当するものについては、開発許可に係る標識（横浜市都市計画

法施行細則第９条第１項）とは別に、この規定の標識の掲出が必要です。 

   イ 標識の様式及び標識に貼付する見取図の取扱い 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合は、省令別記様式第 23による標識を掲出し、掲出

した標識に見取図として造成計画平面図を貼り付けるものと取り扱います。 

土石の堆積に関する工事の場合は、省令別記様式第 24による標識を掲出し、掲出した標識に見

取図として土石の堆積計画平面図を貼り付けるものと取り扱います。 

  ウ 標識の撮影 

工事着手届に掲出した標識を撮影した写真を添付するため、標識を掲出したときには、その設

置状況が分かる遠景のものと、記載された事項及び貼付された見取図が分かる近景のものの２枚

の写真を撮影してください。 

(5) 許可の公表（法第 12条第４項、省令第９条及び省令第 10条） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 

４ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事
主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める
事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法） 

第九条 法第十二条第四項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。）
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項） 

第十条 法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 

二 工事の許可年月日及び許可番号 

三 工事施行者の氏名又は名称 

四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 
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宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法の許可を受けた工事（法第 15 条

第１項の協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）については、法

第 12条第４項の規定により、横浜市が管理するウェブサイト「横浜市行政地図情報システム」の

「ｉ－マッピー」において、省令第 10条に基づく事項を公表します。 

ウェブサイト 
ＵＲＬ 

横浜市行政地図情報提供システム 
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal 

また、よこはま建築情報センター（市庁舎２階）では、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に

関する工事について、一般に次の情報提供を行います。 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事（法第 17条第２項の検査済証が交付されたものに限る。）

に係る造成計画平面図の閲覧 

イ 土石の堆積に関する工事（法の許可を受けたもの（法第 15条第１項の協議の成立により法の許

可があったものをみなされる場合を含む。）に限る。）に係る土石の堆積計画平面図の閲覧 

ウ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の法の許可又は法第 15 条第１項の協議の

手続に係る台帳記載証明書の交付 

※ ア及びイの写しが必要な場合は、実費の負担が必要です。また、ウの台帳記載証明書に発行に

は、手数料が必要です。 

11 工事の着手届出書の提出（市細則第 18条） 

【市細則】 
（工事の着手の届出） 

第 18 条 法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者又は同項の土石
の堆積に関する工事の許可を受けた者は、これらの工事に着手しようとするときは、工事の現場管理
者を定め、宅地造成等に関する工事の着手届出書（第 23 号様式）に、次に掲げる図書を添付して市
長に提出しなければならない。 
(1) 工事主、工事施行者及び設計者の緊急時の連絡先を記載した書類 
(2) 宅地造成等に関する工事のうち主要なものの工程表 
(3) 法第 49条の規定により設置した標識の写真（その設置状況並びに当該標識に記載された事項及

び貼付された見取図を確認できるものに限る。） 
(4) その他市長が必要と認める図書 

  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法の許可を受けた工事主（法第 15条第

１項の協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）は、当該工事に着手

する前に、工事の現場管理者を定め、「宅地造成等に関する工事の着手届出書（市細則第 23号様式）」

に、次に掲げる書類を添付して横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」

の担当課）に提出する必要があります。 

  ア 緊急連絡体制表（規則外様式） 

  イ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事のうち主要な工事の工程表 

  ウ 法第 49 条の規定により設置した標識を当該標識の設置状況並びに当該標識に記載された事項

及び貼付された見取図が確認できるように撮影した写真（標識の設置状況並びに標識に記載され

た事項及び貼付された図面が確認できるように、遠景及び近景で写真を撮影する必要がありま

す。） 

  エ その他市長が必要と認める書類  

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
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12 市細則に基づく工程確認（土石の堆積前の確認を除く。）（市細則第 19条第１項から第５項） 

【市細則】 
（工程の届出及び確認等） 

第19条 市長は、法第12条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事につい  
 て、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、同表右欄の工程の全部又  
 は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届 

け出させることができる。 
工事区分 工程 

１ 擁壁に係る工事 (1) 根切りを完了したとき。 
(2) 地盤改良を完了したとき。 
(3) 基礎配筋を完了したとき。 
(4) 壁配筋を完了したとき。 
(5) 練積み造擁壁を、当該擁壁に必要な根入れの高さまで築造したと

き。 
(6) 練積み造擁壁を、下端から３分の１の高さまで築造したとき。 
(7) その他市長が必要と認める工程 

２ 盛土に係る工事 (1) 盛土をする地盤面の処理を完了したとき。 
(2) 盛土をする地盤及びその周辺の地盤の改良を完了したとき。 
(3) 盛土をする斜面の段切りを完了したとき。 
(4) 盛土をする前の地盤面への透水層の設置を完了したとき。 
(5) その他市長が必要と認める工程 

３ 切土に係る工事 (1) 切土をして崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆うものを除
く。）を生じさせたとき。（当該崖面を保護する措置を行う前に限
る。） 

(2) その他市長が必要と認める工程 
４ 排水施設に係る工事 (1) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設

置したとき。（法第18条第１項の規定による検査を行う工程を除
く。） 

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。 
(3) その他市長が必要と認める工程 

５ その他市長が指定する
工事 

市長が必要と認める工程 

２ 市長は、法第 12条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、必要があると認
めるときは、当該工事の工程（土石の堆積を行うために必要な工事が完了するときを除く。）の全部
又は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届
け出させることができる。 

３ 前２項の規定による届出があったときは、市長は、当該工程に係る工事について法第 13条第１項の
規定に適合しているかどうかの確認を行うことができる。 

４ 工事施行者は、第１項又は第２項の規定により指定された工程に達したときは、その都度、工事部
分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければな
らない。 

５ 市長は、第１項又は第２項の届出をした工事施行者に対し、前項の資料を提出するよう求めること
ができる。 
（以下略） 

(1) 工事の工程の届出及び工程確認（現場確認）の予約 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法の許可を受けた工事（法第 15条第

１項の協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）の工事施行者は、

横浜市が指定する工事の工程（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、第２号の

工事の工程のうち、横浜市が指定する工事の工程、土石の堆積に関する工事の場合にあっては、土

石の堆積に関する工事の工程（土石の堆積を行うために必要な工事が完了するときを除く。））に

達するとき（当該工程が完了するとき）に、横浜市の担当課にその旨を電話又は窓口において、口

頭にて届け出るとともに、工程確認（現場確認）の予約をしてください。（工程の内容や、現場の

状況等により、写真等での確認に代える場合や、確認を不要とする場合があります。） 

当該届出後に、横浜市の担当課が、当該工事が法の技術的基準に適合しているか、現場又は写真

等にて工事の工程（工事の施行状況）を確認します。 
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当該確認が完了するまでは、市長が付した許可の条件又は協議の成立に同意する条件により、確

認を行う工程の後の工程に係る工事は施行することができませんので、留意してください。 

※ 市細則に基づく工事の工程の届出（現場確認）については、手数料は不要です。 

※ 原則として、工程確認を希望する日の２開庁日前までに、横浜市の担当課（第２項第１号の「技

術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）に電話にて工程確認の予約の連絡をして確認日を確

定のうえ、工程確認を受けてください。（予約状況によっては希望日に現場確認を行うことがで

きないお受けできない場合があります。） 

※ 工程確認には、工事施行者の現場管理者代理人が立ち会ってください。 

※ 工程確認の詳細については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可・工作物確認を

受けて工事を開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してください。 

(2) 届出及び現場確認が必要な工事（工程確認の対象）の工程 

   宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合の届出及び現場確認が必要な工事の工程は、次の工

程のうち横浜市が指定する工程です。 

   土石の堆積に関する工事の場合の届出及び現場確認が必要な工事の工程は、工事の内容に応じて

横浜市が工程を指定する場合があります。 

 ※ 指定する工程（届出及び現場確認が必要な工事の工程）は、横浜市の担当課（第２項第１号 の

「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）に確認してください。 

 ※ 市細則第 19条第４項の規定により、指定する工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及

び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければなりません。

（同条第５項の規定により、当該資料の提出を求める場合があります。） 

   なお、指定する工程以外についても、完了検査を申請したときに、「宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の施行状況報告書（市細則第 29号様式）」及び添付書類として、工事の写真等が必要で

す。詳しくは、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可・工作物確認を受けて工事を開始

するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してください。 

工事区分 工程 

１ 擁壁に係る工事 (1) 根切りを完了したとき。 

(2) 地盤改良を完了したとき。 

(3) 基礎配筋を完了したとき。 

(4) 壁配筋を完了したとき。 

(5) 練積み造擁壁を、当該擁壁に必要な根入れの高さまで築造したとき。 

(6) 練積み造擁壁を、下端から３分の１の高さまで築造したとき。 

(7) その他市長が必要と認める工程 

２ 盛土に係る工事 (1) 盛土をする地盤面の処理を完了したとき。 

(2) 盛土をする地盤及びその周辺の地盤の改良を完了したとき。 

(3) 盛土をする斜面の段切りを完了したとき。 

(4) 盛土をする前の地盤面への透水層の設置を完了したとき。 

(5) その他市長が必要と認める工程 

３ 切土に係る工事 (1) 切土をして崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆うものを除く。）

を生じさせたとき。（当該崖面を保護する措置を行う前に限る。） 

(2) その他市長が必要と認める工程 

４ 排水施設に係る

工事 

(1) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置

したとき（法第 18条第１項の規定による検査を行う工程を除く。）。 

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。 

(3) その他市長が必要と認める工程 

５ その他市長が指

定する工事 

市長が必要と認める工程 
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 (3) 工事の工程確認の完了 

工程確認にて、確認の結果を工事施行者に伝えることをもって、工事の工程確認の完了とします。

横浜市の担当課からの指摘事項があった場合は、現場の是正及び是正した写真の撮影等の必要な対

応をしてください。 

ただし、指摘事項の内容によっては、改めて現場確認を行う場合があります。この場合は、改め

て行う現場確認にて、改めて確認の結果を工事施行者に伝えることをもって、工事の工程確認の完

了とします。 

 

13 土石の堆積前の確認（市細則に基づく工程確認）（市細則第 19条第６項から第８項） 

【市細則】 
（工程の届出及び確認等） 

第 19条 （略） 
２ 市長は、法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、必要があると
認めるときは、当該工事の工程（土石の堆積を行うために必要な工事が完了するときを除く。）の全
部又は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を
届け出させることができる。 

３ 前２項の規定による届出があったときは、市長は、当該工程に係る工事について法第 13 条第１項
の規定に適合しているかどうかの確認を行うことができる。 

４ 工事施行者は、第１項又は第２項の規定により指定された工程に達したときは、その都度、工事部
分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければな
らない。 

５ 市長は、第１項又は第２項の届出をした工事施行者に対し、前項の資料を提出するよう求めること
ができる。 

６ 市長は、法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、土石の堆積を
行うために必要な工事が完了したときは、当該工事の工事施行者に対して、その旨を届け出させるこ
とができる。 

７ 市長は、前項の届出をした工事施行者に対し、土石の堆積前の工事の施行状況報告書（第 24 号様
式）に、当該工事を施行した土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の当該工事が法第 13
条第１項の規定に適合しているかどうかについて確認するために市長が必要と認める図書を添付し
て提出するよう求めることができる。 

８ 市長は、前項の規定による確認を行い、同項の工事が法第 13 条第１項の規定に適合していると認
めるときは、その旨を当該工事に係る法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者
に通知するものとする。 

(1) 土石の堆積前の確認 

土石の堆積に関する工事について法の許可を受けた工事（法第 15 条第１項の協議の成立により

法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）の工事施行者は、土石の堆積を開始する前

に、「土石の堆積を行うために必要な工事（土石を堆積する地盤の整備、空地、柵等、排水施設、

沈砂池、構台、鋼矢板等の設置、立入禁止の掲示並びに土石を堆積する土地及び空地の境界の明示

等に係る工事のことをいいます。以下この項において同じ。）」が完了したときは、横浜市の担当

課にその旨を届け出なければなりません。 

当該届出後に、横浜市の担当課が、当該工事が法の技術的基準に適合しているか、現場及び書類

（第３号の工事施行状況報告書の確認等）にて確認を行います。 

当該確認が完了するまでは、市長が付した許可の条件又は協議の成立に同意する条件により、土

石の堆積を開始できませんので、留意してください。 

※ 土石の堆積前の確認については、手数料は不要です。 

 (2) 土石の堆積前の工事完了届出書の提出及び現場確認の予約 

   工事施行者は、土石の堆積を開始する前に、「土石の堆積を行うために必要な工事」が完了した

ときは、横浜市の担当課に次の表に掲げる書類を提出してその旨を届け出るとともに、現場確認の

予約をしてください。 

原則として、現場確認を希望する日の２開庁日前までに、横浜市の担当課に電話にて現場確認の
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予約の連絡して、現場確認を受けてください。（予約状況によっては希望日に現場確認を行うこと

ができない場合があります。） 

  ※ 次に掲げる書類は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課のみに提出

しますが、現場確認は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課と「排水

施設（※１）の審査・検査」の担当課の両方の課にて行いますので、両方の課において現場確認

の予約をしてください。 

※ 現場確認には、工事施行者の現場管理者代理人が立ち会ってください。 

  ※ 現場確認の詳細については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可宅造許可・工作

物確認を受けて取得し工事を開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してくだ

さい。） 

表：土石の堆積前の工事完了の届出に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 土石の堆積を行うために必要
な工事の完了届出書（規則外様
式） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表
者の氏名を記載します。代表者は法人の登記事項証
明書で代表権を確認できる者（支配人を含みま
す。）とします。 

２ 委任状 ・ 代理人が土石の堆積を行うために必要な工事の完
了届出書の提出等を行う場合に、委任者、受任者
（代理者）、委任事項及び作成日が記載された委任
状の提出が必要です。ただし、既に土石の堆積を行
うために必要な工事の完了届出書の提出についても
委任事項として記載されている委任状を提出してい
る場合は、改めて提出する必要はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は合格証等の受領印として
使用する場合は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理
人が修正及び追記を行うことはできません。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 

４ 土石の堆積の計画平面図 ・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの図面
（工事計画を変更している場合は、当該変更につい
て変更許可を受けた、若しくは変更協議が成立した
とき又は事前協議が成立したときの図面）を提出し
てください。 

 (3) 工事施行状況報告書の提出 

工事施行者は、第２号の土石の堆積前の工事完了届出書の提出を行うとともに、「土石の堆積前

の工事の施行状況報告書（市細則第 24号様式）」及び添付書類を横浜市の担当課（技術的基準（※

１）の審査・検査」の担当課）に提出してください。 

  ※ 「土石の堆積前の工事の施行状況報告書（市細則第 24号様式）」の添付書類については、横浜

市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可・工作物確認を受けて工事を開始するみなさま（工

事施行者・工事監理者）へ」を参照してください。 

(4) 土石の堆積前の確認に係る審査及び完了 

現場及び書類での確認において、横浜市の担当課からの指摘事項があった場合は、現場の是正、

是正した状況を撮影した写真の提出又は書類の追加若しくは訂正等の必要な対応をしてください。

また、指摘事項の内容によっては、改めて現場確認を行う場合があります。 

   現場及び書類にて、土石の堆積を行うために必要な工事が法の技術的基準に適合していること確

認が完了したときは、横浜市の担当課よりその旨を口頭で通知します。 

土石の堆積は、この通知以後に開始することができます。 
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14 法に基づく中間検査（法第 18条） 

【法】 
（中間検査） 

第十八条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等（政令で定め
る規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（以下この条において「特定工程」という。）
を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、
主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第十三条第一項の規定に適合して
いると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第十二
条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程
に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

４ 都道府県は、第一項の検査について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するために必要が
あると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を当該規模未
満で条例で定める規模とし、又は特定工程（当該特定工程後の前項に規定する工程を含む。）として
条例で定める工程を追加することができる。 

５ 都道府県知事は、第一項の検査において第十三条第一項の規定に適合することを認められた特定工
程に係る工事については、前条第一項の検査において当該工事に係る部分の検査をすることを要しな
い。 

【政令】 
（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第二十三条 法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとす
る。 
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるも
の 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるも
の 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メート
ルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土
を除く。） 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの 
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三
千平方メートルを超えるもの 

（特定工程等） 
第二十四条 法第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤
面に排水施設を設置する工事の工程とする。 

２ 前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前項に規定する排水施設の周
囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。 

【省令】 
（中間検査の申請期間） 

第四十五条 法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以
内とする。 
（中間検査の申請） 

第四十六条 法第十八条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検
査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなけ
ればならない。 
（中間検査合格証の様式） 

第四十七条 法第十八条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。 

 (1) 法に基づく中間検査の概要（法第 18条第１項及び同条第２項） 

法の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事（法第 15 条第１項の規定により協議の

成立により法の許可があったものをみなされる場合及び同条第２項の規定により都市計画法の開発

許可を受けてことにより法の許可があったものとみなされる場合を含みます。）が、政令第 23条に

規定する規模（第２号を参照してください。）の宅地造成又は特定盛土等に係るものであり、かつ、

法第 18条第１項に規定する特定工程（第３号を参照してください。）を含む工事に該当する場合に

あっては、法第 18条第１項の規定による中間検査を受検する必要があります。 

この法に基づく中間検査は、市細則に基づく工程確認とは違い、中間検査申請書の提出及び中間
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検査合格証の交付の手続があり、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、次の工程の工事を施行

することができませんので、留意してください。 

  ※ 都市計画法の開発許可を受けた開発行為のうち、当該開発行為に関する工事が、宅地造成又は

特定盛土等に関する工事に該当し、政令第 23 条に規定する規模（第２号を参照してください。）

の宅地造成又は特定盛土等に係るものであり、かつ、法第 18条第１項に規定する特定工程（第３

号を参照してください。）を含む工事に該当する場合は、法に基づく中間検査を受検する必要が

あります。 

  ※ 土石の堆積に関する工事については、法に基づく中間検査は対象ではありません。 

 (2) 法に基づく中間検査の受検を要する宅地造成又は特定盛土等の規模（政令第 23条） 

表：中間検査の受検を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

付番 
根拠 
規定 

中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模
（盛土又は切土） 

図 

① 

政令 

第 23条 
第１号 

盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ

が２メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

 

② 
政令 

第 23条 
第２号 

切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ
が５メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

 

③ 
政令 

第 23条 
第３号 

盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛
土及び切土をした土地の部分に高さが５メートル
を超える崖を生ずることとなるときにおける当該
盛土及び切土（①又は②に該当するものを除きま
す。）  

④ 
政令 

第 23条 
第４号 

盛土であって、高さが５メートルを超えるもの 
（①又は③に該当するものを除きます。） 

 

⑤ 

政令 

第 23条 
第５号 

盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土地

の面積が 3000 平方メートルを超えるもの（※）（①
～⑤に該当するものを除きます。） 

 

※ ⑤の「盛土又は切土をする土地の面積」には、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差

が 30センチメートルを超えない盛土又は切土をする土地の面積」を算入します。（「盛土又は切

土をする土地の面積」に、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30センチメートルを

超えない盛土又は切土をする土地の面積」を算入しないのは、法の許可対象かを判断するときに

限ります。） 

 

 (3) 法に基づく中間検査の受検を要する特定工程及び中間検査合格証の交付後に施行することがで

きる工事の工程（政令第 24条第１項及び同条第２項） 

法に基づく中間検査の受検を要する工事の工程（以下「特定工程」といいます。）は、「盛土を

する前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程」をいいます。具体的

には、設計編第２章第２節第４項の「盛土の排水施設等」及び同節第８項の「切土の排水施設等」

の暗渠排水工に係る排水施設を設置する工事の工程のことをいいます。 

なお、特定工程について中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程の後の工程に係

る工事（当該排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工程に係る工事）は施行することができ

２ｍ超え 

30度超え 

盛土 

５ｍ超え 

切土 

30度超え 

５ｍ超え 

切土 

盛土 

30度超え 

２ｍ超え 

盛土 

3,000㎡超え 

切土 盛土 
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ません。 

(4) 法に基づく中間検査の申請から合格証の交付までの手続 

ア 申請期間（省令第 45条） 

    工事主は、第３号の特定工程に係る工事を終えた日から４日以内に、横浜市に中間検査を申請

しなければなりません。 

    なお、「４日以内」とは、工事を終えた日の翌日から起算して、４日目のことをいいます。た

だし、４日目が次の(ｱ)から(ｳ)に掲げる休日にあたるときは、休日の翌日（次の休日以外の日）

のことをいいます。 

【休日（横浜市の休日を定める条例第１条第１項）】 
ア 日曜日及び土曜日 
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
ウ 12月 29日から翌年の１月３日までの日 

 

 
工事を終えた日の翌日から４日目が休日以外の場合 

 
工事を終えた日の翌日から４日目が休日の場合 

※ 実際に中間検査を受検する日は、特定工程に係る工事を終えた日から４日以後とすることが

できます。 

イ 中間検査申請に必要な書類及び現場検査の予約 

  次の表に掲げる書類１部を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検

査」の担当課）に提出するとともに、中間検査（現場検査）の予約をしてください。 

 ※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

 ※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 中間検査申請書の提出の際には、手数料（第４項第３号を参照してください。）の支払いが

必要です。 

 ※ 原則として、中間検査（現場検査）を希望する日の２開庁日前までに、横浜市の担当課に電

話して、又は担当課の窓口にて、中間検査（現場検査）の予約をしてください。（予約状況に

よっては希望日に現場検査を行うことができない場合があります。） 

 ※ 第３号の特定工程に係る工事について、工区を分けて施行する場合は、工区ごとの特定工程

に係る工事を終えるごとに（工事を終えた日から４日以内に）中間検査を申請することができ

るものとします。この場合においては、その都度、次の表に掲げる書類の提出及び手数料の支

払いが必要です。 

   なお、工第３号の特定工程に係る工事について、工区を分けて施行する場合は、あらかじめ

横浜市の担当課に確認してから当該工事を施行してください。 

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 休日以外 

工事を終えた日 

０ ３ 

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 

工事を終えた日 

０ ３ ６ ５ 

休日以外 休日 休日 
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表：中間検査申請に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 中間検査申請書（省令別記様式第 13） ・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及
び代表者の氏名を記載します。代表者は法人
の登記事項証明書で代表権を確認できる者
（支配人を含みます。）とします。 

２ 委任状 ・ 代理人が中間検査申請書の提出及び中間検
査合格証の受領等を行う場合に、委任者、受
任者（代理者）、委任事項及び作成日が記載
された委任状の提出が必要です。ただし、既
に中間検査申請の提出及び中間検査合格証の
受領についても委任事項として記載されてい
る委任状を提出している場合は、改めて提出
する必要はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は合格証等の受領印
として使用する場合は、代理人の印を押印し
てください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですの
で、代理人が修正及び追記を行うことはでき
ません。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととし
ます。 

４ 造成計画平面図 ・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの
図面（工事計画を変更している場合は、当該
変更について変更許可を受けた、若しくは変
更協議が成立したとき又は事前協議が成立し
たときの図面）を提出してください。 

・ 図面に記載された暗渠排水工に係る排水施
設のうち、今回の中間検査を申請するものを
赤線で囲い、既に中間検査を受検したものを
青線で囲い、今回以後に中間検査を受検する
予定のものを緑線で囲うものとします。 

５ 排水施設の平面図 

ウ 中間検査（現場検査）の受検及び合格証の交付 

    中間検査（現場検査）において、横浜市の担当課からの指摘事項があった場合は、現場の是正

及び是正した状況を撮影した写真の提出等の必要な対応をしてください。また、指摘事項の内容

によっては、改めて中間検査（現場検査）を行う場合があります。この場合においては、改めて

中間検査申請書の提出及び手数料の支払いをする必要はありません。 

    中間検査（現場検査）の結果、第３号の特定工程に係る工事が法第 13 条第１項の技術的基準に

適合していると認めるときは、工事主に中間検査合格証（省令別記様式第 14）を交付します。 

  ※ 現場検査には、工事施行者の現場管理者代理人が立ち会ってください。 

  ※ 現場検査の詳細については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可宅造許可・工作

物確認を受けて取得し工事を開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してくだ

さい。） 
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15 定期報告（法第 19条第１項） 

【法】 
（定期の報告） 

第十九条 第十二条第一項の許可（政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。）
を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地
造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければな
らない。 

２ 都道府県は、前項の報告について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場
合においては、同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項
の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定
める事項に条例で必要な事項を付加することができる。 

【政令】 
（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第二十三条 法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとす
る。 
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるも
の 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるも
の 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メート
ルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土又は切土
を除く。） 

四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの 
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三
千平方メートルを超えるもの 

（定期の報告を要する宅地造成等の規模） 
第二十五条 法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲
げるものとする。 

２ 法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。 
一 高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方
メートルを超えるもの 

二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを
超えるもの 

【省令】 
（定期の報告） 

第四十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をし
ようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をして
いる土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しな
ければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該
工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近
の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 
（定期の報告の期間） 

第四十九条 法第十九条第一項の主務省令で定める期間は、三月とする。 
（定期の報告の報告事項） 

第五十条 法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲
げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。 
一 工事が施行される土地の所在地 
二 工事の許可年月日及び許可番号 
三 前回の報告年月日 

２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況
の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 
一 報告の時点における盛土又は切土の高さ 
二 報告の時点における盛土又は切土の面積 
三 報告の時点における盛土又は切土の土量 
四 報告の時点における擁壁等（法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。）に関する工事の施行
状況 

３ 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次
に掲げる事項について行うものとする。 
一 報告の時点における土石の堆積の高さ 
二 報告の時点における土石の堆積の面積 
三 報告の時点における堆積されている土石の土量 
四 前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量 

【市細則】 
（定期の報告） 



手続編 

 手続編-47 

第 25条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての法第 19条第１項の規定による報告は、宅地
造成又は特定盛土等に関する工事に係る定期報告書（第 31 号様式）に次に掲げる図書を添付して行
わなければならない。 

(1) 省令第 48条第１項に規定する写真（報告をする日の前７日以内に撮影したものに限る。） 
(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面 
(3) その他市長が必要と認める図書 
２ 土石の堆積に関する工事についての法第 19 条第１項の規定による報告は、土石の堆積に関する工
事に係る定期報告書（第 32号様式）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(1) 省令第 48条第２項に規定する写真（報告をする日の前７日以内に撮影したものに限る。） 
(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面 
(3) その他市長が必要と認める図書 

(1) 定期報告の概要（法第 19条第１項） 

法の許可を受けた宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（法第 15条第１項の規定に

より協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合及び同条第２項の規定により都市計

画法の開発許可を受けてことにより法の許可があったものとみなされる場合を含みます。）が、政

令第 25条第１項又は同条第２項に規定する規模（第２号を参照してください。）の宅地造成、特定

盛土等又は土石の堆積に係るものに該当する場合にあっては、法第 19条第１項の規定により、３月

ごとに当該宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況等の事項を横浜市に報

告（定期報告）しなければなりません。 

  ※ 都市計画法の開発許可を受けた開発行為のうち、当該開発行為に関する工事が、宅地造成又は

特定盛土等に関する工事に該当し、かつ、政令 25条第１項に規定する規模（第２号を参照してく

ださい。）の宅地造成又は特定盛土等に係るものに該当する場合は、定期報告が必要です。 

(2) 定期報告が必要な宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の規模（政令第 23 条及び政令第 25 条） 

表：定期報告を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

付
番 

根拠 
規定 

定期報告を要する 
宅地造成又は特定盛土等の規模 

（盛土又は切土） 
図 

① 

政令第 25条 
・ 

政令第 23条 
第１号 

盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高
さが２メートルを超える崖を生ずることとなる
もの 

 

② 

政令第 25条 
・ 

政令第 23条 
第２号 

切土であって、当該切土をした土地の部分に高
さが５メートルを超える崖を生ずることとなる
もの 

 

③ 

政令第 25条 
・ 

政令第 23条 
第３号 

盛土と切土とを同時にする場合において、当該
盛土及び切土をした土地の部分に高さが５メー
トルを超える崖を生ずることとなるときにおけ
る当該盛土及び切土（①又は②に該当するものを
除きます。）  

④ 

政令第 25条 
・ 

政令第 23条 
第４号 

盛土であって、高さが５メートルを超えるもの
（①又は③に該当するものを除きます。） 

 

⑤ 

政令第 25条 
・ 

政令第 23条 
第５号 

盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土
地の面積が 3000平方メートルを超えるもの（※）
（①～⑤に該当するものを除きます。） 

 
※ ⑤の「盛土又は切土をする土地の面積」には、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差
が 30センチメートルを超えない盛土又は切土をする土地の面積」を算入します。（「盛土又は切
土をする土地の面積」に、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30センチメートルを
超えない盛土又は切土をする土地の面積」を算入しないのは、法の許可対象かを判断するときに
限ります。） 

２ｍ超え 

30度超え 

盛土 

５ｍ超え 

切土 

30度超え 

５ｍ超え 

切土 

盛土 

30度超え 

２ｍ超え 

盛土 

3,000㎡超え 

切土 盛土 
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表：定期報告を要する土石の堆積の規模 

付
番 

根拠 
規定 

定期報告を要する 
土石の堆積の規模 
（土石の積重ね） 

図 

① 
政令第 25条 
第２項第１号 

高さが５メートルを超える土石
の積重ねであつて、当該土石の積
重ねを行う土地の面積が 1,500 平
方メートルを超えるもの（※） 

 

② 
政令第 25条 
第２項第１号 

土石の積重ねを行う土地の面積
が 3,000 平方メートルを超えるも
の（※）（①に該当するものを除き
ます。） 

 
※ ②の「土石の積重ねを行う土地の面積」には、「土石の積重ねをする前後の地盤面の標高の差
が 30センチメートルを超えない土石の積重ねをする土地の面積」を算入します。（「土石の積重
ねを行う土地の面積」に、「土石の積重ねをする前後の地盤面の標高の差が 30センチメートルを
超えない土石の積重ねをする土地の面積」を算入しないのは、法の許可対象かを判断するときに
限ります。） 

(2) 定期報告の期間（省令第 49条） 

   定期報告は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法の許可を受けた日（法

第 15条第１項の規定により協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合にあっては、協議

が成立した日、同条第２項の規定により都市計画法の開発許可を受けてことにより法の許可があったも

のとみなされる場合にあっては、開発許可を受けた日のことをいいます。以下この号のおいて同じ。）

から３月ごとに行なう必要があります。この定期報告の期間については、次のとおりに取り扱います。 

  ア 最初の定期報告は、法の許可を受けた日から３か月以内に行なうものとします。 

   ※ 法の許可を受けた日から３か月以内に、法第 17 条第１項の完了検査申請又は法第 17 条第４項の

土石の除却の確認申請を行う場合は、定期報告は不要です。 

※ 法の許可を受けた日の３か月後の月の当該日に応当する日（３か月後の月に応当する日がないと

きは、３か月後の月の末日。）までに定期報告を行う必要があります。 

【定期報告の期間の例】 

４月９日に法の許可を受けた場合  ⇒ ７月９日までに定期報告を行います。 

８月 31日に法の許可を受けた場合 ⇒ 11月 30日までに定期報告を行います。 

イ ２回目以後の定期報告は、前回の定期報告を行った日から３か月以内に行なうものとします。 

※ 前回の定期報告を行った日から３か月以内に、法第 17 条第１項の完了検査申請又は法第 17 条第

４項の土石の除却の確認申請を行う場合は、定期報告は不要です。 

※ 前回の定期報告を行った日の３か月後の月の当該日に応当する日（３か月後の月に応当する日が

ないときは、３か月後の月の末日。）までに定期報告を行う必要があります。 

【定期報告の期間の例】 

４月 10日に前回の定期報告を行った場合 ⇒ ７月 10日までに次回の定期報告を行います。 

８月 31日に前回の定期報告を行った場合 ⇒ 11月 30日までに次回の定期報告を行います。 

 

  

最も標高が高い部分 
 

最も標高が 
低い部分 

 

土石 

最大の高さ、 
面積及び土量で 
積重ねた場合の土石 

 
５ｍ超え 

1,500㎡超え 

最も標高が高い部分 
 

最も標高が 
低い部分 

 

土石 

最大の高さ、 
面積及び土量で 
積重ねた場合の土石 

 
５ｍ超え 

1,500㎡超え 
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(4) 定期報告に必要な書類（市細則第 25条第１項及び第２項） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、次の表１に掲げる書類１部を、土石を

堆積に関する工事の場合にあっては、次の表２に掲げる書類１部を、横浜市の担当課（第２項第１

号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）に提出してください。 

※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

表１：定期報告に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

番号 書類 備考等 

１ 宅地造成又は特定盛土等に
関する工事に係る定期報告
書（市細則第 31号様式） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の氏
名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代表権
を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ この様式に必要な事項を記載して提出することで、省令
第 50条に規定する報告事項を報告することができます。 

２ 委任状 ・ 代理人が定期報告書の提出等を行う場合に、委任者、受
任者（代理者）、委任事項及び作成日が記載された委任状
の提出が必要です。ただし、既に定期報告の提出について
も委任事項として記載されている委任状を提出している場
合は、改めて提出する必要はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は受領印として使用する場合は、
代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が修
正及び追記を行うことはできません。 

３ 報告の時点における盛土又
は切土をしている土地及び
その付近の状況を明らかに
する写真 

・ 定期報告書を提出する日の７日以内に撮影したものに限
ります。 

・ 盛土又は切土をしている土地及びその周辺の土地の全体
が写るように、複数以上撮影したものの提出が必要です。 

４ ３の写真を撮影した箇所を
示した図面 
 

・ 造成計画平面図、排水施設の平面図、擁壁の配置図又は
崖面崩壊防止施設の配置図等に、３の写真を撮影した箇所
を明示したものの提出が必要です。 

・ 必要に応じて宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施
行した範囲を明示してください。 

５ その他市長が必要と認める
書類 

・ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の内容や、提出さ
れた定期報告書の内容によって、当該工事の実施の状況を
把握するための書類の提出が必要となる場合があります。 

表２：定期報告に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合） 

番号 書類 備考等 

１ 土石の堆積に関する工事に
係る定期報告書（市細則第
32号様式） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の氏
名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代表権
を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ この様式に必要な事項を記載して提出することで、省令
第 50条に規定する報告事項を報告することができます。 

２ 委任状 ・ 代理人が定期報告書の提出等を行う場合に、委任者、受
任者（代理者）、委任事項及び作成日が記載された委任状
の提出が必要です。ただし、既に定期報告の提出について
も委任事項として記載されている委任状を提出している場
合は、改めて提出する必要はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は受領印として使用する場合は、
代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が修
正及び追記を行うことはできません。 

３ 報告の時点における土石の
堆積を行っている土地及び
その付近の状況を明らかに
する写真 

・ 定期報告書を提出する日の７日以内に撮影したものに限
ります。 

・ 土石の積重ねをしている土地及びその周辺の土地の全体
が写るように、複数以上撮影したものの提出が必要です。 

４ ３の写真を撮影した箇所を
示した図面 
 

・ 土石の堆積計画平面図等に、３の写真を撮影した箇所を
明示したものの提出が必要です。 

・ 必要に応じて土石の堆積に関する工事を施行した範囲及
び土石の堆積している範囲を明示してください。 

５ その他市長が必要と認める
書類 

・ 土石の堆積に関する工事の内容や、提出された定期報告
書の内容によって、当該工事の実施の状況を把握するため
の書類の提出が必要となる場合があります。 
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16 工事の計画等の変更する事項に応じた手続等 

【法】 
（変更の許可等） 

第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更を
しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 
（以下略） 

【省令】 
（軽微な変更） 

第三十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定
める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 
一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次
に掲げるものとする。 
一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更（当該変更後の工事予定期間（着手予定年
月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。）が当該変更前の工事予定期
間を超えないものに限る。） 

  工事の計画、工事主又は工事施行者等を変更するときに必要な手続は、変更する事項又は内容に応じて

次の表のとおりです。 

表：変更する事項に応じた手続等 

変更する事項又は内容 必要な手続等 

工事の計画 

（工事期間を除く。） 

変更によって変更前の工事の計画と同一性の
ない計画となる場合 

（土石の堆積に関する工事から宅地造成又は
特定盛土等に関する工事への変更及び宅地造
成又は特定盛土等に関する工事から土石の堆
積に関する工事の変更を含む。） 

新たな法第 12 条第１項の許可申
請又は第 15条第１項の協議申出 

上記以外の工事の計画の変更       
変更許可申請（※） 
（第 17項を参照してください。） 

工事期間 

（工事の着手予定年
月日又は工事の完了
予定年月日） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合 
軽微な変更の届出 
（第 18項を参照してください。） 

土石の堆積に関
する工事の場合 

当該変更後の工事予定期間
が当該変更前の工事予定期
間を超えないもの。 

軽微な変更の届出 
（第 18項を参照してください。） 

当該変更後の工事予定期間
が当該変更前の工事予定期
間を超えるもの。 

変更許可申請 
（第 17項を参照してください。） 

工事主 

氏名若しくは名称又は住所の変更 
軽微な変更の届出 
（第 18項を参照してください。） 

工事主自体の変更（一般承継） 
一般承継の届出 
（第 19項を参照してください。） 

工事主自体の変更（一般承継以外） 
新たな法第 12 条第１項の許可申
請又は第 15条第１項の協議申出 

設計者 

氏名若しくは名称又は住所の変更 
軽微な変更の届出 
（第 18項を参照してください。） 

設計者自体の変更 
変更許可申請 
（第 17項を参照してください。） 

工事施行者 

氏名若しくは名称又は住所の変更 
軽微な変更の届出 
（第 18項を参照してください。） 

設計者自体の変更 
変更許可申請 
（第 17項を参照してください。） 

 ※ 工事計画の計画の変更であって、変更許可申請を要するものは、変更許可申請に先立って事前協

議を行うことができます。詳しくは、第６項第２号を参照してください。 

 ※ 一般承継とは、相続や法人の合併等により、法の許可等に基づく地位を承継することをいいます。 

 ※ 都市計画法の開発許可を受けてことにより法の許可があったものとみなされる場合の変更手続

は、都市計画法の規定による変更の手続のみで、盛土規制法の手続は不要です。 
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17 変更許可申請又は変更協議の申出等（法第 16条第１項、同条第２項） 

【法】 
（変更の許可等） 

第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更を
しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ （略） 

３ 第十二条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び前条第一項の規定は、第一項の許可につい
て準用する。 

（以下略） 

【省令】 
（許可証の様式） 

第十四条 法第十四条第四項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める様
式は、別記様式第六とする。 

２ 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をし
たときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとす
る。 

３ 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同
条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 

４ 前二項の規定は、法第十六条第三項において準用する法第十四条第一項の規定による変更の許可の処
分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第七条第一項」とあるのは「第三十七
条第一項」と、前項中「第七項第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。 

 （変更の許可の申請） 
第三十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする
者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特
定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出
しなければならない。 

 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申
請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に
伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

【市細則】 
（許可の申請等の取下げ） 

第 12 条 法第 12 条第１項の許可の申請を行った者は、市長が法第 14 条第１項の処分をするまでの間に
おいて当該申請を取り下げるときは、宅地造成等に関する工事の許可申請の取下届出書（第 16号様式）
を市長に提出しなければならない。 
（不許可通知書の様式） 

第 15条 法第 14条第２項（法第 16条第３項において準用する場合を含む。）の規定による不許可の処分
をした旨の通知は、不許可通知書（第 17号様式）に当該不許可に係る申請書の副本を添えて行うものと
する。 
（協議の申出等） 

第 16 条 法第 15条第１項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての協議の申出は、
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（第 18号様式）の正本及び副本に、省令第７条第１
項各号に掲げる書類（同項第７号から第９号までに掲げる書類並びに第 11 条第８項第２号から第４号
までに規定する書類を除く。第 22条第１項において同じ。）を添付して行うものとする。 

２ 法第 15 条第１項の規定による土石の堆積に関する工事についての協議の申出は、土石の堆積に関す
る工事の協議申出書（第 19号様式）の正本及び副本に、省令第７条第２項各号に掲げる書類（同項第５
号から第７号までに掲げる書類並びに第 11 条第 10 項第２号から第４号までに規定する書類を除く。第
22条第２項において同じ。）を添付して行うものとする。 

３ 前２項の協議の申出を行った者は、当該協議が成立するまでの間において当該申出を取り下げるとき
は、宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書（第 20 号様式）を市長に提出しなければならな
い。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該申出に係る協議
に応じ、当該協議が成立したときは、宅地造成等に関する工事の協議成立確認書（第 21号様式）に当該
協議に係る協議の申出書の副本を添えて、当該申出をした者に交付するものとする。 

５ 第 14 条の規定は、前項の規定により市長が同項に規定する宅地造成等に関する工事の協議成立確認
書を交付するときについて準用する。この場合において、同条中「当該許可証に係る許可」とあるのは
「当該協議成立確認書に係る協議」と、「当該許可の申請をした」とあるのは「当該協議の申出をした」
と読み替えるものとする。 

 （変更の協議の申出） 
第 22 条 法第 16 条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関
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する工事の計画の変更についての協議の申出は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議
申出書（第 27号様式）の正本及び副本に、省令第７条第１項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いそ
の内容が変更されるものを添付して行うものとする。 

２ 法第 16条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定による土石の堆積に関する工事の計画の変
更についての協議の申出は、土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（第 28号様式）の正本及び
副本に、省令第７条第２項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付し
て行うものとする。 

３ 第 16 条第３項から第５項までの規定は、法第 16 条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定
による協議の申出について準用する。この場合において、第 16条第５項中「前項」とあるのは、「第 22
条第３項の規定により準用する前項」と読み替えるものとする。 
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(1) 変更許可申請の方法（省令第 37条及び市細則第 11条） 

   宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第 16 条第１項の変更許可を受

けるときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、第２号に掲げる書類を、土

石の堆積に関する工事にあっては、第３号に掲げる書類を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術

的基準（※１）の審査・検査」の担当課。以下この項において同じ。）に提出してください。 

   なお、変更許可申請に係る変更が、条例第 15条第２項ただし書又は条例第 20条第１項ただし書

に規定する軽微なに該当しない場合は、変更許可申請（当該書類の提出）は、変更許可を受けよう

とする工事の計画について、条例第 20条第８項において準用する条例第 19条第１項の規定により

「開発事業計画の変更の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の変更の同意通知書」の交付を受

けた後に行ってください。 

(2) 変更許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

   次の表に掲げる書類について、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 正本及び副本ごとに表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書（省令別記様式第７）」も２部提出

が必要です。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 次の表の証明書類等は、原本（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の

内容であるもの）に限ります。 

※ 次の表の７及び８の書類には、作成者（設計に係るものは設計者）の氏名を記載するものとし

ます。（ただし、国土交通大臣の認定証など、個別の申請のために作成するも及び使用するもの

以外のものを除きます。） 

表：変更許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

番号 書類 備考等 

１ 宅地造成又は特定盛土等に関する
工事の変更許可申請書（省令別記様
式第７）土石の堆積に関する工事の
変更許可申請書（省令別記様式第
８） 

・ 正本及び副本ともにこれを表紙とします。 
・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の
氏名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で
代表権を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記入して
ください。緯度・経度を調べる際には、現地での計測の
ほか、国土地理院が公表している地理院地図等で当該
箇所の緯度・経度を確認する等の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gsi.go.j
p/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が変更許可申請書の提出及び変更許可証等の
受領等を行う場合に、委任者、受任者（代理者）、委任
事項及び作成日が記載された委任状の提出が必要で
す。ただし、既に変更許可申請の提出及び変更許可証の
受領についても委任事項として記載されている委任状
を提出している場合は、改めて提出する必要はありま
せん。 

・ 代理人の印を訂正印又は許可証等の受領印として使
用する場合は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が
修正及び追記を行うことはできません。 

３ 図書目次（その１）（規則外様式） ・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

４ 宅地造成又は特定盛土等に関する
工事等の概要（市細則第 11号様式） 

・ 変更の内容によらず提出が必要です。 
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番号 書類 備考等 

５ 第８項第２号の「表：許可申請に必
要な書類（宅地造成又は特定盛土等
に関する工事の場合）」の５から 31
に掲げる書類のうち、その内容が変
更されるもの 

 

６ 図書目次（その２）（規則外様式） ・ 工事の計画の変更の場合に提出が必要です。 
・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

７ 工事の計画の変更の内容を示した
書類 

・ 工事の計画の変更の場合に提出が必要です。 
・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

・ 新旧対照図面（変更前の工事の計画と変更後の工事の
計画を重ねて表示した図面であって、変更箇所を赤色
で表示したもの。）及び新旧対照表（工事の計画を変更
した事項及び変更前後の工事の計画の内容をまとめた
表。）など、工事計画の内容が分かる書類を提出するも
のとします。 

８ 第８項第２号の「表：許可申請に必
要な書類（宅地造成又は特定盛土等
に関する工事の場合）」の 33から 49
に掲げる書類のうち、その内容が変
更されるもの 

 

(3) 変更許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

   次の表に掲げる書類について、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 正本及び副本ごとに表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「土石の堆積に関する工事の変更許可申請書（省令別記様式第８）」も２部提出が必要です。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 次の表の証明書類等は、原本（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の

内容であるもの）に限ります。 

※ 次の表の 33から 49の書類には、作成者（設計に係るものは設計者）の氏名を記載するものと

します。（ただし、国土交通大臣の認定証など、個別の申請のために作成するも及び使用するも

の以外のものを除きます。） 

表：変更許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合） 

番号 書類 備考等 

１ 土石の堆積に関する工事の変更許
可申請書（省令別記様式第８） 

・ 正本及び副本ともにこれを表紙とします。 
・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の
氏名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代
表権を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記入して
ください。緯度・経度を調べる際には、現地での計測の
ほか、国土地理院が公表している地理院地図等で当該箇
所の緯度・経度を確認する等の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gsi.go.j
p/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が変更許可申請書の提出及び変更許可証等の
受領等を行う場合に、委任者、受任者（代理者）、委任
事項及び作成日が記載された委任状の提出が必要です。
ただし、既に変更許可申請の提出及び変更許可証の受領
についても委任事項として記載されている委任状を提
出している場合は、改めて提出する必要はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は許可証等の受領印として使
用する場合は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が
修正及び追記を行うことはできません。 
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番号 書類 備考等 

３ 図書目次（その１）（規則外様式） ・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

４ 土石の堆積に関する工事等の概要
（市細則第 15号様式） 

・ 変更の内容によらず提出が必要です。 

５ 第８項第４号の「表：許可申請に必
要な書類（土石の堆積に関する工事
の場合）」の５から 31 に掲げる書
類のうち、その内容が変更されるも
の 

 

６ 図書目次（その２）（規則外様式） ・ 工事の計画の変更の場合に提出が必要です。 
・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

７ 工事の計画の変更の内容を示した
書類 

・ 工事の計画の変更の場合に提出が必要です。 
・ その他市長が必要と認める書類として提出してくだ
さい。 

・ 新旧対照図面（変更前の工事の計画と変更後の工事の
計画を重ねて表示した図面であって、変更箇所を赤色で
表示したもの。）及び新旧対照表（工事の計画を変更し
た事項及び変更前後の工事の計画の内容をまとめた
表。）など、工事計画の内容が分かる書類を提出するも
のとします。 

８ 第８項第４号の「表：許可申請に必
要な書類（土石の堆積に関する工事
の場合）」の 33から 39に掲げる書
類のうち、その内容が変更されるも
の 

 

(4) 市長との変更協議及び変更協議の申出の方法（市細則第 22条第１項又は同条第２項） 

  ア 市長との変更協議及び変更協議の申出 

国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関す

る工事についての変更も法第 16条第１項の変更許可が必要ですが、法第 16条第３項において準

用する法第 15 条第１項の規定により当該変更について、市長との協議が成立しすることをもっ

て法第 16条第１項の変更許可があったものとみなされます。 

   宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、市長と協議しようとする国又は

と都道府県、指定都市若しくは中核市は、市細則第 13 条第４項又は同条第５項の規定により、

市長に協議を申し出る必要があります。 

   ※ 独立行政法人が国又は都道府県、指定都市若しくは中核市とみなされるかについては、各法

の規定によります。 

  イ 変更協議の申出の方法 

変更協議の申出をするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、ウに

掲げる書類を、土石の堆積に関する工事にあっては、エに掲げる書類を横浜市の担当課に提出し

てください。 

    なお、変更協議に係る変更が、条例第 15条第２項ただし書又は条例第 20条第１項ただし書に

規定する軽微なに該当しない場合は、変更協議の申出（当該書類の提出）は、変更協議を申し出

ようとする工事の計画について、条例第 20条第８項において準用する条例第 19条第１項の規定

により「開発事業計画の変更の同意通知書」又は「土石の堆積事業計画の変更の同意通知書」の

交付を受けた後に行ってください。 

ウ 変更協議の申出に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

    「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 27号様式）」及び第

２号の「表：変更許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」に掲

げる書類のうち２から８に掲げる書類（ただし、５に掲げる書類は、「第８項第２号の『表：許
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可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）』の５から 31（５から 13

に掲げる書類を除く。）に掲げる書類のうち、その内容が変更されるもの」とします。）につい

て、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出してください。 

※ 正本及び副本ごとに第２号の「表：変更許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の場合）」の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 27 号様式）」も

２部提出が必要です。 

※ 第２号の「表：変更許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」

の「備考等」に特記がないものは、必ず提出が必要です。 

エ 変更協議の申出に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

    「土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 28 号様式）」及び第３号の「表：

変更許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」に掲げる書類のうち２から８に

掲げる書類（ただし、５に掲げる書類は、「第８項第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地

造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」の５から 31（５から 13に掲げる書類を除く。）に

掲げる書類のうち、その内容が変更されるもの」とします。）について、正本及び副本の計２部

を横浜市の担当課に提出してください。 

※ 正本及び副本ごとに第３号の「表：変更許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の

場合）」の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 28 号様式）」も２部提出が必

要です。 

※ 第３号の「表：変更許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」の「備考等」

に特記がないものは、必ず提出が必要です。 

 (5) 変更協議の申出の方法 

ア 協議の申出の方法 

法第 15 条の規定により市長と協議を行った宅地造成等に関する工事の計画を変更する場合は、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、イに掲げる書類を、土石の堆積に関す

る工事にあっては、ウに掲げる書類を横浜市の担当課に提出してください。 

イ 変更協議の申出に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）（審査基準） 

    「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 27号様式）」及び第

８項第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合）」に

掲げる書類のうち計画の変更に伴いその内容が変更されるものについて、正本及び副本の計２部

を横浜市の担当課に提出してください。 

   ※ 正本及び副本ごとに第８項第２号の「表：許可申請に必要な書類（宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の場合）」の順に並べて綴じたものを横浜市の担当課に提出してください。 

※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 27号様式）」も２

部提出が必要です。 

ウ 変更協議の申出に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）（審査基準） 

    「土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 28 号様式）」及び第８項第４号の

「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事の場合）」に掲げる書類のうち計画の変

更に伴いその内容が変更されるものについて、正本及び副本の計２部を横浜市の担当課に提出し

てください。 

※ 正本及び副本ごとに第８項第４号の「表：許可申請に必要な書類（土石の堆積に関する工事

の場合）」の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 「土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（市細則第 28号様式）」も２部提出が必要
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です。 

 (6) 変更許可申請又は変更協議の申出の取下げ（市細則第 20条） 

   第９項を参照してください。 

 (7) 変更許可又は変更協議の成立 

   第 10項を参照してください。 
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18 軽微な変更の届出（法第 16条第２項及び市細則第 21条第１項） 

【法】 
（変更の許可等） 

第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更を
しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
（以下略） 

【市細則】 
（軽微な変更の届出等） 

第 21条 法第 16条第２項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書（第 25号様
式）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 
(1) 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更を証する図書（当該事項の変更

をした場合に限る。） 
(2) 第 18 条第１号から第３号までに掲げる図書（同条の規定による宅地造成等に関する工事の着手届

出書を提出している場合に限る。）（軽微な変更に伴いその内容が変更されるものに限る。） 
(3) その他市長が必要と認める図書 

２ （略） 
３ 前２項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、同２項各号に規定する図書のほか、省
令第７条第１項第７号若しくは第８号又は同条第２項第５号若しくは第６号に掲げる書類を提出させる
ことができる。 

(1) 軽微な変更の届出の方法（市細則第 21条第１項） 

   宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第 16 条第２項の軽微な変更の

届出をするときは、第２号に掲げる書類を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）

の審査・検査」の担当課。以下この項において同じ。）に提出してください。 

(2) 軽微な変更の届出に必要な書類（審査基準） 

   次の表に掲げる書類１部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 次の表の証明書類等は、原本（届出時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の

内容であるもの）に限ります。 

表：軽微な変更の届出に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 宅地造成等に関する工事の軽微な
変更届出書（市細則第 25号様式） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の
氏名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代
表権を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記入して
ください。緯度・経度を調べる際には、現地での計測の
ほか、国土地理院が公表している地理院地図等で当該箇
所の緯度・経度を確認する等の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gsi.go.j
p/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が軽微な変更届出書の提出等を行う場合に、委
任者、受任者（代理者）、委任事項及び作成日が記載さ
れた委任状の提出が必要です。ただし、既に軽微な変更
届出書の提出についても委任事項として記載されてい
る委任状を提出している場合は、改めて提出する必要は
ありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は受領印として使用する場合
は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が
修正及び追記を行うことはできません。 

３ 工事主、設計者又は工事施行者の氏
名若しくは名称又は住所の変更を
証する書類 

・ 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又
は住所を変更した場合に提出が必要です。 
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番号 書類 備考等 

４ 工事主の住民票の写し若しくは個
人番号カードの写し、運転免許証の
写し、運転経歴証明書（交付年月日
が平成 24 年４月１日以降のものに
限ります。）の写し、在留証明、在
留カードの写し又は特別永住者証
明書の写し 

・ 工事主が個人であり、かつ、当該工事主の氏名又は住
所を変更した場合に提出が必要です。 

・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていないものと
し、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面
（個人番号が記載されていない面）の写しとします。 

５ 工事主の法人の登記事項証明書 ・ 工事主が法人であり、かつ、工事主の名称又は住所を
変更した場合に提出が必要です。 

６ 役員の住民票の写し若しくは個人
番号カードの写し、運転免許証の写
し、運転経歴証明書（交付年月日が
平成 24 年４月１日以降のものに限
ります。）の写し、在留証明、在留
カードの写し又は特別永住者証明
書の写し 

・ 工事主が法人であり、かつ、当該法人の役員のうち申
請に係る工事について決定権を有する者（１の届出書
の「工事主」の欄に記載する法人の代表者（支配人を申
請に係る代表者とする場合は、支配人）を含みます。）
の氏名又は住所を変更したときに提出が必要です。た
だし、軽微な変更届出書に添付する証明書によって、氏
名、住所及び生年月日（変更したものに限ります。）が
確認できる者については、提出は不要です。 

・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていないものと
し、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面
（個人番号が記載されていない面）の写しとします。 

７ 緊急連絡体制表（規則外様式） ・ 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又
は住所を変更したことにより、工事の着手届書に添付
した「緊急連絡体制表（規則外様式）」の内容が変更と
なる場合に提出が必要です。 

８ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆
積に関する工事のうち主要な工事
の工程表 

・ 工事期間（工事の着手予定年月日又は工事の完了予定
年月日）の変更により、工事の着手届書に添付した「宅
地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事のう
ち主要な工事の工程表」の内容が変更となる場合に提
出が必要です。 

９ 法第 49 条の規定により設置した標
識を当該標識の設置状況並びに当
該標識に記載された事項及び貼付
された見取図が確認できるように
撮影した写真 

・ 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称若
しくは住所の変更又は工事期間（工事の着手予定年月
日又は工事の完了予定年月日）を変更したことにより、
法第 49条の規定により設置した標識の内容が変更とな
る場合に提出が必要です。 

・ 標識の設置状況並びに標識に記載された事項及び貼
付された図面が確認できるように、遠景及び近景で写
真を撮影する必要があります。 

10 その他市長が必要と認める書類  

 

19 一般承継届の届出（法第 16条第２項及び市細則第 21条第２項） 

【法】 
（変更の許可等） 

第十六条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更を
しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 第十二条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
（以下略） 

【市細則】 
（軽微な変更の届出等） 

第 21条 法第 16条第２項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書（第 25号様
式）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 
(1) 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更を証する図書（当該事項の変更
をした場合に限る。） 

(2) 第 18 条第１号から第３号までに掲げる図書（同条の規定による宅地造成等に関する工事の着手届
出書を提出している場合に限る。）（軽微な変更に伴いその内容が変更されるものに限る。） 

(3) その他市長が必要と認める図書 
２ 前項の規定にかかわらず、法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可又は同項
の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者の一般承継人が、承継による当該許可に係る工事主の氏名
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若しくは名称又は住所の変更を届け出る場合は、一般承継届出書（第 26号様式）に次に掲げる図書を添
付して、市長に提出しなければならない。 
(1) 許可に基づく地位の承継の事実を証する書類 
(2) 前項第２号に掲げる図書 
(3) その他市長が必要と認める図書 

３ 前２項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、同２項各号に規定する図書のほか、省
令第７条第１項第７号若しくは第８号又は同条第２項第５号若しくは第６号に掲げる書類を提出させる
ことができる。 

(1) 一般承継の届出の方法（市細則第 21条第２項） 

   法の許可を受けた宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（法第 15 条第１項の規定

により協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）について、相続や

法人の合併等により、当該許可等に基づく地位を承継した場合は、第２号に掲げる書類を横浜市の

担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課。以下この項において同じ。）

に提出してください。 

(2) 一般承継の届出に必要な書類（市細則第 21条第２項及び同条第３項）（審査基準） 

   次の表に掲げる書類１部を横浜市の担当課に提出してください。 

  ※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 次の表の証明書類等は、原本（届出時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の

内容であるもの）に限ります。 

表：軽微な変更の届出に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 一般承継届出書（市細則第 26 号様
式） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の
氏名を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で
代表権を確認できる者（支配人を含みます。）とします。 

・ 緯度及び経度は、秒について小数第一位まで記入して
ください。緯度・経度を調べる際には、現地での計測の
ほか、国土地理院が公表している地理院地図等で当該
箇所の緯度・経度を確認する等の方法があります。 
・ 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp 
・ 地理院地図での確認方法：https://maps.gsi.go.j
p/help/intro/kinolist/2-jusho.html 

２ 委任状 ・ 代理人が軽微な変更届出書の提出等を行う場合に、委
任者、受任者（代理者）、委任事項及び作成日が記載さ
れた委任状の提出が必要です。 

・ 代理人の印を訂正印又は受領印として使用する場合
は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が
修正及び追記を行うことはできません。 

３ 許可に基づく地位の承継の事実を
証する書類 

・ 承継の原因が法人の合併の場合は合併後の法人の登
記事項証明書を、法人の分割の場合は被承継人となる
法人の登記事項証明書及び承継を証する書類を、相続
の場合は被承継人の戸籍謄本及び承継の原因を証する
書類を添付することとします。 

４ 工事主の住民票の写し若しくは個
人番号カードの写し、運転免許証の
写し、運転経歴証明書（交付年月日
が平成 24 年４月１日以降のものに
限ります。）の写し、在留証明、在
留カードの写し又は特別永住者証
明書の写し 

・ 工事主が個人の場合に提出が必要です。 
・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていないものと
し、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面
（個人番号が記載されていない面）の写しとします。 

５ 工事主の法人の登記事項証明書 ・ 工事主が法人の場合に提出が必要です。 
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番号 書類 備考等 

６ 役員の住民票の写し若しくは個人
番号カードの写し、運転免許証の写
し、運転経歴証明書（交付年月日が
平成 24 年４月１日以降のものに限
ります。）の写し、在留証明、在留
カードの写し又は特別永住者証明
書の写し 

・ 工事主が法人であり、かつ、当該法人の役員のうち申
請に係る工事について決定権を有する者（１の届出書
の「承継人」の欄に記載する法人の申請に係る法人の代
表者（支配人を申請に係る代表者とする場合は、支配
人）を含みます。）について提出が必要です。ただし、
一般承継届出書に添付する証明書によって、氏名、住所
及び生年月日が確認できる者については、提出は不要
です。 

・ 住民票の写しは、個人番号が記載されていないものと
し、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面
（個人番号が記載されていない面）の写しとします。 

７ 緊急連絡体制表（規則外様式） ・ 一般承継により、工事の着手届書に添付した「緊急連
絡体制表（規則外様式）」の内容が変更となる場合に提
出が必要です。 

８ 法第 49 条の規定により設置した標
識を当該標識の設置状況並びに当
該標識に記載された事項及び貼付
された見取図が確認できるように
撮影した写真 

・ 一般承継により、法第 49条の規定により設置した標
識の内容が変更となる場合に提出が必要です。 

・ 標識の設置状況並びに標識に記載された事項及び貼
付された図面が確認できるように、遠景及び近景で写
真を撮影する必要があります。 

10 その他市長が必要と認める書類  

 

20 工事の廃止（市細則第 17条） 

【市細則】 
（工事廃止の届出） 

第 17 条 法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可（法第 15 条第１項の規定によ
り許可があったものとみなされる場合を含み、同条第２項の規定により許可があったものとみなされる
場合を除く。次条、第 19 条第１項、第 21 条第２項及び第 24条第１項において同じ。）又は法第 12条
第１項の土石の堆積に関する工事の許可（法第 15 条第１項の規定により許可があったものとみなされ
る場合を含む。次条、第 19条第２項、第６項及び第８項、第 21条第２項並びに第 26条において同じ。）
を受けた者は、これらの工事（土石の堆積に関する工事であって、既に土石の堆積を行っているものを
除く。）を廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の廃止届出書（第 22号様式）を市長に提
出しなければならない。 

 (1) 災害の発生を防止する措置 

法の許可を受けた宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（法第 15条第１項の規定に

より協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）を廃止しようとする

場合（土石の堆積に関する工事にあっては、既に土石の堆積を行っている場合を除きます。）は、

許可若しくは変更許可の条件又は協議若しくは変更協議の成立に同意する条件（第 10 項第２号を

参照してください。）により、工事主及び工事施行者は、当該工事に伴う災害の発生を防止する必

要な措置を講じ、あらかじめ当該措置の状況について横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基

準（※１）の審査・検査」の担当課。以下この項において同じ。）の確認を受けなければなりませ

ん。 

  ※ 当該確認を受けずに、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を廃止することがで

きません。 

 (2) 土石の堆積を開始した後の土石の堆積に関する工事の廃止に係る取扱い（審査基準） 

法の許可を受けた土石の堆積に関する工事（法第 15 条第１項の規定により協議の成立により法

の許可があったものをみなされる場合を含みます。）について、土石の堆積を開始している場合は、

当該工事を廃止するときは、当該土石を全て除却したうえで、法第 17 条第４項の土石の除却確認を

申請しなければならないものと取り扱います（第 21項を参照してください。）。 

※ 土石の堆積に関する工事についての許可は、土石の堆積を除却することを前提としたものであ

り、土石の堆積に関する工事を廃止するためには、堆積した土石を除却する必要があります。 
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 (3) 工事の廃止の届出に必要な書類（市細則第 17条） 

「宅地造成等に関する工事の廃止届出書（市細則第 22号様式）」に、廃止しようとする工事につ

いて交付された許可証又は協議成立確認書（原本であって、許可申請書及び変更許可申請書又は協

議申出書及び変更協議申出書の副本（添付書類を含みます。）を含みます。以下この号において同

じ。）を添付して、横浜市の担当課に提出してください。 

 

21 工事の完了検査（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合） 

【法】 
（完了検査等） 

第十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可
に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事
が第十三条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければなら
ない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第十三条第一項の規定に適合していると認めた場合にお
いては、主務省令で定める様式の検査済証を第十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならな
い。 

３ 第十五条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土
等に関する工事に係る都市計画法第三十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定により交付
された検査済証は、当該工事に係る第一項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証
とみなす。 
（以下略） 

【省令】 
（完了検査の申請期間） 

第三十九条 法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。 
（完了の検査の申請） 

第四十条 法第十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県
知事に提出しなければならない。 
（検査済証の様式） 

第四十一条 法第十七条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。 
【市細則】 
 （完了検査等） 
第 23 条 法第 17条第１項の検査を申請した者は、速やかに、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施
行状況報告書（第 29号様式）に宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行した土地及びその付近の状
況を明らかにする写真その他の当該工事が法第 13 条第１項の規定に適合しているかどうかについて検
査するために市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。 
（工事の一部完了検査） 

第 24 条 法第 12条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該工事が次に
掲げる要件を満たしていると市長が認めた場合は、当該工事の一部が完了したときに当該工事の一部に
係る土地（次項において「工区」という。）ごとに法第 17条第１項の検査を申請することができる。 
(1) 工事に係る土地が分割のできるものであり、分割した土地それぞれが独立して使用しうるものであ

ること。 
(2) 当該分割によって他の土地の災害防止の支障とならないこと。 

２ 前項の規定により申請した工区について法第 17条第２項の検査済証の交付を受けた者は、法第 49 条
の規定により掲げた標識に当該工区の名称及び当該検査済証の交付を受けた年月日を付記しなければな
らない。 

（以下略） 
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(1) 工事の完了検査の概要（法第 17条第１項及び同条第２項） 

法の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事主（法第 15 条第１

項の規定により協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）は、当該

工事を完了したときは、当該工事が法第 13 条第１項の技術的基準に適合しているかどうかについ

ての完了検査を申請しなければなりません。 

当該申請後に、横浜市の担当課が、当該工事が法の技術的基準に適合しているか、現場及び書類

（第２号ウの工事施行状況報告書等）にて検査を行います。 

完了検査の結果、当該工事が法第 13 条第１項の技術的基準に適合していると認められる場合に

は、横浜市の担当課より工事主に検査済証を交付します。 

※ 都市計画法の開発許可を受けてことにより法の許可があったものとみなされる場合は、都市計

画法の完了検査を受検するのみで、盛土規制法の完了検査の受検は不要です。 

 (2) 完了検査の申請から検査済証の交付までの手続 

ア 申請期間（省令第 39条） 

    工事主は、工事を完了した日から４日以内に、横浜市に完了検査を申請しなければなりません。 

なお、「４日以内」とは、工事を終えた日の翌日から起算して、４日目のことをいいます。た

だし、４日目が次の(ｱ)から(ｳ)に掲げる休日にあたるときは、休日の翌日（次の休日以外の日）

のことをいいます。 

【休日（横浜市の休日を定める条例第１条第１項）】 
ア 日曜日及び土曜日 
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
ウ 12月 29日から翌年の１月３日までの日 

 

工事を完了した日の翌日から４日目が休日以外の場合 

 

工事を完了した日の翌日から４日目が休日の場合 

※ 実際に完了検査を受検する日は、工事を完了した日から４日以後とすることができます。 

イ 完了検査申請に必要な書類及び現場検査の予約 

  次の表に掲げる書類１部を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検

査」の担当課）に提出するとともに、完了検査（現場検査）の予約をしてください。 

 ※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

 ※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 完了検査の申請については、手数料は不要です。 

 ※ 完了検査申請書は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課のみに提

出しますが、現場検査は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課と「排

水施設（※１）の審査・検査」の担当課の両方の課にて行いますので、両方の課において現場

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 休日以外 

工事を完了した日 

０ ３ 

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 

工事を完了した日 

０ ３ ６ ５ 

休日以外 休日 休日 
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検査の予約をしてください。 

※ 原則として、完了検査（現場検査）を希望する日の２開庁日前までに、横浜市の担当課に電

話して、又は担当課の窓口にて、完了検査（現場検査）の予約をしてください。（予約状況に

よっては希望日に現場検査を行うことができない場合があります。）  

表：完了検査申請に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 宅地造成又は特定盛土
等に関する工事の完了
検査申請書（省令別記
様式第９） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の氏名を
記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代表権を確認で
きる者（支配人を含みます。）とします。 

２ 委任状 ・ 代理人が完了検査申請書の提出及び検査済証の受領等を行う
場合に、委任者、受任者（代理者）、委任事項及び作成日が記
載された委任状の提出が必要です。ただし、既に完了検査申請
の提出及び検査済証の受領についても委任事項として記載され
ている委任状を提出している場合は、改めて提出する必要はあ
りません。 

・ 代理人の印を訂正印又は検査済証等の受領印として使用する
場合は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が修正及
び追記を行うことはできません。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 

４ 造成計画平面図 ・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの図面（工事計画を
変更している場合は、当該変更について変更許可を受けた、若
しくは変更協議が成立したとき又は事前協議が成立したときの
図面）を提出してください。 

ウ 工事施行状況報告書の提出（市細則第 23条第１項） 

完了検査の申請をしたときは、当該申請に係る工事の工事施行者は、速やかに、「宅地造成又

は特定盛土等に関する工事の施行状況報告書（市細則第 29号様式）」及び添付書類を横浜市の担

当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）提出してください。 

   ※ 「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行状況報告書（市細則第 29号様式）」の添付書

類については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可・工作物確認を受けて工事を

開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してください。 

  エ 検査済証の交付手続に必要な書類の提出 

検査済証の交付の手続には、事前に次の書類の提出が必要です。工事完了検査が終わり次第、速や

かに、横浜市の担当課（建築局 調整区域課 事務担当）に提出してください。 

表：検査済証の交付手続に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 公図の写し 
（最新のもの） 

・ 最新のものを提出することとします。 
・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 
・ 工事施行区域の境界又は筆界が判別しにくい場合は、拡大図等を提出す
ることとします。 

・ 公図とは、不動産登記法第 14条第１項に規定する地図又は同条第４項に
規定する地図に準ずる図面の写しのこといいます。 

２ 地番一覧表 ・ 工事施行区域に含まれる筆が５筆以上の場合に提出が必要です。 
・ 工事施行区域に含まれる土地の地番を数字の若い順に列挙するものとし
ます。 

・ 工事施行区域内に筆の一部が含まれる場合は、「○番の一部」と記載す
るものとします。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 

４ 造成計画平面図 ・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの図面（工事計画を変更してい
る場合（完了検査における指摘事項によって、変更手続を行う場合を含み
ます。）は、当該変更について変更許可を受けた、若しくは変更協議が成
立したとき又は事前協議が成立したときの図面）を提出してください。 
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エ 完了検査（現場検査）の受検及び検査済証の交付 

    完了検査（現場及び書類での検査）において、横浜市の担当課からの指摘事項があった場合は、

現場の是正、是正した状況を撮影した写真の提出又は書類の追加若しくは訂正等の必要な対応を

してください。また、指摘事項の内容によっては、改めて完了検査（現場検査）を行う場合があ

ります。この場合においては、改めて完了検査申請書の提出をする必要はありません。 

    完了検査（現場及び書類での検査）の結果、完了検査に係る工事が法第 13条第１項の技術的基

準に適合していると認めるときは、工事主に「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証

（省令別記様式第 10）」を交付します。 

  ※ 現場検査には、工事施行者の現場管理者代理人が立ち会ってください。 

  ※ 現場検査の詳細については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可宅造許可・工作

物確認を受けて取得し工事を開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してくだ

さい。） 

 (2) 工事の一部完了検査（市細則第 24条） 

  ア 工事の一部完了検査を申請できる場合（工区分けができる場合） 

次の(ｱ)又は(ｲ)の事由に該当する場合は、法の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する

工事（法第 15 条第１項の規定により協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合

を含みます。）の一部が完了した場合には、当該完了した土地の部分（以下「工区」という。）

について、法第 17条第１項の工事完了検査を申請することができます。 

(ｱ) 工事に係る土地が分割のできるものであり、分割した土地がそれぞれ独立して使用しうるも

のであること。 

(ｲ) 当該分割によって他の土地の災害防止の支障とならないこと。 

  イ 工事の一部完了検査の申請等の方法 

    工事の一部完了検査は、第１号及び第２号に準じて行いますが、次の(ｱ)から(ｳ)の事項に留意

してください。 

   (ｱ) 完了検査申請書（省令別記様式第９）の記載の付記 

「工事完了年月日」の欄に工区の名称を、「工事をした土地の所在地及び地番」の欄に工区

の名称並びに工区に係る土地の面積並びに所在地及び地番を付記するものとします。 

   (ｲ) 検査済証（省令別記様式第 10）の記載の付記 

「工事をした土地の所在地及び地番」の欄に工区の名称並びに工区に係る土地の面積並びに

所在地及び地番を、「工事完了検査年月日」の欄に工区の名称を記載するものとします。 

   (ｳ) 工事の一部完了検査に係る検査済証交付後の標識の記載の付記 

工区に係る検査済証の交付を受けたときは、法第 49条の規定により設置した標識の「工事完

了予定年月日」の欄に当該工区の名称及び当該検査済証の交付を受けた年月日を付記しなければ

なりません。 

 

22 土石の除却確認（法第 17条第３項及び第４項） 

【法】 
（完了検査等） 

第十七条 （略） 
４ 土石の堆積に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事（堆積
した全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令
で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知
事の確認を申請しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合におい
ては、主務省令で定める様式の確認済証を第十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならな
い。 

【省令】 
（確認の申請期間） 

第四十二条 法第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。 
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（確認の申請） 
第四十三条 法第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府
県知事に提出しなければならない。 

（確認済証の様式） 
第四十四条 法第十七条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。 
【市細則】 
（完了検査等） 

第 23条 （略） 
２ 法第 17 条第４項の確認を申請した者は、速やかに、土石の堆積に関する工事に係る土石の除却状
況報告書（第 30 号様式）に土石の除却を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他
市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 土石の除却確認の概要（法第 17条第１項及び同条第２項） 

法の許可を受けた土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事主（法第 15 条第１項の規定によ

り協議の成立により法の許可があったものをみなされる場合を含みます。）は、当該工事に係る全

ての土石の除却（※）を完了したときは、土石の除却確認を申請しなければなりません。 

当該申請後に、横浜市の担当課が、現場及び書類（第２号ウの工事施行状況報告書等）にて確認

を行います。 

当該確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却（※）されたと認められる場合には、横浜市

の担当課より工事主に確認済証を交付します。 

 (2) 土石の除却の取扱い（審査基準） 

土石の除却には、省令第 32 条に規定する構造物（構台等）、省令第 34条第１項に規定する鋼矢

板等その他市長が必要と認めるものの除却を含むものと取り扱います。そのため、それらの除却も

完了した後に、土石の除却確認を申請するものとします。 

(3) 土石の除却確認の申請から確認済証の交付までの手続 

ア 申請期間（省令第 42条） 

    工事主は、全ての土石の除却を完了した日から４日以内に、横浜市に土石の除却確認を申請し

なければなりません。 

なお、「４日以内」とは、全ての土石の除却を終えた日の翌日から起算して、４日目のことを

いいます。ただし、４日目が次の(ｱ)から(ｳ)に掲げる休日にあたるときは、休日の翌日（次の休

日以外の日）のことをいいます。 

【休日（横浜市の休日を定める条例第１条第１項）】 
ア 日曜日及び土曜日 
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
ウ 12月 29日から翌年の１月３日までの日 

 
全ての土石の除却を完了した日の翌日から４日目が休日以外の場合 

 
全ての土石の除却を完了した日の翌日から４日目が休日の場合 

※ 実際に現場確認をする日は、工事を完了した日から４日以後とすることができます。 

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 休日以外 全ての土石の除却 
を完了した日 

０ ３ 

１ ２ ４ 
日数 

申請期間 

起算日 全ての土石の除却 
を完了した日 

０ ３ ６ ５ 

休日以外 休日 休日 
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イ 土石の除却確認の申請に必要な書類及び現場確認の予約 

  次の表に掲げる書類１部を横浜市の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検

査」の担当課）に提出するとともに、現場確認の予約をしてください。 

 ※ 表の順に並べて綴じたものを提出してください。 

 ※ 次の表の「備考等」に特記がないものは、必ず提出する書類です。 

※ 土石の除却確認の申請については、手数料は不要です。 

 ※ 土石の除却確認の申請書は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課

のみに提出しますが、現場確認は、第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担

当課と「排水施設（※１）の審査・検査」の担当課の両方の課にて行いますので、両方の課に

おいて現場確認の予約をしてください。 

※ 原則として、現場確認を希望する日の２開庁日前までに、横浜市の担当課に電話して、又は

担当課の窓口にて、現場確認の予約をしてください。（予約状況によっては希望日に現場確認

を行うことができない場合があります。）  

表：土石の除却確認の申請に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 土石の堆積に関する工事
の確認申請書（別記様式
第 11） 

・ 工事主が法人の場合、氏名は法人の名称及び代表者の氏名
を記載します。代表者は法人の登記事項証明書で代表権を確
認できる者（支配人を含みます。）とします。 

２ 委任状 ・ 代理人が確認申請書の提出及び確認済証の受領等を行う場
合に、委任者、受任者（代理者）、委任事項及び作成日が記
載された委任状の提出が必要です。ただし、既に確認申請書
の提出及び確認済証の受領についても委任事項として記載さ
れている委任状を提出している場合は、改めて提出する必要
はありません。 

・ 代理人の印を訂正印又は検査済証等の受領印として使用す
る場合は、代理人の印を押印してください。 

・ 委任状は、工事主が作成するものですので、代理人が修正
及び追記を行うことはできません。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 

４ 土石の堆積の計画平面図 ・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの図面（工事計画
を変更している場合は、当該変更について変更許可を受け
た、若しくは変更協議が成立したとき又は事前協議が成立し
たときの図面）を提出してください。 

ウ 工事施行状況報告書の提出（市細則第 23条第２項） 

土石の除却確認の申請をしたときは、当該申請に係る工事の工事施行者は、速やかに、「土石

の堆積に関する工事に係る土石の除却状況報告書（市細則第 30号様式）」及び添付書類を横浜市

の担当課（第２項第１号の「技術的基準（※１）の審査・検査」の担当課）提出してください。 

   ※ 「土石の堆積に関する工事に係る土石の除却状況報告書（市細則第 30号様式）」の添付書類

については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可・工作物確認を受けて工事を開

始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照してください。 
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エ 確認済証の交付手続に必要な書類の提出 

確認済証の交付の手続には、事前に次の書類の提出が必要です。現場確認が終わり次第、速やかに、

横浜市の担当課（建築局 調整区域課 事務担当）に提出してください。 

表：確認済証の交付手続に必要な書類 

番号 書類 備考等 

１ 公図の写し 
（最新のもの） 

・ 最新のものを提出することとします。 
・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 
・ 工事施行区域の境界又は筆界が判別しにくい場合は、拡大図等を提出す
ることとします。 

・ 公図とは、不動産登記法第 14条第１項に規定する地図又は同条第４項に
規定する地図に準ずる図面の写しのこといいます。 

２ 地番一覧表 ・ 工事施行区域に含まれる筆が５筆以上の場合に提出が必要です。 
・ 工事施行区域に含まれる土地の地番を数字の若い順に列挙するものとし
ます。 

・ 工事施行区域内に筆の一部が含まれる場合は、「○番の一部」と記載す
るものとします。 

３ 位置図 ・ 工事施行区域の境界を赤色で示すこととします。 

４ 土石の堆積の計
画平面図 

・ 許可を受けた、又は協議が成立したときの図面（工事計画を変更してい
る場合は、当該変更について変更許可を受けた、若しくは変更協議が成立
したとき又は事前協議が成立したときの図面）を提出してください。 

エ 土石の除却確認及び確認済証の交付 

    現場及び書類での確認において、横浜市の担当課からの指摘事項があった場合は、現場の是正、

是正した状況を撮影した写真の提出又は書類の追加若しくは訂正等の必要な対応をしてくださ

い。また、指摘事項の内容によっては、改めて現場確認を行う場合があります。この場合におい

ては、改めて確認申請書の提出をする必要はありません。 

    現場及び書類での確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めるときは、工事

主に「土石の堆積に関する工事の確認済証（別記様式第 12）」を交付します。 

   ※ 現場確認には、工事施行者の現場管理者代理人が立ち会ってください。 

   ※ 現場確認の詳細については、横浜市の配布資料「開発許可・盛土規制法の許可宅造許可・工

作物確認を受けて取得し工事を開始するみなさま（工事施行者・工事監理者）へ」を参照して

ください。） 
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第２章 法の許可の基準（技術的基準以外のもの） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手
続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をして
はならない。 
一 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。 
二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。 
三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。 
四 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規
定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で
定めるものの施行に伴うものを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、
質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての
同意を得ていること。 

３から４ （略） 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事
項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によら
なければならない。 

１ 法の許可の基準 

  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法の許可を受けるには、許可の申請

が、次に掲げる基準に適合している必要があります。 

 (1) 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が法第 13条の規定に適合するものであること。 

  ※ 法第 13 条第１項は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る技術的基準に

ついて規定しています。詳細については、設計編を参照してください。 

  ※ 法第 13 条第２項は、政令で定める工事の設計をする者の資格について規定しています。詳細

については、第２項を参照してください。 

 (2) 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。 

  ※ 詳細については、第３項を参照してください。 

 (3) 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。 

  ※ 詳細については、第４項を参照してください。 

 (4) 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業その他

の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うも

のを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸

借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ているこ

と。 

  ※ 詳細については、第５項を参照してください。 

 

２ 設計者の資格（法第 13条第２項） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 （略） 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した
事項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計に
よらなければならない。 

【政令】 
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（資格を有する者の設計によらなければならない措置） 
第二十一条 法第十三条第二項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。）
の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 

一 高さが五メートルを超える擁壁の設置 

二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置 

（設計者の資格） 
第二十二条 法第十三条第二項の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大
正七年勅令第三百八十八号）による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業
した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。）に
おいて、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程（夜間において授業を行うものを除く。）
を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号において同
じ。）、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。 

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令
（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修
めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。 

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六
号）による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建
築の技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。 

五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者である
こと。 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 

第七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
ければならない。 

 一から四 （略） 
五 第一号の表に掲げる図面（令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。）を作成した者が
令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類 

   （以下略） 
（設計者の資格） 

第三十五条 令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と同
等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。 

一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則（昭和四
十四年建設省令第四十九号）第十九条第一号トに規定する講習を修了した者 

二 前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の
知識及び経験を有する者であると認めた者 

【告示】 
昭和 37 年建設省告示第 1005 号（宅地造成等規制法施行令第十七条第一号から第四号までに掲げる

者と同等以上の知識及び経験を有する者） 
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号）第二十二条第五号の規定により、

同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を次のとおり定める。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）の大学院若しくは
専攻科又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学の大学院若しくは研究科に一年以
上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して一年以上の実務
の経験を有する者 

二 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部
門（選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とす
るものに限る。）又は水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）とするものに合格
した者（技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成十五年文部科学省令第三十六号）の施行の
際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を林業部門（選択科目を「森林土木」とするも
のに限る。）とするものに合格した者及び技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成二十九年
文部科学省令第四十五号）の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門を農業部門
（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格した者を含む。） 

三 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）による一級建築士の資格を有する者 

四 前三号に掲げる者のほか、主務大臣が宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第三十五条第一号
に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 

【市細則】 
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（申請書の添付図書） 
第 11条 （略） 
３ 省令第７条第１項第５号に規定する書類には、設計者の資格に関する申告書（第６号様式）を添付
するものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。 （以下略） 

(1) 資格を有する者による設計によらなければならない工事（政令第 21条）（審査基準） 

   法第 13条第２項の規定により、次のア及びイに掲げる工事は、第２号に掲げる資格を有している者が

設計を行う必要があります。 

  ア 高さが５メートルを超える擁壁の設置 

※ この擁壁の高さとは、制度編第２章第１項第 18号に規定する「擁壁の地上高さ」のことをいうも

のと取り扱います。 

イ 盛土又は切土をする土地の面積が 1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置 

 ※ 工事施行区域内の盛土及び切土をする土地の面積の合計が 1,500平方メートルを超えた場合は、

どのように排水施設を設置するかにかかわらず、排水施設の設置に係る設計は、第２号に掲げる資

格を有している者が行うものと取り扱います。 

 ※ この「盛土又は切土をする土地の面積」には、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30

センチメートルを超えない盛土又は切土をする土地の面積を含みます。 

 (2) 資格を有する者（政令第 23条、省令第 35条及び昭和 37年建設省告示第 1005号） 

   法第 13条第２項に規定する「政令で定める資格を有する者」とは、次の表のいずれかに該当する者を

いいます。 

   なお、非正規の課程とは、科目等履修生や聴講生に係る課程のことをいいます。 

表：資格を有する者 

番号 資格を有する者 

提出が必要な書類 
※ 設計者の資格に関する申告書
（市細則 第６号様式）に添付
が必要な書類 

１ 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は旧大学
令による大学において、正規の土木又は建築に関する課程
を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して２年以
上の実務の経験を有する者 

・ 卒業証書の写し又は卒業証明
書の写し 

・ 実務従事証明書（規則外様式） 

２ 

学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前
期課程を含む。）において、正規の土木又は建築に関する
修業年限３年の課程（夜間において授業を行うものを除
く。）を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期
課程にあっては、修了した後。）、土木又は建築の技術に
関して３年以上の実務の経験を有する者 

・ 卒業証書の写し又は卒業証明
書の写し  

・ 実務従事証明書（規則外様式） 

３ 

前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学
（同法による専門職大学の前期課程を含む。）若しくは高
等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において、正
規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後（同法
による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。）、
土木又は建築の技術に関して４年以上の実務の経験を有
する者 

・ 卒業証書の写し又は卒業証明
書の写し 

・ 実務従事証明書（規則外様式） 

４ 

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は
旧中等学校令による中等学校において、正規の土木又は建
築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術
に関して７年以上の実務の経験を有する者 

・ 卒業証書の写し又は卒業証明
書の写し 

・ 実務従事証明書（規則外様式） 

５ 

土木又は建築の技術に関して 10 年以上の実務の経験を
有する者で、都市計画法施行規則第 19 条第１号トに規定
する講習を修了した者 

・ 登録講習機関が行う講習を修
了したことを証する書類 

・ 実務従事証明書（規則外様式） 
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番号 資格を有する者 

提出が必要な書類 
※ 設計者の資格に関する申告書
（市細則 第６号様式）に添付
が必要な書類 

６ 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）の大学院若
しくは専攻科又は旧大学令による大学の大学院若しくは
研究科に１年以上在学して土木又は建築に関する事項を
専攻した後、土木又は建築の技術に関して１年以上の実務
の経験を有する者 

・ 在学期間を証する書類 
・ 実務従事証明書（規則外様式） 

７ 

技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、
農業部門（選択科目を「農業農村工学」とするものに限
る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに
限る。）又は水産部門（選択科目を「水産土木」とするも
のに限る。）とするものに合格した者（技術士法施行規則
の一部を改正する省令（平成 15年文部科学省令第 36号）
の施行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術
部門を林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限
る。）とするものに合格した者及び技術士法施行規則の一
部を改正する省令（平成 29年文部科学省令第 45号）の施
行の際現に技術士法による第二次試験のうちで技術部門
を農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）
とするものに合格した者を含む。） 

・ 技術士二次試験合格証の写し
又は技術士二次試験合格証明書
の写し 

８ 
建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）による一級建

築士の資格を有する者 
・ 一級建築士免許の写し又は一
級建築士登録証明書の写し 

 (3) 資格を有する者であることを証する書類の取扱い（省令第７条第１項第５号及び市細則第 11 条

第３項）（審査基準） 

   第１号及びア又はイに掲げる工事は、前号の「表：資格を有する者」に掲げる資格を有する者の

設計によらなければならず、当該工事を施行する場合は、省令第７条第１項第５号の規定により許

可申請書に「資格を有する者であることを証する書類」を添付する必要があります。 

   この「資格を有する者であることを証する書類」とは、市細則第 11 条第３項に規定する「設計者

の資格に関する申告書（市細則第６号様式）」に前号の「表：資格を有する者」の「提出が必要な

書類」を添付したものとします。 

  ※ 前号の「表：資格を有する者」の「提出が必要な書類」は、「設計者の資格に関する申告書（市

細則第６号様式）」にて申告する資格に応じた書類を添付してください。 

  ※ 上記にかかわらず、資格情報を事前に建築局宅地審査部に申告している場合は、「設計者の資

格に関する申告書（市細則第６号様式）」及び前号の「表：資格を有する者」の「提出が必要な

書類」は提出不要です。この場合は、申告番号を「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可

申請書（省令別記様式第２）」の「設計者住所氏名」の欄に記入することとします。 

 

３ 工事主の資力及び信用（法第 12条第２項第２号） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の
手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可を
してはならない。 
一 （略） 
二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。 
 （以下略） 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 

第七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
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ければならない。 
 一から六 （略） 
七 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）
第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて
同じ。）の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

八 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 
イ 登記事項証明書 
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及
び住所を証する書類 

九 別記様式第三の資金計画書 
 十及び十一 （略） 
十二 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確か
めるために特に必要があると認めて規則で定める書類 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四
の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

 一から四 （略） 
五 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又は
これらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

六 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 
イ 登記事項証明書 
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及
び住所を証する書類 

七 別記様式第五の資金計画書 
八及び九 （略） 

 十 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に
必要があると認めて規則で定める書類 

【市細則】 
（申請書の添付図書） 

第 11条 （略） 
５ 省令第７条第１項第７号及び第８号ロ並びに第２項第５号及び第６号ロの住民票の写しは、個人番
号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27
号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）が記載されていないものとし、個人番号
カードの写しは、個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）の写しとする。 

６及び７ （略） 
８ 省令第７条第１項第 12号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要（第 11号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書（第 12号様式） 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書（第 13号様式）及び印鑑証明書 
(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他

第２号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(5)～(21) （略） 

９ （略） 
10 省令第７条第２項第 10号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 土石の堆積に関する工事等の概要（第 15号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書及び印鑑証明書 
(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他

第２号の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
（以下略）  

 (1) 工事主の資力及び信用に係る取扱い（法第 12条第２項第２号）（審査基準） 

法の許可の基準のうち法第 12 条第２項第２号に掲げる「工事主に当該宅地造成等に関する工事

を行うために必要な資力及び信用があること。」とは、工事主が次の全てに該当することをいうも

のと取り扱います。 

  ア 工事主が、申請に係る工事が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合にあっては、工事主

が当該工事に係る資金計画を明確に立てていること、申請に係る工事が土石の堆積に関する工事

の場合にあっては、土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を堆積する工事及び堆積した土
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石等を除却する工事に係る資金計画を明確に立てていること。 

   ※ 資金計画の内容は、資金計画書（省令別記様式第３又は第５）により確認します。 

   ※ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、工事主が、工事着手から工事完了までの

期間の資金計画を立てている必要があります。 

   ※ 土石の堆積に関する工事については、工事主が、土石の堆積を開始する前に行う工事に着手

するときから、堆積した土石等の除却が完了するまでの期間の資金計画を立てている必要があ

ります。 

※ 土石を継続的に、又は反復して売買する場合などその他の土石等の除却を予定しない場合で

あっても、土石の堆積に関する工事についての法の許可は、土石を除却することが前提であり、

恒久的に堆積を行うものではないため、堆積した土石等を除却するための資力を有している必

要があります（土石等を除却する工事に係る支出を０円とすることはできません）。この場合

において、申請に係る工事の期間を最大の許可の日から５年間とするときは、許可の日から５

年間のうちに土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を堆積する工事及び堆積した土石等

を除却する工事を行うものとして資金計画を立てるものとします。 

  イ 工事主が、アの資金計画に必要な資力を有していることが、次に掲げる書類により確認できる

こと。 

(ｱ) 金融機関が発行する工事主の預金残高証明書（成立１年未満の法人の場合又は自己資金で申

請に係る工事を施行する場合） 

※ 自己資金で申請に係る工事を施行しない場合であっても、成立１年未満の法人の場合は、

提出が必要です。 

(ｲ) 金融機関等が発行する工事主への融資証明書であって、次に掲げる事項が明示されたもの

（借入金で申請に係る工事を施行する場合。） 

    ａ 申請に係る工事の資金であること 

    ｂ 申請に係る工事施行区域の所在地及び地番 

    ｃ 融資時期（申請に係る工事の着手までに融資が開始されるものであること。） 

(ｳ)  融資元の印鑑証明書及び預金残高証明書（借入金で申請に係る工事を施行する場合であっ

て、融資元が金融機関でないとき。） 

(ｴ) 工事主が法人の場合にあっては、ウの納税証明書（その１）に係る事業年度の貸借対照表及

び損益計算書（決算報告書）。ただし、成立１年未満の法人の場合にあっては、設立から最新

月までの法人税申告のための基礎資料。 

  ウ 工事主が、所得税又は法人税等を滞納していないこと。 

   ※ 工事主が個人の場合にあっては所得税について、工事主が法人の場合にあっては法人税につ

いて、納税証明書（その１）により確認します。納税証明書（その１）は、原則として前年度

分のものとします。 

   ※ 工事主が個人の場合で、かつ、納税証明書（その１）による確認が困難な場合は、住民税の

納税証明書又は源泉徴収票等が必要になる場合があります。 

  エ 工事主が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

(ｱ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
(ｲ) 法若しくは改正前の宅地造成等規制法（以下このエにおいて「旧法」という。）又はそれらの

法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から５年を経過しない者 

(ｳ) 法第 12 条、法第 16 条、法第 30 条若しくは法第 35 条又は旧法第８条第１項若しくは旧法第
12条第１項の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者（当該許可を取り消
された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第 15条の規定によ
る通知があった日前 60 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過
しない者を含む。） 

(ｴ) 法（旧法を含む。）に基づき擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措
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置をとることを命ぜられた者で、当該措置を完了した日から６か月を経過しない者（当該命ぜ
られた者が法人である場合においては、当該命令の処分を受ける原因となった工事が行われた
当時現に当該法人の役員であった者で当該措置を完了した日から６か月を経過しない者を含
む。）（命ぜられた措置を行うために法第 12条第１項の許可を受ける場合を除く。） 

(ｵ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力
団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下このエにおいて「暴力団員等」という。） 

(ｶ) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
(ｷ) 法人の場合にあっては、その役員のうちに(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)又は(ｵ)に該当する者があるもの 

※ この「役員」は、法人の役員のうち申請に係る工事について決定権を有する者ではなく、
法人の全ての役員のことをいいます。 

   ※ 工事主の資力及び信用に関する誓約書（市細則第 13号様式）により、上記に掲げるものに該

当しないことを誓約する必要があります。また、当該誓約が虚偽であること又はこの誓約に反

したことにより、市長が法第 12条第１項又は法第 16条第１項の許可について不許可の処分又

は許可の取消しの処分その他の不利益となる処分等を行っても、異議は一切申し立てないこと

及び当該誓約した事項について市長が真偽を確認するために、市長が必要と認めた場合には、

工事主又は工事主の役員の氏名、住所及び生年月日等の個人情報を使用して、警察及び関係行

政機関に照会することに同意することについても、工事主の資力及び信用に関する誓約書（市

細則第 13号様式）により誓約する必要があります。 

   ※ 誓約書には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。 

(2) 工事主の資力及び信用に係る申請書の添付書類の取扱い（審査基準） 

法の許可の申請書に添付する書類のうち工事主の資力及び信用に係る書類は、省令第７条第１項

第７号から第９号、同条第２項第５号から第７号、市細則第 11 条第８項第２号及び第３号並びに

同条第 10項第２号及び第３号のとおりです。これらの書類について、次のとおり取り扱います。 

ア 住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものの提出が必要な役員の取扱い

（省令第７条第１項第８号ロ、同条第２項第６号ロ） 

  省令第７条第１項第８号ロ及び同条第２項第６号ロ中の「役員」とは、法人の役員のうち申請

に係る工事について決定権を有する者（申請書の「工事主住所氏名」の欄に記載する法人の代表

者（支配人を申請に係る代表者とする場合は、支配人）を含みます。）と取り扱います。当該「役

員」に該当する者については、「工事主の資力及び信用に関する申告書（第 12号様式）」の第２

面に記入するとともに、住民票の写し（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、

最新の内容であるもの。）、個人番号カードの写し又はこれらに類するものを申請書に添付する

ことが必要です。 

  イ 住民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものの取扱い（省令第７条第１項第

７号、同項第８号ロ、同条第２項第５号及び同項第６号ロ） 

住民票の写し（申請時から３か月前の日以後に発行されたもの、かつ、最新の内容であるもの。）

又は個人番号カードの写しに類するものとは、運転免許証の写し、運転経歴証明書（交付年月日

が平成 24 年４月１日以降のものに限ります。）の写し、在留証明、在留カードの写し又は特別

永住者証明書の写しと取り扱います。 

ただし、申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できる者につ

いては、当該印鑑証明書を住民票の写し又は個人番号カードの写しに類するものと取り扱います。 

   ※ 市細則第 11 条第５項の規定により、住民票の写しは、個人番号が記載されていないものと

し、個人番号カードの写しは、個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）

の写しとします。 

   ※ 申請書に添付する印鑑証明書によって、氏名、住所及び生年月日が確認できない場合は、住

民票の写し、個人番号カードの写し又はこれらに類するものの提出が必要です。 
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ウ 工事主の資力及び信用に関する申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書

類の取扱い（市細則第 11条第８項第４号及び第 10項第４号） 

  市細則第 11条第８項第４号及び第 10項第４号に規定する「その他第２号の申告書に記載した

事項を確認するため市長が必要と認める書類」とは、第１号の取扱い（審査基準）に係る書類及

び当該取扱い（審査基準）について審査するために市長が必要と認める書類とします。 

 

４ 工事施行者の工事施行能力（法第 12条第２項第３号） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の
手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可を
してはならない。 
一及び二 （略） 
三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。 
 （以下略） 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 

第七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
ければならない。 

 一から十一 （略） 
十二 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確か
めるために特に必要があると認めて規則で定める書類 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四
の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

 一から九 （略） 
 十 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に

必要があると認めて規則で定める書類 
【市細則】 
（申請書の添付図書） 

第 10条 （略） 
８ 省令第７条第１項第 12号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
 (1)～(4) （略） 
(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書（第 14 号様式）及び法人の登記事項証明書、建設業
の許可を証する書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類  

(6)～(21) （略） 
９ （略） 
10 省令第７条第２項第 10号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
 (1)～(4) （略） 
 (5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書及び法人の登記事項証明書、建設業の許可を証する書

類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
 （以下略） 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合の工事施行者の工事施行能力に係る取扱い（法第 12

条第２項第３号）（審査基準） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の場合において、法の許可の基準のうち法第 12 条第２項

第３号に掲げる「工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があるこ

と。」とは、工事施行者が次のアかつイに該当することをいうものと取り扱います。 

なお、法の許可にあたっては、工事施行者について審査する必要があるため、法の許可申請を行

うときに工事施行者を未定とすることはできないものと取り扱います。 

  ア 申請に係る工事の施行に必要な建設業法の免許を受けていること。ただし、工事施行者が、建

設業法第３条ただし書に規定する「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とす

る者」に該当する場合を除く。 
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   ※ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の内容は多岐にわたるため、原則として「土木工事業」

の免許を受けていることとします。ただし、崖面を覆う建築物（建築物で崖面を覆う場合の盛

土又は切土が法の規制対象（土地の形質の変更）に該当する場合（制度編第３章第６項第８号

イの場合）の当該建築物に限ります。）の建築工事を施行する場合は、「建築工事業」の免許

も受けていることとします。 

なお、工事の内容に応じた建設業の種類は、原則として次の表のとおりです。 

表：工事の種類と建設業法の建設業の種類 

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事） 

工事の内容 建設業の種類 

鉄筋コンクリート造の擁壁に係る工事 

土木工事業 

又は 

とび・土工工事業 

無筋コンクリート造の擁壁に係る工事 

大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁以外の擁壁に係る工事 

崖面崩壊防止施設に係る工事 

地盤改良工事 

杭工事 

盛土又は切土に係る工事 

（のり面に係る工事を含む。） 

暗渠排水工 

基盤排水層・水平排水層に係る工事 

のり面保護工 

排水施設に係る工事 

間知石練積み造擁壁に係る工事 土木工事業 

又は 

石工事業 

大臣認定擁壁のうち練積み造擁壁に係る工事 

補強コンクリートブロック造の擁壁に係る工事 

地下車庫の建築工事 

土木工事業、 

とび・土工工事業 

又は建築工事業 

崖面を覆う建築物（地下車庫を除く。）の建築工事 建築工事業 

   ※ 「政令で定める軽微な建設工事」とは、「工事１件の請負代金の額が５百万円（当該建設工

事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円）に満たない工事又は建築一式工事のう

ち延べ面積が 1,500平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事（建設業法施行令第１条

の２第１項）」のことをいいます。 

イ 申請に係る工事と同等の規模以上の宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は開発行為

に関する工事を施行し、完了させた実績を有すること。 

 ※ 「申請に係る工事と同等の規模以上」とは、申請に係る工事が宅地造成又は特定盛土等に関

する工事の場合にあっては、実績を有する宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は開発

行為に関する工事における盛土及び切土をした土地の面積が、申請に係る盛土及び切土をする

土地の面積と同程度以上であることをいいます。 

   ※ 宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は開発行為に関する工事は、原則として、法（旧

宅地造成等規制法を含みます。）の許可又は都市計画法の開発許可を受けたものとします。 

   ※ 工事の実績には、工事の元請人としての実績だけでなく、工事の下請人としての実績も含み

ます。 
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(2) 土石の堆積に関する工事の場合の工事施行者の工事施行能力に係る取扱い（法第 12 条第２項第

３号）（審査基準） 

土石の堆積に関する工事の場合において、法の許可の基準のうち法第 12 条第２項第３号に掲げ

る「工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。」とは、

工事施行者が申請に係る工事の施行に必要な建設業法の免許を受けていること（ただし、工事施行

者が、建設業法第３条ただし書に規定する「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営

業とする者」に該当する場合を除く。）をいうものと取り扱います。 

なお、土石の堆積に関する工事には、大きく分けて、土石の堆積を開始する前に行なう工事、土

石を堆積する工事及び堆積した土石等を除却する工事があり、法の許可申請を行うときに、それら

全ての工事について工事施行者を未定とすることはできないものと取り扱います。 

  ※ 土石の堆積に関する工事の内容は多岐にわたるため、原則として「土木工事業」の免許を受け

ていることとします。ただし、構台又は鋼矢板等の工作物の解体を行う場合は、当該解体に必要

な建設業の免許も受けていることとします。 

なお、工事の内容に応じた建設業の種類は次の表のとおりです。 

表：工事の種類と建設業法の建設業の種類 

（土石の堆積に関する工事） 

工事の内容 建設業の種類 

土石の積重ね 
建設業の 

許可不要 

土石を堆積する土地の勾配を 1/10 以下にするための 

盛土又は切土に係る工事 

土木工事業 

又は 

とび・土工工事業 

構台に係る工事 

地盤改良工事 

柵等に係る工事 

排水施設（側溝及び沈砂池を含む。）に係る工事 

鋼矢板等に係る工事 

構台又は鋼矢板等の工作物の解体 

とび・土工工事業 

又は 

解体工事業 

※ 工事の内容等により必

要な免許が異なります。 

※ 土石を継続的に、又は反復して売買する場合などその他の土石等の除却を予定しない場合であ

っても、土石の堆積に関する工事についての法の許可は、土石を除却することが前提であり、恒

久的に堆積を行うものではないため、法の許可申請を行うときに堆積した土石等を除却する工事

に係る工事施行者を未定とすることはできないものと取扱います。 

  この場合において、申請に係る工事の期間を最大の許可の日から５年間とするときは、許可の

日から５年間のうちに土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を堆積する工事及び堆積した

土石等を除却する工事を行うものとして工事施行者を決めるものとします。 

(3) 工事施行者の工事施行能力に係る申請書の添付書類の取扱い（市細則第 11 条第８項第５号並び

に同条第 10項第５号）（審査基準） 

法の許可の申請書に添付する書類のうち工事施行者の工事施行能力に係る書類は、市細則第 11

条第８項第５号並びに同条第 10 項第５号のとおりです。当該書類について、次のとおり取り扱い

ます。 

  ※ 土石の堆積に関する工事の場合であって、土石の堆積を開始する前に行なう工事、土石を堆積
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する工事及び堆積した土石等を除却する工事ごとに工事施行者を分ける場合は、工事施行者ごと

に工事施行者の工事施行能力に係る書類の提出が必要です。 

  ア 建設業の許可を証する書類の取扱い 

市細則第 11 条第８項第５号並びに同条第 10 項第５号に規定する「建設業の許可を証する書

類」とは、次に掲げる書類をいうものと取り扱います。 

   (ｱ) 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明（確認）書の原本 

    ※ 前号アのとおり、原則として「土木工事業」の許可に係るものを提出してください。 

   (ｲ) 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムにおいて申請に係る工事施行者に

ついて建設業者の詳細情報を印刷したもの 

    ※ 上記(ｱ)の建設業許可証明（確認）書の原本を提出している場合は、提出は不要です。 

    ※ 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムの WEBアドレス 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ 

  イ その他市長が必要と認める書類の取扱い 

市細則第 11条第８項第５号並びに同条第 10項第５号に規定する「その他市長が必要と認める

書類」とは、工事施行者の工事施行能力に関する申告書（市細則第 14 号様式）の記載事項に誤

りがないことを確認するために市長が必要と認める書類をいうものと取り扱います。 

 

５ 土地の所有者等の同意（法第 12条第２項第４号） 

【法】 
（宅地造成等に関する工事の許可） 

第十二条 （略） 
２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の
手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可を
してはならない。 
一から三 （略） 
四 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に
規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として
政令で定めるものの施行に伴うものを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、
地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する
者の全ての同意を得ていること。 

 （以下略） 
【政令】 
（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等） 

第五条 （略） 
２ 法第十二条第二項第四号（法第十六条第三項において準用する場合を含む。）の政令で定める事業
は、次に掲げるものとする。 
一 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する土地区画整理事業 
二 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第二十六条第一項の規定による告示（他の法律の
規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。）に係る事業 

三 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業 
四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七
号）第二条第四号に規定する住宅街区整備事業 

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第二条第五
号に規定する防災街区整備事業 

六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九号）第二条第三
項に規定する地域福利増進事業のうち同法第十九条第一項に規定する使用権設定土地において行
うもの 

【省令】 
（宅地造成等に関する工事の許可の申請） 

第七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者
は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事（指定都市
又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。）に提出しな
ければならない。 

 一から九 （略） 
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 十 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 
十一及び十二 （略） 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四
の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 

 一から七 （略） 
 八 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類 
九及び十 （略） 

【市細則】 
（申請書の添付図書） 

第 11条 （略） 
６ 省令第７条第１項第 10号及び第２項第８号に規定する書類は、工事施行区域内の権利者一覧表、
工事施行同意証明書（第７号様式）、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意を
得たことを証する書類とする。 
（以下略） 

(1) 同意が必要な者の取扱い（法第 12条第２項第４号）（審査基準） 

法の許可の基準のうち法第 12 条第２項第４号中の「当該宅地造成等に関する工事（中略）をし

ようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は

その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者」とは、申請に係る工事施行区域内の土地につ

いて、所有権、地上権、永小作権、地役権、質権（当該土地を占有する不動産質権者に限る。）、

賃借権、使用貸借による権利及び採石権を有する者と取り扱います。 

なお、政令第５条第２項に掲げる事業の施行に伴う工事の場合は同意を要しませんが、申請に係

る工事施行区域のうち当該事業区域外の土地については、各事業の根拠法令において、土地所有者

等の同意が不要である規定がない限り、同意は必要であるものと取り扱います。 

  ※ 許可申請に当たっては、あらかじめ、工事施行区域内の土地について上記の権利を有する者全

ての同意を得る必要があります。 

※ 土地を共有して所有している場合など、権利を有する者が複数いる場合は、権利を有する者全

ての同意が必要です。 

  ※ 使用貸借による権利とは、ある物を賃料を支払わないで使用収益できる権利です。申請に係る

工事施行区域内の土地について使用貸借による権利を有する者がいる場合は、その者の同意が必

要です。 

※ 工事施行区域内に建築物その他の工作物（以下この注釈において「建築物等」といいます。）

がある場合は、当該建築物等の所有者が、当該建築物が存する土地に賃借権又は使用貸借による

権利を有している者に該当するものとして取り扱い、当該所有者の同意が必要です。 

※ 申請書に添付が必要な「工事施行区域内の権利者一覧表（規則外様式）」には、申請に係る工

事施行区域内に登記されていない権利を有する者についても記載しなければならないものとしま

す。 

(2) 「法第 12 条第２項第４号の全ての同意を得たことを証する書類」の取扱い（市細則第 11 条第６

項）（審査基準） 

法の許可の申請書に添付する書類のうち土地の所有者等の同意に係る書類は、市細則第 11 条第

６項のとおり「工事施行区域内の権利者一覧表、第７号様式の工事施行同意証明書、印鑑証明書、

当該土地・建物の登記事項証明書その他同意を得たことを証する書類」です。当該書類について、

次のとおり取り扱います。 

  ア 工事施行区域内の権利者一覧表の取扱い 

    市細則第 11条第６項に規定する「工事施行区域内の権利者一覧表」とは、工事施行区域内の土

地について前号に規定する同意が必要な者に該当する全ての者を記載するもので、当該土地１筆

ごとかつ当該土地について権利を有する者１者ごとに、１行ずつを記載するものとします。 

   ※ 規則外様式を使用することができます。 
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※ 「地目又は建築物その他の工作物の種類」及び「権利の種別」は、登記されている場合は、

登記事項証明書のとおり記載することとします。 

   ※ 権利を有する者の住所及び氏名は、印鑑証明書のとおり記載することとします。 

  イ 工事施行同意証明書（市細則第７号様式）の取扱い 

    同意に係る権利を有する者は、許可申請時点で最新の者である必要があり、また、市細則第 11

条第６項に規定する「工事施行同意証明書」の同意年月日は、同意に係る権利が登記された日（※）

以後とするものと取り扱います。 

   ※ 土地・建物の登記事項証明書に付された登記の日付であって、原因の日付ではありません。 

  ウ その他同意を得たことを証する書類の取扱い 

(ｱ) 権利を有する者として登記されている者の死亡等の場合の取扱い 

権利を有する者として登記されている者の死亡等により、登記されている者本人から工事施

行同意証明書（市細則第７号様式）及び印鑑証明書の取得ができない場合（権利を有する者が

同意しない場合及び取得に時間を要する場合を除く。）は、申請書に添付する「法第 12 条第

２項第４号の全ての同意を得たことを証する書類」を、その他同意を得たことを証する書類と

することができるものと取り扱います。具体的な書類については、窓口にてご相談ください。 

(ｲ) 権利を有する者が国又は地方公共団体等の公共機関の場合の取扱い 

     権利を有する者が、印鑑証明書の取得ができない国又は地方公共団体等の公共機関の場合に

は、申請書に添付する「法第 12 条第２項第４号の全ての同意を得たことを証する書類」を工

事施行同意証明書（市細則第７号様式）及び印鑑証明書に代えて、「その他同意を得たことを

証する書類」として、当該公共機関が作成した、申請に係る工事に当該公共機関が同意してい

ることが分かる文書とすることができるものと取り扱います。 
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・ 法第 13条第１項に規定する技術的基準 

・ 都市計画法第 33 条第１項第７号に規定する開発許可基準 
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第１章 適用範囲 

１ 法の手続における適用範囲 

この設計編の基準のうち、第２章の宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての技術的基準

の取扱いは、法第 12条第１項及び法第 16 条第１項に規定する許可、法第 15条第１項（法第 16条

第３項において準用する場合を含む。）に規定する協議、法第 17条第１項及び法第 18条第１項に

規定する検査、法第 17条第４項に規定する確認、市細則第 10条に規定する協議並びに市細則第 19

条第３項及び第８項に規定する確認において、法第 13 条第１項に規定する技術的基準への適合の

審査、検査及び確認について適用する。ただし、各取扱いに開発許可基準にのみ適用する旨の記載

がある場合を除く。 

２ 都市計画法の手続における適用範囲 

この設計編の基準のうち、第２章の宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての技術的基準

の取扱いは、都市計画法第 29 条第１項及び同法 35 条の２に規定する許可、同法第 34 条の２（法

第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する協議、同法第 36条第２項に規定す

る検査、横浜市都市計画法施行細則第３条に規定する協議並びに同細則第 13 条第２項に規定する

確認において、都市計画法第 33条第１項第７号に規定する開発許可基準（法第 13 条第１項に規定

する技術的基準を含む。）への適合の審査、検査又は確認について適用する。 

３ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る工事施行区域外の擁壁等への適用 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事（開発行為の場合は、開発行為及び開発行為に関する工事

を含む。以下この章において同じ。）に係る工事施行区域（開発行為の場合は、開発区域を含む。

以下この章において同じ。）内の盛土又は切土によって工事施行区域外の盛土、崖（自然崖を含む。）、

のり面、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその

他の土留（以下この項において「工事施行区域外の擁壁等」という。）が影響を受ける場合は、第

１項及び第２項の審査、検査及び確認（宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものに限る。）

において工事施行区外の擁壁等にも、この設計編の基準のうち、第２章の宅地造成又は特定盛土等

に関する工事についての技術的基準の取扱い（審査基準及び指導基準）を適用する。この場合にお

いては、工事施行区域内の盛土及び切土によって、工事施行区外の擁壁等について新たに基準に適

合しない事項が生じないことを審査、検査及び確認することとする。 

【解説】 

この設計編の取扱い（審査基準及び指導基準）の適用については、次のとおりです。 

なお、この設計編の取扱い（審査基準及び指導基準）以外にも、第１項の検査及び確認においては、

盛土規制法に関係する法令等の規定が、第２項の検査及び確認においては、都市計画法に関係する法

令等の規定が適用されますので、留意してください。（例えば、鉄筋コンクリート造擁壁には、盛土

規制法の規定により、関係する建築基準法の告示が適用されます。） 

１ 次に掲げる審査、検査及び確認における、法第 13条第１項に規定する技術的基準への適合の審査、

検査及び確認において適用します。（ただし、各取扱いに開発許可基準にのみ適用する旨の記載があ

る場合を除きます。） 

(1) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての許可（法第 12条第１項） 

(2) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可（法第 16条第１項） 

(3) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての協議（法第 15条第１項） 

(4) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更についての協議（法第 15 条第

１項（法第 16条第３項において準用。）） 

(5) 中間検査（法第 17条第１項） 

(6) 完了検査（法第 18条第１項） 

(7) 土石の除却確認（法第 17 条第４項） 

(8) 工程確認（市細則第 19条第３項） 

(9) 事前協議（市細則第 10条） 
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２ 次に掲げる審査、検査及び確認における、都市計画法第 33 条第１項第７号に規定する開発許可基

準への適合の審査、検査及び確認において適用します。 

(1) 開発行為の許可（都市計画法第 29 条第１項） 

(2) 開発行為の変更の許可（都市計画法第 35条の２） 

(3) 開発行為についての協議（都市計画法第 34条の２） 

(4) 開発行為の変更についての協議（都市計画法第 34条の２（法第 35条の２第４項において準用。）） 

(5) 完了検査（都市計画法第 36 条第２項） 

(6) 事前協議（横浜市都市計画法施行細則第３条） 

(7) 工程確認（横浜市都市計画法施行細則第 13条第２項）に規定する確認 

 

３ 第１項及び第２項の審査、検査及び確認（宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものに限り

ます。）においては、工事施行区域内の盛土又は切土による工事施行区域外の擁壁等への影響も審査、

検査及び確認します。 

具体例としては、工事施行区域内の盛土及び切土によって、工事施行区域外において、擁壁の根入

れが不足する、擁壁の上載荷重が許容値を超える、安全性が確認できない崖に盛土によって負担をか

ける又は排水施設等の雨水の流れを盛土によって止めるなどといったことが生じる工事については、

許可することはできません。 

 

  



設計編 

 

 設計編-4 

第２章 宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての技術的基準の取扱い 

第１節 事前調査等 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

第七条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のう
ち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 （略） 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが
特に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合
においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安
定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。 

三 （略） 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

【規則】 
（宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地） 

第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主
務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 

一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土 
地 

三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が
集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域及びその周辺に適用する。 

【解説】 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行う場合は、当該工事を行う範囲だけではなく、その周辺

の地盤及び地形等を十分に把握したえうえで、当該工事の設計を行う必要があります。 

 

２ 過去の宅地造成又は特定盛土等に関する工事等に係る調査 

【審査基準】 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計は、あらかじめ工事施行区域及びその周辺において過

去に行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事、開発行為に関する工事又は擁壁の築造工事につ

いて調査するものとする。 

【解説】 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計においては、工事施行区域内及びその周辺の既存の盛

土、崖、擁壁及び排水施設等（以下この項において「既存擁壁等」といいます。）について十分に把

握し、既存擁壁等の技術的基準への適合状況や、行おうとする工事の既存擁壁等への影響を考慮する

必要があります。 

そのため、工事施行区域及びその周辺における、過去の次に掲げる手続の状況について調査するも
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のとします。 

 (1) 宅地造成又は特定盛土等規制法第 12条第１項の許可又は同法第 15条第１項の協議に係る手続の

状況（許可・協議番号、許可・協議成立年月日及び検査済証交付年月日） 

 (2) 旧宅地造成等規制法第８条第１項の許可又は同法第 11 条の協議に係る手続の状況（許可・協議

番号、許可・協議成立年月日及び検査済証交付年月日） 

 (3) 都市計画法第 29条第１項の許可又は同法第 34条の２第１項の協議に係る手続の状況（許可・協

議番号、許可・協議成立年月日、検査済証交付年月日及び工事完了公告年月日） 

 (4) 建築基準法第 88 条第１項において準用する同法第６条第１項若しくは第６条の２第１項又は同

法第 18 条第２項若しくは第４項の擁壁の確認申請又は擁壁の計画通知に係る手続の状況（確認申

請・計画通知受付番号、確認済証交付年月日及び検査済証交付年月日） 

 (5) 旧住宅地造成事業に関する法律第４条の認可に係る手続の状況（認可番号、認可年月日、検査済

証交付日及び工事完了公告年月日） 

 なお、上記各号に掲げるものについては、「よこはま建築情報センター（横浜市庁舎２階）」にて

調査することができます。また、同センターにて一部図面の取得も可能ですので、当該図面により過

去の擁壁の築造や、盛土等の状況についてできる限り把握したうえで、設計を行ってください。 

また、上記第１号から第５号の手続に係る検査済証が交付されている場合は、検査済証が交付され

たときから既存擁壁等の形態等が変更されていないかや、既存擁壁等の劣化が進んでいないかを調査

する必要があります。 

※ 既存の既存擁壁等の形態等が変更されている場合や、行おうとする宅地造成又は特定盛土等に関

する工事で既存擁壁等の形態等を変更する場合は、改めて技術的基準に適合するか確認する必要が

あります。 

 

３ 地盤調査 

【審査基準】 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計は、あらかじめ工事施行区域及びその周辺の地盤

調査を行ったうえで実施しなければならない。 

ただし、次に掲げるいずれにも該当しない場合にあっては、工事施行区域及びその周辺の地盤

を想定して設計し、当該工事に着手した後に地盤を確認することにより、地盤調査を行ったもの

とみなすことができる。この場合において、当該確認により想定した地盤と異なった場合には、

必要に応じて工事の設計の変更を行わなければならない。 

ア 擁壁の設置又は盛土に必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2を超える場合 

イ 鉄筋コンクリート造擁壁又は無筋コンクリート造擁壁の構造計算において市長が定める数

値（硬質の関東ロームに係る数値に限る。第５節第３項及び第４項を参照。）以外の土質諸定

数を用いる場合 

ウ 基礎ぐいを設置する場合 

エ 深層の地盤改良（柱状改良）を行う場合 

オ 軟弱地盤であることが想定される場合 

カ 既存の盛土の上に擁壁の設置又は盛土をする場合 

キ 設計において安定計算を行う必要がある場合 

ク 政令第８条第１号イの規定により崖面を擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆わない場合（当該崖

面の勾配が 45°を超えるものに限る。） 

ケ その他市長が必要と認める場合 

 (2) 前号の地盤調査（ただし書の場合を除く。）は、ボーリング調査・標準貫入試験とし、設計に

必要な土質試験を行うものとする。ただし、次の場合は、スクリューウェイト貫入試験その他の
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試験又は調査による地盤調査を行うことができる。 

  ア ボーリング調査・標準貫入試験による地盤調査を補完するものとして、その他の試験又は調

査による地盤調査を行う場合 

  イ 前号アの場合の地盤調査であって、その他市長がスクリューウェイト貫入試験その他の試験

又は調査による地盤調査とすることをやむを得ないと認める場合 

 (3) 基礎ぐいの設置又は深層の地盤改良を行う場合（第１号イ又はウ）の調査は、少なくとも２箇

所以上でボーリング調査・標準貫入試験を行い、基礎ぐい又は改良地盤の支持地盤及び周辺の地

盤の地盤を十分に把握しなければならない。ただし、基礎ぐいの設置又は深層の地盤改良を行う

範囲が小さく、１箇所のボーリング調査・標準貫入試験で支障ないと市長が認めた場合は、１箇

所とする。 

 (4) 設計において安定計算を行う必要がある場合（第１号カ）の調査は、少なくとも安定計算に係

る斜面又は盛土の上方及び下方の２箇所以上でボーリング調査・標準貫入試験を行い、斜面又は

盛土全体及びその周辺の地盤を十分に把握しなければならない。 

【解説】 

 (1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、その基礎情報として地盤調査の結果がないと

適切な設計を行うことができません。また、設計の際に想定した地盤と実際の地盤が異なることが

工事着手後に判明すると、工事施行が中断するなど災害の発生の危険性が高まります。そのため、

設計の前にあらかじめ地盤調査を行うことが重要です。 

特に第１号アからケに掲げる場合は、地盤調査の結果が設計に大きな影響を与えるものや、地盤

調査の結果がないと設計が困難なものであり、設計を行う前に、あらかじめ調査を行うことを必須

としています。 

   また、全ての工事の設計において、あらかじめ地盤調査を行うことが望ましいですが、第１号ア

からクに掲げる場合に該当しない場合は、地盤による設計への影響が小さいため、工事着手後の現

場において想定した地盤であるか確認することができることとしています。 

 (2) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の地盤調査は、構造物の要求性能、設計方法、基礎工法、

立地条件等により必要な情報が得られる方法を採用する必要があります。 

第１号アからケに掲げる場合は、設計の内容に応じて、Ｎ値、地盤の種類、構成、許容支持力、

粘着力、内部摩擦角、単位重量、圧密降伏応力、地震時の液状化及び水位等を把握する必要がある

ため、ボーリング調査・標準貫入試験を行ったうえで、設計に必要な土質試験を行うこととしてい

ます。また、行う土質試験は、設計に必要な情報が得られるように留意して行う必要があります。 

   なお、ボーリング調査・標準貫入試験の結果、液状化又は圧密沈下の恐れがある場合は、液状化

又は圧密沈下に係る土質試験を行うこととします。 

また、スクリューウェイト貫入試験その他の試験又は調査による地盤調査を行うことができるの

は、ボーリング調査・標準貫入試験による地盤調査を補完するために地盤調査を行う場合と、擁壁

の設置に必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2を超える場合の地盤調査であって、その他市長がス

クリューウェイト貫入試験その他の試験又は調査による地盤調査とすることをやむを得ないと認

める場合のいずれかです。この「その他市長がスクリューウェイト貫入試験その他の試験又は調査

による地盤調査とすることをやむを得ないと認める場合」であっても、スクリューウェイト貫入試

験で確認できる地盤の許容応力度の上限は、120kN/㎡ですので、留意してくだささい。 

(3) 基礎ぐいの設置又は深層の地盤改良を行う場合は、基礎ぐい又は改良地盤の支持地盤及び周辺の

地盤の地盤の構成及び傾斜等を十分に把握しないと、設計を行うことが困難であり、工事施行中に

支持地盤の標高が想定と大きく違うことが判明すると、工事を一時中断して、設計をやり直す必要

が生じてしまいます。そのため、あらかじめ基礎ぐい又は改良地盤の支持地盤及び周辺の地盤の地

盤を十分に把握したうえで設計を行うことが重要です。 

   そのため、ボーリング調査・標準貫入試験は、基礎ぐい又は改良地盤の支持地盤及び周辺の地盤
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の状況を把握するために必要な数を実施することとします。少なくとも２箇所以上のボーリング調

査・標準貫入試験を求めていますが、基礎ぐい又は地盤改良を行う範囲や、地形等によっては、２

箇所では不十分な場合もあります。その場合は、調査箇所を増やす、又はスクリューウェイト貫入

試験等を併せて実施するなどの対応が必要です。 

   ただし、既存の一戸建ての住宅の擁壁の築造替えの場合など、基礎ぐいの設置又は深層の地盤改

良を行う範囲が小さい場合で、１箇所のボーリング調査・標準貫入試験で、地盤の状況を十分に把

握でき、設計上支障がないと市長が認めた場合は、地盤調査を１箇所のボーリング調査・標準貫入

試験（必要に応じてスクリューウェイト貫入試験等を併せて実施）とすることができます。 

   なお、地盤調査結果は、原則として、地盤の断面図に施工する基礎ぐい又は改良体の位置及び標

高等を記載したものを提出してください。 

 (4) 安定計算を行う場合は、安定計算に係る斜面又は盛土及びその周辺の地盤状況がその結果を大き

く左右するため、適切に地盤調査を実施することが重要です。また、斜面又は盛土の上方又は下方

の一方のみの地盤調査では、地盤の構成や傾斜を適切に把握することは困難です。そのため、安定

計算を行う場合は、少なくとも安定計算に係る斜面又は盛土の上方及び下方の２箇所以上でボーリ

ング調査・標準貫入試験を行わなければなりません。 

   なお、地盤調査結果として、安定計算を行う位置のおける地盤の断面図（盛土又は切土をした後

の地形及び地物を明示したのもの）を提出する必要があります。 

 

４ 集水区域、渓流等及び集水地形の調査 

【審査基準】 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計は、次のアからウに掲げる事項の調査をあらかじ

め行ったうえで実施しなければならない。 

ただし、工事施行区域及びその周辺の土地が平坦地（勾配１／10（約 5.4度）以下である土地

をいう。）であって、明らかに政令第７条第２項第２号に規定する土地（渓流等）及び集水地形

に該当しない場合は、イ及びウの調査は要しない。また、工事施行区域及びその周辺の土地が山

間部又はその周辺の土地に該当しない場合は、イの調査は要しない。 

ア 工事施行区域に係る集水区域 

イ 工事施行区域及びその周辺の土地の政令第７条第２項第２号に規定する土地（「渓流等」と

いう。以下同じ。）への該当 

ウ  工事施行区域及びその周辺の土地の集水地形への該当 

(2) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に着手した後に、工事施行区域に地下水（湧水）（その

周辺の土地から侵入するものを含む。）がないか調査し、地下水（湧水）が確認された場合は、

必要に応じて当該工事の設計を変更しなければならない。 

【解説】 

(1) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事施行区域（地下部分を含む。）

に流入する雨水その他の地表水及び地下水について十分に把握したうえで設計を行う必要があり

ます。 

   特に、排水施設の設計、盛土内の排水施設等の要否の判断及びその設計並びに安定計算のおける

水位の設定等を行う際には、工事施行区域に係る集水区域並びに工事施行区域及びその周辺の土地

の渓流等及び集水地形への該当について調査しないと、適切な設計を行うことができず、また法に

規定する技術的基準への適合が確認できません。 

   そのため、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計にあたっては、アからウの調査を、土石

の堆積に関する工事の設計にあっては、アの調査を、あらかじめ実施しなければなりません。 

   ただし、工事施行区域及びその周辺の土地が平坦地（勾配１／10 （約 5.4度）以下である土地を

いいます。）であって、明らかに政令第７条第２項第２号に規定する土地（渓流等）及び集水地形
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に該当しない場合は、イ及びウの調査は要しません。 

 

  ア 集水区域に係る調査 

    地形が示された図面及び下水道の排水区画割計画平面図等の資料を入手するとともに、現地調

査を行い、それらの資料及び調査結果を踏まえて、工事施行区域及びその周辺の土地の地形、地

盤の性質を考慮した集水区域を策定することとします。 

  イ 政令第７条第２項第２号に規定する土地（渓流等）への該当に係る調査 

    政令第７条第２項第２号に規定する土地（この手引において「渓流・集水地形等の土地」とい

います。）とは、具体的には省令第 12条各号に規定しており、「山間部における、河川の流水が

継続して存する土地」、「山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号（省令

第 12条第１号）の土地に類する状況を呈している土地」及び「前二号（省令第 12条第１号又は

第２号）の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨水その他の地表

水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地」が該当します。 

それぞれの土地に該当するかの調査方法は、次の(ｱ)から(ｳ)のとおりとします。 

    なお、工事施行区域が次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する場合は、許可申請書の「渓流等へ

の該当」を「有」とします。 

   (ｱ) 「山間部における、河川の流水が継続して存する土地（省令第 12条第１号）」に係る調査 

     工事施行区域又はその周辺の土地が山間部である場合は、現地調査にて、工事施行区及びそ

の周辺に地表水（地下水が湧水となって地表面を流れているものを含みます。）の流水が継続

してある河川又は水路等（整備されていない河川又は水路等を含み、公共下水道等の暗渠排水

施設を除きます。）があるかを確認します。現地調査の結果、河川又は水路等がある場合は、

当該河川又は水路等がある谷地形の底部の中心線から水平距離 25 メートルの範囲の土地は、

渓流等に該当するものとします。 

 
（出典：盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方（国土交通省）） 

(ｲ) 「山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号（省令第 12 条第１号）の

土地に類する状況を呈している土地」に係る調査（省令第 12条第２号） 

工事施行区域又はその周辺の土地が山間部である場合は、現地調査又は地盤調査にて、工事

施行区域内及びその周辺の土地が次のａからｄのいずれかに該当するか確認します。調査の結

果、土地がａからｄのいずれかに該当する場合は、当該土地がある谷地形の底部の中心線から

水平距離 25メートルの範囲の土地は、渓流等に該当するものとします。 
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（出典：「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方」，国土交通省（注釈を加筆）） 

ａ 自然崖面又はのり面（過去の盛土又は切土により造成されたものを含む。以下この項にお

いて同じ。）があり、当該崖面及びのり面からの湧水がある場合又は当該崖面及びのり面の

表面が湿っている。 

ｂ 擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その表面又は水抜穴等からの湧水又は湧水の跡

が確認できる。 

ｃ 自然崖面、のり面、擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その表面にコケその他の親

水性植物が繁茂している。 

※ 主な親水性植物 

コケ、シダ類（未風化のり面でも湿った場所に群生）、フサザクラ、タマアジサイ、

フキ、ヌルデ等（山野にある植物でも、のり面に群生していると注意が必要な植物）、

竹（土砂化した地下水の多い場所に群生）、ハンノキ、ドロノキ、ヤナギ、スギ（湿っ

た場所に生育する植物。） 

（出典：「道路ストックの総点検 総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】

参考資料」，国土交通省，平成 25年 2月） 

ｄ 自然崖面、のり面、擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その背面の土地での地盤調

査の結果において水位が高い。 

(ｳ) 「前二号（省令第 12 条第１号又は第２号）の土地及びその周辺の土地の地形から想定され

る集水地域にあって、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土

地」に係る調査 

    (ｱ)及び(ｲ)の調査によって渓流等に該当する土地があった場合に、当該土地及び周辺の土地

の地形から、雨水その他の地表水又は地下水が集まりやすいと考えられる土地があるか、現地

調査又は地形図を使用して調査します。そのような土地があった場合は、当該土地は、渓流等

に該当するものとします。 

    例として、渓流等に該当する土地の上方にある０次谷に該当する土地や、渓流等に該当する

土地の下方にある地下水が集中しやすい土地などが考えられます。 

０次谷： 常時流水のないものを含めた谷型の地形のう

ち、地形図の等高線の凹み具合から、等高線群

の間口よりも奥行が小さくなる地形をいう。谷

地形の源頭部や谷壁斜面等の凹地部分が該当

します。 

 

（出典：「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方」，国土交通省） 

 

(ｱ)から(ｴ)のいずれかに該当する
土地がある谷地形の底部の中心線 
※ 水流がない場合も渓流等に該当
します。 

(ｱ)から(ｴ)のいず
れかに該当する土地 
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図：渓流等に該当する土地の下方にある地下水が集中しやすい土地の例 

 

  ウ 集水地形に該当する土地に係る調査 

集水地形とは、山間部に限らず、雨水その他の地表水又は地下水が集中しやすい地形のことを

いい、渓流等に該当する土地の地形も含まれます。 

集水地形に該当するかの調査方法は、次の(ｱ)及び(ｲ)のとおりとします。 

(ｱ) 雨水その他の地表水が集中しやすい地形に該当する土地に係る調査 

工事施行区域及びその周辺の土地について現地調査又は地形図を使用した調査を行い、当該

土地が谷地形（０次谷の地形を含みます。）の中又は斜面地の下の土地である場合は、水流が

確認できるかにかかわらず、雨水その他の地表水が集中しやすい地形に該当する土地であると

取り扱います（当該土地に該当する場合は、地下水も集中しやすい地形にも該当する土地であ

ると取り扱います）。 

ただし、当該土地より上方にある土地の全てが建築物等の敷地や公共施設用地として利用さ

れるなど、雨水処理に係る公共下水道又は排水施設等が整備されている場合を除きます。 

 

図：谷地形の中又は斜面地の下の土地への盛土 

 

図：斜面地の上方の土地の雨水処理の整備状況と斜面地の下方の土地への盛土 

(ｲ) 地下水が集中しやすい地形に該当する土地に係る調査 

工事施行区域又はその周辺の土地について現地調査を行い、当該土地が次のａからｄｴ)のい

ずれかに該当するか確認します。調査の結果、当該土地がａからｄのいずれかに該当する場合

は、「地下水が集中しやすい地形に該当する土地」と取り扱います。 

※ (ｱ)の「雨水その他の地表水が集中しやすい地形」の場合は、地下水も集中しやすい地形

であると考えられますが、(ｱ)の「雨水その他の地表水が集中しやすい地形」に該当しない

場合であっても、地下水が集中しやすい場合があります。特に横浜市は、過去に造成工事が

行われた土地が多く、過去の地形が分かりにくくなっており、現在の地形の状況からだけで

ア及びイの調査によって渓
流等に該当する土地 

地形から地下水が 
集まりやすい土地 

⇒渓流等に該当する土地 

盛土 

地表水 
地表水 

谷地形 

地表水 

斜面地 

盛土 

地表水 

斜面地 

盛土 

雨水処理に係る 
公共下水道又は 
排水施設等が整備 
されている土地 盛土 

雨水処理に係る公共下水道 
又は排水施設等が 

整備されている土地 

斜面地 

上方の土地の一部しか雨水処理の整備がされておらず、 
雨水その他の地表水が集中しやすい地形に該当する場合 

上方の全ての土地が雨水処理の整備がされており、 
雨水その他の地表水が集中しやすい地形に該当しない場合 
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れる事象がある土地を「地下水が集中しやすい地形に該当する土地」と取り扱います。 

ａ 自然崖面又はのり面（過去の盛土又は切土により造成されたものを含む。以下この項にお

いて同じ。）があり、当該崖面及びのり面からの湧水がある場合又は当該崖面及びのり面の

表面が湿っている。 

ｂ 擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その表面又は水抜穴等からの湧水又は湧水の跡

が確認できる。 

ｃ 自然崖面、のり面、擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その表面にコケその他の親

水性植物が繁茂している。 

※ 主な親水性植物 

コケ、シダ類（未風化のり面でも湿った場所に群生）、フサザクラ、タマアジサイ、

フキ、ヌルデ等（山野にある植物でも、のり面に群生していると注意が必要な植物）、

竹（土砂化した地下水の多い場所に群生）、ハンノキ、ドロノキ、ヤナギ、スギ（湿っ

た場所に生育する植物。） 

（出典：「道路ストックの総点検 総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工構造物編】

参考資料」，国土交通省，平成 25年 2月） 

ｄ 自然崖面、のり面、擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留があり、その背面の土地での地盤調

査の結果において水位が高い。 

(2) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に着手した後に、工事施行区域に地下水（湧水）がないか、

及び工事施行区域の周辺の土地から工事施行区域に地下水（湧水）が侵入していないか調査し、地

下水（湧水）が確認された場合は、当該土地は集水地形に該当するものと取り扱います。 

  この場合においては、盛土内の排水施設等の設置が必要ですので、設置しない計画であった場合

は、設計変更を行う必要があります。 
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第２節 盛土及び切土 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定め
る施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面を覆
うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、排
水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 
第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる
措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水
等」という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずるこ
と。 

イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、
これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用い
て透水層を設けること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土
留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接す
る面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のう
ち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部
分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水
その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特
に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合にお
いては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計
算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り
抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 
第八条法 第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する
ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に
生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるもの
に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から
下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁
の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の
ものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ
（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は
連続しているものとみなす。 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 
第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に
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関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそ
れがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当す
るものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする
措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合にお
いては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機
能を有するものとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるもので
あること。 

四 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面か
ら盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該
地盤面に排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置
することとする。 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

別表第一（第八条、第三十条関係） 
土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 
軟岩(風化の著しいものを除く。) 六十度 八十度 

風化の著しい岩 四十度 五十度 
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘
土その他これらに類するもの 

三十五度 四十五度 

【市細則】 
（法面の小段） 

第 28 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る法面には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める高さ以内ごとに、
市長が定めるところにより、小段を設置し、かつ、当該小段に排水施設を設置しなければならない。 
(1) 盛土による法の高さが３メートルを超える場合 ３メートル 
(2) 切土による法の高さが５メートルを超える場合 ５メートル 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の盛土又は切土に適用する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の崖（自然崖を含む。）又はのり面

（以下この項において「崖等」という。）が影響を受ける場合は、当該崖等についてもこの基準を適

用し、新たにこの基準に適合しない事項が生じないことを審査、検査及び確認するものとする。 

法の許可が必要な盛土又は切土は、政令第３条各号に掲げるものですが、宅地造成又は特定盛土等

に伴う崖崩れ及び土砂の流出に伴う災害の発生を防止するには、政令第３条各号に掲げる盛土又は切

土以外のものにもこの基準を適用する必要があるため、当該工事に係る工事施行区域内の全ての盛土

又は切土について、この節の基準を適用します。 

なお、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内の盛土又は切土によって、この基準に新

たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この基準を適用します。 
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２ 崖又はのりの上の地盤面の勾配 

盛土又は切土をした後の土地の部分に生じた崖又はのり（擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留により

当該崖面又はのり面を覆う場合を含む。以下この号において同じ。）の上端に続く当該土地の地盤面

には、特別の事情がない限り、その崖又はのりの反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配

を付すること。 

なお、特別の事情により、崖又はのりの反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付す

ることが困難な場合は、盛土又は切土をした後の土地の部分に生じた崖又はのりの上端に、雨水その

他の地表水を集水する排水施設を設置すること。 

雨水その他の地表水が崖面又はのり面を漂流し、崖又はのりを浸食すること及び崖又はのりの上端

付近で雨水その他の地表水が崖又はのり面の背面へ浸透することを防止するため、特別の事情がない

限り、崖又はのりの反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配（２～５パーセント程度）を

付し、排水施設により適切に排出しなければなりません。 

なお、特段の事情とは、盛土又は切土をした後の土地の部分に生じた崖又はのり（以下この号にお

いて「盛土による崖等」という。）の上方に崖又はのりがあり、勾配を付すことができない場合のこ

となどをいいます。この場合においては、上方の崖又はのりからの雨水その他の地表水が、盛土によ

る崖等に流れないよう、盛土による崖等の上端に排水施設を設置し、適切に排出しなければなりませ

ん。 

 
図：崖上又はのり上の地盤の水勾配と排水施設の設置 

 

３ 盛土のり面（崖面） 

【審査基準】 

(1) 盛土のり面の勾配は、盛土の材料、土質にかかわらず、30度以下とし、30度を超える場合は、

盛土をした後の土地の部分に生じた崖面を擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆うこと。 

(2) 高さが３メートルを超える盛土のり面が生ずるときは、高さ３メートル以内ごとに幅 1.5メー

トル以上の小段（下段ののりと反対方向に流れるように勾配をとること。）を設け、各々ののり

の下端に排水施設を設置すること。 

【指導基準】 

(3) のり面を表流する湧水が多い場合、豪雨等によりのり面の下端に流水が生ずる可能性が高いな

どの場合は、当該のり面を擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で覆う、又は当該のり面において構造

物によるのり面保護工を施工するよう努めること。 

【解説】 

(1) 盛土のり面は雨水等の影響による安定性の低下等が考えられることから、崖とはならない 30°

を上限とし、30 度を超える場合は、擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆うこととします。（※ 崖面

崩壊防止施設には設置の条件があります。） 

なお、次に掲げる場合は、盛土のり面の勾配を 30度よりも小さくすることを検討してくださ

い。 

  ア のり高が特に大きい場合 

  イ 盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすい場合 

  ウ 盛土箇所の原地盤が不安定な場合 

  エ 盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合 

  オ 腹付け盛土（水平面に対し 20度以上の角度をなす地盤面にする盛土のことをいいます。）と

勾配を付すことが 
できない場合 

崖の反対方向 

 

排水施設 

排水施設 
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なる場合 

  カ 締固め難い材料を盛土に用いる場合 

(2) 盛土地盤は地山に比べて粘着力が乏しい場合が多いため、災害防止上の観点から、高さが３ｍ

を超える場合に小段を設けることとし、盛土のり面全体の高さが 15ｍを超える場合には、高さ 15

ｍ以内ごとに３ｍ以上の幅広の小段を設けるものとします。 

   また、小段には、雨水その他の地表水が下段ののりと反対方向に流れるように勾配（２～５パ

ーセント程度）をとり、排水施設により適切に排出しなければなりません。 

 

図：盛土のり面の例 

 (3) のり面に湧水が多い場合や、河川に近いのり面など、のり面の下端が豪雨により浸水する可能性

がある場合は、流水のよってのり面が浸食され、のり面の安定性に影響を及ぼす可能性があるため、

擁壁等の構造物によってのり面を保護するよう努めてください。 

 

４ 盛土の排水施設等 

【審査基準】 

盛土内の排水施設は、地下水排除工及び盛土内排水層により完全に地下水の排除ができるように計

画することを基本とし、地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）については、第１号のとおり、盛

土内排水層については、第２号のとおりとすること。 

(1) 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層） 

政令第７条第２項第２号に規定する土地（以下「渓流等」といいます。）又は集水地形に該当

する土地（第１節第４項を参照。）に盛土をする場合（工事着手後に地下水が確認された場合を

含む。）で、盛土全体の安全のために、盛土内に侵入する雨水その他の地表水又は地下水を排水

する必要があると認められるときは、次のアからケのとおりに盛土を施工する前の基礎地盤に地

下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）を施工すること。 

ア 暗渠排水工は、盛土を施工する前の基礎地盤の沢底部に設置する本管と本管から樹枝状に設

置する補助管（本管及び補助管ともにトレンチ（有孔管））で構成することを基本とすること。

ただし、盛土の奥行（盛土のり面又は盛土崖面の背面方向の盛土の延長のことをいう。以下同

じ。）が狭い、盛土の規模が小さい、又は盛土の基礎地盤が沢形状ではない場合は、盛土を施

工する前の基礎地盤に本管（トレンチ（有孔管））のみを設置することができるものとする。 

イ 暗渠排水工に係る排水施設（本管及び補助管）は、工事施行区域及びその周辺の土地の地形

及び地盤の性質を考慮し、集水区域を策定して、これに基づき当該排水施設の規模、構造及び

能力を設定すること。 

なお、工事施行区域及びその周辺の土地の地形及び地盤の性質にかかわらず、排水施設（本

管及び補助管）の管径は、150 ミリメートル以上とすること。 

ウ 暗渠排水工に係る排水施設は、盛土その他の荷重に対して十分な耐荷重性を有するものとす

ること。 

 

 

 

30° 

３ｍ 

水勾配 
→ 

水勾配 

→ 

1.5ｍ 

 

30° 

30° 
1.5ｍ 

 

３ｍ 

３ｍ 

段切り 

（高さ 50cm 以上程度、幅１m 以上程度） 

水勾配 

→ 

現況地盤 

※ 盛土内の排水施設等の 

記載は省略しています。 

（第４項を参照。） 
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エ 暗渠排水工により集水した地下水は、土砂を含まないようにしたうえで、工事施行区域内の

排水施設から、水路、河川又は公共下水道に放流するものとすること。 

オ 暗渠排水工に係る排水施設は、維持管理及び点検に支障がない構造とすること。 

カ 新たな盛土により既存の盛土内の水位が上昇することが想定される場合は、既存の盛土内に

地下水排除工（暗渠排水工）を施工すること。 

キ 基盤排水層の厚さは 0.5メートルを標準とする。ただし、盛土をする土地が政令第７条第２

項第２号に規定する土地（渓流等）に該当する場合など、地下水が多いことが想定される場合

は、1.0メートル以上とする。 

ク 基盤排水層の長さ（奥行）は、盛土を施工する前の基礎地盤のうち、勾配 15 度（約１：4.0）

以下の範囲（盛土のり面を施工する場合には、このうち、のり尻からのり肩の水平距離の２分

の１の範囲に限る。）及び湧水や浸透水が多いと想定される範囲を包括して施工することとす

る。 

ケ アからクの規定のほか、地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）は、「盛土等防災マニュ

アルの解説」を参照して設計及び施工すること。 

(2) 水平排水層 

盛土の高さ（擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留により覆う部分を含む。次号において同じ。）

が５メートルを超える場合は、次のア及びイのとおりに盛土内に水平排水層を設置すること。た

だし、盛土がすべて透水性の高い材料からなる場合は、この限りでない。 

イ 水平排水層は、盛土の高さ３メートル以内ごとに設置すること。 

ウ 水平排水層は、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照して設計及び施工すること。 

【解説】 

次の表は、地下水排除工及び水平排水層についてまとめたものです。 

なお、表の仮設排水工とは、暗渠排水工に係る排水施設とは別の有孔管からなる中央縦排水と、無

孔管からなる雨水排水管で構成されるものを施工するものです。このうち、中央縦排水は施工中の雨

水等を集水する施設であり、盛土施工後においても、水平排水層等から盛土内の地下水を雨水排水管

に導く役割を果たすものです。また、雨水排水管は、暗渠排水工とは別の排水系統のもので、土砂の

流入による暗渠排水工の機能低下を防止します。この仮設排水工は、法第 13 条第１項に規定する技

術的基準に係るものではないものと取扱いますが、高さ 15 メートルを超える盛土をする場合及び雨

水その他の地表水又は地下水が特に多い箇所の場合は、法第 12 条第３項に規定により、施工するこ

とを許可の条件とします。 

表：地下水排除工及び水平排水層の種別 

種別 
根拠 目的等 

機能 名称 

地下水排除工 

暗渠排水工 政令第 16 条第２項 盛土施工前の基礎地盤に設置

し盛土基礎地盤周辺の地下水排

水を目的とする。 

基盤排水層 政令第７条第１項第１号ロ 

仮設排水工 法第 12条第３項（※） 

盛土内排水層 水平排水層 政令第７条第１項第１号ロ 

盛土本体に一定の高さごとに

透水性が高い砕石や砂等を設置

し盛土内の地下水の排水を目的

とする。 

※ 高さ 15メートルを超える盛土をする場合や、渓流等に盛土をする場合など、雨水その他の地表

水又は地下水が多いことが想定される土地に盛土をする場合に、仮設排水工を施行することを許可

条件とします。 
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図：盛土の排水施設の概要図（断面） 

（出典：「盛土等防災マニュアルの解説」図Ⅴ.２－１ 盛土の排水施設の概要図） 

 

(1) 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層） 

盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、また盛土内の地

下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、盛土の規模によらず、政令第７条第２項第２号に

規定する土地又は集水地形に該当する土地（第１節第４項を参照してください。）に盛土をする場

合は、盛土内に十分な地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）を施工し、基礎地盤からの湧水や

地下水の上昇を防ぐことにより、盛土の安定を図る必要があります。 

ただし、工事施行区域及びその周辺の土地の地形及び水文の状況から、盛土への雨水その他の地

表水及び地下水の侵入が少なく、当該雨水その他の地表水及び地下水が盛土全体の安定性に影響を

与えないと判断できる場合には、「盛土全体の安全のために、盛土内に侵入する雨水その他の地表

水又は地下水を排水する必要があると認められるとき」に該当しないものとして、地下水排除工（暗

渠排水工・基盤排水層）を施工しないことができることとします。 

なお、工事着手後に地下水（湧水）が確認された土地に盛土をする場合は、集水地形に該当する

土地に盛土をする場合に該当し、地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）の施工が必要であるも

のと取り扱います。 

※ 高さ 15メートルを超える盛土をする場合や、渓流等に盛土をする場合など、雨水その他の

地表水又は地下水が多いことが想定される土地に盛土をする場合は、盛土の施工中に当該盛

土内の水位をモニタリングして、水位が上昇するようであれば、設計を変更し、追加で地下

水排除工を施行することを許可条件とします。 

ア 暗渠排水工では、盛土を施工する前の基礎地盤を掘削して、トレンチ（有孔管）を基盤排水層

の下に埋設します。その構造は、次の図に示す形状を標準とし、管材とそれをとりまく通水性が

高いフィルター材等で構成されます。 

 

図：暗渠排水工の基本構造 

（出典：「盛土等防災マニュアルの解説」図Ⅴ.２－３ 暗渠排水工の基本構造） 

  また、暗渠排水工は、沢底部又は谷底部に設置する本管と本管から樹枝状に設置する補助管で

構成することを基本とし、補助管の設置間隔は 40 メートルを標準とし、渓流等の地下水が多い
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ことが想定される場合は、補助管の設置間隔を 20 メートルとします。 

 

図：渓流等における盛土の暗渠排水工及び基盤排水層の設置例 

（出典：「道路土工 盛土工指針」，（社）日本道路協会，平成 22 年４月） 

ただし、盛土の奥行が狭い、盛土の規模が小さい、又は盛土の基礎地盤が沢形状又は谷形状で

はないなど、本管を盛土の奥行方向に設置すること又は樹枝状に補助管を設置することが困難な

場合は、盛土の基礎地盤の形状、周辺の地形及び湧水の状況等を踏まえて適切な位置及び形状で

本管のみを設置することとします。この場合の設置例は、次の図のとおりです。 

 

図：暗渠排水工を樹枝状に設置することが困難な場合の例 

盛土 

勾配 15度（約１：4.0）
以下の範囲以上かつ段切り
面まで基盤排水層を設置 

基盤排水層を擁壁の
透水層に接続 

基盤排水層の下かつ盛土内に侵入
する地下水を集水するために適した
位置にトレンチ（有孔管）を設置 

切土 断面 

50㎝以上 

基盤排水層を設
置する場合は、Ｕ
形側溝を設置 

黒点線：盛土の範囲 

沢底部又は谷底部に該当
する箇所がないため、勾配
15度（約１：4.0）以下の
範囲以上かつ段切り面まで
の前面に基盤排水層を設置 

トレンチ（有孔管）の維
持管理ができるよう、ます
等を設置 

盛土内に侵入する地下水
を集水するために適した位
置に、トレンチ（有孔管）
を設置し、公共下水道等に
接続 

トレンチ（有孔管）が擁壁
を貫通する場合は、壁を直交
して貫通させ、擁壁を補強 

平面 

断面位置 
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  なお、盛土上の擁壁及び建築物に係る基礎ぐい又は地盤改良を施工する場合は、暗渠排水工に

係る排水施設と基礎ぐいや地盤改良体が干渉することないよう、設計及び施工において留意しな

ければなりません。 

イ 暗渠排水工に係る排水施設には、降雨浸透水、地山からの湧水及び地盤又は盛土からの圧密排

水が流れ込むため、それらを正確に把握して排水施設の設計を行うことが望ましいですが、工事

施行区域及びその周辺の水分状況を詳細に把握することは困難な場合も多いと考えられます。 

そのため、便宜上、工事施行区域及びその周辺の土地の地形、地盤の性質を考慮した集水区域

を設定し、当該集水区域内の計画降雨強度の降雨を処理できる規模、構造及び能力を有する排水

施設を設けることとします。この場合の、計画降雨強度は、自然排水区域（ポンプ排水区域以外

の自然流下による排水が可能な区域）は５年確率とし、ポンプ排水区域は 10 年確率とし、暗渠

排水工に係る排水施設（本管及び補助管）の径は、150 ミリメートル以上とすることとします。 

なお、許可の申請書には、集水区域の範囲を示した図面、集水区域の求積図及び求積表面積並

びに流量計算書を添付してください。 

ただし、集水区域の面積が９ヘクタール以下の場合は、暗渠排水工に係る排水施設の管径を次

の表のとおりとすることができるものとします。これらの場合においては、許可の申請書に流量

計算書の添付は不要としますが、集水区域の範囲を示した図面並びに集水区域の求積図及び求積

表の添付は必要です。 

表：集水区域の面積に応じた暗渠排水工に係る排水施設の管径 

集水区域の面積 管の直径 

２ha 以下 150mm 以上 

５ha 以下 200 ㎜以上 

６ha 以下 250 ㎜以上 

９ha 以下 300mm 以上 

  ウ 暗渠排水工に係る排水施設は、盛土及び盛土の上の載荷重を考慮して、十分な耐荷重性を有す

るものとする必要があります。また、当該排水施設は、政令第 16 条第２項の規定により、同条

第１項各号（第２号ただし書及び第４号を除く。）の規定の適用を受けますので留意が必要です。 

    なお、暗渠排水工に係る排水施設が擁壁とやむを得ず干渉する場合は、擁壁の欠損する断面が

最小となるよう横断して貫通させることとし、鉄筋コンクリート造擁壁の場合は、貫通部分を補

強することとします。 

  エ 暗渠排水工にて集水した地下水は、雨水その他の地表水と同様に、土砂の流出による災害を防

止するため、工事施行区域内の排水施設から水路、河川又は公共下水道に適切に放流しなければ

なりません。また、地下水を放流する際には、土砂を含まないようにする必要があります。 

   ※ 暗渠排水工に係る排水施設（本管及び補助管）を、擁壁の水抜穴に接続させることはできま

せん。 

オ 暗渠排水工に係る排水施設は、その機能を維持するため、暗渠排水工に係る排水施設の流末（盛

土の下端部分）は、工事完了後においても施設の維持管理や点検が行えるように、集水ますやマ

ンホールを接続することや、かご工等で保護することを基本とします。また、大規模な盛土の場

合には、マンホールを排水施設の中間地点等に設けることを検討してください。 

なお、建築時の基礎ぐい工事等により破損しないよう、法の許可を受ける場合にあっては、造

成計画平面図、都市計画法第 29 条第１項の許可を受ける場合にあっては、土地利用計画図に暗

渠排水工に係る排水施設の位置を記載するとともに、「基礎ぐい工事等の際は、暗渠排水管を損

傷しないよう、事前にその位置を調査するよう留意すること。」と記載することとします。 

  カ 地下水排除工（暗渠排水工・基盤排水層）を施工するのは、工事施行区域内の新たに盛土をす

る部分とすることを基本とし、既存の盛土部分については、地下水排除工（暗渠排水工） 
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を施工することを努めることとします。 

ただし、例外として、新たに盛土をすることにより既存の盛土内の水位が上昇することが想定

される場合（例として、次の図のような場合）は、既存の盛土内に地下水排除工（暗渠排水工）

を施工することとします。 

    施工の方法としては、横ボーリングを行ったうえで、トレンチ（有孔管）を設置する方法など

があります。 

 

 

図：新たな盛土により既存の盛土内の水位が上昇する例 

  キ 基盤排水層は、盛土を施工する前の基礎地盤に、厚さ 0.5 メートルを標準として施工します。

ただし、渓流等の地下水が多いことが想定される場合は、厚さを 1.0 メートル以上とします。 

    なお、擁壁の背面に基盤排水層を設置する場合は、基盤排水層を擁壁の透水層に接続させるよ

うに施工します。（イの図を参照してください。） 

  ク 基盤排水層は、段切りの必要がない勾配 15 度（約１：4.0）以下の範囲を包括して施工するこ

とを基本としますが、盛土のり面を施工する場合は、このうち、のり尻からのり肩の水平距離の

２分の１の範囲かつ勾配 15 度（約１：4.0）以下の範囲を包括して施工することとします。ただ

し、湧水や浸透水が多いことが想定される場合は、その範囲も包括して基盤排水層を施工するこ

ととします。 

    なお、盛土を覆う擁壁を設置するために、一部根切り（切土）をする場合には、当該根切を行

った範囲にも基盤排水層を設置する必要があります。（イの図を参照してください。） 

 
図：基盤排水層の設置例 

    （出典：「第二東名高速道路 高盛土及び大規模盛土設計指針（案）」， 

（財）高速道路技術センター，平成 11 年７月（一部加筆修正）） 

(2) 水平排水層 

盛土の安定並びに盛土のり面の侵食及び表層滑りを防止し、盛土内の含水比を低下させるため、

盛土の高さが５メートルを超える場合は、一定の高さごとに水平排水層を設置しなければなりませ

ん。（盛土を擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留により盛土を覆う場合であっても、擁壁、崖面崩壊

防止施設又は土留を含まない滑り面による安全性を向上させるため、水平排水層の設置が必要で

す。） 

また、水平排水層は、透水性の高い材料を用いて設け、水平排水層からは有孔パイプ等を用いて

水を外に排出する必要があります。 

  ア 水平排水層は、盛土の高さ３メートル以内ごと、かつ、小段ごと及び擁壁又は崖面崩壊防止施

盛土 

水位の上昇 盛土前の水位 

盛土後の水位 

既存の盛土 
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設ごとに設置しなければなりません。ただし、基盤排水層を設置する部分は、基盤排水層が水平

排水層を兼ねることとなります。 

    水平排水層の設置例は次の図のとおりです。（水平排水層の奥行を盛土の高さの倍としていま

す。） 

    なお、擁壁の下に水平排水層を設置する必要がある場合であって、当該擁壁に係る基礎ぐい又

は地盤改良を施工するときは、水平排水層との干渉等に考慮する必要があります。具体的には、

基礎ぐいの場合はできる限り水平排水層と干渉しないようし、やむを得ず干渉する場合は、水平

排水層の幅を広めにとるなどの対応が考えられます。また、深層混合改良の場合は、地下水が多

い箇所であるため、改良材の流出による影響がないか確認したうえで、基盤排水層への影響を最

小限にし、地下水の流れを阻害することがないようにすることや、水平排水層と干渉する部分も

構造上支障ない改良体とすることができることなどを検討する必要があります。 

 

盛土のり面の場合（関東ローム等の保水性の高い土質の場合）の例 

 

盛土覆う擁壁の場合（関東ローム等の保水性の高い土質の場合）の例 

図：水平排水層の設置例 

イ 水平排水層については、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照し、設計及び施工を行うこと

とします。 

なお、透水性が高い材料は、一般的に粒度が不均質で良質な礫や山砂が該当しますが、近年は、

良質の礫・砂質材料の確保が難しいことから、水平排水層にジオテキスタイル（不織布や織布の

ように透水性のある繊維を材料としたシート類をいいます。）を用いることができることとしま

す。 

 

  

３ｍ 

３ｍ 

３ｍ 

ふとんかご等 水平排水層（勾配５～６％） 

18ｍ 

12ｍ 

６ｍ 

３ｍ 

２ｍ 

３ｍ 

４ｍ 

14ｍ 

水平排水層（勾配５～６％） 

20ｍ 

２ｍ 

10ｍ 

 基礎ぐいや地盤改
良を施工する場合
は、水平排水層との
干渉を考慮する必要
があります。 
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５ 盛土の安定性 

【審査基準】 

(1) 盛土の高さが９メートルを超える場合は、盛土による斜面（擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留

で覆うものを含む。）の安定性及び盛土全体の安定性を確認すること。 

(2) 渓流等（政令第７条第２項第２号に規定する土地）に高さ 15 メートルを超える盛土をする場

合は、地震時の間げき水圧の上昇及び繰り返し載荷による強度低下の考慮し、盛土全体の安定性

を確認すること。 

【指導基準】 

(3) 渓流等（政令第７条第２項第２号に規定する土地）に高さ 15 メートルを超える盛土をする場

合であって、当該盛土の量が５万立方メートルを超えるときは、第２号の安定性の確認に加えて、

三次元の変形解析や浸透流解析等による多角的な検証を行うよう努めること。 

(1) 一般に、盛土の高さが高いほど、盛土の安定性は低下すると考えられることから、９ｍを超える

盛土のり面においては、原地盤を含めた斜面の安定計算及び盛土全体の安定計算を行い、その安全

を確認することとします。また、安定計算の方法は、斜面の安定計算の場合は円弧滑り面法により、

盛土全体の安定計算は二次元分割法により検討することを標準とします。 

なお、盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工直後において、Fs≧1.5 とし、

大地震時（水平震度 0.25 とする。）において、Fs≧1.0 とします。また、安定性の確認にあたって

は、盛土をする土地及びその周辺の土地における地盤調査を十分に行ったうえで、使用する盛土材

料の単位重量、内部摩擦角及び粘着力等並びに水位等の設定を適切に行わなければなりません。 

詳しくは、斜面の安定計算については、盛土を擁壁等で覆う場合を含め、「盛土等防災マニュア

ルの解説」の「Ｖ.３．２ 盛土のり面の検討」を参照し、盛土全体の安定計算については、「盛土

等防災マニュアルの解説」の「Ｖ.４ 盛土全体の安定性の検討」を参照することとします。 

※ 高い盛土の場合は、盛土の滑りを防止する対策が必要か確認する必要があるため、この基準を

設けています。 

※ 盛土を擁壁等で覆う場合であっても、擁壁を含まない滑り面での円弧滑り又は盛土全体の滑り

を生じる可能性がないか確認する必要があるため、安定計算を省略することはできません。 

※ 渓流等における盛土に該当しない場合であっても、集水地形における５万立方メートルを超え

る盛土の場合は、審査において横浜市宅地造成等災害防止対策検討委員会への付議、又は有識者

に意見聴取し、必要な調査及び検討を求める場合があります。 

(2) 渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流等を流下し大規

模な災害となりうることから、慎重な計画が必要であり、極力避けてください。 

やむを得ず、渓流等において高さ 15 メートルを超える盛土をする場合には、工事施行区域及び

その周辺の土地の地盤調査や、盛土材料の調査に加えて、水文状況や災害発生（過去の災害の状況

及び土砂災害特別警戒区域の指定等の災害発生におそれ等）等にについて調査したうえで、第１号

の方法に準じて盛土の安定性の確認をすることとします。 

 (3)  渓流等において高さ 15 メートル超え、かつ、５万立方メートル超えの盛土をする場合は、盛土

の原地盤、周辺の土地の地形及び地盤、盛土内への雨水その他の地表水又は地下水の浸透並びに地

震動等の様々なものを考慮して、盛土の安定性を確認するために、三次元の変形解析や浸透流解析

等による多角的な検証をして、盛土の安定性を確認するよう努めてください。詳しくは、「盛土等

防災マニュアルの解説」の「Ｖ.５ 渓流等における盛土の基本的な考え方」を参照することとしま

す。 

  ※ 渓流等における盛土の場合、特に三次元の変形解析や浸透流解析等により多角的な検証を行う

盛土の場合は、審査において横浜市宅地造成等災害防止対策検討委員会への付議、又は有識者に

意見聴取し、必要な調査及び検討を求める場合があります。 
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図：円弧滑り面を用いた常時の滑りに対する計算法 

（出典：「盛土等防災マニュアルの解説」） 

 

図：二次元の分割法における各分割片に働く力（地震時） 

（出典：「盛土等防災マニュアルの解説」） 

 

６ 盛土（埋戻しを含む。）をする場合の措置 

【審査基準】 

盛土（擁壁又は崖面崩壊防止施設を施工する場合の埋戻しを含む。以下この項において同じ。）

をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、

沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

(1) 盛土をする原地盤（地盤面下を含む。以下この項において同じ。）は、伐開除根及び除草を

行うこと。 

(2) 盛土の原地盤が軟弱地盤及び液状化のおそれがある地盤である場合は、除却、地盤改良その

他の盛土の有害な沈下及び滑りを生じないための措置を講じること。 

(3) 盛土の原地盤の勾配が15度（約１：４）程度以上である場合は、原地盤の段切りを行うこと

。また、盛土をする土地が渓流等又は集水地形の場合であって、段切り面からの湧水（地下水

の侵入）が多いおそれがあるときは、段切面に地下水排除工を設けること。 

(4) 第４項各号の規定による盛土の安定性の検討を行っている場合は、当該検討に係る盛土材料

の性質から逸脱しない盛土材料を使用すること。 

(5) 盛土をするときは、液状化現象、過転圧等による強度低下又はスレーキングによる圧縮沈下

等が発生しないよう、盛土材料の性質に合せた施工を行うこと。 

(6) 盛土材料には、吸水性又は圧縮性が著しく高いもの、土の状態を害するおそれのあるもの及

び軽量盛土を用いないこと。 

(7) 盛土は、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を

盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。ただし、

営農又は木竹の育成に必要な範囲の盛土を除くことができる。 
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【解説】 

 (1) 盛土の原地盤に、草木や切株等を残したまま盛土をすると、それらの腐食により、盛土に緩みや

有害な沈下を生じるおそれがあるため、盛土の原地盤は伐開除根及び除草を行わなければなりませ

ん。 

 (2) 盛土の原地盤が軟弱地盤（腐植土を含みます。）又は液状化のおそれがある地盤であると、盛土

の有害な沈下、地下水の盛土への侵入又は過剰間げき水圧の増加など、盛土の安定性に影響を与え

るため、掘削除却や地盤改良等の措置を講じる必要があります。 

(3) 盛土の原地盤の勾配が 15 度（約１：４）程度以上である場合は、原地盤と盛土の間で滑りが生ず

る可能性があるため、図のように段切りを行い、盛土を原地盤にくい込ませて滑りを防がなければ

なりません。段切りの寸法は、原地盤の土質、勾配及び段切りの施工方法等によって異なりますが、

原地盤が岩である場合も含め、高さ 50cm、幅１ｍ以上で大きく土取りをしない程度とします。 

また、盛土をする土地が渓流等又は集水地形の場合（第１節第４項を参照してください。）ので

あって、砂層の下に土丹層がある場合など、段切り面からの湧水（地下水の侵入）が多いおそれが

あるときは、段切面に地下水排除工を設けることとします。 

なお、この場合は盛土内の排水施設等（暗渠排水工及び基盤排水層）も施工することとなるため、

暗渠排水工又は基盤排水層の施工範囲を段切り部分まで拡大するなどの対応も考えられます。 

 

 

図：盛土の地山へのすり付け部における段切りと排水処理の事例 

（出典：「盛土等防災マニュアルの解説」（一部修正）） 

(4) 第４号各号の規定による盛土の安定性の検討を行っている場合は、当該検討に係る盛土材料の

性質（単位重量、内部摩擦角及び粘着力等）から逸脱しないようにしなければなりません。その
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ため、盛土をする前に、使用する材料の入手箇所を決め、盛土材料の試験を行うなどの対応を行

う必要があります。 

   また、検討に係る盛土材料から逸脱する盛土材料しか入手できない場合は、改めて盛土の安定

性の検討を行う必要があります。 

(5) 盛土材料が、粒度分布のよい礫質土及び砂質土の場合は、液状化現象の発生、高含水の火山灰粘

性土又はシルトの場合は、過転圧等による強度低下、スレーキング（地下水、降雨水等の水分を吸

収し、湿潤と乾燥を繰り返すことにより、細粒化する現象）のおそれが強い材料の場合は、盛土の

圧縮沈下等が発生しないよう、地下水の排除や、適切な施工等をしなければなりません。 

   なお、盛土材料に破砕岩、岩塊玉石等を多量に含む土を用いる場合は、盛土の安定性を高めるた

め、盛土下部に用いるものとします。 

(6) ベントナイト、酸性白土、腐植土その他の吸水性又は圧縮性が著しく高いものや、腐植土、生

ごみその他の土の状態を害するおそれがあるものは、盛土材料として使用することはできません

。 

また、発泡スチロール及びハイグレードソイル等の軽量盛土工法は、公共施設用地における盛

土等において使用されていますが、耐久性の長期保証ができないなど維持管理上の課題があるた

め、宅地造成又は特定盛土等に関する工事においては使用しないこととします。 

   なお、以上の盛土材料は、掘削後の埋戻しとても使用できません。 

(7) 敷均しは、盛土を均一に締固めるために最も重要な作業であり、敷均し厚さが厚すぎる盛土は締

固めが不十分となってしまうため、厚さは 30cm 以下で管理しなければなりません。また、締固め

は、強度及び耐久性を確保し、圧縮沈下量を少なくし、盛土形状を保つために、ローラーその他こ

れに類する建設機械を用いて行わなければなりません。 

また、第４号各号の規定による盛土の安定性の検討を行っている場合は、当該検討に係る盛土材

料の性質（単位重量、内部摩擦角及び粘着力等）から逸脱しないように、盛土の締固めに配慮する

必要があります。この場合においては、より適切な締固めの管理が求められます。詳しくは、「盛

土等防災マニュアルの解説」の「Ｖ・６ 盛土の施行上の留意事項」を参照してください。 

なお、それ以外の場合も、締固めにあたっては、締固めの程度に留意し、締固め度 Dr を 90％以

上とすることを目標として、適切に RI計器などにより数値を確認することが望ましいです。 

上記にかかわらず、営農又は木竹の育成に必要な範囲の盛土については、通常の営農行為として

の耕起などが土地の形質の変更（法の規制対象行為）に該当しないものであることから、締め固め

ないことができるものとしています。なお、営農又は木竹の育成に必要な範囲は、次の２つの表を

参考とするものとし、その範囲は、造成計画平面図及び造成計画断面図に明示するものとします。 

 

表：有効根群域の深さ（露地野菜） 

項目 
ながいも 

ごぼう 

にんにく 

たまねぎ 

にんじん 

だいこん 
ばれいしょ 

トマト 

きゅうり 

すいか 

メロン 

スイート

コーン 

キャベツ 

はくさい 

レタス 

有効根群域 

の深さ 

（㎝） 

50～100 50 50～100 40 50 50 50 50 

（出典：農林水産省ウェブサイトに掲載，青森県「健康な土づくり技術マニュアル」，「表 90 土

壌の物理性の改良目標（露地野菜）」（「平成 4年土壌及び作物体分析の手引き」より引用された

表）の抜粋） 
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表:植物に必要な土層の厚さ 

種別 生存最少厚さ（cm） 生育最少厚さ（cm） 

草本 10～15 30 

小低木 30 45 

大低木 45 60 

浅根性高木 60 90～100 

深根性高木 90～100 150 

（出典：林地開発行為に係る森林造成指針） 
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７ 切土のり面（崖面） 

【審査基準】 

(1) 切土をした後の土地の部分に生じた崖面は、次のア又はイの場合を除き、擁壁又は崖面崩壊防

止施設で覆わなければならない。 

   なお、崖面崩壊防止施設には設置の条件があるため、留意すること。（第８節第２項を参照。） 

ア 土質に応じた角度が次の表の角度以下の崖面 

 崖の高さ 

土質 ５メートル超え ５メートル以下 

軟岩(風化の著しいものを除く。) 60度 80度 

風化の著しい岩 40度 50度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘

土その他これらに類するもの 
35度 45度 

イ 地盤調査（土質試験を含む。）その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖

の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面（勾配が 80 度以下のも

のに限る。） 

(2) 高さが５メートルを超える切土のり面が生ずるときは、高さ５メートル以内ごとに幅 1.2メー

トル以上の小段（下段の法と反対方向に地表水が流れるように勾配をとること。）を設け、各々

の法の下端に排水施設を設置すること。 

(3) 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地

滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の設置、土の置換えその他の措置を講ずるこ

と。 

【解説】 

(1) 政令第８条の規定により、切土をした後の土地の部分に生じた崖面は、ア及びイの崖面を除き、

擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆う必要があります。ただし、崖面崩壊防止施設の設置には条件があ

るため、当該条件を満たさない場合は、切土をした後の土地の部分に生じた崖面は擁壁で覆わなけ

ればなりません。 

ア 地盤調査の結果、切土をした後の土地の部分に生じた一体の崖（小段等により分離されている

場合を含む。）の背面の土質が、表の「土質」の列に掲げる土質であることが確認できた場合で

あって、当該崖が次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当するときは、当該崖面を擁壁又は崖面崩壊防

止施設で覆わないことができます。 

 (ｱ) 当該崖面の角度が、当該土質に応じた表の「５メートル超え」の列の角度以下のとき。 

  ※ このときは、崖面の高さに制限がありませんが、第２号の規定により小段の設置が必要な

場合があります。 

 (ｲ) 当該崖面の角度が、当該土質に応じた表の「５メートル以下」の列の角度以下であって、当

該崖の高さが５メートル以下のとき。 

 (ｳ) 「５メートル以下」の角度を超える部分がない崖であって、「５メートル超え」の角度を超

え、かつ、「５メートル以下」の角度以下である部分の崖の高さの合計が５メートル以下であ

るとき。 
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図：擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆う必要のない切土のり面の例 

   ※ 第１節第３項の規定により、この規定により崖面を擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆わない場

合（当該崖面の勾配が 45°を超えるものに限る。）は、地表面に現れた土質の確認だけでは、

地盤の構成や、地盤の状況（軟岩の場合の風化の程度等）が分からないため、あらかじめボー

リング調査・標準貫入試験及び土質試験を行う必要があります。 

   ※ 表中の「軟岩」とは、岩石を硬度によって硬岩と軟岩に分類した場合の軟岩であって通常堆

積岩(水成岩)、変成岩の大部分がこれに該当し、一般的には、頁岩（泥岩又は土丹岩と呼ばれ

るもの）、凝灰岩（大谷石）等がこれに当たるものと考えられます。また、「風化の著しい岩」

とは、一般的に砂岩、石灰岩などをいい、「その他これらに類するもの」とは、切土崖面の崩

壊に対する安全性が砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土と同程度であること、すなわち土の

粘着力及び内部摩擦角がこれらと同程度のものをいいます。 

     なお、横浜市内に広く分布している土丹が、「軟岩」に該当するかは、Ｎ値 28以上又は粘着

力が 1,000kN/㎡超であることを目安として判断します。また、土丹が風化したものは、「風化

の著しい岩」として取り扱い、土丹の層と礫又は砂質の層が交互にあるものは、「砂利、真砂

土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの」とし取り扱います。 

イ 「地盤の安定計算」の方法は、円弧滑り面法により検討することとします。 

なお、切土崖面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、切土施工直後において、Fs≧1.5 とし、

大地震時（水平震度 0.25 とする。）において、Fs≧1.0 とします。また、安定性の確認にあた

っては、切土をする土地及びその周辺の土地における地盤調査を十分に行ったうえで、計算に係

る土質の単位重量、内部摩擦角及び粘着力等並びに水位及び間げき水圧等の設定を適切に行わ

なければなりません。 

詳しくは、「盛土等防災マニュアルの解説」の「Ｖ.３．２ 盛土のり面の検討」を参照するこ

ととします。 

また、地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確か

められた場合も、アの規定においても最大の角度が 80度であること、またのり面保護工を施工

することを考慮して、崖面の角度は 80度を上限としています。 

 ※ 「地盤の安定計算」においては、崖面を擁壁で覆わなくてもよいことを確認するためのもの

ですので、構造物（擁壁、崖面崩壊防止施設、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他

の土留）がない状態での安定性を確認することとします。ただし、崖崩れ後の防災工事の場合

その他の市長が災害の発生を防止するうえでやむを得えないと認める場合を除きます。 

 ※ 地盤の安定計算をした結果により崖面を擁壁で覆わない場合は、のり面保護工の工法の選

定において、地盤の土質の不均質さや崖内部における節理等の把握が困難であることを考慮

し、ロックボルト又はグラウンドアンカーを用いるなど切土崖面の安定化を図ってください。

（第３号を参照してください。） 

 (2) のりの高さが大きくなると、のり面上部からの雨水その他の地表水の流量や流速が増加し、浸食

力が大きくなるとともに、降雨による間げき水圧が増大するおそれがあるため、高さ５ｍ以内又は

「５メートル超え」の角度
を超え、かつ、「５メート
ル以下」の角度以下の角度 

「５メートル超え」の角度
を超え、かつ、「５メートル
以下」の角度以下の角度 

「５メートル以下」
の角度以下の角度 

Ｈ１（ｍ） 

Ｈ２（ｍ） 

Ｈ３（ｍ） 

Ｈ１（ｍ）＋Ｈ３（ｍ）≦５ｍ 
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のり面勾配の変化点に小段を設けるものとします。 

また、小段には、雨水その他の地表水が下段ののりと反対方向に流れるように勾配（２～５パー

セント程度 ）をとり、排水施設により適切に排出しなければなりません。 

なお、高さが５ｍを超える一体の崖において切土のり面の角度を変化させる場合には、上段のの

り面はその下段ののり面よりも角度を緩くするよう努めてください。 

 
図：切土のり面の例(土質が関東ロームの場合) 

 (3)  切土をした後の土地の部分に生じた崖面又はのり面が、割れ目の多い岩又は流れ盤である場合

や、軟弱な土質の層がある場合など、当該崖面又はのり面の切土をした後の地盤に滑りやすい土質

の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその

他の土留の設置、土の置換えその他の措置を講ずることとします。 

   なお、地下水が多い場合の地下水排除工の施工については、次項を参照してください。 

 

図：滑りが生じやすい地盤にグラウンドアンカーを施工する場合の例 

 

  

35° 

35° 

45° 

水勾配 
→ 

水勾配 
→ 

1.2ｍ 

 

1.2ｍ 

 

 

 

 

５ｍ 

５ｍ 

５ｍ 

水勾配 
→ 

現況地盤 

節理のある流れ盤 
（滑りが生じやすい地盤） 

安定地盤 

のり枠等 
グラウンドアンカー 
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８ 切土の排水施設等 

【審査基準】 

政令第７条第２項第２号に規定する土地（以下「渓流等」といいます。）又は集水地形に該当する

土地（第１節第４項を参照。）を切土する場合（工事着手後に地下水が確認された場合を含む。）で、

切土をした後の土地の部分に生じた崖（擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留に覆われたものを含む。以

下この項において同じ。）又はのりの安全のために、当該崖又はのりの背面に侵入する地下水を排水

する必要があると認められるときは、当該崖又はのりの下部その他の適切な箇所に次のとおり地下水

排除工（暗渠排水工）を施工すること。 

なお、暗渠排水工に係る排水施設については、第２項第１号ウからカの規定を準用するほか、 

「盛土等防災マニュアルの解説」を参照して設計及び施工すること。 

【解説】 

 渓流等又は集水地形に該当する土地において切土をする場合で、切土をした後の土地の部分に生じ

た崖又はのりの背面に地下水が侵入しやすい状況であるとき（例えば、礫層又は砂層の下に土丹層が

あるとき。）は、地下水の侵入により地盤の滑り等が生じないよう、地下水排除工（暗渠排水工）を

施工することとします。 

 暗渠排水工の施工の方法としては、横ボーリングを行ったうえで、トレンチ（有孔管）を設置する

方法などがあります。 

 なお、暗渠排水工に係る排水施設の設計及び施工においては、第２項第１号ウからカの規定及びそ

の解説並びに「盛土等防災マニュアルの解説」等を参照してください。 

 

図：切土のり面の排水施設の例 

 

  

地下水が多く 
滑りやすい地盤 

暗渠排水工 

不透水層 
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第３節 排水施設 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定め
る施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面を覆
うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、排
水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 
第七条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のう
ち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部
分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水
その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

二～三 （略） 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 
第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に
関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそ
れがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当す
るものを設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする
措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合にお
いては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機
能を有するものとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるもので
あること。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所
に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法のり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上
適当な箇所 

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。 

２ （略） 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 

第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 
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１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の雨水その他の地表水及び地下水（以下この節において「地表水

等」といいます。）並びに工事施行区域内に侵入する地表水等に適用する。 

工事施行区域内の地表水等及び工事施行区域内に侵入する地表水等が適切に処理されなければ、工

事施行区域内において地盤の緩み、間げき水圧の増加及び雨水その他の地表水による浸食等が生じ、

崖崩れ及び土砂の流出が発生するおそれがあります。そのため、工事施行区域内の地表水等及び工事

施行区域内に侵入する地表水等に、この節の基準を適用します。 

 

２ 地表水等を集水する排水施設の設置 

【審査基準】 

(1) 工事施行区域内には、工事施行区域内の地表水等及び工事施行区域内に侵入する地表水等を集

水できるよう、排水施設を設けること。 

   ただし、工事施行区域のうち、既存の排水施設（工事施行区域外の排水施設を含む。）により

地表水等の集水が適切に行われている範囲の土地については、この限りではない。 

(2) 次に掲げる箇所には、地表水等を集水する排水施設を設置すること。 

   なお、この排水施設は、前号の排水施設とすることができる。 

  ア 盛土又は切土をした土地の部分に生ずる高さ１メートルを超えるのり面（擁壁及び崖面崩壊

防止施設で覆うのり面を除き、のり面保護工で保護されたのり面を含む。）の下端の箇所 

  イ 高さ１メートルを超える擁壁（擁壁の前面が鉛直に近いものを除く。）の下端の箇所（ただ

し、当該擁壁の下端に地盤への浸透を防止する措置が講じられ、かつ、擁壁の下方において、

地表水等の集水が適切に行われている場合を除く。） 

  ウ 高さ１メートルを超える崖面崩壊防止施設の下端の箇所 

  エ 暗渠排水工、基盤排水層又は水平排水層を施工した場合の、地下水（湧水及び浸透した雨水

等を含む。）が排出される箇所（擁壁、崖面崩壊防止施設又は土留により覆われた崖面又はの

り面の下端の箇所を含む。） 

  オ 道路となる土地の側辺の箇所 

  カ 第２節第２項、同節第３項及び同節第７項の規定により排水施設の設置が必要な箇所 

  キ 地表水等が集中する箇所、湧水がある箇所、湧水のおそれがある箇所その他地表水等を速や

かに排除する必要がある土地の箇所 

【解説】 

 (1) 工事施行区域内の地表水等及び工事施行区域内に侵入する地表水等は、工事施行区域内の排水施

設（この排水施設には、道路に設ける側溝を含みます。）により集水しなければなりません。 

例えば、工事施行区域の土地への降雨による雨水は、当該土地の地盤面の設けられた水勾配（２

～５パーセント程度）の先に排水施設を設け、集水する必要があります。また、工事施行区域内の

降雨による雨水は、工事施行区域外に流出しないよう、工事施行区域内の設ける排水施設により集

水する必要があります。 

 
図：地表水等を集水する排水施設の設置例 

地表水 

地表水 

地表水が溜まらず、かつ、擁壁の背面に暗渠
排水工、基盤排水層又は水平排水層の施工が
ない場合は、設置しないことができる。 

設置が必要 

地表水 

地表水 

設置が必要 

地表水 

工事施行区域外 工事施行区域内 

工事施行区域内 工事施行区域外 

設置が必要 
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ただし、工事施行区域のうち、道路の側溝等の既存の排水施設（工事施行区域外の排水施設を含

む。）により地表水等の集水が適切に行われている範囲の土地については、地表水等を集水する排

水施設を設けないことができることとします。 

なお、工事施行区域外の既存の排水施設の利用に係る当該排水施設の所有者等の同意については、

法の許可の審査の対象ではありませんが、あらかじめ同意を得るよう努めてください。 

 

 

図：既存の排水施設により集水する場合の例 

 (2) 第１号のとおりに集水する排水施設を設けることを前提として、次のアからキの箇所には、地表

水等を集水する排水施設を設置することとします。また、次のアからキの排水施設は、Ｕ形側溝（浸

透式のＵ形側溝は不可。道路に設ける場合は、Ｌ形側溝、ＬＵ側溝又はＬＯ側溝等。）とします。 

   なお、この排水施設は、第１号の排水施設にも該当するため、次のアからウの箇所に排水施設を

設置した結果、工事施行区域内の地表水等及び工事施行区域内に侵入する地表水等を集水できる場

合は、その他に集水する排水施設を設ける必要はありません。 

  ア 盛土又は切土をした土地の部分に生ずるのり面から流下した地表水等が、のり面の下端に留ま

ると、のり面の崩壊につながるおそれがあるため、のり面の下端には集水する排水施設を設ける

必要があります。 

    ただし、高さ１メートル以下ののり面については、規模が小さく、周辺への影響が限定的であ

るため、当該のり面の下端には集水する排水施設を設けることは要しません。 

    なお、のり面を擁壁で覆う場合についてはイを、崖面崩壊防止施設で覆う場合は、ウを参照し

てください。 

  イ 擁壁の前面の勾配のある面から流下した地表水等が、擁壁の下端に留まると、擁壁の崩壊、滑

り及び沈下等につながるおそれがあるため、擁壁の下端には集水する排水施設を設ける必要があ

ります。 

    ただし、高さ１メートル以下の擁壁については、規模が小さく、周辺への影響が限定的である

ため、当該擁壁の下端には集水する排水施設を設けることは要しません。また、擁壁の前面が鉛

直に近いものについては、擁壁の前面を流下する地表水等がないことから、当該擁壁の下端には

集水する排水施設を設けることは要しません。 

    また、擁壁の下端において、水平距離 1.5メートル以上かつ擁壁の高さ（ｍ）に 0.4 を乗じた

水平距離以上の範囲を、地盤の緩み等が生じないようコンクリート打ちした場合であって、擁壁

の下方において、既存の排水施設により地表水等の集水が適切に行われている場合は、擁壁の下

端に集水する排水施設を設けないことができることとします。この場合において、コンクリート

打ちをする土地は、工事施行区域であると取り扱います。 

    なお、工事施行区域外の既存の排水施設の利用に係る当該排水施設の所有者等の同意について

は、法の許可の審査の対象ではありませんが、あらかじめ同意を得るよう努めてください。 

地表水 

地表水が溜まらず、擁壁の前面が鉛直に近いものであり、かつ、
擁壁の背面に暗渠排水工、基盤排水層又は水平排水層の施工がな
い場合は、集水する排水施設を設置しないことができる。 

設置が必要 

地表水 

工事施行区域内 工事施行区域外 

既存の排水施設 
（道路の側溝） 

既存の排水施設により 

集水する範囲の土地 

道路 
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図：間知石（ブロック）練積み造擁壁の下端に集水する排水施設を設けない場合の例 

  ウ 崖面崩壊防止施設は、透水性が高い構造であり、崖面崩壊防止施設の躯体から地下水（湧水及

び浸透した雨水等を含む。）が排出されます。その地下水等が崖面崩壊防止施設の下端に留まる

と、崖面崩壊防止施設の崩壊及び沈下等につながるおそれがあるため、崖面崩壊防止施設の下端

には集水する排水施設を設ける必要があります。 

    ただし、高さ１メートル以下の崖面崩壊防止施設については、規模が小さく、周辺への影響が

限定的であるため、当該崖面崩壊防止施設の下端には集水する排水施設を設けることは要しませ

ん。 

  エ 第２節第４項又は第８項の規定により、盛土内又は切土内に暗渠排水工、基盤排水層又は水平

排水層を施工する場合は、地下水（湧水及び浸透した雨水等を含む。）が排出される箇所に、集

水する排水施設を設ける必要があります。 

  オ 道路となる土地は、舗装され、地表水等が流下しやすい土地であるため、道路となる土地の側

辺の箇所には、集水する排水施設（道路側溝）を設ける必要があります。 

  カ 第２節第２項の規定により、「盛土又は切土をした後の土地の部分に生じた崖又はのりの上端

（崖又はのりの反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付することが困難な場合）」

の箇所、第２節第３項の規定により、盛土のり面の小段の箇所及び第２節第７項の規定により、

切土のり面の小段の箇所には、集水する排水施設を設ける必要があります。 

  キ アからカ以外の箇所で、地表水等が集中する箇所、湧水がある箇所及び湧水のおそれがある箇

所や、崖崩れ又は土砂の流出等を防止するため、速やかに地下水等を排除する必要がある箇所に

は、集水する排水施設を設ける必要があります。 

 

３ 排水施設の構造 

【審査基準】 

(1) 排水施設は次の全てに該当するものとすること。 

ア 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

イ 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のもの

とする措置が講ぜられているものであること。ただし、暗渠排水工に係る排水施設のうちトレ

ンチ（有孔管）とする必要があるもの及び雨水浸透施設として設置する必要があるものを除く。 

ウ 排水施設の接合部分は、セメントまたはモルタル等により堅固に接合すること。 

エ 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる

箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

(ｱ) 管渠の始まる箇所 

(ｲ) 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

(ｳ) 管渠の内径又は内法のり幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清

掃上適当な箇所 

オ ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

地表水 地表水 

工事施行区域外 工事施行区域内 工事施行区域内 

工事施行区域外 
（既存の排水施設により
地表水等の集水が適切に
行われている土地） 

擁壁の高さ 
Ｈ（ｍ） 

1.5ｍ以上かつ 0.4Ｈ（ｍ）のコンクリート打ちした場合
は、集水する排水施設を設置しないことができる。擁壁の
背面に暗渠排水工、基盤排水層又は水平排水層の施工があ
る場合を除く。 

設置が必要 
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カ ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。 

キ 道路となるべき部分に設置することとなる排水施設は、日本産業規格該当品又はそれと同等

以上の強度を有する材料を使用し、砂利及びコンクリート等により基礎を施すこと。 

(2) 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、公共の用に供する排水施設に準じたものと

するとともに、横浜市下水道条例第３条（排水設備の接続方法）並びに同施行規則第３条（排水

設備の技術上の基準）及び第４条（排水設備の施行方法）の規定を準用する。 

【解説】 

 排水施設の構造は、地表水等を支障なく流下させることができるもの、耐久性を有するもの及び支

障なく維持管理を行うことができるものとする必要があるため、この基準を定めています。 

 なお、都市計画法の開発許可の場合は、排水施設について同法第 33 条第１項第３号の規定も適用

されますので、留意してください。 

 また、第１号イ中の「雨水浸透施設」とは、横浜市開発事業等の調整等に関する条例第 18条第２項

第５号又は第６号の規定によるものなどですが、崖（擁壁又は崖面崩壊防止施設等で覆われたものを

含みます。）、盛土のり面及び切土のり面に近接する区域及び崖上の盛土をする区域など、設置する

ことができない箇所があります。詳しくは、「横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手続の手引

（横浜市建築局）」を参照してください。 

 

４ 排水施設の勾配及び断面積 

【審査基準】 

地表水等に係る排水施設の勾配及び断面積は、横浜市下水道計画指針を準用し、次の算式により算

定した最大計画雨水流出量を支障なく流下させることができるものとすること。 

 

Ｑ＝１／360・Ｃ・Ｉ・Ａ 

 

（備考） 

１ Ｑ及びＡは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｑ：最大計画雨水流出量（ｍ3/sec） 

     Ａ：排水面積（ha） 

２ Ｃは、流出係数を表すものとし、用途地域等ごとに次表のとおりとする。 

なお、当該用途地域等が混在する場合は、当該用途地域等ごとの面積の加重平均を用いて

求めた係数を流出係数とする。 

用途地域等 流出係数 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地

域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 

0.70 

近隣商業地域又は商業地域 0.80 

準工業地域、工業地域又は工業専用地域 0.60 

市街化調整区域 0.40 

３ Ｉは、流達時間内の降雨強度を表すものとし、第１号又は第２号に定めるとおりとする。 

(1) 自然排水区域（次号に規定するポンプ排水区域以外の自然流下による排水が可能な区域

をいう。） 

Ｉ＝880／（ｔ0.65＋4.4） 

(2) ポンプ排水区域（下水道法第４条第１項の規定により定められた横浜市公共下水道事業

計画で定めるポンプによる強制的な排水を要する区域をいう。）  
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Ｉ＝1,452／（ｔ0.70＋7.5） 

(3) 前２号のＩ及びｔは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

      Ｉ：流達時間内の降雨強度（mm／hr） 

      ｔ：流達時間（min） 

ｔ＝te＋Σ［Li／（60・Vi）］ 

te：流入時間（５分） 

Li：管渠
きょ

又は開渠
きょ

の延長（m） 

Vi：設計流速（m/sec） 

【解説】 

 地表水等を支障なく流下させるため、排水施設の勾配及び断面積は、工事施行区域の降雨強度及び

排水面積等を考慮した、最大計画雨水流出量を用いて設計することとします。 

 なお、排水面積とは、集水区域（第２章第１節第４項を参照してください。）の面積のことをいい

ます。 

 

５ 地表水等の流末処理 

【審査基準】 

地表水等の流末処理は、土砂を含まないものとし、工事施行区域内の排水施設から公共下水道、水

路、河川又は海域に自然流下により放流すること。 

【解説】 

第２項の規定により集水した地表水等は、工事施行区域が下水道法による排水区域内である場合に

は公共下水道に、その他の場合には従来その土地の放流先であった水路、河川又は海域に放流しなけ

ればなりません。 

工事施行区域外の公共下水道、水路、河川又は海域に放流することとしているのは、雨水その他の

地表水の流末が、適切に処理されなければ、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずる可能性が高く

なるためです。また、自然流下としているのは、ポンプ排水の場合は、電源喪失により排水されなく

なるためです。 

なお、横浜市開発事業等の調整等に関する条例第 18 条第２項第５号又は第６号の規定等により雨

水浸透施設を設置した場合であっても、この規定を適用し、流末を浸透のみとすることはできません。 

また、その放流先となる公共下水道又は河川等の管理者と処理容量について協議しなければなりま

せん。 

※ 工事施行区域内の排水施設は、工事施行区域から直接、横浜市その他の公共団体が管理する公共

下水道又は河川等に接続することを原則としますが、周辺の状況によりやむを得ず民有地に存する

私所有の排水設備を経由して公共下水道又は河川等に接続する場合は、その排水設備の管理者に、

排水計画の概要を説明し、排水設備の接続の同意を得るよう努めてください。 
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第４節 擁壁 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （規則） 

【政令】 
（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する
ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に
生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるもの
に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から
下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁
の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の
ものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ
（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は
連続しているものとみなす。 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 
第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ
つて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によつて擁
壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力
度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめ
ること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗
力の三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめるこ
と。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの
許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の
土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施
行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び
第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算され
た数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数
値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができ
る。 

（練積み造の擁壁の構造） 
第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ
らなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部
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分の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、か
つ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当する
ものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であ
ること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁
壁とし、かつ、その背面に栗くり石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるとき
は、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤
の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五
（その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のもので
あるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五セン
チメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁
壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の
三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九
条の規定を準用する。 

（擁壁の水抜穴） 
第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面
の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これ
に類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、
砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事に
より設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるもの
を除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除
く。）の規定を準用する。 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁
壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これ
らの規定は、適用しない。 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【市細則】 
（任意に設置する擁壁） 

第 30 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁（政令第８条第１項第１号（政令第 18条において準
用する場合を含む。）の規定により設置するものを除く。）で地上高さが１メートルを超えるものは、
同項第２号に規定する構造又は政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）の規定によ
り国土交通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。 

２ 前項の擁壁については、政令第９条から第 12条まで及び第 17条（政令第 18条において準用する場合
を含む。）の規定を準用する。 

３ 第１項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第１号アからエまでに掲げる土地に該当する
場合は、前２項の規定は、当該擁壁には適用しない。 

 （既存の擁壁等） 
第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 
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１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の擁壁（既存の地上高さが１メートルを超える擁壁を含む。）に

適用する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の擁壁が影響を受ける場合は、当該

擁壁についてもこの基準を適用し、新たにこの基準に適合しない事項が生じないことを審査、検査及

び確認するものとする。 

この基準は、工事施行区域内の擁壁（市細則第 31 条の規定により既存の地上高さが１メートルを

超える擁壁を含みます。）に適用するとともに、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内

の盛土又は切土によって、この基準に新たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この

基準を適用します。 

  なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁にもこの節

の規定を適用するとしているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する工事等

が行われており、市域に多数の擁壁が既に設置されているという地勢であり、これから実施する宅地

造成又は特定盛土等に関する工事に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するために

は、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁についても技術的基準を適用する必要があるためです。 

 

２ 擁壁の構造 

擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造又は

法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造のものとすること。 

擁壁とは、制度編第２章第１項第 23 号の表のとおり、鉄筋コンクリート造擁壁、無筋コンクリー

ト造擁壁、間知石練積み造その他の練積み造による擁壁及び法第 17 条の規定により国土交通大臣の

認定を受けた構造の擁壁に加えて、補強コンクリートブロック造の擁壁、補強土壁及び山留式擁壁等

も含まれます。 

法第８条第１項第１号の規定により擁壁の設置を要する場合は、政令の既定によりその構造は、鉄

筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造又は法第 17 条の規定に

より国土交通大臣の認定を受けた構造のものに限定されています。 

なお、同一断面内において異種構造の擁壁を用いることはできまません。 

 

３ 地上高さが１メートルを超える任意設置擁壁の基準の強化 

【審査基準】 

(1) 工事施行区域内に設置する地上高さが１メートルを超える擁壁（法第８条第１項第１号の規定

により設置されるものを除く。）は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み

造その他の練積み造又は法第 17 条の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造のものとする

こと。 

 (2) 前項の擁壁には、この節の規定を適用する。 

 (3) 前２号の規定は、擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が次のアからエに掲げる土地に該当

する場合は、当該擁壁には適用しない。 

  ア 森林法第５条第１項に規定する地域森林計画の対象である民有林（同法第２条第３項に規定

する民有林をいう。）である土地 

  イ 都市緑地法第 12条の規定による特別緑地保全地区内の土地 

  ウ 首都圏近郊緑地保全法第４条第２項第３号の近郊緑地特別保全地区内の土地 

  エ 緑の環境をつくり育てる条例第７条第１項の規定により指定された保存すべき緑地（告示が

行われた市民の森に限る。）内の土地 
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【解説】 

(1) 法第８条第１項第１号の規定により擁壁の設置を要しない場合は、政令第 13 条の建築基準法施

行令の準用の規定のみが適用され、構造方法の限定はされていません。 

   しかし、横浜市では、法第８条第１項第１号の規定により擁壁の設置を要しない場合であっても、

工事施行区域内に設置する地上高さが１メートルを超える擁壁は、市細則第 30 条第１項の規定に

より、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造又は法第 17条

の規定により国土交通大臣の認定を受けた構造のものに限定しています。これは、横浜市は、狭あ

いな道路や、急勾配の土地が多く、擁壁の高さが２メートル以下であっても、擁壁が崩壊等した場

合の影響が大きいという地勢であるため、市細則により技術的基準を強化したものです。 

   そのため、工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える擁壁については、鉄筋コンクリート

造擁壁、無筋コンクリート造擁壁、間知石練積み造その他の練積み造による擁壁及び法第 17 条の

規定により国土交通大臣の認定を受けた構造の擁壁以外の、補強コンクリートブロック造の擁壁等

の擁壁とすることはできません。 

 (2) 法第８条第１項第１号の規定により擁壁の設置を要しない場合に擁壁を設置するときは、政令で

は、政令第 13条の建築基準法施行令の準用の規定のみが適用されますが、市細則第 30条第２項の

規定により、地上高さが１メートルを超える擁壁については、政令第９条から第 12条又は第 17条

の規定を準用します。これも、横浜市の地勢を踏まえて、技術的基準を強化したものです。 

   政令第９条から第 12条又は第 17 条の規定に係る基準が、この節の基準ですので、地上高さが１

メートルを超える擁壁については、この節の基準を適用します。 

 (3) 第１号及び第２号の規定は、擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が上記のアからエに掲げる

土地に該当する場合は、適用しません。これは、保全対象となるものが隣接してない土地であり、

かつ、継続して森林として土地利用されることが想定される土地であるためです。 

 

４ 伸縮目地 

【審査基準】 

伸縮目地は、次の各箇所について、擁壁の全断面にわたって設けること。 

(1) 擁壁の材料・構法が異なる箇所 

(2) 地盤の条件が一様でない箇所 

(3) 同一平面における、延長 20メートルを超えない箇所 

(4) 擁壁の基礎の位置が変化する箇所 

(5) 擁壁の高さが著しく変化する箇所 

【解説】 

伸縮目地は、温度変化による構造物の伸縮や、地震動による揺れ、擁壁高の著しい変化、地盤の不

同沈下、施工条件の変化などに起因して生じる壁体への応力集中による構造物の変形を平滑に行わせ、

亀裂等有害な変形の発生を防止する目的で設けるものです。したがって、応力集中のひずみが完全に

分散されるよう伸縮目地は基礎部分まで設けて分断しなければなりません。 

 

５ 擁壁の水抜穴及び透水層 

【審査基準】 

(1) 擁壁の水抜穴は、内径 75 ミリメートル以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用い、壁

面の面積３平方メートルごとに１箇所以上設けること。 

 (2) 擁壁の背面の全面（擁壁の前面が地盤面下である部分の背面部分を除く。）には、砂利等で厚さ

300 ミリメートル以上の透水層を設け、透水層の最下段部には、厚さ 50ミリメートル以上の止水

コンクリートを水抜穴の方向に流れるように勾配をとって設置すること。 
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   なお、５メートル以下の鉄筋コンクリート造擁壁又は無筋コンクリート造擁壁に限り、透水層

に石油系素材を用いた「透水マット」を使用することができるものとする。 

【指導基準】 

(3) 第１号の規定による水抜穴の設置は、次のとおりとするよう努めること。 

ア 千鳥配置とすること。 

イ 擁壁の断面に対し排水方向に勾配をとること。 

【解説】 

(1) 水抜穴を設置すべき壁面に屈曲角が 60°以上 120°以下の屈曲部がある場合は、屈曲部分の延長

が短い場合等を除き、屈曲部で分けられた各々の面で必要な水抜穴の数量を算定することとします。 

 (2) 透水層は、擁壁の地上部分の背面全面に設けることとします。透水層の材料として、「砂利等」

のほか、特性に応じた適切な使用方法による場合には、石油系素材を用いた「透水マット」も使用

できることとします。 

「砂利等」を透水層とする場合は、背面土圧の軽減及び有効排水の観点から、厚さを 300mm以上

確保することとします。透水層に用いる「砂利等」は、純粋な砂利、砂、クラッシャラン又は粒度

調整砕石によることとし、再生材は使用できません。 

石油系素材を用いた「透水マット」を透水層とする場合は、高さ５ｍ以下（擁壁背面の斜面の高

さを含みます。）の鉄筋コンクリート造擁壁又は無筋コンクリート造擁壁に限り、「擁壁用透水マ

ット技術マニュアル」（公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会）（以下「擁壁用透水マット技術マ

ニュアル」といいます。）及び「擁壁用透水マット設計・施工要領【神奈川県仕様】」に基づく材

料の使用や施工方法が可能な場合には使用できます。この場合において、擁壁のコンクリートのレ

イタンスの除去及び背面からの接着等を要するため、工事施行区域の境界から擁壁の背面まで適切

に施工が可能な離隔距離をとる必要があります（コンクリート型枠に透水マットを貼付した状態で、

コンクリートを打設する方法は、当該要領の施工方法にはなく、その方法により透水マットを施工

することはできません。）。 

なお、「止水コンクリート」は、擁壁背面の水分を水抜穴から排出できるよう透水層の厚さ以上

の幅とし、かつ破損等がないよう厚さを 50mm以上とします。 

 

図：止水コンクリートの例 

(3) 水抜穴の配置は、集中豪雨時における土圧の増大及び基礎の滑り抵抗力の低下を防止するため、

背面土の雨水、地下水等を有効に排水することのできるよう適切に行ってください。また、水平方

向、特に擁壁下端部への集中平行配置は擁壁の構造耐力上好ましくないため、水抜穴は千鳥配置と

してください。 

 

  

練積み擁壁

水受けコンクリート

地盤線 水抜穴

透水層

水受け
コンクリート

 
 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 
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６ 隅角部の補強 

【審査基準】 

(1) 擁壁の背面土と接する部分が 60 度以上 120 度以下の範囲で屈曲する場合は、隅角をはさむ二

等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること。 

(2) 前号の規定において、二等辺三角形の一辺の長さは、擁壁の高さ３メートル以下では 50 セン

チメートル以上、擁壁の高さ３メートル超では 60センチメートル以上とする。 

   ただし、屈曲部の延長が短い場合は、この限りではない。 

【解説】 

擁壁の出隅部は土圧等が２方向へ作用して生じる引張力等によりひび割れなどの破壊が発生しや

すいため、この部分の剛性を増大させ、引張力に抵抗させる措置を講じる必要があります。 

なお、補強を要する屈曲角は 60°以上 120°以下とします。 

また、伸縮目地は、隅補強端部から２ｍ以上かつ擁壁の高さ以上離して設置するよう努めることと

します（次の図を参照）。やむを得ず、伸縮目地の位置が、隅補強端部に近くなる場合（屈曲部の延

長が短い場合）は、補強可能な大きさにて補強を行うこととします。 

 

 

図：隅角部の補強 

  

練り積み造擁壁の場合

－平面図－

伸縮目地

鉄筋コンクリート造擁壁の場合

伸縮目地

鉄筋コンクリート造擁壁の隅部は該当する

高さの擁壁の横筋に準じて配筋すること。

ａ

ａ


ａ

ａ


図８ 擁壁隅部の補強

ℓ 
ℓ 

○擁壁の高さが３ｍ以下 

a＝50cm 

○擁壁の高さが３ｍ超 

a＝60cm 

○伸縮目地の位置 

  ℓ ≧２mかつ擁壁の高さ 
ａ

ａ

ａ

ａ



伸縮目地

－立体図－

ℓ 

a 

a 

a 

a 
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７ 擁壁の基礎及び地盤改良等 

【審査基準】 

(1) 擁壁の基礎は、直接基礎とすること。ただし、鉄筋コンクリート造擁壁において、基礎ぐいを

用いる場合は、この限りでない。 

(2) 基礎底面下には、砕石等及び捨てコンクリートを敷設すること。ただし、基礎地盤の土質が軟

岩又は硬岩である場合及び基礎底面下の全面について地盤改良を施工した場合は、砕石等を敷設

しないことができるものとする。 

(3) 地盤の置換の深さは１メートル程度まで、浅層混合処理での地盤改良の深さは２メートル程度

まで、深層混合処理での地盤改良の深さは５メートル程度までとする。ただし、深層混合処理で

の地盤改良の深さについては、第三者機関により深層混合処理の施工技術に係る証明を取得して

いる場合は、その証明に係る深さまでとする。 

(4) 地盤改良の設計は、「2018 年版建築物のための 改良地盤の設計及び品質管理指針－セメント

系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法－（日本建築センター、ベターリビング）」に参照し

て行うこと。 

(5) 前号の規定するほか、深層混合処理での地盤改良の設計は、次の事項のとおりとすること。 

  ア 改良体の配置形式は、ブロック形式又は壁形式とし、原則として擁壁の縦壁に対して垂直方

向に配置すること。 

イ 改良体の幅（擁壁の縦壁に対して垂直方向）は、擁壁の底版幅以上とすること。 

ウ 地盤改良を行う地盤が、支障なく改良できる地盤であることを確かめること。 

エ 改良する地盤に地下水がある場合は、地下水の流れを阻害しないように改良体を配置するこ

と。 

【指導基準】 

 (6) 前２号の規定するほか、深層混合処理での地盤改良の設計においては、次の事項のとおりとす

るよう努めること。 

  ア 改良体の先端の支持層は、第四紀後期の硬質ローム層（下末吉ローム層等）以前の洪積層又

はＮ値 30程度以上の砂層等、安定している地盤とすること。 

イ 改良地盤の鉛直支持力の検討において、改良地盤又は改良体の周面に作用する極限周面摩擦

力度は考慮しないこと。 

【解説】 

(1) 擁壁に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え鉛直荷重を基礎底面下の地盤のみで支持でき

るよう、擁壁の基礎は、良質な支持層上に直接設置することとします。 

なお、この規定では、支持層までの置換又はセメント系固化材を用いた地盤の安定処理によって

築造した改良地盤上に擁壁の基礎を設置する場合も「直接基礎」とみなします。 

なお、全層鉛直攪拌式による地盤改良工法による地盤改良は、その知見が少なく、建築物の敷地

として使用することを前提とした設計手法が確立されていないことから、原則として使用しないこ

ととします。 

(2) 擁壁の基礎と基礎地盤の間には、擁壁の基礎の鉛直荷重を均等に地盤に伝え、基礎の不同沈下に

よる擁壁の転倒を防止するため、砕石等を敷設し、十分に転圧し、その後に捨てコンクリートを敷

設することとします。 

   なお、コンクリート破砕材等で構成される再生クラッシャランであっても、強度及び耐久性につ

いて信用性のある粒度調整砕石（RM-40等）であれば、使用してもよいこととします。 

 (3) 地盤の置換の場合は、深くなると、置換した地盤の側方移動等の影響が無視できなくなるため、

深さは１メートル程度とします。浅層混合処理での地盤改良は、深くなると、地盤改良体の安定や

応力度等の検討が必要になるため、２メートル程度とします。 

また、深層混合処理での地盤改良の場合は、深くなると、改良体の強度や、改良体の鉛直性等の
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施工精度上の問題があるため、深さは５メートル程度とします。ただし、第三者機関により深層混

合処理の施工技術に係る証明として、「建築物等の施工技術・技術審査証明」又は「建築物等の保

全技術・技術審査証明」などを取得している場合は、その証明に係る深さまで深層混合処理での地

盤改良を行うことができるものとします。 

(4) 「2018年版建築物のための 改良地盤の設計及び品質管理指針－セメント系固化材を用いた深層・

浅層混合処理工法－（日本建築センター、ベターリビング）」には、浅層混合処理及び深層混合処

理での地盤改良等について記載されています。 

 (5) 深層混合処理での地盤改良の設計は、アからエのとおりとする必要があります。 

  ア 擁壁は、常時水平力が作用するため、ブロック形式又は壁形式とします。また、擁壁の構造は、

擁壁の縦壁に対して垂直方向に土圧を作用させて検討を行うため、改良体は、原則として擁壁の

縦壁に対して垂直方向に配置することとします。 

  イ 常時作用する水平力に対して滑動及び転倒等が生ずることがないよう、擁壁の底版の下は改良

体が配置されるようにするため、改良体の幅（擁壁の壁に対して垂直方向）は、擁壁の底版幅以

上とすることとします。 

  ウ ごみを含む地盤や、地下水の流れが速い地盤、支持地盤が著しく傾斜している地盤等の場合は、

深層混合処理での地盤改良が困難な場合があるため、あらかじめ地盤改良が可能な地盤であるか

確認する必要があります。 

  エ 改良体により、地下水の流れを阻害すると、改良体及びその周辺の地盤に作用する水圧が上昇

するおそれがあるため、改良体の配置において、一定の延長ごとに間隔を空けるなどの措置を講

じる必要があります。 

(6) 深層混合処理での地盤改良が必要となるような地盤は、軟弱地盤であるなど、改良地盤又は改良

体の周面に作用する極限周面摩擦力度が期待できないことが多いため、当該極限周面摩擦力度は考

慮せず、安定している地盤を支持地盤とするよう努めてください。 

   なお、やむを得ず当該極限周面摩擦力度を考慮する場合は、圧密沈下のおそれがない地盤に限り、

当該極限周面摩擦力度を考慮することとしてください。 

 

８ 盛土上又は軟弱地盤上の擁壁 

【審査基準】 

盛土（既存の盛土を含む。以下この項において同じ。）上又は軟弱地盤上に擁壁を設置することと

なる場合は、盛土又は軟弱地盤に生じる応力度が、次の許容応力度以下になるように、基礎地盤の改

良又は置換の措置を講じること。ただし、軟弱地盤の場合は、地盤調査（土質試験を含む。）の結果、

擁壁及び擁壁上部の地盤に有害な沈下を生じないことが明らかな場合は、この限りでない。 

(1) 盛土上の場合は、１平方メートルあたり 30 キロニュートンに当該盛土の単位体積重量と改良

深さとの積を加えたもの 

(2) 軟弱地盤上の場合は、地盤調査（土質試験を含む。）結果から求められた当該軟弱地盤の許容

応力度 

【解説】 

盛土上に擁壁を設置すると、地山に設置した場合に比べて盛土地盤の支持力不足、圧密沈下及び圧

縮沈下のおそれがあるため、前項の規定により良好な支持層までの改良の措置を講じず盛土上に擁壁

を設置する場合は、擁壁の基礎地盤を改良又は置換して、盛土地盤への応力分散を図らなければなり

ません。これは、平板載荷試験等の試験・調査で地盤の許容応力度が確認できた場合であっても、盛

土は不均一な場合があり、試験・調査での地盤の許容応力度の確認には限界があるためです。 

また、軟弱地盤の場合についても、支持力不足及び圧密沈下のおそれがあるため、盛土の場合と同

様に、応力分散を図らなければなりません。 

応力分散の式は次のとおりです。 
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ｑ ： 擁壁の地盤反力の最大値(ｋＮ／㎡) 

ｑ´： 下部地盤に作用する接地圧(ｋＮ／㎡) 

Ｂ ： 擁壁の底版長さ(ｍ) 

Ｌ ： 擁壁の延長(ｍ) 

ｈ ： 地盤改良又は置換高さ(ｍ) 

θ１ ： 擁壁の底版長さ方向の応力の広がり角度 

θ２ ： 擁壁の延長方向の応力の広がり角度 

ただし、擁壁の端部に他の擁壁や建築物等がある場合は０度とする。 

γ１ ： 改良土若しくは砂・砂利・砕石の単位体積重量(ｋＮ／㎥) 

 

θ１及びθ２は、30°以下とします。また、砂・砂利・砕石で置換する場合には、置換高さは１ｍ程

度までとし、それ以上の高さとなる場合には、地盤改良を行うものとします。 

盛土上に設置する場合は、上記の計算方法において、最も応力が分散される（ｑ'が最小となる）高

さまで改良又は置換をしてください。 

なお、申請区域界に擁壁を設置する場合は、参考図７の施工範囲が隣接地に越境しないように擁壁

位置を後退させるか、施工範囲を区域に含まなければ、応力の分散を見込むことはできません。 

 

図：盛土基礎地盤置換図 

(1) 盛土上の擁壁の場合は、応力分散の式で求めた下部地盤に作用する接地圧ｑ'が下部地盤の許容

支持力を超えないことを、次式で確かめることとします。 

ｑ´≦30＋γ２・ｈ 

ｑ´： 下部地盤に作用する接地圧(kN／㎡) 

ｈ ： 改良高さ(ｍ) 

γ２ ： 改良地盤若しくは置換地盤の周辺の土の単位体積重量(kN／㎥) 

盛土地盤は、過去の実績を鑑み、下部地盤に作用する接地圧を根入れ効果を除いて、30kN/㎡以下

にすることとしています。また、擁壁の前面地盤は掘削されるおそれがあるため、許容支持力に根

入れ効果（γ２・ｈ）を見込むことは望ましくありませんが、改良地盤面又は置換地盤面の周囲に

ついては、当該擁壁が存置する間に掘削される可能性が低いため、改良又は置換え深さ分の根入れ

効果を見込むことができることとします。 

(2) 軟弱地盤上の擁壁の場合は、応力分散の式で求めた下部地盤に作用する接地圧ｑ'が、平成 13年

７月２日国土交通省告示第 1113号第２により算定した改良地盤面下若しくは置換地盤面下の許容応

施工範囲 

 

90°を超え、かつ崖崩れを生じない角度 

  

ｈ 

60°以上 

Ｂ 

Ｈ 

砂・砂利・砕石等  
θ1 θ1 

60°以上 

・ｈ＋
Ｌ＋２ｈ・Ｂ＋２ｈ

ｑ・Ｂ・Ｌ
＝ｑ 1

21 )tan()tan(
´ 

・ ・ 
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力度以下であることを確かめることとします。この場合、あわせて圧密沈下の検討を行い、改良地盤

面下若しくは置換地盤面下で地盤沈下が起きないことを確かめてください。 

 

９ 斜面方向の擁壁 

斜面に沿って設置する擁壁は、基礎地盤を段切りして基礎を水平に保つこと。 

斜面に対して垂直に擁壁を設置する場合は、擁壁の基礎の斜面方向への滑動を防止するために、図

のように基礎地盤を段切りし、伸縮目地を設けることとします。また、土圧に対する擁壁の基礎の滑

り抵抗力を確保する観点から、段切りの間隔は１ｍ以上とし、小区間とならないように計画すること

とします。 

 

図：斜面方向の擁壁 

 

  

 

伸縮目地 伸縮目地 

伸縮目地 

Ｈ 

１m 以上 

15／100Ｈ以上かつ 35cm 以上 
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10 斜面上の擁壁 

【審査基準】 

斜面上に擁壁を設置する場合は、図のとおり、斜面から後退して設置すること。 

 

表による角度以上の斜面の場合 

 

表による角度未満の斜面の場合 

  ※ 図中のθは、次の背面の土質に応じて次の表のとおり。 

背面土質 
軟岩 

（風化の著しいも
のを除く。） 

風化の著しい岩 
砂利、真砂土、関東ロ
ーム、硬質粘土その他
これに類するもの 

盛土又は腐食土 

角度（θ） 60度 40 度 35度 25度 

図：斜面上の擁壁 

【解説】 

上図に示すように、斜面に近接した基礎では、支持力が主に斜面側へのすべり出し破壊によって決

まるため、斜面上に擁壁を設置する場合、主に地形的な要因から同一地盤強度を有していても平坦地

の場合より支持力が小さくなります。したがって、斜面上に擁壁を設置する場合は、図のとおり、擁

壁を設置する斜面の下弦に接して表に掲げる土質に応じた角度線を引き、地盤面と交差した点から、

擁壁の高さの４/10以上かつ 1.5ｍ以上、擁壁の先端を後退し、設置してください。（後退した部分は

風化浸食のおそれのないよう厚さ５cm 以上のコンクリート等により保護するよう努めてください。） 

なお、斜面が表の角度未満の場合は、上図のように、擁壁の前面の先端から擁壁の高さの４/10 以

上かつ 1.5ｍ以上を確保してください。 

また、斜面上基礎の破壊パターンは大きく３パターンに分けられますが、一般的な基礎破壊の他に

基礎を含む斜面全体が破壊する法尻崩壊、底部破壊等があるため、擁壁背面盛土を含む安定を検討せ

ず擁壁を高くすると危険になるおそれがあることから、あわせて擁壁を含めた斜面全体の極限支持力

及び安定性の検討を行うなど安全を確認するよう努めてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図：斜面上の基礎の崩壊パターン  

0.4Ｈ以上かつ 

1.5m 以上 
Ｈ 

一定の根入れ深さ 

θ:表による角度 斜面下端 斜面下端 

0.4Ｈ以上かつ 

1.5m 以上 
Ｈ 

一定の根入れ深さ 

  

θ

Ｈ

Ｂ

ｑ

Ｄ
ｆ

基礎破壊

法尻破壊

底部破壊

 

θ

Ｈ

Ｂ

ｑ

Ｄ
ｆ

基礎破壊

法尻破壊

底部破壊
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11 多段擁壁 

【審査基準】 

上下に近接する擁壁の配置は、次の図によること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。 

(1) 既存擁壁の下部に、当該既存擁壁の高さを加算した高さの練積み造擁壁を設ける場合 

(2) 下部擁壁を、上部擁壁の影響を考慮して構造計算を行った鉄筋コンクリート造擁壁とする場合 

(3) 上部擁壁の基礎底面に作用する応力が、下部擁壁に作用しないことが確かめられた場合 

 

  

  

１ 上部・下部擁壁を同時に新設又は下部擁壁のみを新設する場合 

 

  

  

２ 上部擁壁を新設する場合（下部擁壁が法適合の場合は１による） 

※ 図中のθは、「図：斜面上の擁壁」中のθのとおり。 

 

図：多段の関係となる擁壁の配置 

θ 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 Ｈ 

 

25° 

Ｈ 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

 Ｈ 

25° 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

 

θ 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 Ｈ 

 

θ θ 

θ θ 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

0.4Ｈ以上かつ 
1.5ｍ以上 

Ｈ 

Ｈ Ｈ 

Ｈ 

 

 
 

 

一定の 
根入れ深さ 

一定の 
根入れ深さ 
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【解説】 

多段擁壁の関係になる場合、上下の擁壁が近接すると、上部擁壁の地盤反力及び水平力等による外

力が下部擁壁の設計荷重に影響するおそれがあります。このような理由から、上図のとおり、上部擁

壁と下部擁壁の離隔は十分に確保しなければなりません。 

※ 練積み造擁壁の場合は、一定の根入れ深さを考慮しています。これは、練積み造擁壁は、全面

の土圧を考慮した構造であると考えられ、根入れ深さの部分には、前面の地盤に水平力が作用す

る可能性があるためです。 

既存擁壁の上部に擁壁を新設するときは、当該既存擁壁が法第９条又は建築基準法第 88 条に適用

される構造規定に適合していることが確認できる場合は図の１によることができますが、確認できな

い場合は、図の２によることとします。 

図の２において下部擁壁が鉄筋コンクリート造擁壁の場合は、切土として設置されても実際には既

存擁壁の根切り範囲が不明な場合がほとんどであるため安全側にθ＝25°（盛土の勾配）としていま

す。しかし、斜面上の擁壁と同様な考え方をすれば、根切り線及び背面の地盤が確認できる場合には、

次の図の考え方を採用することができます。 

 
図：下部擁壁の法適合が確認できない場合の安定角度 

   なお、上部擁壁について、基礎ぐい又は地盤改良を施工した場合であっても、擁壁、基礎ぐい及

び改良地盤の背面土の影響は無視できないため、この項の基準に適合するようにしなければなりま

せん。 

(1) 「既存擁壁の下部に、当該既存擁壁の高さを加算した高さの練積み造擁壁を設ける場合」とは、

既存擁壁の下部に練積み造擁壁を新設する場合において、次の図のように、下部の練積み造擁壁を、

上部の既存擁壁の高さを加算した高さ（図中の仮想高さ）に応じた構造とした場合をいいます。 

 
図：既存擁壁の下部に練積み造擁壁を新設する場合 

(2) 「下部擁壁を、上部擁壁の影響を考慮して構造計算を行った鉄筋コンクリート造擁壁とする場合」

とは、下部擁壁を鉄筋コンクリート造擁壁とする場合において、上部擁壁の高さを加算した仮想高

さを設定し、又は、上部擁壁の基礎底面に生じる応力を加算して、下部擁壁の構造計算をする場合

をいいます。 

なお、下部擁壁に「擁壁の標準構造図」による擁壁を用いる場合は、次の図のように、上部擁壁

の高さを加えた仮想高さ以上の擁壁のタイプとすれば、「上部擁壁の高さを加算して構造計算を行

った」ものとみなします。 

 

25°

0.4H以上かつ
1.5m以上

盛土

切土線

宅 造 法 の 適 合 が

確認できな擁壁

θ

地山
(ﾛｰﾑ,岩等)

θ：土質に応じた角度
H

根切り線 

宅造法の適合が確認 

できない既存擁壁 

θ 

仮想高さ 

（５ｍ以下） 

既存擁壁 
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図：上部擁壁の高さを加算した鉄筋コンクリート造擁壁の例 

(3) 「上部擁壁の基礎底面に作用する応力が、下部擁壁に作用しないことが確かめられた場合」とは、

次の図のように、上部擁壁の根入れを深くすることにより、上部擁壁の基礎を安定角度の範囲内に

収めた場合をいいます。この場合、上部が練積み造擁壁の場合の上部擁壁の高さは、図に示す仮想

地盤からの高さとなります。 

 

図：上部擁壁の基礎底面に作用する応力が下部擁壁に作用しない場合 

 

なお、第１号から第３号による場合は、あわせて地盤調査（土質試験を含む。）を行い、多段擁壁

全体の斜面の安定計算（全応力法によってもかまいません。）を行うよう努めてください。 

 

12 水路・河川沿いの擁壁 

【審査基準】 

未改修の水路・河川沿いの擁壁は、次の各号によること。 

(1) 河川境界に直接隣接する場合は、次の図の１のとおり、当該河川の河床からの根入れ深さを 80

センチメートル以上かつ擁壁の高さの４分の１以上とすること。 

(2) 水路・河川沿いの現況斜面に設ける場合は、次の図の２のとおり、当該河川の区域境界から後

退した位置に設けること。 

 

※ 図中のθは、「図：斜面上の擁壁」中のθのとおり。 

図：水路沿いの擁壁 

【解説】 

未改修の水路・河川（護岸及び河床に洗掘等に対する安全対策が施されていないものをいいます。）

に近接して擁壁を設置する場合（この場合、当該河川の改修計画に関して関係機関との協議が必要と

なります。）、その水流などによって擁壁前面の土が洗掘されるおそれがあること及び基礎地盤下へ

の水の浸透による地盤強度の低下並びに浮力の発生の恐れがあることから、河床を算定上の地盤面と

２ 境界から離して設置する場合 １ 境界に隣接して設置する場合 

80cm 以上かつ 

Ｈ/4 以上 

Ｈ 

河床 

河川区域界 

Ｈ 

0.4Ｈ以上かつ 

1.5m 以上 

河床 

θ 

河川区域界 

θ 

仮想高さ 

Ｈ（５ｍ以下） 

θ 

仮想地盤 

▽ 
ｈ（一定の根入れ） 
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し、河床からの根入れ深さを 80cm 以上かつ擁壁の高さの１/４以上確保することとします。また、水

路・河川沿いの現況斜面に設ける場合は、将来の改修計画を考慮し、水路・河川の区域境界から離隔

を確保して設けることとします。 

なお、改修済の水路・河川に接して擁壁を設ける場合は、当該河川の護岸壁を法適合の確認できな

い擁壁とみなして、第 11 項の「多段擁壁」の図の２によることとします。 

 

13 擁壁に影響を及ぼす予定建築物 

【審査基準】 

上部擁壁が下部の予定建築物に影響を及ぼし、当該予定建築物が建築基準法第 20 条第１項第４号

に掲げる建築物（同号ロに掲げる基準に適合する建築物を除く。）に該当する計画の場合には、上部

擁壁の安全性を確認するため、当該予定建築物については上部擁壁の影響を考慮して構造計算を行っ

た建築物とすること。 

【解説】 

多段擁壁と同様に、上部擁壁と下部の予定建築物が近接すると、上部擁壁の外力が下部の予定建築

物の設計荷重に影響するおそれがあり、上部擁壁の安全性を保つうえで、上部擁壁と下部の予定建築

物の離隔距離（第 11項の「多段擁壁」の図の２を参照。）を十分に確保しなければなりません。 

当該離隔距離が確保できない場合には、当該予定建築物を、上部擁壁の影響を考慮して構造計算を

行った建築物とする必要があるため、予定建築物に関する構造計算書の提出を行わなければなりませ

ん。 

 

※ 図中のθは、「図：斜面上の擁壁」中のθのとおり。 

図：上部擁壁の基礎底面に作用する応力が下部の予定建築物に作用する場合 

 

 

 

  

 

 θ 

予定建築物 

一戸建ての住宅等 

予定建築物 

土留め構造物 

  

 θ 

予定建築物 
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第５節 鉄筋コンクリート造擁壁の構造基準 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （規則） 

【政令】 
（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する
ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に
生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるもの
に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から
下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁
の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の
ものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ
（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は
連続しているものとみなす。 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 
第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ
つて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によつて擁
壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力
度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめ
ること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗
力の三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめるこ
と。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの
許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の
土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施
行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び
第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算され
た数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数
値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができ
る。 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の
三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九
条の規定を準用する。 
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（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事に
より設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるもの
を除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除
く。）の規定を準用する。 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁
壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これ
らの規定は、適用しない。 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

別表第二（第九条、第三十条、第三十五条関係） 

土質 単位体積重量（一立方メートルにつき） 土圧係数 

砂利又は砂 一・八トン 〇・三五 

砂質土 一・七トン 〇・四〇 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 一・六トン 〇・五〇 

別表第三（第九条、第三十条、第三十五条関係） 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑せつ、砂利又は砂 〇・五 

砂質土 〇・四 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくとも十
五センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

〇・三 

 

【市細則】 
（任意に設置する擁壁） 

第 30 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁（政令第８条第１項第１号（政令第 18条において準
用する場合を含む。）の規定により設置するものを除く。）で地上高さが１メートルを超えるものは、
同項第２号に規定する構造又は政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）の規定によ
り国土交通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。 

２ 前項の擁壁については、政令第９条から第 12条まで及び第 17条（政令第 18条において準用する場合
を含む。）の規定を準用する。 

３ 第１項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第１号アからエまでに掲げる土地に該当する
場合は、前２項の規定は、当該擁壁には適用しない。 

 （既存の擁壁等） 
第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

【建築基準法施行令】 
第三章 構造強度 
第一節 総則 

（構造設計の原則） 
第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応
じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにす
べきものとする。 

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとす
る。 

３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬
間的破壊が生じないような靱じん性をもたすべきものとする。 

（別の建築物とみなすことができる部分） 
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第三十六条の四 法第二十条第二項（法第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の政令で定め
る部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方
法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。 

第二節 構造部材等 
（構造部材の耐久） 

第三十七条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若し
くは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しな
ければならない。 

（基礎） 
第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又
は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 

２ 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 

３ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方
法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メ
ートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニ
ュートンを超えるものにあつては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの
先端）を良好な地盤に達することとしなければならない。 

４ 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐
力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 

５ 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に
対して構造耐力上安全なものでなければならない。 

６ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する
場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 

（屋根ふき材等） 
第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔
その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないよ
うにしなければならない。 

２ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定
めた構造方法を用いるものとしなければならない。 

３ 特定天井（脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をい
う。以下同じ。）の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも
の又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 

４ 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい
材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 

第四節 組積造 
（組積造の施工） 

第五十二条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつ
て充分に水洗いをしなければならない。 

２ 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 

３ （略） 

４ 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。 

第六節 鉄筋コンクリート造 
（コンクリートの材料） 

第七十二条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなけ
ればならない。 

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、
塩、有機物又は泥土を含まないこと。 

二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。 

三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性
が得られるものであること。 

（鉄筋の継手及び定着） 
第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければな
らない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲
げないことができる。 

一 柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分 

二 煙突 

２ 主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手の重ね長さは、継手を構造
部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径（径の異なる主筋等をつな
ぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。）の二十五倍以上とし、継手を引張り
力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならな
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い。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。 

３ 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さを
その径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によ
つて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 

４ 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二
十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。 

（コンクリートの強度） 
第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 

一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材を使用する場合においては、
九ニュートン）以上であること。 

二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通大臣
が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。 

２ 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によ
らなければならない。 

３ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めな
ければならない。 

（コンクリートの養生） 
第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないように
し、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければな
らない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、
この限りでない。 

（鉄筋のかぶり厚さ） 
第七十九条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメー
トル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくは
はり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎（布基礎の立上り部分を除く。）
にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。 

２ 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効
に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有する
ものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材につい
ては、適用しない。 
（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 
 一 （略） 
 二 （異形鉄筋のみ抜粋） 

種
類 

許容応力
度 

長期に生ずる力に対する許容応力度 
（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応
力度（単位 一平方ミリメートル
につきニュートン） 

圧縮 引張り 圧縮 引張り 
 せん断補強以外

に用いる場合 
せん断補強に用
いる場合 

 せん断補強
以外に用い
る場合 

せん断補強に
用いる場合 

異
形
鉄
筋 

径二十八
ミリメー
トル以下
のもの 

Ｆ／１．５（当該
数値が二一五を
超える場合には、
二一五） 

Ｆ／１．５（当該
数値が二一五を
超える場合には、
二一五） 

Ｆ／１．５（当該
数値が一九五を
超える場合には、
一九五） 

Ｆ Ｆ Ｆ（当該数値
が三九〇を超
え る 場 合 に
は、三九〇） 

径二十八
ミリメー
トルを超
えるもの 

Ｆ／１．５（当該
数値が一九五を
超える場合には、
一九五） 

Ｆ／１．５（当該
数値が一九五を
超える場合には、
一九五） 

Ｆ／１．５（当該
数値が一九五を
超える場合には、
一九五） 

Ｆ Ｆ Ｆ（当該数値
が三九〇を超
え る 場 合 に
は、三九〇） 

（コンクリート） 
第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を
用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該
数値によることができる 

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一
平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一平
方ミリメートルにつきニュートン） 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 
Ｆ／３ Ｆ／３０（Ｆが二一を

超えるコンクリートに
ついて、国土交通大臣
がこれと異なる数値を
定めた場合は、その定
めた数値） 

〇・七（軽
量骨材を
使用する
ものにあ
つては、
〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又
は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍（Ｆ
が二一を超えるコンクリートの引張り及びせん
断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を
定めた場合は、その定めた数値）とする。 
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この表において、Ｆは、設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものと
する。 

２ 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合
において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基
準強度とする。 
（地盤及び基礎ぐい） 

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤
調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度に
ついては、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 
地盤 長期に生ずる力に対する許容応

力度（単位 一平方メートルに
つきキロニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応
力度（単位 一平方メートルに
つきキロニュートン） 

岩盤 一、〇〇〇 長期に生ずる力に対する許容応
力度のそれぞれの数値の二倍
とする。 

 

固結した砂 五〇〇 
土丹盤 三〇〇 
密実な礫層 三〇〇 
密実な砂質地盤 二〇〇 
砂質地盤（地震時に液状化のお
それのないものに限る。） 

五〇 

堅い粘土質地盤 一〇〇 
粘土質地盤 二〇 
堅いローム層 一〇〇 
ローム層 五〇 

（補則） 
第九十四条 第八十九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる
力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交
通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。 
 第九章 擁壁 
（擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条におい
て単に「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及
び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他
これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合す
る構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性
を有すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十
一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五
条、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十
四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の
六を除く。）の規定を準用する。 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の鉄筋コンクリート造擁壁（既存の地上高さが１メートルを超え

る擁壁を含む。）（以下この節において「擁壁」という。）に適用する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の擁壁が影響を受ける場合は、当該

擁壁についてもこの基準を適用し、新たにこの基準に適合しない事項が生じないことを審査、検査及

び確認するものとする。 

この基準は、工事施行区域内の擁壁（市細則第 31 条の規定により既存の地上高さが１メートルを

超える擁壁を含みます。）に適用するとともに、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内

の盛土又は切土によって、この基準に新たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この

基準を適用します。 
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  なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁にもこの節

の規定を適用するとしているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する工事等

が行われており、市域に多数の擁壁が既に設置されているという地勢であり、これから実施する宅地

造成又は特定盛土等に関する工事に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するために

は、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁についても技術的基準を適用する必要があるためです。 

 

２ 荷重 

【審査基準】 

(1) 設計に用いる荷重は、自重、表面載荷重その他荷重及び背面土圧の組み合わせとすること。 

(2) 表面載荷重は、実情により設定すること。 

(3) 耐震設計に当たっては、地震時荷重を考慮すること。 

【解説】 

(1) 「その他荷重」として、水圧は、水抜穴から排水処理されるため、考慮しなくてもかまいません

が、フェンス荷重（擁壁の上端から 1.1ｍ上方に１kN/ｍ程度の水平荷重を作用させるのが一般的と

されています。）等、影響がある場合又はそのおそれのある場合は、別途考慮する必要があります。 

   なお、上下に近接して擁壁を設置する場合には、上部擁壁の底面に生じる地盤反力及び水平力等

による外力を下部擁壁の設計条件に反映させなければなりませんが、第４節第 11 項の「多段擁壁」

の図の場合においては、上部擁壁による影響はないものとして取り扱っても支障ありません。 

(2) 表面載荷重は実状によりますが、木造二階建て住宅の場合は、10kN/㎡程度を見込むのが一般的

とされていること及び将来的に土地利用が転換される可能性があることを踏まえ、10kN/㎡以上と

するよう努めてください。 

  ※ 表面載荷重を 10kN/㎡未満とする場合は、造成計画平面図又は土地利用計画図に表面載荷重を

記載するなど、記録を残すようにしてください。 

(3) 擁壁の「耐震設計」及び「地震時荷重」については、第 10項を参照してください。 

 

３ 土圧 

【審査基準】 

(1) 土圧の算定に用いる土質諸定数は、地盤調査（土質試験を含む。以下この項において同じ。）

により求めた数値（地盤調査の結果、擁壁の背面自然土が硬質の関東ロームの地山又は砂質土の

地山であることが明らかな場合は市長が別に定める数値）によること。ただし、一様な盛土の場

合は、盛土の土質に応じ、次の表によることができる。 

表 土の単位体積重量及び土圧係数 

土質 単位体積重量 土圧係数 

砂利又は砂 18キロニュートン 0.35 

砂質土 17キロニュートン 0.40 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 16キロニュートン 0.50 

 (2) 擁壁の背面に傾斜又は段差がある場合において、擁壁の安定を確認するときの土圧算定に係る

作用面は、擁壁も最も背面側の位置の仮想背面とすること。 

 (3) 切土崖面又は自然崖の前面に擁壁を設置する場合において、当該崖面の土圧を考慮しないこと

とできるのは、当該崖面（自然崖の場合にあっては、当該自然崖面を切土崖面とみなしたときの

当該崖面。）が、政令第８条第１項第 1号イに規定する崖面（第２節第７項を参照。）に該当す

る場合に限ることとする。 

【指導基準】 

(4) 土圧算定において、土の粘着力は考慮しないよう努めること。 

(5) 土圧算定式は、クーロンの土圧式または試行くさび法によるよう努めること。 
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【解説】 

(1) 土圧の算定では、地盤調査の結果による単位体積重量、内部摩擦角及び粘着力を用いるか、上記

の表の政令に規定された単位体積重量及び土圧係数を使用します。 

地盤調査によって、単位体積重量、内部摩擦角及び粘着力を正確に把握する地盤調査の方法とし

ては、代表的なものに三軸圧縮試験がありますが、この試験は乱さない試料を用いて行うものであ

るため、全く粘性のない純粋な砂や礫においては、標準貫入試験により得られたＮ値から理論式を

用いて得た内部摩擦角を用いてもよいこととします。ここに代表的な理論式を記載します。 

Ｎ≦10 のとき、 φ＝ 20Ｎ＋15°（大崎式）  Ｃ＝０kN/㎡  γ＝18kN/㎥ 

（φ：内部摩擦角、Ｃ：粘着力、γ：土の単位体積重量） 

 

「市長が別に定める数値」は、擁壁の背面が硬質の関東ロームの地山であり、かつ、擁壁の裏込

め土を硬質の関東ロームとする場合は、横浜市の過去の実績を鑑み、次の諸定数を用いることがで

きることとします。 

土の内部摩擦角  φ＝20° 

土の粘着力    Ｃ＝０kN/㎡ 

土の単位体積重量 γ＝16kN/㎥ 

※ 擁壁の背面が硬質の関東ロームであると想定して、上記の土質諸定数を使用して擁壁の設

計を行う場合は、第１節第３項の規定によりあらかじめ地盤調査を行う必要がある場合を除

き、当該工事に着手した後に地盤を確認することにより、地盤調査を行ったものとみなすこ

とができるものとします。 

 

また、地盤調査の結果、擁壁の背面が砂質土の地山であり、かつ、擁壁の裏込め土を砂質土とす

る場合は、横浜市の過去の実績を鑑み、次の諸定数を用いることができることとします。 

土の内部摩擦角  φ＝30° 

土の粘着力    Ｃ＝０kN/㎡ 

土の単位体積重量 γ＝18kN/㎥ 

 

なお、擁壁の背面土を周辺の地盤よりも内部摩擦角又は粘着力が大きい土（改良土を含む。）又

は軽量土によって埋め戻すことにより、計算上の土圧係数を低減することは、原則として認められ

ません。これは、周辺の土質による土圧を無視できるほどの広範囲にわたって、周辺の土質とは違

う盛土（埋戻し）材料による埋戻しを行う必要があるとともに、将来的に建築物などの建て替えが

行われた後もその状態を維持することが極めて困難であるためです（第２章第２節第６項の規定に

より、盛土（埋戻しを含みます。）の材料として軽量盛土を用いることはできません。）。 

 (2) 土圧の作用面は、擁壁縦壁の背面(実背面)にとる方法と擁壁底版かかと後方の先端（擁壁の最も

背面側の位置）から垂直方向に伸ばした仮想背面にとる方法があります。ただし、土圧は、最も土

圧が大きくなる時のものを採用するものですので、背面に傾斜又は段差（第４節第 11項の「多段擁

壁」の規定を満たす場合の上部擁壁及びその背面土を除きます。）がある場合は、土圧が過少とな

らないよう、土圧の作用面を当該仮想背面とします。 

なお、作用面を縦壁の背面（実背面）にとる方法は、擁壁の背面の地表面が水平な場合にのみ用

いるものとします。 

 (3) 土圧の算定方法には、背面の崖面が安定している場合に限り、当該崖面の土圧を考慮しないもの

がありますが、この場合の崖面が安定しているとは、当該崖面（自然崖の場合は、当該崖面を切土

崖面とみなしたときの当該崖面とします。）が政令第８条第１項第 1号イに規定する崖面（第２節

第７項を参照。）に該当することをいうものとします（一体の崖の中に擁壁及び崖面崩壊防止施設

等がある場合は、政令第８条第１項第 1号イに規定する崖面に該当しません）。 
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   なお、安定している崖面の勾配を 45°超えとする場合は、あらかじめ地盤調査を行い、土質を確

認することが必要とします。 

(4) 背面土の粘着力については、土の含水比によって大きく変動し、施工時の転圧による乱れも影響

することから、正確に推定できないため、安全側を取り、考慮しないこととします。 

(5) 擁壁の背面に作用する土圧力の算定は、クーロンの土圧式または試行くさび法によることとしま

す。 

一般に、常時はクーロンの土圧式によることとしてください。 

壁面摩擦角は、検討の種類及び土圧の作用面により下表の数値によるものとなります。 

表：壁面摩擦角 

土圧の作用面 壁面摩擦角(δ) 

仮想背面(土と土) β ※１ 

実背面(土とコンクリート) ２φ／３ ※２ 

※１ βは、擁壁の背面の地表面が水平面となす角度。 

β≧φのときはδ＝φとする。（β：地表面の勾配） 

※２ 擁壁背面に石油系素材の透水マットを使用した場合はφ／２とする。 

 

４ 擁壁の滑動に対する抵抗力 

【審査基準】 

(1) 擁壁の滑動に対する抵抗力の算定は、次式によることとする。 

ＲＨ＝ＣＡ’＋Ｖtanφ 

ＲＨ：滑動に対する抵抗力(kN/ｍ) 

Ｃ ：直下の土の粘着力(kN/㎡) 

Ａ'：底版の有効載荷面積(㎡) 

Ａ'＝Ｂ－２ｅ 

Ｂ：底版幅(ｍ) 

ｅ：偏心距離(ｍ) 

Ｖ ：自重(kN) 

φ ：直下の土の内部摩擦角（ただし、tanφは 0.6以下とする。） 

(2) 前号の算定の用いる土質諸定数は、地盤調査（土質試験を含む。以下この項において同じ。）

により求めた数値（調査の結果、擁壁の設置地盤が硬質の関東ロームの地山又は砂質土であるこ

とが明らかな場合は市長が別に定める数値）によるものとする。 

ただし、地盤調査の結果、土質に応じて次の表による摩擦係数を用いる場合は、この限りでな

い（この場合において、粘着力は考慮しないものとする。）。 

表：土の摩擦係数 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 0.5 

砂質土 0.4 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 
(擁壁の基礎底面から少なくとも 15センチメートルまでの深さの 
土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

0.3 

(3) 第１号の算定において、せん断抵抗力（粘着力による抵抗力）は、地盤調査の結果より低減し

たものを使用するなど、実情にあわせたものとすること。 

【解説】 

(1) 擁壁の滑動に対する抵抗力のうち、せん断抵抗力（粘着力による抵抗力）は、有効載荷幅に粘着

力を乗じた数値とします。これは、偏心荷重を受けている擁壁の基礎に作用する接地圧は、偏心距

離が底版幅の中心より１/６以内に収まる場合、地盤が破壊状態になると通常の台形分布より変容
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して、底版の後方より偏心距離の絶対値の２倍を減じた幅での長方形分布となり、その幅（以下「有

効載荷幅」といいます。）が極限状態では有効であるといわれているためです。 

また、摩擦係数は、支持地盤の内部摩擦角より求めることができますが、最大で 0.6までしか採

用しないこととします。 

   なお、擁壁の滑動に対する抵抗力には、擁壁基礎前面の受働土圧を加算しないこととします。こ

れは、擁壁基礎の前面の土は、基礎工事等の掘削のために乱されることや、受働土圧は擁壁自体が

押し込まれて大きく水平変位することにより発揮するものであることに対し、擁壁は主働土圧の状

態において計算し、擁壁が滑動しないことを前提としているものであることを踏まえたものです。 

(2) 擁壁の滑動に対する抵抗力の算定では、地盤調査の結果による内部摩擦角及び粘着力を用いるか、

上記の表の政令に規定された摩擦係数（第１号の式の tanφに該当するもの。）を使用します。当

該表の摩擦係数を使用する場合は、政令に粘着力による抵抗力の規定はないため、粘着力は０kN/

㎡（粘着力は、摩擦係数として評価されているものと考えられます。）。 

地盤調査によって、内部摩擦角及び粘着力を正確に把握する方法として、代表的なものに三軸圧

縮試験がありますが、この試験は乱さない試料を用いて行うものであるため、全く粘性のない純粋

な砂や礫においては、標準貫入試験により得られたＮ値から理論式を用いて得た内部摩擦角を用い

てもよいこととします。ここに代表的な理論式を記載します。 

 

Ｎ≦10のとき、 φ＝ 20Ｎ＋15°（大崎式）  Ｃ＝０kN/㎡  γ＝18kN/㎥ 

（φ：内部摩擦角、Ｃ：粘着力、γ：土の単位体積重量） 

 

「市長が別に定める数値」は、擁壁を設置する地盤が硬質の関東ロームの地山の場合は、横浜市

の過去の実績を鑑み、次の諸定数を用いることができることとします。 

土の内部摩擦角  φ＝20° 

土の粘着力    Ｃ＝20kN/㎡ 

土の単位体積重量 γ＝16kN/㎥ 

※ 擁壁を設置する地盤が硬質の関東ロームであると想定して、上記の土質諸定数を使用して

擁壁の設計を行う場合は、第１節第３項の規定によりあらかじめ地盤調査を行う必要がある

場合を除き、当該工事に着手した後に地盤を確認することにより、地盤調査を行ったものと

みなすことができるものとします。 

 

また、地盤調査の結果、擁壁を設置する地盤が砂質土の地山である場合は、横浜市の過去の実績

を鑑み、次の諸定数を用いることができることとします。 

土の内部摩擦角  φ＝30° 

土の粘着力    Ｃ＝０kN/㎡ 

土の単位体積重量 γ＝18kN/㎥ 

 

なお、擁壁の滑動に対する抵抗力は、擁壁基礎と地盤の間の最も抵抗力が小さいところによって

決まるため、擁壁を設置する地盤を置換した場合又は地盤改良した場合（改良体の安定性について

検討を行う深層混合処理での地盤改良の場合を除きます。）においては、原則として、その置換又

は改良した地盤の下部の土質諸定数を使用して擁壁の滑動に対する抵抗力を算出します。また、置

換又は改良した地盤の土質諸定数を使用するためには、当該地盤の安定性について検討しなければ

ならないほか、次号のとおり、粘着力は過大評価しないよう留意する必要があります。 

 (3) 擁壁の滑動に対する抵抗力のうち、せん断抵抗力（粘着力による抵抗力）は、擁壁が滑動しよう

とするときの、擁壁の設置地盤の下方に発生する滑り面における抵抗力です。擁壁の設置地盤の粘

着力が大きい場合、滑り面は、擁壁の設置地盤の下方ではなく、砕石又は捨てコンクリートと擁壁
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の間（地盤の置換又は改良をした場合は、置換若しくは改良した地盤の下方又は砕石又は捨てコン

クリートと擁壁の間）に生ずることとなるため、地盤調査で確認された粘着力（地盤の置換又は改

良をした場合は、置換又は改良した地盤の粘着力）は、滑動に対する抵抗力としては働きません。

そのため、粘着力は過大評価しないよう、地盤調査の結果よりも低減したものを用いるなど、実情

に合わせたものとしなければなりません。 

  ※ 少なくとも 50kN/㎡を超えるような粘着力を用いることは、実情に合っていないと考えられま

す。ただし、堅固な地盤や、岩盤に擁壁を設置する場合に、突起を設ける場合は、突起によりせ

ん断抵抗力（粘着力による抵抗力）が十分に発揮されると考えられます。 

 

５ 鉄筋 

【審査基準】 

鉄筋は、SD295A、SD295B又は SD345 の異形鉄筋を用いることとし、許容応力度は次の表（表中 Fｓ

は鋼材の種類及び品質に応じ建築基準法に基づき国土交通大臣が定める基準強度）の数値によるこ

と。 

表：鉄筋の許容応力度 

応力状態 長期 短期 

鉄筋の品質 SD295A、SD295B 又は SD345 

許容引張応力度 Fｓ/1.5 Fｓ 
  

【解説】 

使用鉄筋は、異形鉄筋とします。 

なお、基準強度 Fsは、SD295A、SD295B で 295Ｎ/mm2、SD345で 345Ｎ/mm2 となります。 

 

６ コンクリート 

【審査基準】 

コンクリートの設計基準強度(Fc)は、１平方ミリメートル当り 18 ニュートン以上とし、許容応力

度は次の表の数値によること。 

表：コンクリートの許容応力度 

応力状態 長期 短期 

許容圧縮応力度 Fc/３ 長期の２倍 

許容せん断応力度 Fc/30 長期の２倍 
  

【解説】 

コンクリートの設計基準強度は、18～24Ｎ/mm2 を標準とし、擁壁の高さが高くなる場合や外気温が

低い場合には、強度の補正（増加）を行ってください。 

なお、コンクリートは、土に接する部分の水密性確保、クリープ変形防止等、耐久性の観点から軽

量コンクリートは用いず、普通コンクリートを用いることとします。 

 

７ 鉄筋のかぶり厚さ 

【審査基準】 

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、土に接する部分は６センチメートル以上（基礎にあっ

ては、捨てコンクリートの部分を除いて６センチメートル以上）とし、その他の部分は４センチメー

トル以上にすること。 

【解説】 

縦壁の土に接する部分の鉄筋のかぶり厚さは、背面土の乾燥と湿潤の繰り返しや凍結融解等の影響
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を考慮して基礎底版の鉄筋と同様に６cm以上確保することとします。 

なお、基礎底版下の捨てコンクリートは、かぶり厚さに含めることはできません。 

８ 構造部材の設計 

【審査基準】 

(1) 擁壁の構造部材の断面算定は許容応力度法により決定し、土圧等によって擁壁の各部に生ずる

応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの長期許容応力度を越えないことを確かめる

こと。 

【指導基準】 

(2) 擁壁の構造部材の設計は、次に掲げる事項によるよう努めること。 

ア 根入れ深さは、35 センチメートル以上かつ擁壁の高さの 100 分の 15以上とすること。 

イ 縦壁と基礎底版の元端の厚さは、部材長さの 10分の１以上かつ 15センチメートル以上とす

ること。 

ウ 縦壁引張側と基礎底版の交差部分には、縦壁の元端の厚さ以上のハンチを設けること。 

エ 控え壁形式の擁壁の縦壁の厚さは、20センチメートル以上とすること。 

オ 鉄筋の径は、13ミリメートル以上とし、間隔は 30 センチメートル以下とすること。 

カ 高さが１メートルを超える場合の縦壁及び基礎底版の元端は、複配筋とすること。 

キ 主鉄筋は、配力鉄筋の外側に配置すること。 

ク 引張り鉄筋の定着長さは、鉄筋径の 40倍以上とすること。 

ケ 鉄筋相互のあきは、粗骨材の最大寸法の 1.25倍以上かつ 25ミリメートル以上又は鉄筋径の

1.5 倍以上とすること。 

【解説】 

(1) 擁壁の各部の断面算定は許容応力度法により設計することとします。この場合、縦壁及び底版を、

それぞれ接合部分を支点とした片持ち梁と仮定して計算することとします。 

(2) 擁壁の構造部材の設計は、設計上の断面性能の確保だけでなく、施工性の確保の観点から、次の

ことを遵守するよう努めてください。 

ア 鉄筋コンクリート造擁壁の根入れ深さは、練積み造擁壁の根入れ深さに準じてください。 

なお、根入れを確保する地盤が斜面の場合及び擁壁で覆われた崖地盤である場合は、それぞれ

第４節第９項「斜面方向の擁壁」、第 10 項「斜面上の擁壁」及び第 11項「多段擁壁」によるこ

ととします。 

イ及びケ 部材の厚さ及び鉄筋相互のあきは、コンクリートを密実に打ち込み、鉄筋との付着性能

を確保するためにできる限り大きくしてください。 

ウ 縦壁と基礎スラブの交差部分は、第４節第６項「隅角部の補強」と同様に応力が集中すること

及び施工においてコンクリートの打ち継ぎ部となることが多いことから、縦壁元端厚さと同程度

のハンチを設け、ひび割れ防止のため、配力鉄筋と同程度の鉄筋を配置してください。 

オ 工事中の配筋の乱れを防止するため、配力鉄筋及び用心鉄筋であっても、鉄筋は容易に折れ曲

がらない程度の径のものを主鉄筋と同程度の間隔で配置してください。 

なお、「配力鉄筋」は、主鉄筋どうしを結合して力を伝達し、主鉄筋の応力を均等化するため

に配置するものです。また、「用心鉄筋」とは、構造計算には現れない内部応力を負担する鉄筋

のことをいい、例えば、縦壁前面の鉛直方向の鉄筋がこれにあたります。 

キ 主に曲げモーメントに対応する主鉄筋は、応力中心間距離を大きくし有効に働かせるため、配

力鉄筋より外側に配置してください。 

ク 定着は、建築基準法施行令第 73 条第３項に準じて 40ｄ以上としてください。また、鉄筋を折

り曲げて定着する場合の飲み込み深さ（折り曲げ定着の投影長さ）は、直交部材の部材長さの１

/２以上で、できるだけ長くしてください（JASS５ 2022 では、15ｄから 25ｄの間で定められて

います。）。 
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図：鉄筋の名称 

 

  

「配力鉄筋」及び「組立鉄筋」

の鉄筋量は、それぞれ「主鉄

筋」及び「用心鉄筋」の１/６

以上確保してください。 
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９ 擁壁の安定 

【審査基準】 

擁壁の安定の確認は、次の各号によること。ただし、基礎ぐいを用いる場合は、第２号から第４

号の規定を適用しない。 

(1) 擁壁の転倒モーメントに対する安定モーメントの割合（安全率）が、1.5以上であること。 

(2) 土圧力の水平成分に対する滑り抵抗力の割合（安全率）が、1.5以上であること。 

(3) 前号の規定について、擁壁の基礎には突起を設けないこと。ただし、基礎地盤が硬質地盤

で、かつ、次のア、イに適合するよう突起を設けた場合は、この限りでない。 

ア 突起の高さは、底版幅に対して 0.1 倍以上 0.15 倍未満であること。 

イ 擁壁の底版幅は、突起なしの状態でも滑動に対して安全率 1.0 を確保できる幅であるこ

と。 

(4) 擁壁の地盤に生じる応力度の最大値が、当該地盤の長期許容応力度（地盤調査の結果、擁壁

の支持地盤が硬質の関東ロームの地山であることが明らかな場合は、市長が別に定める地盤の

長期許容応力度)を超えないこと。 

【解説】 

常時における擁壁の安定の確認は、政令第９条第２項の規定により行います。 

なお、基礎ぐいを用いる場合は、地盤反力に対する照査は、政令令第９条第２項第４号ただし書の

規定により除かれますが、滑動に対する照査についても、擁壁の基礎底面に作用する水平力を全て基

礎ぐいで支持する（第 11項「擁壁の基礎ぐい」を参照してください。）ことになるため、基礎ぐいの

部材が水平力に対して安全であることをもって、同項第３号に規定する擁壁の滑動についての確認が

されたものとみなします。 

(1) 転倒についての確認にあたっては、安全率の確認に加えて、偏心距離の照査を行うこととします。

偏心距離は、底版幅の１/６を超えると擁壁による接地圧が台形分布とならなくなり、一部に浮き

上がりが生じ、擁壁の安定上望ましくないことから、常時土圧による偏心距離を底版幅の１/６以

内にしてください。 

(2)及び(3) 次の図のように、軟らかい地盤では、突起の有無によって、擁壁が滑動しようとするとき

の滑り面の位置に大きな違いがありません。したがって、突起は、軟岩盤又は硬岩盤に対して、こ

れらの地盤を乱さないように、かつ、周辺地盤との密着性を確保するように施工してはじめてその

効果が期待できることから、できるだけ設置は避け、底版幅を拡げるなどの措置を講じてください。 

 
図：擁壁の設置地盤の滑り面 

ア 突起の高さは、施工性と実効性の観点から、底版幅に対して大きくなり過ぎないようにしてく

ださい。また、突起の位置は、有効載荷幅（第４項「擁壁の滑動に対する抵抗力」を参照してく

ださい。）に納まる範囲で、底版中央より擁壁背面側（後方）に設けてください。 

イ 前述のとおり、突起は施工精度にかなり左右されることから、突起による効果は滑動安全率の

うちの余裕の部分で見込むこととし、底版幅は突起がない場合でも理論上滑動しないように設計

しなければなりません。 

突起を設けた場合の擁壁の滑動に対する抵抗力としては、突起下方部分にせん断破壊面（以下

「仮想基礎底面」といいます。）が発生し地盤による粘着力（せん断抵抗力）により滑動に抵抗

 

（軟らかい地盤） 

※せん断面は浅い位置に生じる 

（硬質地盤） 

※突起部にせん断が生じる 

 

（軟らかい地盤） 

※せん断面は浅い位置に生じる 

（硬質地盤） 

※突起部にせん断が生じる 

軟らかい地盤の滑り面 岩盤の滑り面 
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する考え方があり、次の式によります。ここで、φとφBは、地層が変化していなければ、同一の

数値を用います。 

 
図：突起の考え方 

ＲＨ＝∑ＨK＝（Ｖ1 ・tanφ ＋ｃ・l1）＋（Ｖ2＋Ｖ3）・tanφB  

∑ＨK ：突起を設けた場合の単位幅当たりの滑動抵抗力（kN/㎡） 

Ａ’ ：有効載荷長さ（＝Ｂ－２ｅ）（ｍ） 

l1 ：有効載荷長さ中の突起前面（仮想基礎底面）の長さ（ｍ） 

l2 ：有効載荷長さ中の突起幅（ｍ） 

l3 ：有効載荷長さ中の突起後方の長さ（ｍ） 

Ｖ1 ：l1に作用する鉛直荷重（＝l1／Ａ’・Ｖ）（kN/㎡） 

Ｖ2 ：l2に作用する鉛直荷重（＝l2／Ａ’・Ｖ）（kN/㎡） 

Ｖ3 ：l3に作用する鉛直荷重（＝l3／Ａ’・Ｖ）（kN/㎡） 

φB ：基礎底面と地盤との摩擦角 

φ ：地盤のせん断抵抗角（仮想基礎底面の摩擦角） 

ｃ ：地盤の粘着力（kN/㎡） 

ｅ ：偏心距離（ｍ） 

    また、突起の部材の検討に用いる、突起に加わる水平力は、次のとおりである。 

    ＨT＝{ｃ・l1＋・Ｖ1（tanφ－tanφB）＋Ｖ2・tanφB｝・ＨO＋ＨK 

     ＨT：突起に加わる水平力（kN/㎡） 

     ＨO：擁壁に作用する各荷重の水平成分の合計（kN/㎡） 

（4) 擁壁の支持地盤の長期許容応力度は、地盤調査の結果を用いて、平成 13 年７月２日国土交通省

告示第 1113号第２の規定により定めるか、建築基準法施行令第 93 条の規定による地盤の種類に応

じた数値によることとします。 

表：地盤の許容応力度の算定式（平成 13年７月２日国土交通省告示第 1113号第２）（抜粋） 

 
長期に生ずる力に対する地盤の許容応力度

を定める場合 

短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度

を定める場合 

(1) qa=1/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq) qa=2/3(icαCNc+iγβγ1BNγ+iqγ2DfNq) 

(2) qa=qt+1/3N'γ2Df qa=2qt+1/3N'γ2Df 

(3) qa=30+0.6Nsw qa=60+1.2Nsw 

この表においてｑａ、ｉｃ、ｉγ、ｉｑ、α、β、 Ｃ、Ｂ、Ｎｃ、Ｎγ、Ｎｑ、γ1、γ2、Ｄｆ、

ｑｔ、Ｎ'及びＮｓｗは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

 ｑａ：地盤の許容応力度（単位 kN/m2) 

ｉｃ、ｉγ及びｉｑ： 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって

計算した数値。 

 ｉｃ=ｉｑ=(1-θ/90)2 

 

仮想基礎底面 
ｈ 

Ｖ1     Ｖ2    Ｖ3 

l1     l2    ｌ3 

Ａ’ 2ｅ 

Ｂ 

￣￣ ￣￣ 

￣￣￣ 
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ｉγ=(1-θ/φ)2 

これらの式において、θ及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

θ：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（θ が φ を超える場合は、φ     

とする。）（単位 度） 

φ：地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位 度） 

α 及び β：基礎荷重面の形状に応じて次の表（略）に掲げる係数 

Ｃ：基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 kN/m2） 

Ｂ：基礎荷重面の短辺又は短径（単位 ｍ） 

Ｎｃ、Ｎγ及びＮｑ：地盤内部の摩擦角に応じて次の表（略）に掲げる支持力係数 

γ1：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 kN/m2) 

γ2：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位  

kN/m2） 

Ｄｆ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 ｍ） 

ｑｔ：平板載荷試験による降伏荷重度の 1/2の数値又は極限応力度の 1/3（単位 kN/m2） 

 Ｎ'：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表（略）に掲げる係数  

Ｎｓｗ：基礎底面より下 2ｍまでの地盤のスクリューウェイト貫入試験における１ｍあたり

の半回転数（150を超える場合は 150とする。）の平均値（単位 回） 

 

表：地盤の許容応力度（建築基準法施行令第 93条の規定及び参考） 

地盤 
長期応力に対する 

許容応力度(kN /㎡) 

参考Ｎ値 

(日本建築学会) 

岩盤 1000 ― 

固結した砂 500 ― 

土丹盤 300 30以上 

密実な礫層 300 50以上 

密実な砂質地盤 200 30～50 

砂質地盤 50 20～30 

堅い粘土質地盤 100 ８～15 

粘土質地盤 20 ４～８ 

堅いローム層 100 ５以上 

ローム層 50 ３～５ 

 

なお、地盤調査の結果、擁壁の支持地盤が硬質の関東ロームの地山であることが明らかな場合は、

横浜市の過去の実績を鑑み、地盤調査を行わなくとも「市長が別に定める地盤の長期許容応力度」

として、ｑa＝100kN/㎡を用いることもできることとします。 

※ 擁壁を設置する地盤が硬質の関東ロームであると想定して、上記の地盤の長期許容応力度を使

用して擁壁の設計を行う場合は、第１節第３項の規定によりあらかじめ地盤調査を行う必要があ

る場合を除き、当該工事に着手した後に地盤を確認することにより、地盤調査を行ったものとみ

なすことができるものとします。 

※ 擁壁を設置する地盤が斜面である場合や、水路に近接した場所に擁壁を設置する場合において

は支持力が低下している場合もありますので、十分に調査を行うよう努めてください（第４節第

10 項「斜面上の擁壁」及び第 11項「水路沿いの擁壁」を参照してください。）。 

 

  

￣￣￣ 
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10 耐震設計 

【指導基準】 

擁壁の地上高さが５メートルを超える場合は、次の各号に従い耐震設計を行うよう努めること。た

だし、基礎ぐいを用いる場合は、第４号及び第５号の規定を適用しない。 

(1) 設計用水平震度（Kh）は、0.25とすること。 

(2) 地震時荷重によって各部材に生ずる応力が、当該各部材の終局耐力（設計基準強度及び基準強

度）を超えないこと。 

(3) 地震時荷重による擁壁の転倒モーメントに対する安定モーメントの割合（安全率）が、1.0以

上であること。 

(4) 地震時荷重の水平成分に対する滑り抵抗力の割合（安全率）が、1.0 以上であること。 

(5) 地震時荷重によって擁壁を設置する地盤に生ずる応力度が、当該地盤の極限支持力度を超えな

いこと。 

【解説】 

本市では、地上高さが５ｍを超える擁壁を耐震設計の対象としています。 

(1) 地震時の検討は、大地震時を想定して、設計用水平震度は 0.25とします。 

また、地震時荷重は、擁壁の安定の検討では、常時の土圧に擁壁の自重、背面土の自重及び表面

載荷重に起因する地震時慣性力を加えたものと、地震時土圧の大きい方を使用します。擁壁の縦壁

部材の検討では、常時の土圧に擁壁の自重に起因する地震時慣性力を加えたものと、地震時土圧の

大きい方を使用します。擁壁の底版部材の検討では、擁壁の安定の検討で算出された擁壁を設置す

る地盤に生ずる応力度と、底版の自重並びに底版上の土の自重及び表面載荷重を使用します。 

表：地震時荷重 

検討事項 
検討に用いる 
地震時荷重 

地震時 
荷重 
の種類 

地震時荷重 

土圧力 
地震時慣性力 

擁壁の 
自重 

背面土の 
自重 

表面 
載荷重 

安定 
ア、イのいずれか 

大きい方の荷重 

ア 常時の土圧 算入 算入 算入 

イ 地震時土圧 不算入 不算入 不算入 

部材 

（縦壁） 

ウ、エのいずれか 

大きい方の荷重 

ウ 常時の土圧 算入 不算入 不算入 

エ 地震時土圧 不算入 不算入 不算入 

 

なお、壁面摩擦角は、検討の種類及び土圧の作用面（第３項の「土圧」を参照してください。）

により、次のとおりとなります。 

表：壁面摩擦角（地震時） 

土圧の作用面 壁面摩擦角(δ) 

仮想背面(土と土) 

次式による。ただし、β＋θ≧φとなるときは、 

δ＝φとする。 

tanδ＝ 
sinφ・sin(θ＋Δ－β) 

１－sinφ・cos(θ＋Δ－β) 

sinΔ＝ 
Sin(β＋θ) 

sinφ 

θ：地震合成角(＝tan－１・Kh) 

実背面(土とコンクリート) δ＝φ／２ 

 

(2) 部材の検討に使用する鋼材及びコンクリートの材料強度は、終局耐力（設計基準強度及び基準強
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度）を使用します。 

(3)(4) 擁壁の転倒及び滑動の検討の条件・方法については、常時の場合と同一とします。また、転倒

に対する検討にあたっては、常時の場合と同様に、偏心距離の照査を行い、偏心距離を底版幅の１

/２以内にしてください。 

(5) 擁壁の支持地盤の極限支持力度は、地盤調査の結果を用いて、平成 13 年７月２日国土交通省告

示第 1113 号第２の規定により定めます。 

なお、地盤の極限支持力度に安全率を乗じたものが、地盤の許容支持力度です。 

 

11 擁壁の基礎ぐい 

【審査基準】 

擁壁の基礎ぐいは、次の各号のとおり設計すること。 

(1) 構造計算により次に掲げる事項を確かめること。 

ア 土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が、当該基礎ぐいの長期の許容支持力以下であるこ

と。 

イ 基礎ぐいの部材に生ずる応力度が、当該基礎ぐいのくい体に用いる材料の長期の許容応 力

度以下であること。 

ウ 擁壁の底版と基礎ぐいの接合部が、当該基礎ぐいの基礎ぐい頭部に生ずる押込み力、引抜き

力、水平力及びモーメントによって破壊されないこと。 

(2) くい頭変位、くい頭曲げモーメント、くいの地中部最大曲げモーメント及びその発生深さは、

基礎ぐいに作用する水平力により求めること。 

【指導基準】 

(3) 基礎ぐいの配置については、次によるよう努めること。 

ア 基礎ぐいは、擁壁の底版断面に対して２列以上配置されていること。 

イ 常時において、基礎ぐいに引抜き力が生じないようにすること。 

ウ 基礎ぐいの中心間隔は、次の表によること。 

表：基礎ぐいの中心間隔 

基礎ぐいの 
施工方法 

基礎ぐいの中心間隔 

打込みぐい くい径の 2.5 倍かつ 75センチメートル以上 

埋込みぐい くい径の２倍以上 

場所打ちぐい 

非拡底くいはくい径の２倍以上かつくい径に１メートルを加えた値以上 

拡底くいは、軸部径をｄ、拡底径をｄ1として、 

（ｄ＋ｄ1）以上かつ（ｄ1＋１メートル）以上 

(4) 擁壁の地上高さが５メートルを超える場合は、前各号について、地震時荷重を考慮するよう努

めること。 

【解説】 

(1) 基礎ぐいを用いる場合は、建築基準法施行令第 93 条を準用して、別途、構造計算により基礎ぐ

いの安全性を確認しなければなりません。 

なお、基礎ぐいの設計に当たっては、この基準のほか、横浜市建築構造設計指針を参照してくだ

さい。 

ア 「基礎ぐいに生じる応力」は、くいの押込み力及び引抜き力があります。また、これに対する

「基礎ぐいの長期許容支持力」は、平成 13年７月２日国土交通省告示第 1113 号第５で算定方法

が定められています。 

また、擁壁の基礎ぐいは支持ぐいとし、基礎ぐいに作用する鉛直力は全て基礎ぐいで支持する

ものとします。 
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なお、支持ぐいの支持力に先端支持力のほか周面摩擦力による支持力を加算できる場合は、圧

密沈下及び地震時の液状化のおそれのない地盤に限りますので、注意が必要です。 

イ 基礎ぐいのくい体に用いる材料の許容応力度は、平 13国交告 1113第８によります。 

ウ 基礎ぐいの接合部の設計に当たっては、上記ア及びイの検討を行うほか、くい頭処理方法及び

鉄筋の定着長等の検討を行うこととします。 

(2) 水平力はすべて基礎ぐいで負担させることとします。また、基礎ぐいは半無限長となるように設

計することとしますが、支持層が浅く、有限長（短ぐい)となる場合には、それを考慮して、くい頭

変位、くい頭曲げモーメント、くいの地中部最大曲げモーメント及びその発生深さを求めることと

します。 

なお、水平地盤反力係数を求める方法には様々な提案式がありますが、それらの多くは、くい頭

の変位を１cmとしたときのものと考えて良いとされています。（地震力に対する建築物の基礎の設

計指針第３版） 

(3) 基礎ぐいの設計時には、前号の構造計算で安全性を確認するとともに、次のことに配慮してくだ

さい。 

ア 基礎ぐいは、２列以上配置し、各列の本数は等しくするよう努めてください。 

イ 引抜き方向の許容支持力を求める際に用いる周面摩擦力は、洪積層のような良好な地盤の部分

のみ考慮することが望ましく、直接基礎を用いることができない地盤では、周面摩擦力をあまり

期待できないため、常時においては引抜き力を生じないようにしてください。また、耐震設計（後

述）においては、周面摩擦力を過度に期待することは避け、くいの自重のみで引抜き力に抵抗で

きるようにしてください。 

ウ 基礎ぐいの中心間隔が小さい場合、基礎ぐいの許容支持力及び水平地盤反力等に影響が及ぶた

め、十分な中心間隔を確保してください。また、擁壁基礎底版の縁端距離については、第１号ウ

の検討によりますが、施工性にも配慮して決定してください。 

なお、基礎ぐいの中心間隔が小さくなるときは、群ぐい効果（ある狭い面積の中に何本もくい

を打込むと、くい１本あたりの支持力が小さくなってしまうことをいいます。）を考慮して鉛直

支持力及び水平方向地盤反力係数を低減して設計をすることとします。 

(4) 上部擁壁の地上高さが５ｍを超える場合は、第 10 項の「耐震設計」による地震時荷重を考慮し

た擁壁底版に生じる応力による耐震設計も行ってください。この場合は、終局耐力（設計基準強度

及び基準強度）及び極限支持力度を用いることとします。 
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第６節 練積み造擁壁の構造基準 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （規則） 

【政令】 
（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する
ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に
生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるもの
に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から
下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁
の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の
ものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ
（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は
連続しているものとみなす。 

（練積み造の擁壁の構造） 
第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ
らなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部
分の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、か
つ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当する
ものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であ
ること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁
壁とし、かつ、その背面に栗くり石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるとき
は、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤
の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五
（その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のもので
あるときは擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五セン
チメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁
壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の
三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九
条の規定を準用する。 

（擁壁の水抜穴） 
第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面
の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これ
に類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、
砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事に
より設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるもの
を除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除
く。）の規定を準用する。 
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（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【市細則】 
（任意に設置する擁壁） 

第 30 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁（政令第８条第１項第１号（政令第 18条において準
用する場合を含む。）の規定により設置するものを除く。）で地上高さが１メートルを超えるものは、
同項第２号に規定する構造又は政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）の規定によ
り国土交通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。 

２ 前項の擁壁については、政令第９条から第 12条まで及び第 17条（政令第 18条において準用する場合
を含む。）の規定を準用する。 

３ 第１項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第１号アからエまでに掲げる土地に該当する
場合は、前２項の規定は、当該擁壁には適用しない。 

 （既存の擁壁等） 
第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

【建築基準法施行令】 
第三章 構造強度 
第一節 総則 

（構造設計の原則） 
第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応
じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにす
べきものとする。 

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとす
る。 

３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬
間的破壊が生じないような靱じん性をもたすべきものとする。 

（別の建築物とみなすことができる部分） 
第三十六条の四 法第二十条第二項（法第八十八条第一項において準用する場合を含む。）の政令で定め
る部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方
法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。 

第二節 構造部材等 
（構造部材の耐久） 

第三十七条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若し
くは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しな
ければならない。 

（基礎） 
第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又
は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 

２ 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 

３ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方
法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メ
ートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニ
ュートンを超えるものにあつては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの
先端）を良好な地盤に達することとしなければならない。 

４ 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐
力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 

５ 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に



設計編 

 

 設計編-72 

対して構造耐力上安全なものでなければならない。 

６ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する
場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 

（屋根ふき材等） 
第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔
その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないよ
うにしなければならない。 

２ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定
めた構造方法を用いるものとしなければならない。 

３ 特定天井（脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をい
う。以下同じ。）の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも
の又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 

４ 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい
材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 

第四節 組積造 
（組積造の施工） 

第五十二条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつ
て充分に水洗いをしなければならない。 

２ 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 

３ （略） 

４ 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。 

第六節 鉄筋コンクリート造 
（コンクリートの材料） 

第七十二条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなけ
ればならない。 

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、
塩、有機物又は泥土を含まないこと。 

二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。 

三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性
が得られるものであること。 

（コンクリートの強度） 
第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 

一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材を使用する場合においては、
九ニュートン）以上であること。 

二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通大臣
が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。 

２ 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によ
らなければならない。 

３ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めな
ければならない。 

（コンクリートの養生） 
第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないように
し、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければな
らない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、
この限りでない。 

 第九章 擁壁 
（擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条におい
て単に「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及
び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他
これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合す
る構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性
を有すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十
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一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五
条、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十
四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の
六を除く。）の規定を準用する。 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の間知石練積み造その他の練積み造擁壁（既存の地上高さが１メ

ートルを超える擁壁を含む。）（以下この節において「擁壁」という。）に適用する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の擁壁が影響を受ける場合は、当該

擁壁についてもこの基準を適用し、新たにこの基準に適合しない事項が生じないことを審査、検査及

び確認するものとする。 

この基準は、工事施行区域内の擁壁（市細則第 31 条の規定により既存の地上高さが１メートルを

超える擁壁を含みます。）に適用するとともに、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内

の盛土又は切土によって、この基準に新たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この

基準を適用します。 

  なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁にもこの節

の規定を適用するとしているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する工事等

が行われており、市域に多数の擁壁が既に設置されているという地勢であり、これから実施する宅地

造成又は特定盛土等に関する工事に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するために

は、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁についても技術的基準を適用する必要があるためです。 

 

２ 擁壁の形状 

【審査基準】 

(1) 擁壁の厚さは、擁壁背面の土質並びに擁壁の高さ及び勾配に応じ、政令第 10 条に定める基準

以上の厚さとすること。 

(2) 擁壁の根入れ深さは、35 センチメートル以上かつ擁壁の高さの 100 分の 15 以上とし、下部に

一体の基礎を設けること。 

【解説】 

(1) 政令第 10条では、擁壁の高さの上限を５ｍと定め、擁壁背面の土質に応じ、擁壁の高さ、勾配及

び厚さ（擁壁を構成する組積材の部分及び裏込めコンクリートの部分を水平に測った合計の厚さを

いいます。）の基準（以下「政令別表第四」といいます。）を設けています。 

横浜市では、市内の地盤の分布状況を考慮して、政令別表第四における第二種地盤の数値を適用

して「標準構造図」を作製し、また、擁壁上部の切土土羽の高さによって厚さの割増しを行う「高

さ５ｍ土羽付（切土）」を設けています。 

  ※ この節の擁壁の高さとは、擁壁の地上高さではありませんので、留意してください。（擁壁の

高さについては、制度編第２章第１項第 15号を参照してください。）   
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表：政令別表第四（抜粋） 

土質 勾配 高さ 下端部分の厚さ 上端部分の厚さ 

第一種地盤 

70°を超え 

75°以下 

２ｍ以下 40cm以上 

40cm 以上 

３ｍ以下 50cm以上 

65°を超え 

70°以下 

２ｍ以下 40cm以上 

３ｍ以下 45cm以上 

４ｍ以下 50cm以上 

65°以下 

３ｍ以下 40cm以上 

４ｍ以下 45cm以上 

５ｍ以下 60cm以上 

第二種地盤 

70°を超え 

75°以下 

２ｍ以下 50cm以上 

３ｍ以下 70cm以上 

65°を超え 

70°以下 

２ｍ以下 45cm以上 

３ｍ以下 60cm以上 

４ｍ以下 75cm以上 

65°以下 

２ｍ以下 40cm以上 

３ｍ以下 50cm以上 

４ｍ以下 65cm以上 

５ｍ以下 80cm以上 

第三種地盤 

70°を超え 

75°以下 

２ｍ以下 85cm以上 

70cm 以上 

３ｍ以下 90cm以上 

65°を超え 

70°以下 

２ｍ以下 75cm以上 

３ｍ以下 85cm以上 

４ｍ以下 105cm以上 

65°以下 

２ｍ以下 70cm以上 

３ｍ以下 80cm以上 

４ｍ以下 95cm以上 

５ｍ以下 120cm以上 

(2) 練積み造擁壁の破壊は、基礎の不備による不同沈下、基礎の滑り出しに起因するものが多いため、

基礎は、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で築造し、擁壁に作用する荷重及び外力を安

全に地盤に伝えられるものとしなければなりません。 

  ※ 擁壁の一部の下部をコの字型に鉄筋コンクリート造の壁等で切り欠いて、ます等を設置 する

ことなどはできません。 
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３ 練積み造擁壁の使用材料 

【審査基準】 

練積み造擁壁の使用材料については、次のとおりとする。 

(1) 組積材は、石材を用いる場合は、硬質なもの、あるいはこれらと同等以上の比重、重量、強度

及び耐久性をもつものとし、間知ブロックの場合は、４週圧縮強度が１平方ミリメートルにつき

18 ニュートン以上でコンクリートの比重 2.3 以上かつ壁面１平方メートルにつき 350 キログラ

ム以上の重量を有するものであること。 

(2) 組積材の控え長さは 30センチメートル以上とすること。 

(3) 胴込め及び裏込めに使用するコンクリートは軽量材でないこと。 

(4) 裏込め砕石に使用する栗石、砂利又は砂利混じり砂は再生材でないこと。 

(5) 裏込め砕石の厚さは、背面土が盛土の場合は、上端部で 30 センチメートル以上、下端部で 60

センチメートルもしくは擁壁の高さの 100 分の 20のいずれか大きい方の数値以上とすること。 

 (1)(3) 練積み造擁壁は、壁体自身の重量を重視するものであるため、組積材の比重、重量、強度及び

耐久性において間知石等の石材と同等以上の効力を有するものを対象としています。したがって、

組積材及びコンクリートは、軽量又は強度の劣るものを使用することはできません。 

なお、硬質な石材としては、安山岩及び花崗岩がこれにあたります。また、ここでいう「間知ブ

ロック」は、日本産業規格によるものをいいます。 

  ※ コンクリートを打設した後に、コンクリートの表面に石状の装飾をしたものは、練積み造擁壁

には該当しませんので、留意してください。 

(2) 組積材の控え長さは、剥落、押し抜き等に対して安全であるとともに、胴込め及び裏込めのコン

クリートとの一体性を確保するために十分な寸法が必要となります。 

(4) 練積み造擁壁の裏込め砕石は、単に透水層の役割を果たすだけでなく、胴込め及び裏込めコンク

リートと一体となって、背面からの土圧を分散し、壁体全体の安全性を補う役割も担っています。

そのため、再生材とすることはできません。 

(5) 練積み造擁壁の裏込め砕石の厚さは、盛土の場合は、土圧の低減、重量加算の目的を達するため

の十分な厚さが必要であると考えられるため、上端においては 30cm 以上、下端においては 60cm 又

は擁壁高さの 20/100 のいずれか大きい方の数値以上とし、各段においてこれを結んだ厚さを確保

しなければなりません。 

 

４ 上部に斜面がある場合の練積み造擁壁の構造 

【審査基準】 

上部に斜面がある場合の練積み造擁壁は、次の図のとおり、土質に応じた勾配線が斜面と交差した

点までの垂直高さを擁壁の高さと仮定した構造とすること。 

 
※ 図中のθは、「図：斜面上の擁壁」中のθのとおり。 

図：上部に斜面がある場合の練積み造擁壁 

【解説】 

上部に斜面がある場合（当該斜面が擁壁で覆われている場合は、この規定によらず、第４節第 11項の

「多段擁壁」の規定によります。）は、練積み造擁壁の構造は、上図により求められた仮想高さに応じ

たものとしなければなりません。 

 

θ

Ｈ
Ｈ 

θ 

一定の根入れ深さ 
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なお、この規定は、次の図のように、「高さ５ｍ土羽付（切土）」についても適用できることとしま

す。また、「高さ５ｍ土羽付（切土）」の土羽は、横浜市の代表的な土質である関東ロームの地山で高

さを５ｍ以下とした場合を想定したものですが、地盤調査の結果、令別表第１に掲げる土質に相当する

ことが確かめられた場合は、その土質及び高さに応じ、政令別表第一における「擁壁を要する勾配」に

納まる範囲までの地山の崖（切土のり面（土羽）とする場合は、第２節第７項の「切土のり面」により

ます。）でもよいこととします。 

 
図：上部の斜面が擁壁高さを超えて存在する場合 

  

45° 
土羽 

（関東ロームの場合） 

45 度以下、５ｍ以下 

斜面（擁壁は不可） 

65 度以下、５ｍ 

一定の根入れ 
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第７節 その他の構造の擁壁の構造基準 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （規則） 

【政令】 
（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する
ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に
生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるもの
に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から
下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁
の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の
ものとすること。 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ
（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は
連続しているものとみなす。 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 
第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事に
より設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるもの
を除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除
く。）の規定を準用する。 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 
第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁
壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これ
らの規定は、適用しない。 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【市細則】 
（任意に設置する擁壁） 

第 30 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁（政令第８条第１項第１号（政令第 18条において準
用する場合を含む。）の規定により設置するものを除く。）で地上高さが１メートルを超えるものは、
同項第２号に規定する構造又は政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）の規定によ
り国土交通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。 

２ 前項の擁壁については、政令第９条から第 12条まで及び第 17条（政令第 18条において準用する場合
を含む。）の規定を準用する。 

３ 第１項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第１号アからエまでに掲げる土地に該当する
場合は、前２項の規定は、当該擁壁には適用しない。 

 （既存の擁壁等） 
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第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

【建築基準法施行令】 
 第九章 擁壁 
（擁壁） 

第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条におい
て単に「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項
の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及
び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他
これに類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合す
る構造方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性
を有すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十
一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五
条、第七十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十
四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の
六を除く。）の規定を準用する。 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の鉄筋コンクリート造擁壁及び間知石練積み造その他の練積み造

擁壁以外の擁壁（既存の地上高さが１メートルを超える擁壁を含む。）（以下この節において「擁壁」

という。）に適用する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の擁壁が影響を受ける場合は、当該

擁壁についてもこの基準を適用し、新たにこの基準に適合しない事項が生じないことを審査、検査及

び確認するものとする。 

この基準は、工事施行区域内の擁壁（市細則第 31 条の規定により既存の地上高さが１メートルを

超える擁壁を含みます。）に適用するとともに、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内

の盛土又は切土によって、この基準に新たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この

基準を適用します。 

  なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁にもこの節

の規定を適用するとしているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する工事等

が行われており、市域に多数の擁壁が既に設置されているという地勢であり、これから実施する宅地

造成又は特定盛土等に関する工事に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するために

は、既存の地上高さが１メートルを超える擁壁についても技術的基準を適用する必要があるためです。 

 

２ 無筋コンクリート造擁壁の構造基準 

【審査基準】 

 無筋コンクリート造擁壁については、第５節第２項から第４項、同節第６項、同節第８項第１号及

び同項第２号ア並びに同節第９号から第 11号の規定を準用する。 

 この場合において、「擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの長期許容応力度を越えないこと」

は、「コンクリートの長期許容応力度を越えないこと」と読み替える。 

【解説】 

  無筋コンクリート造擁壁の場合も、鉄筋コンクリート造擁壁と同様の考え方に基づき設計を行う

こととし、鉄筋コンクリート造擁壁の構造基準を準用します。 
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  なお、無筋コンクリート造擁壁は、鉄筋が入らない構造であり、部材の引張り応力は、コンクリ

ートで負担することとなります。しかし、コンクリートの引張りの許容応力度は小さいため、部材

に引張り応力度が、全く又はあまり働かないようにする必要があります。 

無筋コンクリート造擁壁の例として、重力式擁壁の場合は、擁壁の背面を前面側に傾斜させるこ

とによって、部材の全断面が圧縮されるように設計を行います。 

 

３ 大臣認定擁壁の構造基準 

【審査基準】 

(1) 政令第 17条の規定による国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると

認めるものに該当する擁壁（以下「大臣認定擁壁」という。）は、国土交通大臣に認められた

ときの設計及び施工の条件を満たした場合に限り、設置できるものとする。 

(2) 昭和 40年６月 14日建設省告示第 1485 号「宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めに

コンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定する件」に

よる大臣認定擁壁の場合は、コンクリートブロックの控え長さ胴込めに用いたコンクリートが

連続して一体の構造となる擁壁であること。 

【解説】 

  大臣認定擁壁を設置するためには、大臣認定のときの設計及び施工の条件を満たしている必要が

あります。そのため、法の許可又は都市計画法の開発許可の申請の際には、当該条件を確認でき

る、大臣認定書の写し及び設計・工事施行・工事監理・検査に係るマニュアル又は要領その他これ

に類するものを提出する必要があります。 

設計の条件には、土質、内部摩擦角、粘着力、土圧係数又は土地利用の用途などがあります。土

質、内部摩擦角又は粘着力の条件がある場合は、擁壁の背面土及び支持地盤ともに条件を満たす必

要がありますので留意してくてください。また、土質、内部摩擦角、粘着力又は土圧係数について

は、第５節第３項及び同節第４項の規定を準用して、条件を満たしているか確認するものとしま

す。 

※ 内部摩擦角の条件が、25度以上となっている大臣認定擁壁が多く、砂質、砂又礫等の地盤で

なければ設置が難しいことが多いため、留意してくだささい。 

※ 大臣認定擁壁には、擁壁の背面の土地利用に制限を設けているものがあります。 

 ※ 昭和 40 年６月 14日建設省告示第 1485号「宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めに

コンクリートを用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定する件」に

よる大臣認定擁壁の場合は、国の技術的助言により、個別に使用できるか審査する必要があり

ます。 

なお、胴込めコンクリートが、当該告示の別表に示された「コンクリートブロックの控え長

さ」以上の厚さで連続して一体となる構造である必要があります。（コンクリートブロックに

より分断されているコンクリートは、胴込めコンクリートに含まれません。） 

 施工の条件には、施工マニュアル等に規定された機関による中間・完了検査の受検や、擁壁への

プレートの掲示又はチェックシートを用いた施工管理などがありますので、これらを遵守して工事

を施行する必要があります。 
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第８節 崖面崩壊防止施設 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（擁壁、排水施設その他の施設） 

第六条 法第十三条第一項（法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定め
る施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、崖面を覆
うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）、排
水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 
第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設
の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号において同
じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定により
擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地
下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事
象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、
これらの崖面を覆うこと。 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造
であること。 

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 
第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【省令】 
（崖面崩壊防止施設） 

第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施
設その他これに類する施設とする。 

（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 
第三十一条  令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条 

第一項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

【市細則】 
（崖面崩壊防止施設等の設置条件） 

第 29条 法第 12条第１項又は法第 16条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事により設置する崖面崩壊防止施設は、次に掲げる要件を満たす土地に限り設置すること
ができる。 
(1) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、次に掲げる土地に該当すること。 

ア 森林法（昭和 26年法律第 249号）第５条第１項に規定する地域森林計画の対象となっている民
有林（同法第２条第３項に規定する民有林をいう。）である土地 

  イ 都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）第 12条の規定による特別緑地保全地区内の土地 
  ウ 首都圏近郊緑地保全法（昭和 41年法律第 101号）第４条第２項第３号の近郊緑地特別保全地区
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内の土地 
  エ 緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48年６月横浜市条例第 47号）第７条第１項の規定により指

定された保存すべき緑地（告示が行われた市民の森に限る。）内の土地 
(2) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、市長が定めるところにより保全対象（崖面崩壊防止施設を

設置するときに既に存するものに限る。）からの離隔距離を確保している土地であること。 
（既存の擁壁等） 

第 31条 法第 12条第１項又は法第 16条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12条まで、第 14条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の崖面崩壊防止施設（既存の崖面崩壊防止施設を含む。）に適用

する。 

また、工事施行区域内の盛土又は切土によって工事施行区域外の崖面崩壊防止施設が影響を受ける

場合は、当該崖面崩壊防止施設についてもこの基準を適用し、新たにこの基準に適合しない事項が生

じないことを審査、検査及び確認するものとする。 

この基準は、工事施行区域内の崖面崩壊防止施設（市細則第 31 条の規定により既存の崖面崩壊防

止施設を含みます。）に適用するとともに、工事施行区域外の崖等についても、工事施行区域内の盛

土又は切土によって、この基準に新たに適用しない事項が生じないかを審査等する際にも、この基準

を適用します。 

なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の崖面崩壊防止施設にもこの節の規定を適用する

としているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する工事等が行われていると

いう地勢であり、これから実施する宅地造成又は特定盛土等に関する工事に伴う崖崩れ又は土砂の流

出による災害の発生を防止するためには、既存の崖面崩壊防止施設についても技術的基準を適用する

必要があるためです。 

 

２ 崖面崩壊防止施設の設置の条件 

【審査基準】 

(1) 崖面崩壊防止施設は、次のア及びイに掲げる条件をともに満たす土地に限り設置することがで

きる。 

ア 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、次に掲げる土地であること。 

(ｱ) 森林法第５条第１項に規定する地域森林計画の対象である民有林（同法第２条第３項に規

定する民有林をいう。）である土地 

(ｲ) 都市緑地法第 12 条の規定による特別緑地保全地区内の土地 

(ｳ) 首都圏近郊緑地保全法第４条第２項第３号の近郊緑地特別保全地区内の土地 

(ｴ) 緑の環境をつくり育てる条例第７条第１項の規定により指定された保存すべき緑地（告示

が行われた市民の森に限る。)内の土地 

イ 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、保全対象（建築物、建築物の敷地、建築基準法第 42 条

に規定する道路、公園その他不特定多数の自由利用に供する土地をいう。ただし、崖面崩壊防

止施設を設置するときに既に存するものに限る。以下この項において同じ。）から、次のア及

びイとおり離隔距離を確保していること。 

   (ｱ) 崖面崩壊防止施設の下方に保全対象がある場合 

     保全対象から、崖面崩壊防止施設及び崖面崩壊防止施設と一体の崖まで、崖面崩壊防止施

設及び当該崖面崩壊防止施設と一体の崖の高さ（※）の２倍以上離れている。 

    ※ 「崖面崩壊防止施設及び当該崖面崩壊防止施設と一体の崖の高さ」とは、崖面崩壊施設

の下端（崖面崩壊防止施設の前面が地盤と接する箇所をいう。）及び崖面崩壊防止施設の

下方の下端（崖面崩壊防止施設の下方に崖がある場合に限る。）（以下「崖面崩壊防止施
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設等の下端」という。）を含み、水平面に対し 30度の角度をなす面が、地表面と交差する

箇所と、崖面崩壊防止施設等の下端の標高差をいう。 

 

崖面崩壊防止施設の下方に崖がない場合 

 

崖面崩壊防止施設の下方に崖がある場合 

図：崖面崩壊防止施設と保全対象との離隔 

（崖面崩壊防止施設の下方に保全対象がある場合） 

   (ｲ) 保全対象より上方に崖面崩壊防止施設がある場合 

保全対象が、崖面崩壊施設の下端（崖面崩壊防止施設の前面が地盤と接する箇所をいう。）

及び崖面崩壊防止施設の下方の崖の下端（崖面崩壊防止施設の下方に崖面崩壊防止施設が覆

う崖と一体の崖がある場合に限る。）（以下「崖面崩壊防止施設等の下端」という。）を含

み、水平面に対し土質に応じた角度をなす面が、地表面と交差する箇所よりも後方（崖面崩

壊防止施設の背面側をいう。）にある。 

表：土質に応じた勾配 

土質 
崖の高さが 

５ｍを超える場合 
崖の高さが 

５ｍ以下の場合 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度以下 80度以下 
風化の著しい岩 40度以下 50度以下 
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土そ
の他これらに類する者 

35度以下 45度以下 

盛土（上記に該当するものを含む。） 30度以下 30度以下 

 

崖面崩壊防止施設の下方に崖がない場合 

土質に応じた角度 

崖面崩壊防止施設 

保全対象 

30 度 

崖面崩壊防止施設 

Ｈ（ｍ） 
２Ｈ（ｍ） 

保全対象 

30 度 

崖面崩壊防止施設 

Ｈ（ｍ） 
２Ｈ（ｍ） 

保全対象 
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崖面崩壊防止施設の下方に崖がある場合 

図：崖面崩壊防止施設と保全対象との離隔 

（崖面崩壊防止施設の上方に保全対象がある場合） 

 (2) 第１号の崖面崩壊防止施設の設置の条件を満たす場合において、次の事象が生じるおそれが特

に大きいときは、崖面は擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設で覆うこととする。 

ア 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

イ 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

【解説】 

(1) 崖面崩壊防止施設は、森林において治山技術として用いられてきたもので、擁壁と比較して、変

形追従性及び透水性が高い構造である一方で、耐土圧性や耐久性が低いという特徴があり、土地の

変形を許容しない土地や、保全対象に近い土地においては、崖面崩壊防止施設を使用するべきでは

ありません。 

   横浜市は森林と市街地が近く、崖面崩壊防止施設を設置した場合の保全対象への影響が大きいこ

とから、市細則にて崖面崩壊防止施設の設置に条件を設けています。 

  ア 崖面崩壊防止施設が、森林において治山技術として用いられてきたことや、森林においては擁

壁の設置が困難な場合もあることを踏まえ、第１号ア(ｱ)から(ｲ)に掲げる土地に限り崖面崩壊防

止施設を設置できることとしています。 

  イ 崖面崩壊防止施設は、擁壁と比較して耐土圧性や耐久性が低いという特徴があるため、(ｱ)及

び(ｲ)のとおり、保全対象からの離隔を確保することとしています。 

    (ｱ)は、横浜市建築基準条例第３条の規定が「崖の高さの２倍以内の位置に建築物を建築し、又

は建築物の敷地を造成する場合」に適用されることを参考に、崖面崩壊防止施設と保全対象との

離隔を定めているものです。 

    (ｲ)は、横浜市建築基準条例第３条第１項第３号の規定及びその審査基準の規定を参考に、崖

面崩壊防止施設と保全対象との離隔を定めているものです。 

    なお、崖面崩壊防止施設を設置した後に、その近くに建築物の建築をする場合は、同条の規定

が適用される場合がありますので、留意してください。 

(2) 第１号の崖面崩壊防止施設の設置の条件を満たす土地の場合は、政令第 14 条第１号の規定によ

り、省令第 31 条に規定する事象が生じるおそれが特に大きいときは、崖面を擁壁に代えて、崖面

崩壊防止施設で覆います。これは、崖面崩壊防止施設を設置する森林においては、その他の土地と

比較して、地盤の変動や、雨水その他の地表水又は地下水の集中が生じやすく、擁壁と比較して、

変形追従性及び透水性が高い崖面崩壊防止施設を設置することが望ましいためです。 

   なお、第１号の崖面崩壊防止施設の条件を満たさない場合は、省令第 31 条に規定する事象が生

じないように留意して、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計を行う必要があります。 

 

土質に応じた角度 

崖面崩壊防止施設 

保全対象 
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３ 崖面崩壊防止施設の構造 

【審査基準】 

(1) 崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

   なお、崖面崩壊防止施設の設計においては、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照すること。 

ア 前項第２号に掲げる事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することがで

きる構造であること。また、崖面崩壊防止施設の裏面に浸入する地下水を有効に排除すること

ができる構造であること。 

イ 土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

【指導基準】 

(2) 崖面崩壊防止施設の設計においては、崖面崩壊防止施設を含めた斜面の安定性の確認を行うよ

う努めること。 

【解説】    

(1) 崖面崩壊防止施設の構造については、政令第 14条第２号に規定されています。 

ア 崖面崩壊防止施設は、前項第２号に掲げる事象が生じた場合においても、崖面と密着した状態

を保持することができる変形追従性を有し、かつ、裏面に浸入する地下水を有効に排除すること

ができる透水性を有した構造とする必要があります。 

崖面崩壊防止施設の工法としては、規則第 11 条に鋼製枠工（鋼製の骨組みに栗石その他の資

材が充填された構造の施設）が示されており、「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方（国

土交通省）」には、大型かご枠工及びジオテキスタイル補強土壁工が示されています。 

イ 崖面崩壊防止施設の構造については、その工法により設計方法が異なります。設計にあたって

は、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照し、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動

又は沈下をしない構造であることを確かめることとします。 

(2) 崖面崩壊防止施設を設置する場合は、地盤の変形を許容することを考慮し、崖面崩壊防止施設を

含めた斜面の安定性の確認（安定計算）を行うよう努めることとします。 

   斜面の安定計算の方法については、「盛土等防災マニュアルの解説」の「Ｖ.３．２ 盛土のり面

の検討」を参照することとします。 
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第９節 崖面及びその他の地表面の保護 
【政令】 
（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ず
る措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面崩壊防
止施設で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタル
の吹付けその他の措置を講ずることとする。 

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の
土地の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる措置に関す
るものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工そ
の他の措置を講ずることとする。 
一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面 
二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 
（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 

第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条か
ら前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地
表面及び農地等（法第二条第一号に規定する農地等をいう。）における植物の生育が確保される部分の
地表面」と読み替えるものとする。 
（規則への委任） 

第二十条 （略） 
２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【市細則】 
（既存の擁壁等） 

第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等
に関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に
既に存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、
第 15条及び第 17条（政令第 18条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

１ 適用範囲 

この節の基準は、工事施行区域内の崖面及びのり面（過去の盛土又は切土をした土地の部分に生じ

た既存の崖面及びのり面を含む。）に適用する。 

この基準は、工事施行区域内の崖面及びのり面（市細則第 31 条の規定により過去の盛土又は切土

をした後の土地の部分に生じた既存の高さが１メートルを超える崖面及びのり面を含みます。）に適

用します。 

なお、市細則により、技術的基準を付加し、既存の高さが１メートルを超える崖面及びのり面にも

この節の規定を適用するとしているのは、横浜市は、過去に多くの宅地造成又は特定盛土等に関する

工事等が行われているという地勢であり、これから実施する宅地造成又は特定盛土等に関する工事に

伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するためには、既存の高さが１メートルを超える

崖面及びのり面についても技術的基準を適用する必要があるためです。 

 

２ 保護をしなければならない地表面 

【審査基準】 

 次に掲げる地表面（過去の盛土又は切土をした後の土地の部分に生じた既存の崖面及びのり面を含

む。以下この項において同じ。）は、風化又は雨水その他の地表水等による浸食から保護する措置を

講じなければならない。 

 (1) 盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われ

た崖面を除く。）。 

 (2) 盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる地表面（崖面を除く。）。ただし、次のア

からエに掲げるいずれかに該当するものを除く。 

ア 水平面に対する勾配が５パーセント程度以下である土地の地表面 

イ 道路の路面（舗装されるものに限る。）及び当該道路沿いの土地であって、当該道路に標高
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を合せる土地（水平面に対する勾配が 12パーセント以下である土地に限る）の地表面 

ウ 高さが 30 センチメートル以下である地表面 

エ 通常の営農に必要な範囲の地表面 

【解説】 

 政令第 15 条の規定により、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる地表面は、風化又は

雨水その他の地表水等による浸食から保護しなければなりません。 

 (1) 盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（水平面に対する勾配が 30 度を超える

土地の地表面をいう。）は、擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆う場合を除き、当該崖面の高さにかか

わらず、浸食から保護する措置を講じるものとします。 

 (2)  盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる地表面（水平面に対する勾配が 30度以下の

土地の地表面をいう。）は、次のアからエに掲げるいずれかに該当するものを除いて、浸食から保

護する措置を講じるものとします。 

ア 政令第 15 条第２項第１号に「崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付す

る」措置が講じられた土地の地表面は、浸食から保護する措置が不要とされていることから、水

勾配程度（水平面に対する勾配が５パーセント（約 2.5 度）程度）以下である土地の地表面は、

浸食から保護する措置は要しないこととします。 

イ 政令第 15 条第２項第２号の規定により、道路の路面は、浸食から保護する措置は要しないこ

ととします。ただし、形態がない道路の場合もあることから、舗装されるものに限ることとしま

す。 

  また、当該道路沿いの駐車場となる土地など、当該道路に標高を合せる土地（水平面に対する

勾配が 12パーセント以下である土地に限ります。）の地表面は、その範囲が限られ、かつ、勾配

も緩いことから、浸食から保護する措置は要しないこととします。 

ウ 盛土又は切土の高さが 30 センチメートル以下のものについては、法の許可が不要とされてい

ることを踏まえ、高さが 30 センチメートル以下である地表面は、浸食から保護する措置を講じ

ない場合の影響が少ないため、当該措置を要しないこととします。 

エ 耕起、代かき、整地又は畝立などが土地の形質の変更に該当しないと取り扱うことを踏まえ、

通常の営農に必要な範囲の地表面は、浸食から保護する措置を要しないこととします。 

 

３ のり面保護工の工法 

【審査基準】 

のり面保護工は、のり面の勾配、土質、風化の影響、湧水の有無及び緑化の可否等を考慮して、適

切な工法を選定しなければならない。 

 なお、のり面保護工の工法の選定、設計及び施工においては、「盛土等防災マニュアルの解説」を

参照することとする。 

【解説】 

 のり面保護工の選択にあたっては、のり面の勾配、土質、風化の影響、湧水の有無及び緑化の可否等

を考慮しなければなりません。 

植生が可能なのり面では、植生の被膜効果及び根系の緊縛効果がのり面の安定性向上に寄与するため、

のり面緑化工の選定を基本とします。ただし、植生に適さないのり面又はのり面緑化工では安定性が確

保できないのり面においては、構造物によるのり面保護工を選定します。 

なお、工法の選定にあたっては、「盛土等防災マニュアルの解説」の「盛土のり面におけるのり面保

護工選定フロー」及び「切土のり面におけるのり面保護工選定フロー」等を参照してください。ただし、

盛土のり面を表流する湧水が多い場合、豪雨等によりのり面の下端に流水が生ずる可能性が高いなどの

場合は、構造物によるのり面保護工を選定すうよう努めてください。 

また、各工法の設計及び施工についても、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照することとします。  
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第 10 節 軟弱地盤対策 

１ 適用範囲 

この基準は、横浜市域内の浸食谷、低地等、地盤の軟弱な土地において行われる開発行為に係る開

発区域に適用する。 

地盤の軟弱な土地とは、一般的に沖積平野、沼沢地、台地や丘陵地間の谷部などに堆積している地

層の内、軟らかく圧縮性に富む粘性土や植物成分主体の泥炭からなる高有機質土等で構成されている

地盤を有する土地のことをいいます。このような土地では、工事施行中及び施行後の盛土端部の滑り、

地盤の圧密沈下に伴う排水施設等の地下構造物の安全性の低下や変形による機能の低下、更には宅盤

の不同沈下などの支障が生じる可能性が高いため、特別な対策が必要となります。 

この節の規定は、都市計画法第 33条第１項第７号の基準として、開発区域に適用します。 

ただし、第２項の規定は、法第 13 条第１項に規定する技術的基準の適用においても参照すること

とします（法第 13 条第１項に規定する技術的基準に係る軟弱地盤の取り扱いについては、各節に記

載のとおりです。）。 

 

２ 軟弱地盤の定義 

【審査基準】 

本基準における軟弱地盤とは、腐植土、軟らかい有機質土、粘性土等、盛土及び構造物等の荷重に

よって、斜面の安定や沈下等に対して影響の大きい地盤をいう。 

【解説】 

軟弱地盤の判定は、標準貫入試験、スクリューウェイト貫入試験、コーン貫入試験等の結果に基づ

き行うものとし、判定の目安は、予定建築物が戸建住宅であることを想定して、地表面下 10ｍまでの

地盤に次のような土層の存在が認められる場合とします。 

・ 有機質土・高有機質土 

・ 粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下、スクリューウェイト貫入試験において１kN以

下の荷重で自沈するもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコーン指数(ｑｃ)が 0.4

Ｎ/mm2以下のもの 

・ 砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が 10 以下、スクリューウェイト貫入試験において半回

転数（NSW）が 50 以下のもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコーン指数(ｑｃ)が

４Ｎ/mm2以下のもの 

なお、軟弱地盤の判定に当たって地盤調査（土質試験を含む。）の結果が得られている場合には、

その数値も参考にします。ただし、これらはあくまでも目安ですので、盛土及び構造物等の荷重の大

きさなどに応じて、検討の対象とする土層やその調査深度などは適切に判断する必要があります。 

 

３ 軟弱地盤対策の基本事項 

【指導基準】 

軟弱地盤対策に当たっては、地盤の条件、土地利用計画、施工条件及び環境条件等を踏まえて、沈

下計算及び安定計算を行うよう努めること。 

【解説】 

「沈下計算（沈下速度、沈下量）」及び「安定計算」の方法については、「盛土等防災マニュアルの

解説」を参照してください。 
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４ 軟弱地盤対策工の設計 

【指導基準】 

軟弱地盤対策工の設計に当たっては、その特徴を十分理解するとともに、軟弱地盤の性質を的確に

把握し、その必要性及び目的を明確にし、地盤、施工等に関する諸条件を考慮して、複数の工法を抽

出し、詳細な比較検討を行った上で決定するよう努めること。 

【解説】 

軟弱地盤対策工には、その目的によって、沈下対策を主とする工法、安定対策を主とする工法、沈

下及び安定の両者に対して効果を期待する工法があります。 

沈下対策としては、圧密沈下の促進、全沈下量の減少を期待するものに大別され、安定対策として

は、せん断変形の抑制、強度低下の抑制、強度増加の促進及び滑り抵抗の増加を期待するものに大別

されます。 

軟弱地盤対策工は極めて多様であり、同じ原理に基づく工法であっても、材料、施工機械あるいは

施工方法などに差があるため、工法及び適用範囲について十分に留意してください。 

なお、詳細については、「盛土等防災マニュアルの解説」を参照してください。 
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第 11 節 その他の技術的基準等 

１ 適用範囲 

(1) 第２項から第５項の基準は、法の許可及び都市計画法の開発許可の場合に適用する。 

 (2) 第６項の基準は、法の許可の場合に適用する。 

 

２ 工事施行区域外の崖の措置 

【指導基準】 

工事施行区域外での崖崩れによる被災を予防するため、工事施行区域内の土地が、工事施行区域外

の高さ３メートルを超える崖の下端から水平距離にしてその崖の高さの２倍以内の位置にあり、かつ、

その崖の下端から水平距離にして 20 メートル以内の位置にある場合においては、次の各号のいずれ

かに該当する崖の全部又は一部を除き、この設計編の基準に基づき、その崖に擁壁を設置し、又はそ

の崖を切土造成によりのり面とし、若しくはその崖に設置されている既存の擁壁（法又は建築基準法

に適合しているものを除く。）を築造替えするよう努めること。 

(1) 土質が次の表の(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた角度が同表(い)欄の角度以

下の場合 

(2) 土質が次の表の(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた角度が同表(い)欄の角度を

超え同表(う)欄の角度以下のもので、その垂直距離の合計が５メートル以内の場合 

(あ)土質 (い)角度 (う)角度 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 70度 80度 

風化の著しい岩 50度 60度 

砂利、真砂土、硬質関東ローム、硬質粘土 45度 55度 

軟質関東ローム、その他これらに類するもの 35度 45度 

表：崖の安定角度 

【解説】 

この規定は、「隣接地の崖についても十分考慮し、常に宅地造成工事の安全を確保するよう心掛け

なければならない。」という国の見解に則り、定められています。 

対象となる「崖」は、工事施行区域に隣接している崖だけでなく、工事施行区域から水平距離にし

て 20ｍ以内の位置に崖の下端がある高さ３ｍを超える崖（自然崖であるか否かを問いません。）まで

含みます。 

小段等によって上下に分離された崖がある場合は、政令第１条第３項を準用して、下層の崖面の下

端を含み、かつ、水平面に対して 30°の角度をなす面の上方に上層の下端があるときは、その上下の

崖は一体とみなし、その崖の垂直距離が崖の高さとします。ただし、崖の全部又は一部が表９の土質

に応じた勾配以下である場合は、令第６条の考え方により、当該部分については擁壁の設置等の措置

を講じなくてもよいこととします。 

 

図：基準の適用範囲と改善対象となる崖 

土質：硬質関東ローム 

30° 

工事施行区

上段の崖 

（アにより改善対象外） 

適用範囲：２Ｈ 

Ｈ（＞３ｍ） 

下段の崖 

（改善の対象） 

：表９による崖の安定角度(45°)線 
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なお、この基準おいて上下の崖が一体ではないものとして判断した場合でも、建築基準法第６条第

１項若しくは第６条の２第１項又は同法第 18 条第２項若しくは第４項の確認申請又は計画通知の際

に、その崖が横浜市建築基準条例第３条本文括弧書きによる「一体性を有する１個の傾斜地で、その

主要部分の勾配が 30 度を超えるもの」として判断された場合は、同条例が適用されますので、留意

してください。 

 

３ 道路の中心後退 

【指導基準】 

工事施行区域が建築基準法第 42 条第２項に規定する道路に接している場合は、同法の趣旨に則り、

次のとおりとするよう努めること。 

(1) 当該道路の管理者と協議を行い、同規定による道路部分を舗装整備すること。 

(2) 周囲の状況により、道路面と後退部分とに段差が生じないように、Ｌ形側溝などの排水施設を

移設する等の措置を講じること。 

【解説】 

予定建築物のない計画の場合は、土地を建築物の敷地として利用しないため、建築基準法の規定が

およびませんが、同法第 42 条第２項に規定する道路（以下「２項道路」といいます。）に接する敷地

を利用するにあたっては、環境の保全、災害の防止、通行の安全、災害時の避難や消防活動等に支障

を来たさないよう道路形態を整備すべきとの考え方から、工事施行区域が道路面よりも高いか低いか

にかかわらず、２項道路の中心から２ｍの部分について道路管理者である土地所有者と協議を行い、

承諾を得た上で、舗装整備をするよう努めてください。また、既存道路にＬ形側溝などの排水施設が

ある場合においては、道路管理者である土木事務所や土地所有者と協議を行い、後退部分に排水施設

を移設し、既存道路面と段差が生じないようにしてください。 

 

図：２項道路の後退整備の例 

 

４ 工事施行区域の外周部分の盛土の高さ 

【指導基準】 

工事施行区域周辺の住環境に配慮するため、工事施行区域内の外周部分に盛土をする場合には、次

のとおりとするよう努めること。 

なお、勾配が 45 度を超えるのり面への当該のり面の高さまでの盛土の部分については高さに算入

しない。 

(1) 工事施行区域内の外周部分（北側を除く。）における盛土の高さは、３メートル以下とするこ

と。ただし、盛土後の地盤の隣接地盤からの高さが３メートル以下の場合は、この限りでない。 

(2) 工事施行区域内の外周部分のうち北側部分における盛土の高さは、１メートル以下とするこ

と。ただし、盛土後の地盤の隣接地盤からの高さが１メートル以下の場合は、この限りでない。 

【解説】 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行うにあたっては、工事施行区域の周辺に対し著し い生

活環境の変化を生じることがないように計画段階から配慮することが必要です。このことから、生活

舗装整備 

２項道路の中心 

２ｍ 

既存道路（２項道路） 工事施行区域 

既存崖 
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環境の保持や隣地のプライバシーの保護を考慮して、工事施行区域内の外周部分における盛土の高さ

は３ｍ以下とし、また、外周部分の北側の部分については、隣接地への日照の影響を考慮して、盛土

の高さを１ｍ以下とするよう努めてください。 

なお、次の図の１のように、勾配が 45 度を超えるのり面への当該のり面の高さまでの盛土の部分

は、当該のり面部分の高さは変化していないことから、生活環境に変化を生じさせる盛土には該当し

ないと判断し、高さに算入しないこととします。また、次の図の２のように、工事施行区域側の現況

地盤が隣地地盤より低い場合の隣地地盤面下の盛土も、高さに算入しないこととします。 

 
図：適用除外の例 

 

５ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に伴い発生する土石についての措置 

【指導基準】 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に伴う搬出土の適正な処理及び搬入土の適切な管理を図る

ため、工事施行区域から搬出する土石又は工事施行区域内に搬入する土石の土量が 100立方メートル

以上となる場合は、次のとおりとするよう努めること。 

(1) 土石を工事施行区域外へ搬出することとなる場合は、搬出先を明らかにし、当該施設の管理者

の同意を得ること。 

(2) 工事施行区域外の土石を搬入することとなる場合は、搬入元を明らかにし、次の書類をそろえ

ること。 

ア 搬入元が適法な施設であることを証する書類 

イ 搬入元の出荷承諾を証する書類 

(3) 前各号において、土砂の運搬経路図を作成し、法の許可又は都市計画法の開発許可の申請書に

添付すること。 

【解説】 

宅地造成又は特定盛土等に伴い発生する土砂は、適正な方法により搬出又は搬入されるよう努めて

ください。 

なお、同一の工事施行者による別の宅地造成又は特定盛土等に関するの工事の現場と土石のやり取

りを行う場合は、当該工事の許可申請者の承諾書を以って代えることができるものとします。 

 

６ 予定建築物の敷地 

【指導基準】 

良好な宅地の供給を推進するため、予定建築物が一戸建ての住宅（当該敷地の形状を変更しないも

のを除く。）の場合は、次のとおりとするよう努めること。 

(1) 建築基準法第 53 条の２の規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域又は

横浜市開発事業等の調整等に関する条例第 34 条第１項の規定に建築物の敷地面積の最低限度が

定められている地域の宅地においては、予定建築物の敷地の１画地の規模は、100 平方メートル

以上とすること。 

(2) 予定建築物の敷地は、著しい傾斜、狭長、屈曲及び複雑な出入りのある形状としないこと。 

 

２ 各号ただし書の例 １ 本文なお書きの例 

盛土の制限高さ 

θ＞45° 

現況地盤 

▽ 

計画地盤 

▼ 

高さに参入しない 

工事施行区域 

現況地盤 

▽ 

計画地盤 

▼ 

盛土の制限高さ 

隣地地盤 

▽ 

工事施行区域 
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【解説】 

(1) 建築基準法第 53条の２の規定又は横浜市開発事業等の調整等に関する条例第 34条第１項の規定

の趣旨を鑑み、良好な町並みの形成や居住者のプライバシーの確保の上で好ましくない小規模な敷

地の設定は行わないでください。 

(2) 複雑な形状は良質な宅地の供給を推進する観点から好ましくないため、敷地の有効利用が図れる

よう配慮してください。 

 

表：建築基準法第 53条の２の規定による建築物の敷地面積の最低限度 

容積率 敷地面積の最低限度 

 60 パーセント 165平方メートル 

 80 パーセント 125平方メートル ※ 

100 パーセント 100平方メートル 

※ 港北ニュータウン土地区画整理事業施行区域内は 165平方メートルとする。 

 

表：条例第 34条第１項の規定で定める建築物の敷地面積の最低限度 

区分 敷地面積の最低限度 

市街化区域 

・第２種低層住居専用地域（容積率 150％の地域のみ対象） 

・第１種中高層住居専用地域 

・第２種中高層住居専用地域 

100 ㎡ 

・第１種住居地域 

・第２種住居地域 

・準住居地域 

100 ㎡ 

※幅員 5.5 メートル以

上の道路を配置する場

合は定めません 

・近隣商業地域 

・商業地域 

・準工業地域 

・工業地域 

・工業専用地域 

定めません 

市街化 

調整区域 

幅員 18ｍ以上の幹線道路の区域から 50ｍの範囲内の部分 100 ㎡ 

上記以外 125 ㎡ 
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第３章 土石の堆積に関する工事についての技術的基準の取扱い 

第１節 事前調査等 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものと
する。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除
き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。 

二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれ
があるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

三～五 （略） 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその
他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める
措置を講ずる場合には、適用しない。 

（規則への委任） 
第二十条 （略） 

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみに
よつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと
認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な
技術的基準を付加することができる。 

【規則】 
（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条 令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で
定める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるもの
に限る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積
した土石を支えることができる措置とする。 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 
第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める
措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板等」
という。）を設置すること 

二 （略） 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でな
ければならない。 

 

１ 過去の宅地造成又は特定盛土等に関する工事等に係る調査 

【審査基準】 

土石の堆積に関する工事の設計は、あらかじめ工事施行区域及びその周辺において過去に行われた

宅地造成又は特定盛土等に関する工事、開発行為に関する工事又は擁壁の築造工事について調査しな

ければならない。 

【解説】 

土石の堆積に関する工事の設計においては、工事施行区域内及びその周辺の既存の盛土、崖、擁壁及

び排水施設等（以下この項において「既存擁壁等」といいます。）について十分に把握し、行おうとす

る土石の堆積に関する工事の既存擁壁等への影響を考慮する必要があります。 

そのため、工事施行区域及びその周辺における、過去の次に掲げる手続の状況について調査し、その

調査結果を土石の堆積計画図に記載しなければなりません。 

 (1) 宅地造成又は特定盛土等規制法第 12条第１項の許可又は同法第 15条第１項の協議に係る手続の
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状況（許可・協議番号、許可・協議成立年月日及び検査済証交付年月日） 

 (2) 旧宅地造成等規制法第８条第１項の許可又は同法第 11 条の協議に係る手続の状況（許可・協議

番号、許可・協議成立年月日及び検査済証交付年月日） 

 (3) 都市計画法第 29条第１項の許可又は同法第 34条の２第１項の協議に係る手続の状況（許可・協

議番号、許可・協議成立年月日、検査済証交付年月日及び工事完了公告年月日） 

 (4) 建築基準法第 88 条第１項において準用する同法第６条第１項若しくは第６条の２第１項又は同

法第 18 条第２項若しくは第４項の擁壁の確認申請又は擁壁の計画通知に係る手続の状況（確認申

請・計画通知受付番号、確認済証交付年月日及び検査済証交付年月日） 

 (5) 旧住宅地造成事業に関する法律第４条の認可に係る手続の状況（認可番号、認可年月日、検査済

証交付日及び工事完了公告年月日） 

 なお、上記各号に掲げるものについては、「よこはま建築情報センター（横浜市庁舎２階）」にて調

査することができます。また、同センターにて一部図面の取得も可能ですので、当該図面により過去の

擁壁の築造や、盛土等の状況についてできる限り把握したうえで、設計を行ってください。 

 

２ 地盤調査 

【審査基準】 

(1) 土石の堆積に関する工事の設計は、あらかじめ工事施行区域及びその周辺の地盤調査を行った

うえで実施しなければならない。 

ただし、次に掲げる全て該当しない場合にあっては、工事施行区域及びその周辺の地盤を想定

して設計し、当該工事に着手した後に地盤を確認することにより、地盤調査を行ったものとみな

すことができる。この場合において、当該確認により想定した地盤と異なった場合には、必要に

応じて工事の設計の変更を行わなければならない。 

ア 土石の堆積に必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2を超える場合 

イ 省令第 32 条に規定する土石の堆積を行う面を有する堅固な構造物を設置する場合 

ウ 省令第 34 条第１項第１号に規定する鋼矢板等を設置する場合 

エ 軟弱地盤であることが想定される場合 

オ 既存の盛土の上に土石の堆積を行う場合 

カ その他市長が必要と認める場合 

 (2) 前号の地盤調査（ただし書の場合を除く。）は、ボーリング調査・標準貫入試験とし、設計に

必要な土質試験を行うものとする。ただし、次の場合は、平板載荷試験、スクリューウェイト貫

入試験その他の試験又は調査による地盤調査を行うことができる。 

  ア ボーリング調査・標準貫入試験による地盤調査を補完するものとして、その他の試験又は調

査による地盤調査を行う場合 

イ 第１号アの場合の地盤調査であって、平板載荷試験により地盤調査を行う場合 

  ウ その他市長が平板載荷試験、スクリューウェイト貫入試験その他の試験又は調査による地盤

調査とすることをやむを得ないと認める場合 

 (3) 第１号イの場合の調査は、少なくとも２箇所以上でボーリング調査・標準貫入試験を行い、構

造物の支持地盤及び周辺の地盤の地盤を十分に把握しなければならない。 

【解説】 

 (1) 土石の堆積に関する工事については、その基礎情報として地盤調査の結果がないと適切な設計を

行うことができません。また、設計の際に想定した地盤と実際の地盤が異なることが工事着手後に

判明すると、工事施行が中断することになります。そのため、設計の前にあらかじめ地盤調査を行

なうことが必要です。 

特に第１号アからカに掲げる場合は、地盤調査の結果が設計に大きな影響を与えるものや、地盤

調査の結果がないと設計が困難なものであり、設計を行う前に、あらかじめ調査を行うことを必須
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としています。 

   また、全ての工事の設計において、あらかじめ地盤調査を行うことが望ましいですが、第１号ア

からカに掲げる場合に該当しない場合は、地盤による設計への影響が小さいため、工事着手後の現

場において想定した地盤であるか確認することができることとしています。 

   なお、第１号アの「土石の堆積に必要な地盤の許容応力度」とは、土石の最大堆積高さ（ｍ）に、

当該土石の単位重量（kN/ｍ3）を乗じたもののことをいいます。 

 (2) 第１号アからカに掲げる場合は、設計にあたって、Ｎ値、地盤の種類、構成、粘着力、内部摩擦

角、単位重量、圧密降伏応力及び水位等を十分に把握する必要があるため、ボーリング調査・標準

貫入試験を行ったうえで、設計に必要な土質試験を行うこととしています。また、行う土質試験は、

設計に必要な情報が得られるように留意して行う必要があります。 

   なお、ボーリング調査・標準貫入試験の結果、液状化又は圧密沈下の恐れがある場合は、液状化

又は圧密沈下に係る土質試験を行うこととします。 

また、スクリューウェイト貫入試験その他の試験又は調査による地盤調査を行うことができるの

は、ボーリング調査・標準貫入試験による地盤調査を補完するために地盤調査を行う場合や、土石

の堆積に必要な地盤の許容応力度が 120kN/ｍ2以下の場合（第１号イからカに該当する場合を除き

ます。）などです。 

 (3) 第 1号イの場合は、構造物の支持地盤及び周辺の地盤の地盤を十分に把握しないと、設計を行う

ことが困難であり、工事施行中に支持地盤の標高が想定と大きく違うことが判明すると、工事を一

時中断して、設計をやり直す必要が生じてしまいます。そのため、あらかじめ構造物の支持地盤及

び周辺の地盤の地盤を十分に把握したうえで設計を行うことが重要です。 

   そのため、少なくとも２箇所以上のボーリング調査・標準貫入試験を求めていますが、構造物を

設置する範囲や、地形等によっては、２箇所では不十分な場合もあります。その場合は、調査箇所

を増やす、又はスクリューウェイト貫入試験等を併せて実施するなどの対応が必要です。 

   なお、地盤調査結果として、原則として、地盤の断面図に設置する構造物の位置及び標高等を記

載したものを提出してください。 

 

３ 集水区域の調査 

【審査基準】 

土石の堆積に関する工事の設計は、工事施行区域に係る集水区域の調査をあらかじめ行ったうえで

実施しなければならない。 

【解説】 

土石の堆積に関する工事については、工事施行区域に流入する雨水その他の地表水及び地下水につ

いて十分に把握したうえで設計を行う必要があります。 

   特に、排水施設の設計を行う際には、工事施行区域に係る集水区域について調査しないと、適切な

設計を行うことができず、また法に規定する技術的基準への適合が確認できません。 

   そのため、土石の堆積に関する工事の設計にあたっては、集水区域の調査をあらかじめ実施しなけ

ればなりません。 

   集水区域の調査では、地形が示された図面及び下水道の排水区画割計画平面図等の資料を入手する

とともに、現地調査を行い、それらの資料及び調査結果を踏まえて、工事施行区域及びその周辺の土

地の地形、地盤の性質を考慮した集水区域を策定することとします。 
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第２節 土石の堆積に関する工事の技術的基準 
【法】 
（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第十三条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第一項ただし書に
規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で
定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。 

２ （略） 

【政令】 
（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものと
する。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除
き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。 

二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれ
があるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地
（勾配が十分の一以下であるものに限る。）を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合当該高さの二倍を超える幅の空地 

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けるこ
と。 

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に
排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずる
こと。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその
他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める
措置を講ずる場合には、適用しない。 

【省令】 
（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

第三十二条令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定
める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに
限る。）を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積し
た土石を支えることができる措置とする。 

（柵その他これに類するものの設置） 
第三十三条令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）に規定する柵そ
の他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入ら
ないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 
第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める
措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板等」
という。）を設置すること 

二 次に掲げる全ての措置 

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水
が浸入することを防ぐための措置 

ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜
部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でな
ければならない。 

【市細則】 
（土石の堆積に係る構造物等の設置条件） 

第 32 条 省令第 32条の規定による措置により構造物を設置して、法第 12条第１項又は法第 16 条第１項
の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該構造物及
び当該土石は、市長が定めるところにより、保全対象（当該構造物を設置するときに既に存するものに
限る。）からの離隔距離を確保しなければならない。 

２ 省令第 34 条第１項第１号に規定する鋼矢板等を設置して、法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の
許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該土石は、市
長が定めるところにより、保全対象（当該鋼矢板等を設置するときに既に存するものに限る。）からの
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離隔距離を確保しなければならない。 
 （土石の流出防止） 
第 33 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事
に係る土石の堆積を行う場合は、堆積する土石が雨水その他の地表水により工事施行区域外に流出しな
いよう、排水施設、沈砂池の設置その他の土石の流出を防止する措置を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、土石の堆積を行う期間が短い場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、当
該排水施設、沈砂池その他の土石の流出を防止する措置により設けるものを仮設のものとすることがで
きる。 
（堆積する土石の勾配） 

第 34 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事
に係る土石の最大堆積高さが５メートルを超える場合は、当該土石の堆積を行う土地の境界から水平面
に対して上方に２分の１の勾配をなす面を超えない範囲において土石の堆積を行わなければならない。 
（土砂災害特別警戒区域への土石の堆積の制限） 

第 35 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事
に係る土石の堆積を行う土地には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（平成 12年法律第 57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域内の土地を含めてはならない。 

 

１ 土石の堆積を行う土地（地盤） 

【審査基準】 

(1) 土石の堆積を行う土地（第２項第１号の空地を含む。）には、水平面に対して勾配が１/10（約

5.4 度）を超える部分（段差及びオーバーハング部分を含む。）がないこと。 

(2) 土石の自重を支持できるよう、土石の堆積を行う地盤が必要な許容応力度（建築基準法平成 13

年国土交通省告示第 1113 号による。）を有していること、又は、必要な砕石置換若しくは地盤

改良の措置を講じることにより、必要な許容応力度を有していること。 

(3) 土石の堆積を行う地盤（地盤面下を含む。以下この項において同じ。）は、伐開除根及び除草

を行うこと。 

(4) 土石の堆積を行う地盤が軟弱地盤及び液状化のおそれがある地盤である場合は、除却、地盤改

良その他の盛土の有害な沈下及び滑りを生じないための措置を講じること。 

(5) 雨水その他の地表水の浸透により、土石の堆積を行う地盤に緩み等が生じないよう、当該地盤

に透水性が高い砂又は砂礫を敷くその他の排水を行うことができる措置を講じること。（構台等

の上に土石の堆積を行う場合にあっては、雨水その他の地表水の浸透により、土石の堆積を行う

構台等の面と土石の堆積の間に滑りが生ずることのないよう、当該構台等の面に透水性が高い砂

又は砂礫を敷くその他の排水を行うことができる措置を講じること） 

(6) 土石の堆積を行う土地（構台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う構

台等の面のことをいう。）には、工作物等がないようにすること。 

(7) 土石の堆積を行う土地（構台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う構

台等の面のことをいう。）には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第９条第１項の土砂災害特別警戒区域を含まないこと。 

(8) 斜面、擁壁又は崖面崩壊防止施設等の上の地盤面に堆積を行う場合は、当該斜面、擁壁又は崖

面崩壊防止施設等に影響を与えない範囲内にて堆積を行うこと。 

ただし、鉄筋コンクリート造擁壁又は無筋コンクリート造擁壁の上の地盤面に堆積を行う場合

において、当該擁壁の構造計算により、当該擁壁の安全性を確認できた場合はこの限りではない。 

 

  



設計編 

 

 設計編-98 

【(8)の図解】 

 (1) 斜面の上の土石 

  ア θよりも斜面の角度が大きい場合 

 

 

イ θよりも斜面の角度が小さい場合 

 

 

※ 図中のθは、次の背面の土質に応じて次の表のとおり。（第２号及び第３号においても同じ。） 

背面土質 
軟岩 

（風化の著しいも
のを除く。） 

風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関
東ローム、硬質粘
土その他これに類

するもの 

盛土又は腐食土 

角度（θ） 60度 40度 35度 25度 

 

(2) 法の技術的基準に適合する擁壁（当該擁壁の位置・形状が分かるもの）の上の土石の堆積 

  ア 鉄筋コンクリート造擁壁の場合 

 

  イ 間知石（ブロック）練積み造擁壁の場合 

 

 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 
0.4Ｈ（ｍ）かつ 1.5ｍ以上 

標準図に記載の根入れ深さ（ｍ） 

土石 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 
0.4Ｈ（ｍ）かつ 1.5ｍ以上 

土石 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ以下 0.4Ｈ（ｍ） 
かつ 1.5ｍ以上 

※空地の幅より狭い 
 

土石 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 

0.4Ｈ（ｍ） 
かつ 1.5ｍ以上 

 

土石 
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ウ 土羽付きの間知石（ブロック）練積み造擁壁の場合 

 

 

(3) 法の技術的基準への適合が確認できない擁壁、位置・形状が分からない擁壁又は崖面崩壊防止

施設等の上の土石の堆積 

  ア 擁壁又は崖面崩壊防止施設等の上にθを超える角度の斜面がない場合 

 

イ 擁壁又は崖面崩壊防止施設等の上にθを超える角度の斜面がある場合 

 

【解説】 

(1) 土石の堆積を行う土地は、勾配が大きいと堆積した土石が流出しやすくなるため、土地の勾配は

水平面に対して１/10 以下でなければなりません。また、土石の堆積を行う土地の周囲に設ける空

地は、仮に土石が流出した場合であっても、保全対象に到達して災害を引き起こす可能性を低くす

るものであり、空地の勾配も小さくする必要があるため、空地の勾配も水平面に対して１/10 以下

とします。 

   この勾配が水平面に対して１/10 以下とは、土石の堆積を行う土地及びその周辺に設ける空地に、

水平面に対して１/10 を超える部分がないことをいい、段差及びオーバーハング部分がある場合は、

土石の堆積を行う前に平坦にする必要があります。これは、勾配の平均が１/10 以下であっても、

段差等がある場合は、平坦の場合と比較して、土石が流出しやすくなるためです。   

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 

0.4Ｈ（ｍ）かつ 
1.5ｍ以上 

θ 

擁壁又は 
崖面崩壊防止施設等 

土石 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 

0.4Ｈ（ｍ） 
かつ 1.5ｍ以上 

 

擁壁又は 
崖面崩壊防止施設等 

土石 

空地 

空地 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

θ 

0.4Ｈ（ｍ）かつ 1.5ｍ以上 

標準図に記載の根入れ深さ（ｍ） 

θ 

土石 
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図：土石の堆積を行う土地の勾配 

※ 土石の堆積を行う土地の勾配を１/10 以下のするために、盛土又は切土をする場合の取扱いに

ついては、制度編第３章第９項第２号を参照してください。 

(2) 堆積する土石の自重によって、地盤に有害な沈下や、崩壊が生じ、周辺の建築物、埋設物その他

の工作物に影響を与えないよう、土石の堆積を行う地盤が、土石の自重を支持できることを確認す

る必要があります。土石の自重は、土石の最大堆積高さ（ｍ）に、堆積する土石の単位重量（kN/ｍ
3）を乗じたものとし、地盤の許容応力度については、建築基準法平成 13年国土交通省告示第 1113

号の規定を準用することとします。 

   なお、地盤の許容応力度が不足する場合には、砕石置換又は地盤改良の措置を講じることにより、

必要な許容応力度を確保しなければなりません。 

  ※ 土石の堆積に必要な地盤の許容応力度が 100kN/ｍ2を超える場合は、第１章第２項の規定のと

おり、あらかじめ地盤調査を行う必要があります。 

(3) 土石の堆積を行う地盤に、草木や切株等を残したまま土石の堆積を行うと、それらの腐食により、

地盤に緩みや有害な沈下を生じるおそれがあるため、土石の堆積を行う地盤は伐開除根及び除草行

わなければなりません。 

(4) 土石の堆積を行う地盤が軟弱地盤（腐植土を含みます。）又は液状化のおそれがある地盤である

と、地盤の有害な沈下、軟弱地盤での滑りなど、堆積する土石の安定性に影響を与える可能性があ

るため、掘削除却や地盤改良等の措置を講じる必要があります。 

(5) 雨水その他の地表水の浸透により、土石の堆積を行う地盤に緩み等が生じると、土石の安定性に

影響を与えるため、当該地盤は浸透した雨水その他の地表水を排水する措置を講じなければなりま

せん。措置の方法としては、土石の堆積を行う地盤に透水性が高い砂又は砂礫を敷く、土石の堆積

に溝を設け、砂又は砕石等を充填し、有孔管を埋設する等の措置が考えられます。有孔管を埋設す

る場合は、工事施行区域内のます及び無孔管を経由して、工事施行区域外の公共下水道等に接続す

る必要があります。 

(6) 土石の堆積を行う土地（構台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う構台

等の面のことをいうものとします。）は、第１号のとおり段差等がなく、平坦である必要があるた

め、工作物等を残したまま土石の堆積を行わないものとします。 

 (7) 土砂災害特別警戒区域内の土地においては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律や、建築基準法において、開発行為又は建築物の建築への制限について規定されて

いますが、土石の堆積については規定がありません。しかし、土砂災害特別警戒区域内の土地（構

台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う構台等の面のことをいうものとし

ます。以下この号において同じ。）において土石の堆積を行うと、崖崩れ、土石流又は地滑りが発

生した場合に、流出した土砂等が堆積した土石を巻き込み、災害の規模が大きくなる可能性があり

空地 

空地 

勾配が 1/10 以下である土地 

（基準に適合） 

土石 

空地 

空地 

平均勾配が 1/10 以下である土地（段差あり） 

（基準に不適合） 

土石 
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ます。 

   横浜市には多数の土砂災害特別警戒区域があり、また当該区域は保全対象に近接しているものが

多いため、横浜市では、市細則により技術的基準を付加し、土石の堆積を行う土地には、土砂災害

特別警戒区域を含まないこととしています。 

 (8) 斜面、擁壁又は崖面崩壊防止施設等の上の地盤面に堆積を行う場合は、図のように斜面、擁壁又

は崖面崩壊防止施設等から離隔をとって土石の堆積を行う必要があります。 

   ただし、下部の擁壁の構造計算によって、土石の堆積による影響を与えても支障がないことが確

認できた場合は、この限りではありません。この場合においては、第２章第４節の規定を準用しま

す。 

   なお、擁壁と土石の堆積の高さが高くなると、擁壁の安定性だけでなく、擁壁及び土石の堆積を

含めた斜面の安定性への影響が多きくなるため、その影響が懸念される場合は、斜面の安定性を確

認するよう努めてください。 

  ※ 図の第１号は斜面の下端から、第２号アは擁壁の背面側の下端から、第２号イは擁壁の背面で、

擁壁の下端から標準図に記載の根入れ高さだけ上方の位置から、第２号ウは当該位置及び斜面

（土羽）の下端から、水平面に対して背面の土質に応じた角度をなす面としています。また、図

の第３号は、擁壁又は崖面崩壊防止施設等を斜面の一部とみなして、擁壁又は崖面崩壊防止施設

等の前面の下端から、水平面に対して背面の土質に応じた角度をなす面としています。 

  ※ 地盤の許容応力度を確保するためには、一定程度の斜面ではない土地の幅が必要であるため、

「0.4Ｈ（ｍ）かつ 1.5ｍ以上」の離隔が必要です。 

 

２ 空地、柵等及び立入禁止の掲示 

【審査基準】 

(1) 土石の堆積を行う土地（土石の最大堆積範囲の土地をいう。また、構台等の上に土石の堆積を

行う場合にあっては、土石の堆積を行う構台等の面をいう。以下この項において同じ。）の周辺

には、土石の最大堆積高さが５メート以下である場合にあっては、当該高さを超える幅の空地、

土石の最大堆積高さが５メートを超えるである場合にあっては、当該高さの２倍を超える幅の空

地を設けなければならない。 

   ただし、鋼矢板等を使用して土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う土地の周辺

のうち当該鋼矢板等がある部分を除く。また、第７項の規定による防水性のシート等で覆う土石

の堆積を行う場合は、この規定を適用しない。 

(2) 工事施行区域内に複数の土石の堆積がある場合は、それぞれの土石の堆積に係る空地が重複し

ないようにすること。やむを得ず複数の土石の堆積の空地が重複する場合は、当該土石の堆積を

一体の土石の堆積とみなし、当該一体の土石の堆積の周辺に、一体の土石の堆積の最大堆積高さ

に応じて前号の空地を設けること。 

(3) 第１号の空地の周辺（第７項の規定による防水性のシート等で覆う土石の堆積を行う場合にあ

っては、土石の堆積を行う土地の周辺）には、工事施行区域に人がみだりに立ち入らないよう、

柵その他これに類するもの（以下この項において「柵等」という。）を設けるとともに、見やす

い箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けること。 

   なお、「見やすい箇所」とは、工事施行区域内が道路と接する箇所から表示の内容を確認する

ことができる箇所とする。 

(4) 土第１号の空地の地盤面（構台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う

構台等の面。以下この項において同じ。）より上方には、工作物及び木竹等を設けないこと。 

(5) 工事施行区域には、土石の堆積を行う土地の境界線及び第１号の空地の境界線を、くいその他

これに類するものを設置して明示すること。 

   ただし、第３号の柵等から土石の堆積を行う土地の範囲を第１号の空地とする場合は、空地の

境界線を、くいその他これに類するものを設置して明示することを要しない。 
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【解説】 

（1) 土石の堆積を行う土地の周辺には、仮に土石が流出した場合であっても、保全対象に到達して災

害を引き起こす可能性を低くするため、空地を設けなければなりません。この空地の幅は、土石の

最大堆積高さをＨ（ｍ）としたときに、Ｈ（ｍ）が５メートル以下である場は、水平距離でＨ（ｍ）

超え、Ｈ（ｍ）が５メートルを超える場合は、水平距離で２×Ｈ（ｍ）超えとする必要があります。 

なお、土石の堆積を行う土地の周辺とは、土石の堆積を行う土地の外周全てのことをいいます。 

 

 
図：土石の堆積を行う土地、空地及び柵等（断面） 

 

 

図：土石の堆積を行う土地、空地、柵等及び掲示（平面） 

 

※ 鋼矢板等を使用して土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う土地の周辺のうち

当該鋼矢板等がある部分の周辺は、空地の設置は不要です。 

※ 防水性のシート等で覆う土石の堆積を行う場合は、空地の設置は不要です。 

(2) 工事施行区域内に複数の土石の堆積がある場合は、それぞれの土石の堆積について、当該土石の

最大堆積高さに合わせて空地を設け、空地が重複しないようにする必要があります。 

   工事施行区域に余裕がないなど、やむを得ず空地が重複する場合は、重複する部分の空地が十分

に確保できないため、当該複数の土石の堆積を一体の土石の堆積とみなして空地を設けることとし

ます。この場合においては、一体としてみなす複数の土石の堆積のうち、最も土石の最大堆積高さ

が高いものの当該高さに応じて空地を設ける必要があります（当該高さをＨ（ｍ）とすると、Ｈ（ｍ）

が５メートル以下である場は、水平距離でＨ（ｍ）超え、Ｈ（ｍ）が５メートルを超える場合は、

空地 
Ｈ（ｍ）超 土石の最大堆積高さ 

Ｈ（ｍ）≦５ｍ 

空地 
Ｈ（ｍ）超 

くい等 

土石の堆積を行う土地 
（土石の最大堆積範囲） 

 

くい等（柵等までの範囲を 
空地とする場合は省略可） 

くい等（柵等までの範囲を 
空地とする場合は省略可） 

くい等 
砂又は砂礫を 

敷く等の排水措置 

土石 

柵等 

柵等 

排水施設 

排水施設 

排水施設 柵等 

柵等 排水施設 

空地 
２Ｈ（ｍ）超 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ）＞５ｍ 

空地 
２Ｈ（ｍ）超 

くい等 

土石の堆積を行う土地 
（土石の最大堆積範囲） 

くい等 
砂又は砂礫を 

敷く等の排水措置 

土石 

くい等（柵等までの範囲を 

空地とする場合は省略可） 

くい等（柵等までの範囲を 

空地とする場合は省略可） 

 
土石 

最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

土石の堆積を行う 
土地の境界 空地 

空地の境界 

工事施行区域の境界 

柵等 

立入禁止の掲示 

・Ｈ（ｍ）≦５ｍのとき 
 Ｈ（ｍ）以上 
・Ｈ（ｍ）＞５ｍのとき 
 ２Ｈ（ｍ）以上 

：くい等 

Ｕ形側溝 
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水平距離で２×Ｈ（ｍ）超えの空地を、一体とみなす全ての土石の堆積の周辺に設ける必要があり

ます。）。 

 

 

図：２つの土石の堆積（土石の最大堆積高さ５ｍ以下）がある場合の空地の設置例 

 

(3) 政令第 19 条第１項第４号の規定により、堆積した土石の周囲には柵等を設ける必要があります

が、この柵等は、みだりに関係者以外の者が工事施行区域内に立ち入らないようにするために設け

るものであり、第１号の空地にも関係者以外の者が立入ることは安全上望ましくないため、柵等は

第１号の図のように、空地の周囲（土石の堆積を行う土地及び空地の外）に設けることとします。 

   また、省令第 33 条の規定により、同じく工事施行区域に関係者以外の者がみだりに立ち入らな

いよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けなければなり

ません。この「見やすい箇所」とは、工事施行区域内が道路と接する箇所から表示の内容を確認す

ることができる箇所としますが、工事施行区域が２以上の道路と接する場合は、それぞれの道路ご

とに、当該道路から表示の内容を確認することができる箇所に設置をすることとします。 

   なお、「立入りを禁止する旨の表示」は、横浜市で様式は定めていませんが、「立入禁止」、「き

けん」及び「はいらないでね」などと大きく目立つ文字で、子供にも分かるように記載するものと

します。 

 (4) 空地は、仮に土石が流出した場合であっても、保全対象に到達して災害を引き起こす可能性を低

くするために空間を設けるためのものでるため、何もないことが原則です。空地に工作物や木竹等

があると、土石が流出する空間が小さくなり、工事施行区域外に流出しやすくなる可能性や、土石

と工作物や木竹等が一緒に流出する可能性があります。そのため、工作物及び木竹等（前号の柵等

を含む。）は土石の堆積を行う土地及び前号の空地には設けず、空地外に設けるものとします。 

なお、Ｕ形側溝等の排水施設や、沈砂池等は、空地を設ける効果に影響を与えないため、空地内

に設けることができるものとします。 

 

 
土石Ａ 

高さＨ１(ｍ) 

別の土石の堆積として空地を設ける場合 
（空地が重複しない場合） 

空地 

Ｈ１(ｍ)以上 

 
土石Ｂ 

高さＨ２(ｍ) 

空地 

Ｈ２(ｍ)以上 

 
土石Ａ 

高さＨ１(ｍ) 

一体の土石の堆積として空地を設ける場合 
（空地が重複する場合） 

空地 

Ｈ１(ｍ)以上 

 
土石Ｂ 

高さＨ２(ｍ) 

空地 

Ｈ２(ｍ)以上 

 

Ｈ２(ｍ)以上 

土石Ａに必要な空地の境界（土石Ｂと一体でない場合） 

土石Ａと土石Ｂが一体であるために土石Ａに必要な空地の境界 
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 (5) この項の規定を満たしていることを現場で確認し、技術的基準に適合させて土石の堆積を行うこ

とができるよう、工事施行区域には、土石の堆積を行う土地及び空地の境界線を、くいその他これ

に類するものを設置して明示することとします。 

   ただし、第３号の柵等から土石の堆積を行う土地の範囲を第１号の空地とする場合は、空地の境

界線を、くいその他これに類するものを設置して明示する必要はありません。 

 

図：柵等から土石の堆積を行う土地の範囲を空地とする場合のくい等の設置例 

 

３ 排水施設・沈砂池等 

【審査基準】 

(1)  雨水その他の地表水により、堆積する土石が工事施行区域外への流出すること及び崩壊する

ことを防止するため、次の措置を講じなければならない。 

  ア 土石の堆積を行う土地（構台等の上に土石の堆積を行う場合にあっては、土石の堆積を行う

構台等の面をいう。以下この項において同じ。）の周囲には、雨水その他の地表水を連続して

集水することができる排水施設（側溝）を設けること。 

  イ アの排水施設は、土石の堆積を行う土地の雨水及び土石の堆積を行う土地に流入する雨水そ

の他の地表水を排除できるものとすること。 

  ウ アの排水施設には沈砂池等を設け、工事施行区域から放流する雨水及びその他の地表水に土

砂を含まないようにすること。 

 (2) 第１号の措置に係る排水施設については、第２章第３節第３項から第５項の規定を準用する。 

(3) 土石の堆積を行う期間が短い場合であって、市長がやむを得ないと認めたときは、第１号の措

置に係る排水施設及び沈砂池等を仮設のものとすることができる。この場合においては、前号の

規定は適用しない。 

【解説】 

(1) 土石の堆積を行うにあたっては、堆積した土石の崩壊及び工事施行区域外への流出を防止するた

め、土石の堆積を行う土地の雨水及び土石の堆積を行う土地に流入しようとする雨水その他の地表

水の処理を適切に行わなければなりません。 

  ア 土石の堆積を行う土地の周囲には、土石の堆積を行う土地の雨水及び土石の堆積を行う土地に

流入しようとする雨水その他の地表水を集水するための排水施設（側溝）を設けなければなりま

せん。この集水するための排水施設（側溝）は、Ｕ形側溝（浸透式のＵ形側溝は不可。）とし、

土石の堆積を行う土地の周囲に連続して設ける必要があります。 

なお、第２号の規定により側溝の屈曲部や、暗渠管への接続部等には桝の設置が必要です。 

  イ アの集水するための排水施設（側溝）は、土石の堆積を行う土地の雨水及び土石の堆積を行う

土地に流入する雨水その他の地表水を排除できるよう設計を行う必要があります。 

  ウ 堆積した土石が雨水その他の地表水の流水によって浸食され、土砂を含んだ雨水その他の地表

水が、アの集水するための排水施設（側溝）に流入するおそれがあります。そのため、当該排水

施設（側溝）の暗渠管への接続部には、沈砂池を設け、土砂を取り除いたうえで、雨水その他の

地表水を工事施行区域外の水路、河川、海域又は公共下水道に放流することとします。 

 
土石 

最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ） 

土石の堆積を行う 
土地の境界 

空地 

空地の境界 

工事施行区域の境界 

柵等 

立入禁止の掲示 

・Ｈ（ｍ）≦５ｍのとき 
 Ｈ（ｍ）以上 

・Ｈ（ｍ）＞５ｍのとき 

 ２Ｈ（ｍ）以上 

：くい等 
：柵等があるため、 
くい等の省略可 

Ｕ形側溝 
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    ただし、土石の堆積の規模が小さい場合は、沈砂池ではなく、泥溜め（深さ 15センチメートル

以上）のある桝とすることができることとします。 

(2) 第１号の措置に係る排水施設については、第２章第３節第３項から第５項の規定を準用します。 

 (3) 第１号の措置に係る排水施設及び沈砂池等については、仮設のもの（素掘り側溝等をいいます。

以下この号において同じ。）としないこととしますが、土石の堆積を行う期間が短い場合で、仮設

のものとしても土石の流出のおそれがないときは、当該排水施設及び沈砂池等を仮設のものとする

ことができるものとします。この場合においては、第１号アの排水施設（側溝）は、素掘り側溝と

することができ、また第２号の準用の規定は適用しませんが、仮設の排水施設及び沈砂池等は、土

石の堆積を行う土地の雨水及び土石の堆積を行う土地に流入しようとする雨水その他の地表水を

適切に処理できる機能を有するものとし、風雨の際にもその機能を維持できるようにする必要があ

ります。 

   なお、土石を継続的に、又は反復して売買するための土石の堆積、建設業を営む者が請け負う工

事において使用又は発生する土石を保管するための土石の堆積その他の土石の搬入及び搬出を継

続的に、又は反復して行うための土石の堆積の場合は、当該排水施設及び沈砂池等を仮設のものと

することはできないものとします。 

 

４ 高さ５メートルを超える土石の堆積の勾配 

【審査基準】 

土石の最大堆積高さが５メートルを超える場合は、次の図のように、当該土石の堆積を行う土地の

境界から水平面に対して上方に２分の１の勾配（約 26.3 度）をなす面を超えない範囲において土石

の堆積を行うこと。 

 

図：高さ５メートルを超える土石の堆積の勾配 

【解説】 

土石の堆積は、その堆積の高さが高くなるほど不安定になりやすいため、土石の勾配を緩くし、安全

性を高める必要があります。また、本市は、保全対象に近接した土地が多く、土石の堆積が崩壊した際

の影響が大きいという地勢であるため、市細則により技術的基準を付加し、土石の最大堆積高さが５メ

ートルを超える場合は、土石の勾配を緩くする制限を設けています。 

具体的には、上図のように、当該土石の堆積を行う土地の境界から水平面に対して上方に二分の一の

勾配（約 26.3 度）をなす面を超えない範囲において土石の堆積を行わなければなりません。 

なお、この面の範囲内であれば、堆積した土石の勾配が１／２を超えることはやむを得えませんが、

できる限り緩い勾配となるよう努めてください。 

 

  

空地 
２Ｈ（ｍ）超 

土石の最大堆積高さ 
Ｈ（ｍ）＞５ｍ 

空地 
２Ｈ（ｍ）超 

土石の堆積を行う土地 
（土石の最大堆積範囲） 

勾配 
１／２ 

勾配 
１／２ 

土石 
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５ 構台等の上への土石の堆積 

【審査基準】 

(1) 構台等の上への土石の堆積の制限 

   省令第 32 条の規定により、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が１

／10 以下であるものに限る。）を有する堅固な構造物（以下この項において「構台等」という。）

の上に土石の堆積を行う場合は、当該構台等及び当該土石の堆積は、保全対象（建築物、建築物

の敷地、建築基準法第 42 条に規定する道路、公園その他不特定多数の自由利用に供する土地を

いう。ただし、構台等を設置するときに既に存するものに限る。以下この項において同じ。）と

の離隔距離を確保しなければならない。 

保全対象との離隔距離が確保できているとは、次の図のとおり、構台等及び土石の堆積（最大

の面積又は高さで堆積したときのもの。）の最も保全対象側の箇所を含み、水平面に対して 30 度

の角度をなす面よりも、前方（保全対象側）に保全対象があることをいいます。 

 

図：構台等と保全対象との離隔距離 

(2) 構台等の上への土石の堆積の場合の規定の適用除外 

   構台等の上に土石の堆積を行う場合は、第１項第１号から第４号及び同項第８号の規定を適用

しない。 

 (3) 構台等の設計及び施工 

   構台等は、土石の堆積を行う面（その周辺の空地を含む。）の勾配が１／10以下となるものと

し、土石の堆積による土圧、水圧若しくは自重又は重機等の積載荷重等に耐え得るように設計し

なければならない。 

   なお、構台等の設計及び施工にあたっては、「乗入れ構台設計・施工指針（日本建築学会）」

及び「道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会）」を参照するものとする。 

 (1) 構台等への土石の堆積は、堆積を行う位置が周囲よりも高くなり、仮に土石が流出した場合の周

辺への影響が大きくなります。また、本市は、保全対象に近接した土地が多く、土石の堆積が崩壊

した際の影響が大きいという地勢であるため、市細則により技術的基準を付加し、構台等への土石

の堆積を行う場合は、保全対象との離隔距離を確保する規定を設けています。 

   離隔距離については、上図のとおりですが、これは横浜市建築基準条例第３条第１項第３号の規

定及びその審査基準の規定を参考に定めているものです。 

 なお、構台等への土石の堆積を開始した後に、その近くに建築物の建築をする場合は、同条の規

定が適用される場合がありますので、留意してください。 

 (2) 第１項第１号から第４号及び同項第８号の規定は、地盤の上への土石の堆積を前提とした規定で

すので、構台等の上への土石の堆積の場合は適用しません。 

 (3) 地盤に土石の堆積を行う場合と同様に、土石の堆積を行う構台等の面（その周辺の空地を含みま

す。）の勾配は、１／10以下としなければなりません。 

また、構台等の構造は、土石の堆積による土圧、水圧若しくは自重又は重機等の積載荷重等に耐

空地 空地 

30 度 

勾配１／10 を超える土地 

土石 

30 度 
勾配１／10 以下 

保全対象 

構台等の最も 
保全対象側の箇所 

 

土石の最も 
保全対象側の箇所 
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え得るものとし、設計及び施工にあたっては、「乗入れ構台設計・施工指針（日本建築学会）」及

び「道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会）」を参照するものとします。 

 

６ 鋼矢板等を使用した土石の堆積 

【審査基準】 

(1) 鋼矢板等を使用した土石の堆積の制限 

   省令第 34 条第１項第１号に規定する鋼矢板等を設置し、当該鋼矢板等を使用して土石の堆積

を行う場合は、当該土石の堆積は、保全対象（建築物、建築物の敷地、建築基準法第 42条に規定

する道路、公園その他不特定多数の自由利用に供する土地をいう。ただし、構台等を設置すると

きに既に存するものに限る。以下この項において同じ。）との離隔距離を確保しなければならな

い。 

保全対象との離隔距離が確保できているとは、次の図のとおり、土石の堆積（最大の面積又は

高さで堆積したときのもの。）の最も高い箇所を含み、水平面に対して 30 度の角度をなす面よ

りも前方（保全対象側）に、かつ、土石の堆積（最大の面積又は高さで堆積したときのもの。）

が鋼矢板等に接する最も高い箇所を含み、水平面に対して 30 度の角度をなす面よりも前方（保

全対象側）に、に保全対象があることをいいます。 

 

 

図：鋼矢板等を使用する場合の土石の堆積と保全対象との離隔距離 

(2) 鋼矢板等の設計及び施工 

   鋼矢板等、土石の堆積による土圧、水圧若しくは自重又は重機等の積載荷重等に耐え得るよう

に設計しなければならない。 

   なお、構台等の設計及び施工にあたっては、「道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会）」

を参照するものとする。 

(1) 鋼矢板等を使用した土石の堆積を行う場合は、政令の規定により、土石の堆積を行う土地の周辺

に空地を設ける必要はありません。しかし、本市は保全対象に近接した土地が多く、土石の堆積が

崩壊した際の影響が大きいという地勢であるため、市細則により技術的基準を付加し、鋼矢板等を

使用した土石の堆積を行う場合は、保全対象との離隔距離を確保する規定を設けています。 

   離隔距離については、上図のとおりですが、これは横浜市建築基準条例第３条第１項第３号の規

定及びその審査基準の規定を参考に定めているものです。 

 なお、鋼矢板等を使用した土石の堆積を開始した後に、その近くに建築物の建築をする場合は、

同条の規定が適用される場合がありますので、留意してください。 

 (2) 鋼矢板の構造は、土石の堆積による土圧、水圧若しくは自重又は重機等の積載荷重等に耐え得る

鋼矢板等 
勾配が 1/10 以下である土地 

30 度 

空地 

保全対象 

土石 

土石の堆積の 
最も高い箇所 

30 度 

土石が鋼矢板等に 
接する最も高い箇所 

鋼矢板等 

勾配が 1/10 以下である土地 

30 度 

空地 

保全対象 

土石 
 

土石の堆積の最も高い箇所 
＝土石が鋼矢板等に接する最も高い箇所 
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ものとし、設計及び施工にあたっては、「道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会）」を参照

するものとします。 

 

７ 防水性のシート等で覆う土石の堆積 

【審査基準】 

次の全ての措置を講じた場合は、第２項第１号の空地を設けることを要しない。 

(1) 常時、堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の

地表水が浸入することを防ぐための措置 

(2) 堆積する土石の水平面に対する勾配が１／２（約 26.3 度）（砂、砂礫又は礫の場合にあって

は 30 度）を超えることのないようにする措置 

【解説】 

 (1) 防水性のシート等で覆うことによって、土石の堆積を行う土地の周辺に空地を設けないこととす

るためには、常に、堆積した土石に雨水その他の地表水が侵入することのないようにしなければな

りません。そのため、頻繁に土石の搬入出を行う場合は、この規定を適用することはできません。 

   また、防水性のシートは、風等により土石が覆われなくなってしまうことのないようにしなけれ

ばなりません。 

 
図：防水性のシートで覆う場合の土石の堆積の例 

 

(2) 防水性のシート等で覆うことによって、土石の堆積を行う土地の周辺に空地を設けないこととす

るためには、堆積する土石の勾配を緩く保つ必要があります。そのため、堆積する土石の勾配は、

常に水平面に対して１／２以下に保ち、部分的にも勾配が１／２を超えることのないようにする必

要があります。（堆積する土石が砂、砂礫又は礫の場合にあっては、堆積する土石の角度は、常に

水平面に対して 30 度以下に保ち、部分的にも角度が 30 度を超えることのないようにする必要があ

ります。） 

 

 

土石の堆積を行う土地 
（土石の最大堆積範囲） 

 

くい等（柵等までの範囲を 
空地とする場合は省略可） 

くい等（柵等までの範囲を 
空地とする場合は省略可） 

砂又は砂礫を 
敷く等の排水措置 

土石 

柵等 

柵等 

排水施設 

排水施設 

防水性のシート 
勾配１／２以下 

（砂等は 30 度以下） 

勾配１／２以下 

（砂等は 30 度以下） 
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第１章 総則 

１ 目的 

この基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「法」といいます。）の規定に基づく宅地造成

又は特定盛土等に関する工事の施行方法について、具体的な基準を定めることにより、宅地造成又は

特定盛土等に関する工事の技術的基準の確保及び工事中の災害防止を図ることを目的とする。 

市長の許可を得た宅地造成及び特定盛土等に関する工事の設計内容であっても、適切な施工がなさ

れなければ、安全な宅地にはなりません。また、施工に際しては、安全対策、防災対策等、配慮すべ

き事項も多くあります。そのため、工事施行者が遵守・配慮すべき事項についても許可の基準と同様

に明示することにより、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性の向上を図ります。 

 

２ 適用範囲 

この基準は、法第 12 条第１項及び第 16 条第１項の許可（法第 15 条第１項及び第２項の規定によ

り許可があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）を受けて行われる宅地造成又は特定盛土

等に関する工事に適用する。 

法の許可を受けて行われる工事だけでなく、都市計画法による開発行為の許可を受けて行われる工

事についても、この基準を適用します。 

したがい 
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第２章 施工管理に関する基準 

１ 設計内容の遵守 

市長の許可を受けた書類及び図面（以下「設計図書」という。）並びに許可に付された条件を遵守

すること。 

工事施行者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事が許可にしたがい円滑に行われるように、設

計図書及び許可に付された条件を工事現場に常備してください。 

 

２ 施工計画の立案 

現地調査に基づき施工計画を立案し、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行するにあたって

困難をきたすおそれのある設計の箇所がある場合は、速やかに工事主及び設計者に報告し、施工方法

等について協議すること。 

工事施行者は、工事着手前に現地調査を行い、これに基づき施工計画を立案してください。また、

仮設計画にあたっては、仮設足場等も含めて許可を受けた工事施行区域内で工事ができるよう計画に

配慮してください。 

なお、周囲の状況の確認は、境界の確認と合わせて最も重要な確認事項の一つであるため、周辺住

民の立会いのもとで実施するよう努め、施工計画立案の結果、許可を受けた工事施行区域内で宅地造

成又は特定盛土等に関する工事を完結させることが困難であることが分かった場合は、速やかに工事

主及び設計者に工事施行区域の変更等を助言してください。 

 

３ 事前調整等の実施 

工事の着手前に、工事の内容の説明その他事前調整等を、隣接住民等に行うよう努めること。 

「工事説明その他事前調整等」には、次のものが挙げられます。 

・ 工事に伴い影響が及ぶこととなる隣接住民及び工事車両の搬出入ルートに影響のある地域住民へ

の工程、仮設計画、車両搬出入計画等の説明 

・ 仮設足場、仮囲いの設置等に伴い、立入することとなる隣地所有者の承諾 

・ 擁壁等の設置に伴い境界杭を一時除去する場合の、隣地所有者との境界の立会い確認 

・ 工事により発生する振動が隣接家屋に影響していなかったかを工事完了後に確認するための家屋

調査 

 

４ 工程管理 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の着手届に添付した工程表にしたがい工事を進行するよう

努めること。 

工事施行者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の着手届に添付される工程表を作成する場合

にあっては天候の影響を十分に見込み、工事中は、その工程表にしたがい資材の搬入、市の検査等の

予定を組んでください。 

なお、工事完了予定年月日が変更することが明らかになった場合は、法第 16 条第２項の規定にし

たがい、届出が必要となります。 

 

５ 安全管理 

建築基準法施行令第７章の８（工事現場の危害の防止）に掲げる規定を準用するほか、次の各号の

定めにしたがい、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事施行区域内外を常時

安全な状態に保つこと。 

(1) 工事中は、豪雨等によって工事施行区域外に土砂が流出しないように、流土止めを適当に配置

する等の措置を講じるほか、雨水を速やかに排除するための仮排水施設の設置等の措置を講じる
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こと。 

(2) 前号の仮排水施設は、工事期間中に当該機能を失わないように十分に管理すること。 

(3) 擁壁の高さが５メートルを超える根切り工事をする場合は、当該工事について施工計画書を作

成するよう努めること。 

工事施行者は、工事期間中の災害（作業時間中に工事施行区域内で起こりうるものだけでなく、作

業時間外に風雨等により工事施行区域周辺に及ぼされる土砂の流出等の災害も含まれます。）の発生

を防止するために、許可の条件にしたがい、山留め、仮調整池等必要な措置について記載した防災計

画図を作成し、工事着手前に提出してください（宅地造成又は特定盛土等に関する工事の内容によっ

ては、法の許可の前に提出を求める場合があります。）。また、安全に作業が行われるよう、労働安

全衛生法令にしたがい適切な仮設計画図及び安全管理計画書（施工管理体制表）を作成し、工事を行

ってください。 

建築基準法施行令第７章の８のうち、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に該当するものは次に

掲げるものです。 

・ 仮囲い（第 136条の２の 20） 

・ 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止（第 136条の３） 

・ 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止（第 136条の４） 

・ 工事用材料の集積（第 136条の７） 

・ 火災の防止（第 136条の８） 

(1)(2) 「流土止め」「仮排水施設」等、工事中の防災措置については、「盛土等防災マニュアルの解

説（以下「防災マニュアル」といいます。）」を参照してください。 

(3) 擁壁の高さが５ｍを超える根切りを行う場合は、横浜市建築基準法施行細則第 17条の３に準じ、

当該工事についての施工計画書を作成し、当該工事着手の７日前までに提出してください。 

また、擁壁の高さが５ｍを超える山留めを設置する場合には、市長の求めに応じ、山留めの構造

計算書及び施工図を提出してください。 

 

６ 周辺環境への配慮 

工事に伴う騒音、振動及び粉塵について、十分に対策を講じるよう努めること。 

工事施行者は、関係法令を踏まえて十分な対策を講じ、工事に伴う騒音、振動及び粉塵に対しては、

低騒音・低振動型機械の使用及び散水、仮囲いの設置を講じてください。また、工事車両による交通

問題に対しては、搬入ルート及び車種の選定上の配慮を行ってください。 

 

７ 検査 

市長が実施する市細則に基づく工程確認（現場確認）、法に基づく中間検査及び完了検査にあたっ

ては、受検に先立ち自主検査を実施し、受検時は立ち会い、市長の求めに応じ、工事の施行状況を説

明すること。 

横浜市が行う現場確認及び検査は、法令が要求する設計・施工上の技術的に必要な事項について確

認を行うものであり、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行そのものは、工事主及び工事施行

者が責任をもって行わなければなりません。したがって、工事施行者は、市の検査に先立ち自主検査

を実施し、横浜市の検査にも立会ってください。 
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第３章 切土又は盛土に関する基準 

１ 共通事項 

(1) 地盤面には、雨水その他の地表水（以下「地表水」という。）がのり面に流れ込まないよう必

要な措置を講じること。 

(2) 切土又は盛土により生じたのり面には、地表水によりのり面が崩壊しないよう必要な措置を講

じること。 

一般的な対策としては、主に雨水その他の地表水がのり面へ流下する事によるのり面浸食を防止す

る目的で、盛土又は切土により平坦となった地盤ののり肩部に土えん堤を設置する方法があります。 

なお、土えん堤の背後が湛水すると、浸透水等の影響でのり面が崩壊することがありますので、施

工中においても、地盤面は常にのり面方向と逆に水勾配をとり、仮排水路を設けるなどして、雨水そ

の他の地表水を適切に排除してください。 

 

図：土えん堤 

 

２ 切土 

(1) 切土地盤の土質及び地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じてのり面の勾配を変

更するなどの措置を講じるよう努めること。 

(2) 設計で定められている地盤面及びのり面より深く切り過ぎないよう努めること。 

地山の状況は事前の調査だけでは十分に把握できないことが多いため、切土の施工時は、地山の状

況に注意を払ってください。また、地山を切りすぎた場合は修復することができないため、設計断面

を一挙に掘削せず、その手前において設計のり面勾配で掘削し、のり面の状態を確認してから仕上げ

の掘削を行ってください。 

なお、次のような場合には、施工中に滑り等が生じないように注意が必要となります。 

ア 小断層、風化の著しい岩がある場合 

イ 土質が層状に変化している場合 

ウ 湧水が多い場合 

エ 表面剥離が生じやすい土質の場合 

 

３ 盛土 

設計編第２章第２節第６項「盛土（埋戻しを含む。）をする場合の措置」のとおりに施工すること。 

設計編第２章第２節第６項「盛土（埋戻しを含む。）をする場合の措置」を参照してください。 

 

４ のり面保護 

(1) のり面の保護工にあたっては、土質及び湧水の有無を確かめること。 

(2) のり面緑化工にあっては、施工後においてその機能が損なわれないよう必要な措置を講じるこ

と。 

(1) のり面保護工は、土質及び湧水の有無によって、施工方法の適性が変わるため、工事に際しては、

現況の把握に努めなければなりません。詳しくは、防災マニュアルを参照してください。 

 

水勾配
θ

0.5m以上

盛土 θ＝30?以下

切土 θ＝45?以下

0.5m以上

盛土 θ＝30°以下 

切土 θ＝45°以下 
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(2) のり面緑化工の場合、植物にはそれぞれ固有の発芽条件と生育条件があり、特に発芽に適した温

度は限定されるため、播種時期を検討した上で、発芽後の生育が十分期待できる施工時期を検討し

てください。 

  



施工編 

 施工編-7 

第４章 擁壁に関する基準 

１ 土工事及び地業工事 

(1) 擁壁の基礎を設置する床付け面は、平坦に仕上げ、設計図書に記載されている地耐力以上の地

盤であることを確認すること。 

(2) 割り石及び砂利地業を行うこと。ただし、基礎地盤の土質が軟岩又は硬岩である場合及び基礎

底面下の全面について地盤改良を施工した場合を除く。 

(3) 鉄筋コンクリート造擁壁を設置する場合は、捨てコンクリート地業を行うこと。 

(4) 基礎ぐい又は地盤改良を施工する場合は、施工計画書及び報告書を作成すること。 

(1) 床付けにあたっては、地盤を乱さないように慎重に施工し、平板載荷試験又は物理試験等により、

設計地耐力以上の地盤であることを確認し、設計地耐力に満たない場合は、擁壁の設計変更等につ

いて速やかに設計者に助言を求めなければなりません。 

床付け面が含水状態のまま地業工事を行うと、転圧機等の振動により地盤の緩みが発生します。

特に、関東ロームは含水により強度が低下する性質があるため、注意が必要です。 

なお、掘削時に雨水その他の地表水が床付け面に浸透してきた場合は、基礎部分の周囲等擁壁の

設置上影響がない箇所に排水路及び釜場を設け速やかに排除するよう努めてください。また、市の

床付け検査の終了後は、速やかに次工程に進むよう努めてください。 

(2) 割り石及び砂利地業は擁壁の荷重を地盤に伝えるために行われるものですが、擁壁は建築物の地

盤を支えるものであり擁壁下部地盤との一体性が求められること及び擁壁は常時水平力を受ける

ことなどから、原則として純粋な砕石等を用いることとしますが、コンクリート破砕材等で構成さ

れる再生材であっても、強度及び耐久性について信用性のある粒度調整砕石（RM-40等）であれば、

使用してもよいこととします。 

(3) 捨てコンクリート地業は、型枠及び鉄筋の組み立てを行ううえで重要な役割を果たすため、鉄筋

コンクリート造擁壁の施工においては必ず実施してください。 

(4) 基礎ぐい又は地盤改良は、地盤調査資料に基づき設計が定められているため、設計内容を変更す

るような事態が生じた場合は、工事を中断し変更許可を受けなければなりません。したがって、施

工計画書の作成に際しては、設計者と協議を行ってください。また、当該工事の着手時には、設計

時の地盤調査の付近で試験杭等を実施して地盤の状況を確認し、工事完了時には、施工結果報告書

を市長に提出してください。 

 

２ 間知石又は間知ブロック練積み造擁壁工事 

(1) 組積材は、組積み前に十分水洗いを行うこと。 

(2) 擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保するため、表丁張り及び裏丁張りを設置

するよう努めること。 

(3) 芋目地ができないようにすること。 

(4) 抜型枠を使用するよう努めること。 

(5) 胴込め及び裏込めのコンクリートの打込みは、十分突き固めを行うこと。 

(6) １日の施工積高は、擁壁が前面にせり出さない程度にとどめること。 

(7) 水抜穴の透水管の長さは、透水層に深く入り過ぎないよう努めること。 

間知石又は間知ブロック練積み造擁壁（以下「練積み造擁壁」といいます。）の工事については、

令第 11条の規定により、建築基準法施行令第 52条（組積造の施工）が準用されます。 

(1) 組積材は、組積み前に水洗いし、コンクリートとの一体化を阻害するような泥等を落としてくだ

さい。 

(2) 丁張りは、高さ、位置、勾配を十分に確認して、擁壁前面及び裏込めの背面に設け、各段の厚さ

を記すなどして施工精度の確保に努めてください。また、丁張りの間隔は 10ｍを標準とし、始点、

終点及び平断面の変化点にも設け、工事施行区域界に設置する場合は、境界線との関係に注意して
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ください。 

 

図：丁張りの設置例 

なお、組積み方法を布積みから谷積みに変更する場合等、組積み各段の厚さが設計図書と異なる

場合は、組積み各段の厚さを明示した施工図（コンクリート及び透水層の厚さが不足しないよう、

天端、地盤線等基準となる位置及び施工積高毎で厚さを明記してください。）を作成し、注意して

施工してください。 

(3) 芋目地は、擁壁の一体性を保持する上で弱点部になるため、避けなければなりません。 

(4) 抜型枠は、所定の壁厚を確保し裏込めコンクリートが透水層に流入してその機能を損なわないよ

うに、コンクリート打込み時に裏込めコンクリートと透水層の間に設置するものです。 

なお、抜型枠及び組積材はコンクリートの打込み時に十分に吸水させてください。 

(5) コンクリートの打込みにあたっては、コンクリートが組積材と一体化するように、胴込め部分へ

の流し込み及び突き固めを十分に行わなければなりません。また、目地面（すり合わせ部分）はモ

ルタルを詰め、控え部分は胴込めコンクリートで結合しなければなりません。 

(6) 下段の組積みが安定しないうちに積み上げると擁壁の前面がせり出すおそれがあるため、少なく

とも３～４時間は振動や衝撃を与えないよう施工してください（１日の施工積高は、季節によるコ

ンクリートの乾燥時間や作業時間の違い及びコンクリートのスランプにもよりますが、夏季は２～

３段、冬季は１～２段が適当です。）。また、延長方向の積み継ぎ面は、空隙を生じないよう階段

状に積み終え、次の段を施工する際にコンクリートの付着を妨げるごみ等を除去してください。 

擁壁背面の施工は、擁壁の後方への倒れこみがないよう、コンクリートが安定したのち速やかに

施工するものとし、雨水、地下水等の浸透を防ぐために十分に締め固めを行なわなければなりませ

ん。また、埋戻し土が裏込めの中に混入しないよう十分に注意し、裏込め砕石（再生クラッシャラ

ンは不可）は、沈降等が生じて擁壁の背面が倒れたり破壊したりしないよう十分に締め固めてくだ

さい。 

なお、同一断面で背面土が切土から盛土に切り替わる場合は、切土を最小限にするために、下図

のように、裏込め砕石の厚さを変更させることができます。 

 

図：同一断面で背面土が切土から盛土に切り替わる場合 

(7) 水抜穴の透水管の透水層への埋め込み長さは、透水層に深く入り過ぎないようしてください。ま

た、透水管の入り口部分には、水抜穴から流出しない大きさの砕石等を置くなどの措置（裏込め砕

石の流出防止及び透水効果の向上という点で、フィルター等の併用は有効です。）を講じてくださ

い。 

  
  

  

胴込め及び裏込めコンクリート部分 

表丁張り（擁壁前面部分） 

裏丁張り（擁壁背面部分） 

盛土 

地山 

切土 
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３ 鉄筋コンクリート造擁壁工事 

(1) 鉄筋工事は次のとおり施工すること。 

ア 鉄筋は、JIS G 3112又は JIS G 3117に適合したもので、設計図書に記載されている強度以

上のものを使用すること。 

イ 鉄筋は、組み立てる前に清掃し、浮きさび、その他鉄筋とコンクリートとの付着を害するお

それのあるものを取り除くこと。 

ウ 主鉄筋の継手の方法は、Ｄ19未満の場合は重ね継手とすること。 

エ 主鉄筋の継手を重ね継ぎ手とする場合の重ね長さは、溶接する場合を除き、その径の 40 倍

以上とすること。 

オ 引張り鉄筋の定着される部分の長さは、主鉄筋に溶接する場合を除き、その径の 40 倍以上

とすること。 

カ スペーサーは、設計図書に記載されているかぶり厚さが確保できるよう、適切に配置するこ

と。 

(2) コンクリート工事は次のとおり施工すること。 

ア コンクリート材料は、JIS A 5308 に適合したレディーミクストコンクリートを用いるよう

努めること。 

イ コンクリートは、設計図書に記載されている強度以上で、打上りが均質で密実となるように

その調合を定めること。 

ウ コンクリートの打込みには、棒形振動機を使用して骨材の分離を防ぎ、密実で均質なコンク

リートとなるよう努めること。 

エ コンクリートの打込み中は、配筋及び水抜穴の位置を乱さないこと。 

オ コンクリート打込み中および打込み後５日間はコンクリートの温度が２度を下らないよう

にし、かつ、乾燥・振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生す

ること。 

カ コンクリートを打ち継ぐ場合には、先に打込んだコンクリートの表面のレイタンスなどを完

全に取り除き、十分に吸水させること。 

(3) 型枠の存置期間は、建築基準法施行令第 76条に定める最低日数によるよう努めること。 

(4) 擁壁背面の裏込め土の埋戻しは、30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、

その層の土を盛るごとに、これをローラー等を用いて締め固めること。 

(1) 鉄筋コンクリート造の鉄筋工事ついては、政令第 11条の規定により、建築基準法施行令第 73条

（鉄筋の継手及び定着）が準用されます。 

鉄筋は、JIS 規格品によることとし、現場納入時には、圧延マークにより鉄筋の種別（SD295、

SD345 等）及び鉄筋の径が設計図書に記載の内容と合致しているか確認し、横浜市の配筋検査用に

マーキング等を行ってください。また、組み立てまでの保管は、直接土に接しないように養生を行

い、組み立ては天候等に留意し、組み立て後は速やかに横浜市の工程確認（配筋の現場確認）を受

け、コンクリートを打込むよう努めてください。 

主鉄筋の継手の位置は、同一断面に集まらないように千鳥配置とするよう努めてください。また、

基礎底版と縦壁との境目に鉄筋の継手が生じないよう鉄筋を加工するよう努めてください。 

重ね継手の重ね長さは、建築基準法施行令第 73 条第２項によれば「構造部材における引張力の

最も小さい部分に設ける場合は、溶接する場合を除き、主鉄筋の径（径の異なる主鉄筋を継ぐ場合

は細いほうの主鉄筋の径）の 25倍以上とし、その他の場合にあっては主鉄筋の径の 40倍以上」と

なりますが、縦壁、底版とも片持ち梁として設計される擁壁においては、先端部が「引張力の最も

小さい部分」となるため、継ぎ手の位置にかかわらず径の 40 倍以上確保することが必要となりま

す。 

主鉄筋の継手の方法には、重ね継手のほかガス圧接継手や機械式継手等がありますが、これによ
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る場合は、建築基準法施行令第 73条第２項ただし書の規定に基づく告示（平成 12建告第 1463号）

によらなければなりません。主鉄筋の継手の方法をガス圧接継手とする場合の施工及び検査の基準

は、「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書（公益社団法人日本鉄筋継手協会）」によることとします。 

なお、擁壁の高さが５ｍを超える場合には、継手部分の引張強度について、当該工事の着手前に

品質管理の方法を、完了後に試験結果を、市長に報告してください。 

縦壁と底版の接合部における引張り鉄筋の定着長さは、下図のとおりです。 

 

図：引張り鉄筋の定着長さ（縦壁底版交差部） 

スペーサーは、コンクリートの打設時の振動等により配筋が乱れないよう、千鳥配置で４箇所/

㎡又は 50cm間隔を目安に、バランスよく配置してください。 

出隅部では、底版の主鉄筋と配力鉄筋が引張側及び圧縮側で輻輳し、コンクリートが適切に充填

されない恐れがあるため、交差角が概ね 120°以下の場合は、双方の配力鉄筋を省略することがで

きることとします。この場合は、径が大きいほうの主鉄筋を外側に配置してください。 

(2) 鉄筋コンクリート造擁壁のコンクリート工事ついては、政令第 11 条の規定により、建築基準法

施行令第 72条（コンクリートの材料）、第 74条（コンクリートの強度）、第 75条（コンクリート

の養生）を準用することとされています。 

コンクリートは、生産方法により、工場で生産されるレディーミクストコンクリートと、現場で

生産される現場練りコンクリートに大別されており、工場で生産されるコンクリートの材料及び調

合強度を確認する資料としては、工場が作成する「配合報告書」がこれに当たります。 

コンクリート材料の品質については、建築物の場合、建築基準法第 37 条に基づき、主要構造部

に使用するコンクリートは JIS規格品とすることとされているため、擁壁についても原則としてこ

れに従うこととします。これによることができない場合は、使用前に市長と材料及び強度の確認（試

験）方法について協議してください。 

コンクリートの圧縮強度試験には、「工場による調合強度管理のための試験」と「第三者機関に

よる構造体（現場採取）コンクリートの強度を検査するための試験」がありますが、横浜市では、

「工場による調合強度管理のための試験」の結果を以ってコンクリートの強度を確認することとし、

運用上は、生コン受入時の納入伝票（出荷証明）に記載の「呼び強度」により、「設計書に記載さ

れている強度以上」であることを確認することとします。また、擁壁の高さが５ｍを超える場合に

は、これに加えて、「第三者機関による構造体（現場採取）コンクリートの強度を検査するための

試験」を求めていますので、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の報告書に当該試験結果の報告

書を添付してください。 

コンクリートの打込み時間（練混ぜから打込み終了までの時間）の限度は、外気温が 25℃未満で

120 分、25℃以上で 90 分とされています。コンクリートの突き固めには棒形振動機が有効ですが、

振動を１箇所で長くかけ過ぎるとコンクリートは分離してしまうため、コンクリートの表面の状態

を観察しながら加振してください。一般には、コンクリート面がほぼ水平となり、コンクリートの

 

ℓ 

ℓ 

ℓ 

ℓ 

ℓ 

ℓ 

ℓ 
ℓ 

ℓ 

ℓ 

Ｌ型擁壁（つま先あり）の場合 逆Ｔ型擁壁の場合 

背面側 背面側 
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表面にセメントペーストが浮き上がってくる程度が適切な振動時間です。 

コンクリートを２層以上に分けて打込む（打重ねる）場合、上層のコンクリートの打込みは下層

のコンクリートが固まり始める前に開始し、棒形振動機の先端を先に打込んだコンクリートの層に、

50～60cm の間隔で 10cm 程度挿入し、コールドジョイントの防止を図ってください（打込み継続中

におけるコンクリートの打重ね時間間隔の限度は、外気温が 25℃未満で 150分、25℃以上で 120分

とされています。）。 

コンクリートの打込み作業にあたっては、底版コンクリートの打込み中に底版配筋上を移動する

際に結束を乱したり、縦壁コンクリートの打込み中に棒形振動機で水抜パイプの固定を乱して水抜

穴にコンクリートが詰まったり水抜穴が逆勾配にならないように、注意してください。 

コンクリートの硬化初期の期間中に水分が不足するとセメントの水和反応に必要な水分の低下

によりコンクリートの強度発現に支障をきたします。また、コンクリート温度が低いと強度発現が

著しく遅延します。更に、若齢時のコンクリートが乾燥するとコンクリート表面にひび割れが発生

し耐久性を損なうことや振動等が作用するとコンクリートにひび割れが発生しやすくなるため、コ

ンクリートの養生は、打込み後からセメントの水和反応及びコンクリートの硬化が十分に進行する

までは特に重要です。 

縦壁と底版のコンクリートは一度で打ち上げることが望ましいですが、施工精度、作業効率を重

視して底版を打込んだ後に縦壁の型枠を施工する場合は、打継ぎコンクリートの打込みに際して、

先に打込んだコンクリートの表面及び鉄筋に付着したレイタンス、品質の悪いコンクリート、緩ん

だ骨材粒及び型枠の切粉等を取り除き、十分に吸水措置を講じてください。 

(3) 擁壁における型枠の存置期間については、擁壁の縦壁及び底版の側型枠が建築基準法施行令第 76

条第２項の規定による告示（昭和 46年１月 29日建設省告示第 110号）の表(い)欄の「基礎、はり

側、柱及び壁」の「せき板」に該当するものとして、下表によることとします。 

なお、型枠を外してからも、設計基準強度以上のコンクリートの強度発現が確認されるまで、擁

壁背面の裏込め土の埋戻しは行わないでください。 

表：型枠の存置期間（昭和 46年１月 29日建設省告示第 110号 抜粋） 

型枠の種類 せき板 

部位 基礎・はり・柱及び壁 

セメントの種類 早強ポルトランドセメント 
早強ポルトランドセメント 

混合セメントＡ種 

存置期間中の

平均気温 

15℃以上 ２日 ３日 

５℃以上 ３日 ５日 

５℃未満 ５日 ８日 

コンクリートの圧縮強度 １mm2につき５Ｎ 

(4) 擁壁背面の裏込め土の埋戻しは、盛土工の場合と同様に、敷均し厚さを 30cm 以下に管理し、専

用の機械を用いて締め固めを行わなければなりません。特に、建築物の敷地となる部分については、

建築物の基礎の不同沈下を生じないよう、慎重に施工してください。また、透水層については、隙

間が生じて裏込め土が流入しないように注意して施工してください。 

なお、透水層を透水マットとする場合においては、「擁壁用透水マット技術マニュアル」及び「擁

壁用透水マット設計・施工要領【神奈川県仕様】」に基づき施工ししてください。 
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第１章 擁壁の標準構造図 

第１節 間知石又は間知ブロック練積み造擁壁 

１ 標準構造図の種類 

本標準構造図は、政令第 10 条に基づき、背面土の種類が第２種（真砂土、関東ローム、硬質粘

土、その他これらに類するもの）の場合について、背面土の状態（盛土・切土）によって分類し

作成しています。 

 

勾配 

 

高さ／背面土 

θ≦65° 65°＜θ≦70° 70°＜θ≦75° 地耐力（kN/㎡） 

２ｍ 
盛土 ○ ○ ○ 

75 
切土 ○ ○ ○ 

３ｍ 
盛土 ○ ○ ○ 

75 
切土 ○ ○ ○ 

４ｍ 
盛土 ○ ○ ― 

100 
切土 ○ ○ ― 

５ｍ 
盛土 ○ ― ― 

125 
切土 ○ ― ― 

５ｍ 

(土羽付) 

盛土 ― ― ― 
125 

切土 ○ ― ― 

 

２ 標準構造図の利用について 

本構造標準図（印刷する場合のページ設定は、Ａ４版タテ方向としてください。）を用いて許

可申請を行う場合、基礎構造の安全性を確かめた構造計算書の添付は不要としますが、設置条件

及び構造は、市長が安全上支障がないと認める場合を除き、全く同一のものとしなければなりま

せん。また、本市への許可申請以外の目的をもって無断で複製し、又は使用することはできませ

ん。 
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θ≦65°
高さ２ｍ（盛土）

縮尺１/20
単位 ㎜

400

300 3
0
0 ９ 400

８ 400

水抜孔は内径75㎜以

上の塩ビ管、その他

これに類する耐水材

料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設

ける。

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

コンクリート打ち
(厚さ50)

７ 400

θ

６ 400

20
00

５ 400

４ 400

３ 400

２ 400

3
5
0

2
0
0

栗石・砂利または採石
200 400

１ 400
600

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

3
5
0

2
0
0

600
条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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縮尺１/20
単位 ㎜

400

300 3
0
0 ９ 400

水抜孔は内径75㎜以

上の塩ビ管、その他

これに類する耐水材

料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設

ける。

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

コンクリート打ち
(厚さ50)

８ 400

７ 400

θ

６ 400

20
00

５ 400

４ 400

３ 400

２ 400

3
5
0

200 400
１ 400

3
5
0

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

2
0
0

2
0
0

条 件600
１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65°
高さ２ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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縮尺１/20
単位 ㎜

400

９ 400

θ

300

3
0
0

８ 400

７ 410

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ

管、その他これに類する耐水

材料を用いたもので３㎡当り

１ヶ所以上設ける。

６ 415
300以上

５ 42520
00

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
４ 430

３ 440

コンクリート打ち(厚さ50)

２ 445
栗石・砂利または採石

１ 4503
5
0 200 450 600

2
0
0 段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

3
5
0

2
0
0

条 件
650 １．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

65°＜θ≦70°
高さ２ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 



資料編 

 資料編-6 

縮尺１/20
単位 ㎜

400

９ 400

θ

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

コンクリート打ち(厚さ50)

300

3
0
0

８ 400

７ 410

６ 415
300以上

20
00

５ 425

４ 430

３ 440

２ 445

１ 4503
5
0 200 450

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

3
5
0

2
0
0

2
0
0

条 件
650 １．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

65°＜θ≦70°
高さ２ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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縮尺１/20
単位 ㎜

400

300

3
0
0

2
0
0

８ 400

７ 415

θ 水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

６ 430

５ 44520
00

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
４ 460

300以上

３ 475

コンクリート打ち(厚さ50)
２ 490

栗石・砂利または採石

１ 5053
5
0 200

500 600

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

3
5
0

2
0
0

条 件
700 １．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

70°＜θ≦75°
高さ２ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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縮尺１/20
単位 ㎜

400

300

3
0
0

2
0
0

８ 400

７ 415

θ 水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ

管、その他これに類する耐水

材料を用いたもので３㎡当り

１ヶ所以上設ける。

６ 430

５ 44520
00

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
４ 460

３ 475

コンクリート打ち(厚さ50)

２ 490

１ 5053
5
0 200

500

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

3
5
0

2
0
0

条 件
700 １．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

70°＜θ≦75°
高さ２ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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縮尺１/30
単位 ㎜

400

13

12 405

400300

3
0
0

10

θ

300以上

５

１
500

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ

管、その他これに類する耐水

材料を用いたもので３㎡当り

１ヶ所以上設ける。

11 415

10 425

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

９ 435

８ 440

30
00

７ 450

コンクリート打ち(厚さ50)

６ 460

５ 470

４ 480

３ 490栗石・砂利または採石

2
0
0

2
0
0

２ 495

4
5
0

１ 505
200 600

4
0
0

段数（ブロック高さ 300）

裏込めコンクリート厚さ

700

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65°
高さ３ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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縮尺１/30
単位 ㎜

400

13

12 405

400300

3
0
0

10

θ

300以上

５

１
500

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ

管、その他これに類する耐水

材料を用いたもので３㎡当り

１ヶ所以上設ける。

11 415

10 425

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

９ 435

８ 440

30
00

７ 450

６ 460

５ 470

コンクリート打ち(厚さ50)
４ 480

３ 490

２ 495

4
5
0

１ 505
200

4
0
0

2
0
0

2
0
0

段数（ブロック高さ 300）

裏込めコンクリート厚さ

700

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65°
高さ３ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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単位 ㎜

400

10

300以上

12 405300 3
0
0

θ

11 425

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

10 440

９ 460

８ 480

30
00

７ 500

６ 515
栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
５ ５ 535

４ 555

コンクリート打ち(厚さ50) ３ 575

２ 590

１

200

4
5
0

600 600

2
0
0

2
0
0

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
１ 610

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

4
0
0

800

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

65°＜θ≦70°
縮尺１/30

高さ３ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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縮尺１/30
単位 ㎜

400

10

300以上

12 405300 3
0
0

θ

11 425

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

10 440

９ 460

８ 480

30
00

７ 500

６ 515
栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)
５ ５ 535

４ 555

コンクリート打ち(厚さ50) ３ 575

２ 590

１

200

4
5
0

１ 610
600

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

4
0
0

2
0
0

2
0
0

800

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

65°＜θ≦70°
高さ３ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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 資料編-13

縮尺１/30
単位 ㎜

400

12 400300

3
0
0

2
0
0

2
0
0

11 425

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

10

θ

10 455

９ 485

８ 515
300以上

30
00

７ 540

６ 570

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける) ５ 600５

４ 630

コンクリート打ち(厚さ50) ３ 660

２ 685

4
5
0 200 700 600 栗石・砂利または採石

１ 715１

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

4
0
0

950

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

70°＜θ≦75°

高さ３ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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 資料編-14

縮尺１/30
単位 ㎜

400

12 400300

3
0
0

2
0
0

2
0
0

11 425

θ

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

10 45510

９ 485

８ 515
300以上

30
00

７ 540

６ 570
栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける) ５ 600５

４ 630

コンクリート打ち(厚さ50) ３ 660

２ 685

4
5
0 200 700

１ 715１

段数(ブロック高さ300)

裏込めコンクリート厚さ

4
0
0

950

条 件

１．地耐力 75ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

70°＜θ≦75°
高さ３ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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 資料編-15

θ≦65°
高さ４ｍ（盛土）

縮尺１/40
単位 ㎜

400

300

3
0
0

17

16

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

15

14

13

12

11

９

10

８

７

５

６

605

585

570

550

535

520

500

485

465

450

435

415

400

15

θ

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

4
0
0
0

10

300以上

コンクリート打ち(厚さ50)
５

段数(ブロック高さ300)

１

２

３

４ 620

650

裏込めコンクリート厚さ

670

655

635

栗石・砂利または採石

800
200

１

200

6
0
0

4
5
0

20
0
20
0

850

条 件

１．地耐力 100ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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 資料編-16

θ≦65°
高さ４ｍ（切土）

縮尺１/40
単位 ㎜

400

300

3
0
0

17

16

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。

15

14

13

12

11

９

10

８

７

５

６

605

585

570

550

535

520

500

485

465

450

435

415

400

15

10

300以上

θ

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

4
0
0
0

コンクリート打ち(厚さ50)
５

段数(ブロック高さ300)

１

２

３

４ 620

裏込めコンクリート厚さ

670

655

635

200

１

200
650

6
0
0

4
5
0

20
0
20
0

850

条 件

１．地耐力 100ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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65°＜θ≦70°
縮尺１/40
単位 ㎜

400

17

16

15

14

13

12

11

９

10

８

７

１

２

３

４

５

６

705

680

655

630

605

580

555

530

505

480

455

430

415

400
300

3
0
0

15 水抜孔は内径75㎜以上の塩

ビ管、その他これに類する

耐水材料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設ける。θ

40
00

300以上

10

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

５

コンクリート打ち(厚さ50)

裏込めコンクリート厚さ

780

755

730

2
0
0

6
0
0 200

750 800 栗石・砂利または採石
１

段数(ブロック高さ300)

4
5
0

2
0
0

950

条 件

１．地耐力 100ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

高さ４ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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 資料編-18

65°＜θ≦70°
縮尺１/40
単位 ㎜

400

17

16

15

14

13

12

11

９

10

８

７

１

２

３

４

５

６

705

680

655

630

605

580

555

530

505

480

455

430

415

400
300

3
0
0

水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管、

その他これに類する耐水材料を用

いたもので３㎡当り１ヶ所以上設

ける。θ

15

40
00

300以上

10

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

５

コンクリート打ち(厚さ50)

裏込めコンクリート厚さ

780

755

730

6
0
0 200

750
１

段数(ブロック高さ300)

4
5
0

2
0
0

2
0
0

950

条 件

１．地耐力 100ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

高さ４ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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 資料編-19

縮尺１/40
単位 ㎜

400

300

3
0
0

40521

20 42520

19

18

445

17

16

15

14

13

12

11

９

10 640

620

600

575

555

535

510

490

470

θ

水抜孔は内径75㎜以上の塩

ビ管、その他これに類する

耐水材料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設ける。

15

50
00

10

300以上 栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

８

７

段数(ブロック高さ300)

１

２

３

４

５

６

775

750

730

710

685

665

５
コンクリート打ち(厚さ50)

裏込めコンクリート厚さ

840

815

795

7
5
0 200

１

200

栗石・砂利または採石

800 1000

5
0
0

2
0
0
2
0
0

1000

条 件

１．地耐力 125ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65°
高さ５ｍ（盛土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
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400

300

3
0
0

40521

20 42520

19

18

445

17

16

15

14

13

12

11

９

10 640

620

600

575

555

535

510

490

470

θ

水抜孔は内径75㎜以上の塩

ビ管、その他これに類する

耐水材料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設ける。

15

50
00

10

300以上 栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

８

７

段数(ブロック高さ300)

１

２

３

４

５

６

775

750

730

710

685

665

コンクリート打ち(厚さ50)

５

裏込めコンクリート厚さ

840

815

795

7
5
0 200

１

200
800

5
0
0

20
0
20
0

1000

条 件

１．地耐力 125ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65° 縮尺１/40
単位 ㎜

高さ５ｍ（切土）

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 

栗石・砂利または砕石 
（裏面全面に設ける） 
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Ｈ≦3.0ｍのとき ａ=100

400 ａ
Ｈ＞3.0ｍのとき ａ=200

45°以下

Ｈ

3
0
0

ａ=100 ａ=200

20

15

10

300以上

５

800 ａ

20
0
20
0

300 50521

525

605

62520

19

18

545

840740

820

９

10

720

800

11

700

775

12

675

755

13

655

735

14

635

710

15

610

690

16

590

670

645

水抜孔は内径75㎜以上の塩

ビ管、その他これに類する

耐水材料を用いたもので３

㎡当り１ヶ所以上設ける。

17

570

θ

50
00

栗石・砂利または採石

(裏面全面に設ける)

875

950850

930830

910

段数(ブロック高さ300)

１

２

３

４

５

６

810

885

７

785

865

コンクリート打ち(厚さ50)

８

765

1040

裏込めコンクリート厚さ

940

1015915

995895

975

7
5
0 200

１

200

5
0
0

1000 ａ

条 件

１．地耐力 125ｋＮ/㎡以上

２．コンクリートの４週圧縮強度

18Ｎ/㎜２以上

θ≦65° 縮尺１/40
単位 ㎜

高さ５ｍ 土羽付（切土）
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第２節 鉄筋コンクリート造擁壁 

１ 標準構造図の種類 

本標準構造図は、設計編第２章第５節の「鉄筋コンクリート造擁壁構造基準」に基づき、(1)と

(2)の組合せによって分類し作成しています。 

(1) 背面土の土質（ア又はイ） 

ア 背面自然土が地山の関東ロームで、裏込め土を関東ロームとする場合（φ＝20°、C＝０

kN/㎡） 

イ 背面自然土が地山の砂質土で、裏込め土を砂質土とする場合（φ＝30°、C＝０kN/㎡）） 

(2) 基礎地盤の土質（ア又はイ） 

ア 地耐力の下限値（50kN/㎡以上から 200kN/㎡以上）と、地山の関東ローム（φ＝20°、C＝

20kN/㎡）の組合せ 

イ 地耐力の下限値（75kN/㎡以上から 200kN/㎡以上）と、地山の砂質土（φ＝30°、C＝０kN/

㎡）の組合せ 

 

型式 

 

高さ／背面土 

Ｌ型擁壁 
逆Ｌ型擁壁 

つま先あり つま先なし 

１ｍ 関東ローム １Ａ Ｌ1.0 逆Ｌ１ 

1.5ｍ 関東ローム ― Ｌ1.5※ ― 

２ｍ 
関東ローム ２Ａ Ｌ2.0※ 

逆Ｌ２ 
砂質土 ２Ｃ ― 

2.5ｍ 関東ローム ― Ｌ2.5※ ― 

３ｍ 
関東ローム ３Ａ，３Ｂ Ｌ3.0※ 

逆Ｌ３ 
砂質土 ３Ｃ ― 

４ｍ 
関東ローム ４Ａ，４Ｂ 

― ― 
砂質土 ４Ｃ 

５ｍ 
関東ローム ５Ａ 

― ― 
砂質土 ５Ｃ 

  ※ 擁壁縦壁背面にテーパーを付けているものと付けていないものがあります。 

 

２ 標準構造図の利用について 

本構造標準図（印刷する場合のページ設定は、Ａ４版タテ方向としてください。）を用いて許

可申請を行う場合、擁壁の安全性を確かめた構造計算書の添付は不要としますが、設置条件及び

構造は、市長が安全上支障がないと認める場合を除き、全く同一のものとしなければなりません。 

 

３ 標準構造図の構造計算書の閲覧 

本標準構造図の構造計算書は、よこはま建築情報センター（市庁舎２階）及び市民情報センタ

ー（市庁舎３階）にて閲覧の用に供しています。 
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196 

縮尺１/30

Ｌ型擁壁高さ1.0ｍ 単位 ㎜

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

150 コンクリート打ち(厚さ50)

150

30
0

60

1
0
0
0

300

Ｄ13＠300
250 150 700

Ｄ13＠300

3
5
0 6
0

2
0
0 5

01
5
0

1
5
0

Ｄ13＠300

1100

捨てコンクリート打ち 前壁配筋図

Ｄ13＠300
条 件

１．地耐力50 kN/㎡以上
２．背面土質

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

底版配筋図

１ Ａ

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 50kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-24

 ２Ａ

単位 ㎜
縮尺１/40

Ｌ型擁壁高さ２ｍ

前 面 背 面前 面 背 面
200300

3
0
0

Ｄ13＠300

栗石・砂利または砕石

Ｄ13＠30040

300

2
0
0
0

（裏面全面に設ける）

コンクリート打ち(厚さ50)

250

60

Ｄ13＠300

1300

1
6
0
0

2
0
0

250250

Ｄ13＠300

4
0
0

2
5
0

2
0
0 5
02
0
0

1800

6
0

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

前壁配筋図捨てコンクリート打ち

1200

Ｄ13＠300 Ｄ13＠300

上
面

Ｄ13＠300
条 件

１．地耐力100 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

Ｄ13＠300

1200

底版配筋図

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 100kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-25

 ３Ａ

Ｌ型擁壁高さ３ｍ 単位 ㎜
縮尺１/50

前 面 背 面200400

30
0

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ16＠300Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

300

40

3
0
0
0

60

2
5
0

3
5
0

350250 2500

2
3
5
0

350

Ｄ16＠300

5
0
0

2
0
0

5
02
0
06
0

3100

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

前壁配筋図
捨てコンクリート打ち

2100

Ｄ16＠300 Ｄ16＠300

上
面 Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

条 件
１．地耐力100 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

下
面

Ｄ13＠300

2100

底版配筋図

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 100kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-26

 ３Ｂ

Ｌ型擁壁高さ３ｍ
縮尺１/50
単位 ㎜

前 面 背 面前 面 背 面200400

30
0

300

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

2000

350
コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ13＠300

Ｄ16＠300Ｄ13＠300

40

3
0
0
0

60

2
5
0

3
5
0

350250

2
3
5
0

5
0
0

2
0
0

5
02
0
0

Ｄ16＠300

6
0

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

2600 前壁配筋図
捨てコンクリート打ち

1750

Ｄ16＠300 Ｄ16＠300

上
面

Ｄ13＠300 条 件
１．地耐力150 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

Ｄ13＠300

1750

底版配筋図

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 150kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 底版配筋図 



資料編 

 資料編-27

 ４Ａ

Ｌ型擁壁高さ４ｍ
縮尺１/60
単位 ㎜

前 面 背 面前 面 背 面
250500

3
0
0

Ｄ19＠300栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

300
40

Ｄ13＠300

4
0
0
0

500

60

2750

4
005
00

500250

3
1
0
0

コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ13＠300

Ｄ19＠300

6
50

2
0
0 5
02

5
0

6
0

6
0

Ｄ13＠300

前壁配筋図

Ｄ13＠300

捨てコンクリート打ち

3500

2350

Ｄ19＠300 Ｄ19＠300

上
面

Ｄ13＠300 条 件
１．地耐力150 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

2350

Ｄ13＠300

底版配筋図

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 150kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-28

４Ｂ

Ｌ型擁壁高さ４ｍ 縮尺１/60
単位 ㎜

前 面 背 面
250500

3
0
0

栗石・砂利または砕石 Ｄ19＠300

（裏面全面に設ける）
40

300

40
0
0 60 Ｄ13＠300

コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ13＠300

500

4
0
0

5
0
0

500250

2550

3
1
0
0

6
5
0

Ｄ19＠300

6
0

6
0

2
00

2
50

5
0

捨てコンクリート打ち

3300 Ｄ13＠300

前壁配筋図

Ｄ13＠300

2200

Ｄ19＠300 Ｄ19＠300

上
面

Ｄ13＠300 条 件
１．地耐力200 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

2200

Ｄ13＠300

底版配筋図

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 200kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-29

縮尺１/60
単位 ㎜

Ｌ型擁壁高さ５ｍ

前 面 背 面
300550

6
00

30
0

Ｄ22＠300

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

300

50
00

40 Ｄ16＠300

60

50
0

600250
600

3450

コンクリート打ち(厚さ50) 3
90
0

60

Ｄ13＠300

Ｄ22＠300

Ｄ13＠300

80
0

60

2
00

50

3
00

4300

Ｄ16＠300

前壁配筋図
捨てコンクリート打ち

2900

Ｄ25＠300 Ｄ22＠300

上
面

Ｄ16＠300

Ｄ13＠300

条 件
１．地耐力200 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ
管その他これに類する耐水材料
を用いたもので３㎡当り１ヶ所
以上設けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

2900

下
面

Ｄ16＠300

底版配筋図

５Ａ

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

  条  件 
１．地耐⼒ 200kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 



資料編 

 資料編-30

縮尺１/40Ｌ型擁壁高さ２ｍ
単位 ㎜

前 面 背 面前 面 背 面
200300

30
0

Ｄ13＠500 Ｄ13＠500
40

栗石・砂利または砕石

300

2
0
0
0

（裏面全面に設ける）250250
60

1100

1
6
0
0250

コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ13＠500 Ｄ13＠500

2
0
0

2
5
0

4
0
0

2
0
0

5
0

2
0
0

6
0

6
0

1600

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

前壁配筋図
捨てコンクリート打ち

1100

Ｄ13＠500 Ｄ13＠500

上
面

Ｄ13＠300

条 件
１．地耐力75 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 18 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

下
面

Ｄ13＠300

Ｄ13＠500

1100

底版配筋図

２Ｃ

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

  条  件 
１．地耐⼒ 75kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 18kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ 0 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 底版配筋図 
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 資料編-31

縮尺１/50Ｌ型擁壁高さ３ｍ
単位 ㎜

前 面 背 面前 面 背 面200400

30
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

Ｄ13＠300

300

3
0
0
0

40

60

2
5
0

3
5
0

350250 1900

350

2
3
5
0コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ13＠300

5
0
0

2
0
0

5
02
0
06
0

2500

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

前壁配筋図
捨てコンクリート打ち

1700

Ｄ13＠300 Ｄ13＠300

上
面

Ｄ13＠300
条 件

１．地耐力100 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 18 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

下
面

Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

1700

底版配筋図

３Ｃ

196 

縦壁配筋図 
縦壁配筋図 

㎥ 

  条  件 
１．地耐⼒ 100kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 18kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ 0 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 
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縮尺１/60
Ｌ型擁壁高さ４ｍ 単位 ㎜

前 面 背 面前 面 背 面
250450

30
0

Ｄ16＠300
栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

Ｄ13＠300

300

4
0
0
0 Ｄ13＠300

40

450

60

3
5
0

4
5
0

450250
2100

3
1
0
0

コンクリート打ち(厚さ50)

Ｄ16＠300

6
0
0

2
0
0

5
0

2
5
06
0

2800

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

前壁配筋図

捨てコンクリート打ち

1900

Ｄ16＠300 Ｄ16＠300

上
面 条 件

１．地耐力150 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 18 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

1900

底版配筋図

４Ｃ

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

  条  件 
１．地耐⼒ 150kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 18kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ 0 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 
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背 面前 面

300500

3
85
0

30
0

55
0

Ｄ19＠300

栗石・砂利または砕石
（裏面全面に設ける）

300

50
0
0 Ｄ13＠30040

60

4
50

550250 550

2500

Ｄ13＠300

コンクリート打ち（厚さ50）

Ｄ19＠300

60

75
0

2
00

3
006
0

5
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

捨てコンクリート打ち

3300

前壁配筋図

2200

Ｄ19＠300 Ｄ19＠300

上
面

条 件
１．地耐力200 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 18 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 30°
粘着力 ０ kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

下
面

2200

Ｄ16＠300

底版配筋図

Ｌ型擁壁高さ５ｍ 縮尺１/60
単位 ㎜

５Ｃ

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

  条  件 
１．地耐⼒ 200kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 18kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 30° 
  粘着⼒ 0 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 
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60

20
0

50

150

150

15
0

150

1,200

15
035

0
1,

00
0

縦壁配筋図

底版配筋図

Ｌ型擁壁高さ 1.0ｍ Ｌ1.0

縮尺 1/30

単位　mm

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

15
0

 透水マット又は砕石等

30
0

60

300

 D13@250

 止水コンクリート(50mm厚)

設計条件 

１．地耐力 65 kN/㎡以上 
２．背面土 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 ０ kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．支持地盤 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 20 kN/㎡ 
４．水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐水材料を 
  用いたもので３㎡当たり１箇所 
  以上設けること。 
５．鉄筋の引張応力度 

196N/㎜ 2以上（D16 以下 SD295） 
215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 

６．コンクリートの圧縮応力度 21Ｎ/mm2以上 
７．表面載荷重 10kN/㎡ 
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35
0

1,
50

0

25
0

250

1,600

200

20
0

20
0

50

25
0

250

60
60

60 60

縦壁配筋図

底版 筋

前面　　背面

下
面

　
　

上
面

 D13@250 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

Ｌ型擁壁高さ 1.5ｍ Ｌ1.5

縮尺 1/30

単位　mm

※　縦壁及び底版の先端厚さは、元端厚さと同一とすることができる。

※

※

 止水コンクリート(50mm厚)

 透水マット又は砕石等

30
0

300

 D13@250

設計条件 

１．地耐力 85 kN/㎡以上 
２．背面土 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 ０ kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．支持地盤 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 20 kN/㎡ 
４．水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐水材料を 
  用いたもので３㎡当たり１箇所 
  以上設けること。 
５．鉄筋の引張応力度 

196N/㎜ 2以上（D16 以下 SD295） 
215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 

６．コンクリートの圧縮応力度 21Ｎ/mm2以上 
７．表面載荷重 10kN/㎡ 
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25
035
0

2,
00
0

250

2,0002,000

200

25
0

250

20
0

20
0

50

1,
65

0

1,450

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

 D13@250

下
面

　
　

上
面

前面　　背面

底版配筋図

縦壁配筋図

Ｌ型擁壁高さ 2.0ｍ Ｌ2.0

縮尺 1/40

単位　mm

60

60 60

 D13@250

 D13@250

30
0

60

※　縦壁及び底版の先端厚さは、元端厚さと同一とすることができる。

※

※

 止水コンクリート(50mm厚)

 透水マット又は砕石等

300

 D13@250

設計条件 

１．地耐力 100 kN/㎡以上 
２．背面土 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 ０ kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．支持地盤 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 20 kN/㎡ 
４．水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐水材料を 
  用いたもので３㎡当たり１箇所 
  以上設けること。 
５．鉄筋の引張応力度 

196N/㎜ 2以上（D16 以下 SD295） 
215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 

６．コンクリートの圧縮応力度 21Ｎ/mm2以上 
７．表面載荷重 10kN/㎡ 
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60

前面　背面

下
面

　
上

面

300

3,000

30
0

40
0

2,
50

0

200

30
0

20
0
20

0

50

60
60

60

2,
05

0

2,150

 D13@250

 D13@250

 D13@250 D13@250

縦壁配筋図

 D13@250

底版配筋図

 D13@250

縮尺 1/50

単位　mm

Ｌ型擁壁高さ 2.5ｍ Ｌ2.5

 D13@250 D16@250

 D13@250

 D13@250

※　縦壁及び底版の先端厚さは、元端厚さと同一とすることができる。

 透水マット又は砕石等

※

※

 止水コンクリート(50mm厚)

300

30
0

300

 D13@250

設計条件 

１．地耐力 100 kN/㎡以上 
２．背面土 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 ０ kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．支持地盤 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 20 kN/㎡ 
４．水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐水材料を 
  用いたもので３㎡当たり１箇所 
  以上設けること。 
５．鉄筋の引張応力度 

196N/㎜ 2以上（D16 以下 SD295） 
215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 

６．コンクリートの圧縮応力度 21Ｎ/mm2以上
７．表面載荷重 10kN/㎡ 
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60

20
0

20
0

50

35
0

45
0

3,
00
0

2,350

2,
45

0

 D13@250

 D13@250

 D13@250 D13@250

 D16@250

 D16@250

 D16@250

 D19@250

60

60
60

縮尺 1/50

単位　mm

350

3,300

下
面

　
上

面

前面　背面

縦壁配筋図

底版配筋図

Ｌ型擁壁高さ 3.0ｍ Ｌ3.0

200

30
0

 D13@250

 D13@250

※

※

※　縦壁及び底版の先端厚さは、元端厚さと同一とすることができる。

35
0

 止水コンクリート(50mm厚)

350

 透水マット又は砕石等
300

 D13@250

設計条件 

１．地耐力 120 kN/㎡以上 
２．背面土 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 ０ kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．支持地盤 
  内部摩擦角 20° 
  粘着力 20 kN/㎡ 
４．水抜穴は内径 75mm 以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐水材料を 
  用いたもので３㎡当たり１箇所 
  以上設けること。 
５．鉄筋の引張応力度 

196N/㎜ 2以上（D16 以下 SD295） 
215N/㎜ 2以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 

６．コンクリートの圧縮応力度 21Ｎ/mm2 以上
７．表面載荷重 10kN/㎡ 



資料編 

 資料編-39

縮尺１/30

逆Ｌ型擁壁高さ１ｍ 単位 ㎜

150

30
0

栗石・砂利または砕石

（裏面全面に設ける）

300

Ｄ13＠300

60

1
0
0
0

150

150

750 コンクリート打ち
(厚さ50)

1
5
0

2
0
0 5
01
5
0

Ｄ13＠300

3
5
0

1200

6
0

Ｄ13＠300

捨てコンクリート打ち

前壁配筋図

Ｄ13＠300

条 件
１．地耐力50 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

底版配筋図

逆 Ｌ １

196 

縦壁配筋図 

㎥ 

底版配筋図 

 条  件 
１．地耐⼒ 50kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜⽳は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
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縮尺１/40
逆Ｌ型擁壁高さ２ｍ 単位 ㎜

前 面 背 面250

350

100

30
0

栗石・砂利または砕石

20
0
0

コンクリート打ち(厚さ50)

（裏面全面に設ける）
Ｄ13＠200

40
60

1650 300

Ｄ13＠200

6
0

2
503
50

6
50

2
0
0

2
50

6
0

5
0

捨てコンクリート打ち

2300
Ｄ13＠300

前壁配筋図

Ｄ13＠300

1600

Ｄ13＠200

上
面

Ｄ13＠300

条 件
１．地耐力75 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の塩ビ管
その他これに類する耐水材料を用
いたもので３㎡当り１ヶ所以上設
けること。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮強度
21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

Ｄ13＠300

下
面

Ｄ13＠200

底版配筋図

逆 Ｌ ２

196 

196 

縦壁配筋図 

㎥ 
㎥ 

 条  件 
１．地耐⼒ 75kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜孔は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345）
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

 条  件 
１．地耐⼒ 75kN/㎡ 
２．背⾯⼟質 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ ０kN/㎡ 
  単位体積重量 16kN/㎥ 
３．⽀持地盤 
  内部摩擦⾓ 20° 
  粘着⼒ 20 kN/㎡ 
４．⽔抜孔は内径 75 ㎜以上の塩ビ管 
  その他これに類する耐⽔材料を⽤ 

いたもので３㎡当り 1 ヶ所以上設 
けること。 

５．鉄筋の許容引張応⼒度 
   196N/㎜ 2 以上（D16 以下 SD295） 

215N/㎜ 2 以上（D19 以上 D29 未満 SD345） 
６．コンクリートの４週圧縮強度 21N/㎜ 2 以上 
７．上載荷重 10 kN/㎡ 
 

底版配筋図 
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縮尺１/50

逆Ｌ型擁壁高さ３ｍ 単位 ㎜

前 面 背 面250

40

100

30
0

Ｄ13＠250栗石・砂利または砕石

Ｄ16＠250

（裏面全面に設ける）

60

30
00

3150 300

コンクリート打ち(厚さ50)

350
Ｄ16＠250
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5
0
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0
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06
50

2
0
0 5

02
5
0

6
0

6
0

Ｄ13＠300Ｄ13＠300

捨てコンクリート打ち

3800

前壁配筋図

2550

Ｄ13＠250
条 件

１．地耐力75 kN/㎡以上
２．背面土

内部摩擦角 20°
粘着力 ０ kN/㎡
単位体積重量 16 kN/㎡

３．支持地盤
内部摩擦角 20°
粘着力 20 kN/㎡

４．水抜孔は内径75㎜以上の
塩ビ管その他これに類する
耐水材料を用いたもので３
㎡当り１ヶ所以上設けるこ
と。

５．鉄筋の許容引張応力度
200 Ｎ/mm2以上

６．コンクリートの４週圧縮
強度 21 Ｎ/mm2以上

７．上載荷重 10 kN/㎡

上
面

Ｄ13＠300

Ｄ13＠300

下
面

Ｄ16＠250

2550

Ｄ16＠250

底版配筋図

逆 Ｌ ３

縦壁配筋図 

底版配筋図 
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第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の構造計算例 

 

この構造計算例は、設計編第２章第５節の「鉄筋コンクリート造擁壁構造基準」にしたがい標準構

造図の３Ａタイプの構造計算を行った一例です。 

 

１ 設計条件 

(1) 擁壁の型式及び高さ 

型 式：Ｌ型擁壁（３Ａ） 

全高さ：Ｈ＝3.50ｍ 

(2) 表面載荷重 

ｑ＝10kN/㎡ 

(3) 背面土 

土質の種類         ：関東ローム 

土の単位体積重量      ：γs＝16kN/ｍ３ 

内部摩擦角         ：φ＝20° 

粘着力           ：Ｃ＝０kN/㎡ 

壁背面と土との摩擦角    ：δ＝２φ／３＝13° 

壁背面と鉛直面とのなす角  ：θ ＝０° 

地表面と水平面とのなす角  ：α ＝０° 

(4) 土圧 

クーロンの土圧式による。 

(5) 支持地盤 

土質の種類         ：関東ローム（地山） 

内部摩擦角         ：φ＝20° 

粘着力           ：Ｃ＝20kN/㎡ 

許容地耐力         ：100kN/㎡ 

底面の摩擦係数       ：μ＝tan20°＝0.364 

(6) 材料の許容応力度（常時） 

コンクリートの設計基準強度 ：σ２８＝21N/㎜２ 

コンクリートの圧縮応力度  ：σｃａ＝7N/㎜２ 

コンクリートのせん断応力度 ：τａ＝0.７N/㎜２ 

鉄筋（ＳＤ295）の引張応力度 ：σｓａ＝196N/㎜２ 

(7) 単位重量 

鉄筋コンクリート      ：γｃ＝24kN/ｍ３
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２ 擁壁断面の形状及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 荷重及びモーメント(以下単位幅(１ｍ)当たりで計算を行う) 

(1) 土圧 

○主働土圧係数（ＫＡ） 

 

                                 

 

 

 

 

○主働土圧 

（ＰＡ） 

ＰＡ＝表面載荷重による土圧（ＰＡ１）＋背面土による土圧（ＰＡ２） 

ＰＡ１＝ ＫＡ・ｑ・Ｈ＝0.439×10×3.5＝15.365 kN 

ＰＡ２＝ 
１ 

・ＫＡ・γ・Ｈ２＝ 
１ 

×0.439×16×3.5２＝43.022 kN 
２ ２ 

ＰＡ＝15.365＋43.022＝58.387 kN 

 

○表面載荷重及び背面土による土圧の水平分力 

ＰＡｌＨ＝ＰＡｌ・cos(θ＋δ)＝15.365×0.974＝14.966 kN 

ＰＡ２Ｈ＝ＰＡ２・cos(θ＋δ)＝43.022×0.974＝41.903 kN

ＫＡ＝ 
cos２(φ－θ) 

cos２θcos(θ＋δ) １＋ 
sin(φ＋δ)sin(φ－α) ２ 

 cos(θ＋δ)cos(θ－α)  

＝ 
cos２(20°－０°) 

cos２０°cos(０°＋13°) １＋ 
sin(20°＋13°)sin(20°－0°) ２ 

 cos(0°＋13°)cos(0°－0°)  

＝ 0.439 

１

２３

４

200

3
00
0

９
11

６

10

５

８

3
505
0
0

７
12

2
5
0

2
00

250

350 2500

3100

Ａ
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(2) 各荷重の作用位置及びモーメント 

区  分     重   量(kN) ｱｰﾑ(m) ﾓー ﾒﾝﾄ(kN・m) 

鉛直力 

(安定モーメント) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

ｑ 

0.2×3.15×24 

0.5×0.15×3.15×24 

0.5×0.25×0.1×24 

0.25×0.25×24 

0.35×0.35×24 

0.5×2.5×0.15×24 

2.5×0.2×24 

0.5×0.35×0.35×24 

0.35×2.8×16 

0.5×0.35×0.35×16 

2.15×3.15×16 

0.5×2.15×0.15×16 

10×2.5 

15.12 

5.67 

0.3 

1.5 

2.94 

4.5 

12.0 

1.47 

15.68 

0.98 

108.36 

2.58 

25.0 

0.5 

0.35 

0.167 

0.125 

0.425 

1.433 

1.85 

0.717 

0.775 

0.833 

2.025 

2.383 

1.85 

7.56 

1.985 

0.05 

0.188 

1.25 

6.449 

22.2 

1.054 

12.152 

0.816 

219.429 

6.148 

46.25 

 計 ΣＶ＝196.1 ΣＭｒ＝325.531 

水平力 

(転倒モーメント) 

ＰＡ１Ｈ 

ＰＡ２Ｈ 

 14.966 

41.903 

1.75 

1.167 

26.191 

48.901 

計 ΣＰＡＨ＝ 56.869 ΣＭＯ＝ 75.092 

ΣＭ 合計 250.439 

 

４ 安定に対する検討 

(1) 転倒に対する検討 

Ａ点より合力作用位置までの距離（ｄ） 

ｄ＝ 
ΣＭr－ΣＭo 

＝ 
ΣＭ 

＝ 
250.439 

＝1.277ｍ 
ΣＶ ΣＶ 196.1 

偏心距離（ｅ） 

ｅ＝ 
Ｂ 

－ｄ＝ 
3.1 

－1.277＝0.273 ＜ 
Ｂ 

＝0.517 Ｏ．Ｋ． 
２ ２ ６ 

安全率（Ｆ） 

Ｆ＝ 
Ｍｒ 

＝ 
325.531 

＝4.33 ＞ 1.5 Ｏ．Ｋ． 
Ｍｏ 75.092 

(2) 滑動に対する検討 

滑動抵抗力（ＲＨ） 

ＲＨ＝ＣＡ’＋ΣＶtanφ 

Ａ'＝Ｂ－２ｅ＝3.1－２×0.273＝2.554 

ＲＨ＝20×2.554＋196.1×0.364＝122.46 

安全率（Ｆ） 

Ｆ＝ 
ＲＨ 

＝ 
122.46 

＝2.15 ＞ 1.5 Ｏ．Ｋ． 
ΣＰＡＨ 56.869 
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(3) 地盤反力に対する検討 

地盤反力（σ） 

ｑ１ 
＝ 

ΣＶ 
１± 

６ｅ 
＝ 

196.1 
１± 

６×0.273 

ｑ２ Ｂ Ｂ 3.1 3.1 

 ＝ 96.683 kN/㎡ （ｑmax）     ＜100 kN/㎡       Ｏ．Ｋ． 

29.834 kN/㎡ （ｑmin） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 部材応力度の検討 

(1) 縦壁の検討 

ア ①一①’断面の検討 

○土圧 

Ｐ１Ｈ＝ (ＫＡ･ｑ･ｈ＋ 
１ 

ＫＡ･γ･ｈ２)･cos(θ＋δ) 
２ 

＝ (0.439×10×3.15＋ 
１ 

×0.439×16×3.152)×0.974 
２ 

＝ (13.8＋34.9)×0.974＝47.41 kN 

○曲げモーメント 

Ｍ１＝ ＫＡ･ｑ･ｈ･cos(θ＋δ) 
ｈ 

＋ 
１ 

･ＫＡ･γ･ｈ２･cos(θ＋δ)･ 
ｈ 

２ ２ ３ 

＝ 13.8×0.974× 
3.15 

＋34.9×0.974× 
3.15 

２ ３ 

 ＝56.86 kN･ｍ  

○鉄筋応力の検討 

鉄筋量Ａｓ＝Ｄ16＠150＝1324 ㎜２ 

ｄ＝ 壁厚－かぶり厚－鉄筋径/2＝350－60－16/2＝282 ㎜ 

ｐ＝ 
Ａｓ 

＝ 
1324 

＝0.0047 
ｂｄ 1000×282 

ｋ＝  ２ｐｎ＋(ｐｎ)２ －ｐｎ ｎ＝ 
Ｅｓ 

＝15 
Ｅｃ 

＝  ２×0.0047×15＋(0.0047×15)２  －0.0047×15＝0.312 

ｊ＝ １－ 
ｋ 

＝１－ 
0.312 

＝0.896 
３ ３ 

ΣＶ＝196.1

ｅ＝0.273m

Ｂ/２＝1.55m

ｑ
２
= 29.834 kN

ｑ
１
= 96.683 kN

②1.
15

②’

3.
15

① ①’



資料編 

 資料編-46

σｓ＝ 
Ｍ 

＝ 
56.86×10６ 

＝169.96 N/㎜２ 
Ａｓ･ｊ･ｄ 1324×0.896×282 

＜σｓａ＝196 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートの圧縮応力の検討 

σｃ＝ 
２Ｍ 

＝ 
２×56.86×10６ 

＝5.12 N/㎜２ 
ｋ･ｊ･ｂ･ｄ２ 0.312×0.896×1000×282２ 

＜σｃａ＝7 N/㎜２      Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートのせん断応力の検討 

τ ＝ 
Ｓ 

＝ 
47.41×10３ 

＝0.19 N/㎜２ 
ｂ･ｊ･ｄ 1000×0.896×282 

＜τａ＝0.7 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 

 

イ ②－②’断面の検討（擁壁全高さの約２／３の位置） 

○土圧 

Ｐ２Ｈ＝ (0.439×10×1.15＋ 
１ 

×0.439×16×1.152)×0.974 
２ 

＝ (5.049＋4.645)×0.974＝9.442 kN 

○曲げモーメント 

Ｍ２＝ 5.049×0.974× 
1.15 

＋4.645×0.974× 
1.15 

＝4.562 kN･ｍ 
２ ３ 

○鉄筋応力の検討 

鉄筋量Ａｓ＝Ｄ16＠300＝662 ㎜２    ｄ＝186 ㎜ 

ｐ＝ 
662 

＝0.0036 
1000×186 

ｋ＝ ２×0.0036×15＋(0.0036×15)２ －0.0036×15＝0.279 

ｊ＝ １－ 
0.279 

＝0.907 
３ 

σｓ＝ 
4.562×10６ 

＝40.84 N/㎜２ 
662×0.907×186 

＜σｓａ＝196 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートの圧縮応力の検討 

σｃ＝ 
２×4.562×10６ 

＝1.042 N/㎜２ 
0.279×0.907×1000×186２ 

＜σｃａ＝7 N/㎜２      Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートのせん断応力の検討 

τ ＝ 
9.422×10３ 

＝0.056 N/㎜２ 
1000×0.907×186 

＜τａ＝0.7 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 
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(2) 底版の検討 

ア ③一③’断面の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分     荷   重(kN) ｱｰﾑ(m) ﾓー ﾒﾝﾄ(kN・m) 

自  重 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

10×2.5 

2.15×3.15×16 

0.5×2.15×0.15×16 

0.35×2.8×16 

0.5×0.35×0.35×16 

0.5×0.35×0.35×24 

0.5×2.5×0.15×24 

2.5×0.2×24 

25 

108.36 

2.58 

15.68 

0.98 

1.47 

4.5 

12 

1.25 

1.425 

1.783 

0.175 

0.233 

0.117 

0.833 

1.25 

31.25 

154.413 

4.6 

2.744 

0.228 

0.172 

3.749 

15 

 合計 ΣＶ＝170.57 ΣＭｖ＝212.156 

反  力 

９ 

10 

2.5×29.834 

0.5×2.5×53.91 

74.585 

67.388 

1.25 

0.833 

93.231 

56.134 

合計 ΣＱ＝ 141.97 ΣＭｑ＝149.365 

 

Ｓ ＝ΣＶ－ΣＱ＝170.57－141.97＝28.6 kN 

Ｍ ＝ΣＭｖ－ΣＭｑ＝212.156－149.365＝62.79 kN･ｍ 

 

○鉄筋応力の検討 

鉄筋量Ａｓ＝Ｄ16＠150＝1324 ㎜２    ｄ＝282 ㎜ 

ｐ＝ 
1324 

＝0.0047 
1000×282 

ｋ＝ ２×0.0047×15＋(0.0047×15)２  －0.0047×15＝0.312 

ｊ＝ １－ 
0.312 

＝0.896 
３ 

σｓ＝ 
62.79×10６ 

＝187.69 N/㎜２ 
1324×0.896×282 

＜σｓａ＝196 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 

１

④

２
４

③ ５

６
３

③’

７

④’

８

29.8329.83

66.85
53.91

600

９

10

1500 1000
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○コンクリートの圧縮応力の検討 

σｃ＝ 
２×62.79×10６ 

＝5.649 N/㎜２ 
0.312×0.896×1000×282２ 

＜σｃａ＝7 N/㎜２      Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートのせん断応力の検討 

τ ＝ 
28.6×10３ 

＝0.11 N/㎜２ 
1000×0.896×282 

＜τａ＝0.7 N/㎜２     Ｏ.Ｋ. 

 

イ ④一④’断面の検討（底版前端より底版幅の約２／３の位置） 

区  分     荷   重(kN) ｱｰﾑ(m) ﾓー ﾒﾝﾄ(kN・m) 

自  重 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

1×10 

1×3.24×16 

0.5×1×0.06×16 

0.5×1×0.06×24 

1×0.2×24 

10 

51.84 

0.48 

0.72 

4.8 

0.5 

0.5 

0.667 

0.333 

0.5 

5 

25.92 

0.32 

0.24 

2.4 

 合計 ΣＶ＝67.84 ΣＭｖ＝33.88 

反  力 

６ 

７ 

1.0×29.834 

0.5×1.0×21.56 

29.83 

10.78 

0.5 

0.333 

14.915 

3.59 

合計 ΣＱ＝ 40.61 ΣＭｑ＝18.505 

 

Ｓ ＝ΣＶ－ΣＱ＝67.84－40.61＝27.23 kN 

Ｍ ＝ΣＭｖ－ΣＭｑ＝33.88－18.51＝15.37 kN･ｍ 

 

○鉄筋応力の検討 

鉄筋量Ａｓ＝Ｄ16＠300＝662 ㎜２    ｄ＝192 ㎜ 

ｐ＝ 
662 

＝0.0034 
1000×192 

ｋ＝  ２×0.0034×15＋(0.0034×15)２  －0.0034×15＝0.272 

ｊ＝ １－ 
0.272 

＝0.909 
３ 

σｓ＝ 
15.37×10６ 

＝133.03 N/㎜２ 
662×0.909×192 

＜σｓａ＝196 N/㎜２      Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートの圧縮応力の検討 

σｃ＝ 
２×15.37×10６ 

＝3.373 N/㎜２ 
0.272×0.909×1000×192２ 

＜σｃａ＝7 N/㎜２       Ｏ.Ｋ. 

○コンクリートのせん断応力の検討 

τ ＝ 
27.23×10３ 

＝0.156 N/㎜２ 
1000×0.909×192 

＜τａ＝0.7 N/㎜２      Ｏ.Ｋ 

１

２

３
④

４

５
④’

７21.56

29.83６

1,000
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第３章 横浜市宅地造成又は特定盛土等規制法施行細則（様式を除く。） 

制定   昭和 37 年７月 31 日 規則第 56 号 
最近改正 令和 ７年３月５ 日 規則第 ８号   
 
目次 
 第１章 総則（第１条―第３条） 
 第２章 宅地造成等に関する工事に係る手続 
  第１節 住民への周知（第４条―第９条） 
  第２節 許可に係る手続（第 10 条―第 26 条） 
 第３章 宅地造成等に関する工事の技術的基準（第 27 条―第 35 条） 
 第４章 雑則（第 36 条・第 37 条） 
 附則 
 
   第１章 総則 

（趣旨） 
第１条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」という。）の施行については、
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号。以下「政令」という。）及び宅地造成及
び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、
この規則の定めるところによる。 
（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、政令及び省令の例による。 
(1) 工事施行区域 法第 11 条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地、法第 12 条第２項第４号の宅

地造成等に関する工事をしようとする土地並びに同条第４項及び法第 21 条第２項の宅地造成等に関す
る工事が施行される土地並びに法第 12 条第１項の許可、法第 15 条第１項の規定による協議（法第 16 条
第３項において準用する場合を含む。）又は同条第１項の許可に係る土地をいう 

(2) 周知対象範囲 次に掲げる工事にあっては工事施行区域の境界線からの水平距離が 50 メートル以内
の範囲、それ以外の工事にあっては工事施行区域の境界線からの水平距離が 15 メートル以内の範囲をい
う。 
ア 市街化区域における宅地造成等に関する工事（市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合を含む。）
で、工事施行区域の面積が 5,000 平方メートル以上のもの 

  イ 市街化調整区域における宅地造成等に関する工事（市街化調整区域と市街化区域とにわたる場合を
含む。）で、工事施行区域のうち市街化調整区域内に存する部分の面積が 3,000 平方メートル以上の
もの 

  ウ 高さ９メートルを超える盛土をする宅地造成又は特定盛土等に関する工事 
  エ 土石の堆積を行う土地の面積が 2,000 平方メートル以上である土石の堆積に関する工事 
  オ 最大堆積高さが５メートルを超える土石の堆積に関する工事 
(3)  地域まちづくり計画運営団体 次のアからエまでに掲げるものの策定を行う団体のうち、その活動の

対象となる地域の範囲に工事施行区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。 
ア 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２の規定により定められた横浜市都市計画マスタ
ープランの地区プラン 

イ 都市計画法第 20 条第１項の規定により告示された地区計画（建築基準法等の一部を改正する法律
（平成 14 年法律第 85 号。以下この号において「改正法」という。）附則第３条第１項の規定により、
改正法第２条の規定による改正後の都市計画法の規定により定められた地区計画とみなされる同条の
規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住宅地高度利用地区計画及び改正法第３
条の規定による改正前の都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）の規定により定められている再開発
地区計画を含む。） 

ウ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 73 条第１項の認可を受けた建築協定 
エ 横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17 年２月横浜市条例第４号）第 10 条第１項の地域まちづく
りプラン 

オ 横浜市地域まちづくり推進条例第 12 条第１項の地域まちづくりルール 
(4) 周辺地域住民 周知対象範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、

若しくは所有する者（工事主（当該周知対象範囲に係る宅地造成等に関する工事を行うものに限る。）、
都市計画法第４条第 14 号に規定する公共施設の用に供されている土地を所有する者及び当該土地に存
する建築物の全部又は一部を占有し、又は所有する者を除く。）及び地域まちづくり計画運営団体をい
う。 

(5) 保全対象 建築物、建築物の敷地、建築基準法第 42 条に規定する道路、公園その他市長が盛土等に伴
う災害から保全する必要があると認めるものをいう。 

（身分証明書の様式） 
第３条 法第７条第１項（法第 24 条第２項において準用する場合を含む。）及び法第７条第２項に規定する
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身分を示す証明書の様式は、職員の身分を示す証明書にあっては横浜市立入検査等の際に携帯する職員の
身分を示す証明書の様式の特例に関する規則（令和４年３月横浜市規則第 26 号）別記様式とし、職員以外
の者の身分を示す証明書にあっては身分証明書（第１号様式）とする。 

第２章 宅地造成等に関する工事に係る手続 
第１節 住民への周知 

（周辺地域住民に周知する事項） 
第４条 法第 11 条の規定により工事主が周知を行う宅地造成等に関する工事の内容は、次の各号に掲げる工
事の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事 次に掲げる事項 
ア 工事主の氏名又は商号若しくは名称（以下「氏名等」という。） 
イ 工事主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（以下この条において「住所等」という。） 
ウ 工事施行区域の所在地 
エ 工事施行者の氏名等及び住所等 
オ 工事の目的 
カ 工事の着手予定日及び完了予定日 
キ 盛土又は切土の高さ 
ク 盛土又は切土をする土地の面積及び範囲 
ケ 盛土又は切土の土量 
コ 設置する擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその
他の土留の概要 

サ その他市長が必要と認める事項 
(2) 土石の堆積に関する工事 次に掲げる事項 

ア 工事主の氏名等及び住所等 
イ 工事施行区域の所在地 
ウ 工事施行者の氏名等及び住所等 
エ 工事の目的 
オ 工事の着手予定日 
カ 工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）の完了予定日 
キ 土石の最大堆積高さ 
ク 土石の堆積を行う土地の面積及び範囲 
ケ 土石の最大堆積土量 
コ 堆積する土石の勾配 
サ 設置する空地の位置 
シ 柵その他これに類するもの又は鋼矢板等その他の構造物の概要 
ス 雨水その他の地表水を処理する方法 
セ その他市長が必要と認める事項 

（周知資料） 
第５条 省令第６条第１号の規定による説明会（以下「説明会」という。）において使用する資料（以下「周
知資料」という。）は、次に掲げる図書とする。 
(1) 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の計画書（第２号様式）（宅地造成又は特定盛土等に関する工

事を行おうとする場合に限る。） 
(2) 土石の堆積に関する工事の計画書（第３号様式）（土石の堆積に関する工事を行おうとする場合に限

る。） 
(3) 位置図 
(4) 現況図 
(5) 公図（不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第 14 条第１項の地図又は同条第４項の図面をいう。

以下同じ。）の写し 
(6) 造成計画平面図及び造成計画断面図（宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする場合に限

る。） 
(7) 土石の堆積計画平面図及び土石の堆積計画断面図（土石の堆積に関する工事を行おうとする場合に限

る。） 
(8) その他市長が必要と認める図書 
（説明会の開催方法） 

第６条 説明会は、周辺地域住民の参加しやすい日時及び場所において２回以上開催しなければならない。 
２ 工事主は、説明会を開催するに当たっては、当該工事主及び周辺地域住民双方が映像と音声の送受信に
より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を併せて行うよう努めなければならな
い。 

３ 説明会を開催しようとする工事主は、周辺地域住民に対して説明会を開催する日時及び場所その他必要
な事項を示した書類（以下「開催通知書」という。）並びに周知資料を配布し、説明会の開催について通知
しなければならない。 
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４ 開催通知書及び周知資料の配布は、次の各号（住所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しく
は従たる事務所の所在地（次条において「住所等」という。）が周知対象範囲内にある周辺地域住民にあ
っては、第１号又は第３号）のいずれかの方法により行わなければならない。 
(1) 手渡しし、又は郵便受箱（新聞受箱等これに準ずる物を含む。次条第１項において同じ。）に投かん

する方法 
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書
便（以下「郵便等」という。）により送付する方法 

(3) その他市長が認める方法 
５ 前項第１号の規定による手渡し又は投かんは標識の設置をした日の翌日から説明会を開催する日の７日
前までの期間（以下この項において「通知期間」という。）に行い、同項第２号の送付は通知期間内に当該
周辺地域住民に送達されるように行わなければならない。 
（資料配布の方法） 

第７条 省令第６条第２号に規定する宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面の配布（以下「資料配
布」という。）は、周辺地域住民の住所等の住居、事務所等にある郵便受箱に周知資料を投かんする方法
により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、周辺地域住民の住所等が周知対象範囲外である場合は、当該周辺地域住民に
周知資料を郵便等により送付する方法により資料配布を行うことができる。この場合において、当該周知
資料について通常要する送付日数を基準とした場合に、その日に相当するものと認められる日を経過した
ときに、資料配布を行ったものとする。 

 （掲示及びインターネット閲覧の方法） 
第８条 省令第６条第３号の規定による掲示を行う工事主は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっ
ては第４号様式、土石の堆積に関する工事にあっては第５号様式の標識を、当該工事の工事施行区域が道
路に接する場合にあっては工事施行区域が道路に接する部分（２以上の道路に接するときは、それぞれの
道路に接する部分）に、工事施行区域が道路に接しない場合にあっては周辺地域住民の見やすい箇所に、
地面から標識の下端までの高さがおおむね１メートルとなるよう設置しなければならない。 

２ 前項の標識には、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては造成計画平面図を、土石の堆積に関
する工事にあっては土石の堆積計画平面図を貼付しなければならない。 

３ 工事主は、第１項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項
が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。 

４ 省令第６条第３号の規定によるインターネットを利用して行う閲覧は、周知資料の内容をウェブサイト
に掲載して行わなければならない。 

５ 省令第６条第３号に掲げる方法により周知を行う場合は、第１項の規定により標識を設置し、及び前項
の規定により周知資料をウェブサイトに掲載した日の翌日から起算して 14 日を経過したときに、法第 11
条の必要な措置を講じたものとする。 

６ 第１項の規定による標識の設置及び第４項の規定によるウェブサイトへの掲載は、宅地造成等に関する
工事について法第 12 条第１項の許可を得るまで又は法第 15 条第１項の協議が成立するまでの間、行わな
ければならない。 

 （その他周知の方法） 
第９条 省令第６条第４号の規則で定める方法は、横浜市開発事業等の調整等に関する条例（平成 16 年３月
横浜市条例第３号。以下「調整条例」という。）第 10 条第１項各号に掲げる方法とする。 

第２節 許可に係る手続 
 （事前協議） 
第 10 条 法第 12 条第１項若しくは法第 16 条第１項の許可を受けようとする者又は法第 15 条第１項（法第

16 条第３項において準用する場合を含む。）の協議をしようとする者は、当該許可の申請又は当該協議の
申出をする前に、当該許可又は当該協議に係る宅地造成等に関する工事の計画が法第 13 条第１項の規定に
適合しているかどうかについて、市長が定めるところにより、市長と協議することができる。 

 （申請書の添付図書） 
第 11 条 省令第７条第１項第１号の表又は同条第２項第１号の表に掲げる図面のうちの位置図には、工事施
行区域の境界を赤色で示すものとする。 

２ 省令第７条第１項第２号の構造計算書には、政令第９条第１項第２号から第４号まで（政令第 18 条にお
いて準用する場合を含む。）に掲げる事項に係る構造計算書及び擁壁に係るくいの構造計算書（くいの工
事施行を要しない場合を除く。）を含むものとする。 

３ 省令第７条第１項第５号に規定する書類には、設計者の資格に関する申告書（第６号様式）を添付する
ものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

４ 省令第７条第１項第６号及び第２項第４号に規定する写真には、当該写真を撮影した箇所を示した図面
を添付するものとする。 

５ 省令第７条第１項第７号及び第８号ロ並びに第２項第５号及び第６号ロの住民票の写しは、個人番号（行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条
第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）が記載されていないものとし、個人番号カードの写しは、
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個人番号カードの表面（個人番号が記載されていない面をいう。）の写しとする。 
６ 省令第７条第１項第 10 号及び第２項第８号に規定する書類は、工事施行区域内の権利者一覧表、工事施
行同意証明書（第７号様式）、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意を得たことを
証する書類とする。 

７ 省令第７条第１項第 11 号及び第２項第９号に規定する法第 11 条の規定に基づく措置を講じたことを証
する書類は、次の各号に掲げる周知の方法の区分に応じて、当該各号に定める図書とする。 
(1) 省令第６条第１号の規定による周知の方法（調整条例第 10 条第１項第１号に掲げる方法を除く。） 

次に掲げる図書 
ア 説明会の開催結果報告書（第８号様式） 
イ 工事主が配布した開催通知書及び周知資料 
ウ 工事主が説明会において使用した周知資料 
エ 周知対象範囲及び周辺地域住民を示した図書 
オ その他市長が必要と認める図書 

(2) 省令第６条第２号の規定による周知の方法 次に掲げる図書 
ア 周知資料の配布結果報告書（第９号様式） 
イ 工事主が配布した周知資料 
ウ 周知対象範囲及び周辺地域住民が分かるように記載された図書 
エ その他市長が必要と認める図書 

(3) 省令第６条第３号の規定による周知の方法 次に掲げる図書 
ア 掲示及びインターネット閲覧結果報告書（第 10 号様式） 
イ 第８条第１項の規定により設置された標識の写真（その設置状況並びに当該標識に記載された事項
及び貼付された図面を確認できるものに限る。） 

ウ 第８条第４項の規定により工事主がウェブサイトに掲載した周知資料 
エ 当該ウェブサイトを表示した電子計算機の映像面を出力した書面 
オ その他市長が必要と認める図書 

(4) 調整条例第 10 条第１項各号に掲げる周知の方法 工事主が行おうとする宅地造成等に関する工事に
係る調整条例第２条第 12 号に規定する開発事業の計画又は同条第 13 号に規定する土石の堆積事業の計
画（開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画の変更（調整条例第 15 条第２項ただし書又は調整条例第
20 条第１項ただし書に規定する軽微な変更を除く。）があったときは、その変更後のもの）について、
調整条例第 19 条第１項の規定（調整条例第 20 条第８項において準用する場合を含む。）により市長が
同意の処分をした旨を通知した書面 

８ 省令第７条第１項第 12 号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要（第 11 号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書（第 12 号様式） 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書（第 13 号様式）及び印鑑証明書 
(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他第２号

の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書（第 14 号様式）及び法人の登記事項証明書、建設業の許可

を証する書類その他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(6) 公図の写し 
(7) 現況図 
(8) 求積図及び求積表 
(9) 造成計画平面図 
(10) 造成計画断面図 
(11) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の配置図（擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(12) 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図（擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(13) 排水施設の構造図（排水施設を設置する場合に限る。） 
(14) 擁壁の構造図（擁壁を設置する場合に限る。） 
(15) 崖面崩壊防止施設の構造図（崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 
(16) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査（土質試験

を含む。以下同じ。）その他の調査又は試験の結果を記載した図書（市長が当該工事の着手後に地盤調
査その他の調査又は試験を行うことについてやむを得ない事由があると認めた場合を除く。） 

(17) 崖面崩壊防止施設の概要、構造計画、土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造である
ことを確かめた算定を記載した構造計算書（崖面崩壊防止施設を設置する場合に限る。） 

(18) 擁壁に係る国土交通大臣の認定に係る図書（政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含
む。）の規定による擁壁を設置する場合に限る。） 

(19) 地盤改良の概要及び計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書並びに改良した地盤の安定計
算を記載した安定計算書（深層の地盤改良を行う場合に限る。） 

(20) 工事施行区域が、政令第７条第２項第２号に規定する土地又は盛土をする前の地盤面若しくは切土を
した後の地盤面に排水施設を設置する必要がある土地に該当するかを調査した結果を記載した図書（市
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長が工事施行区域及びその周辺の状況から必要ないと認めた場合を除く。） 
(21) その他宅地造成又は特定盛土等に関する工事が法第 13 条第１項の規定に適合していることを確認す

るため又は宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害を防止するために市長が必要と認める図書 
９ 省令第７条第１項第１号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図面と併

せて作成することができる。 
(1) 地形図 現況図 
(2) 土地の平面図 造成計画平面図又は擁壁の配置図 
(3) 土地の断面図、崖の断面図、擁壁の断面図又は崖面崩壊防止施設の断面図 造成計画断面図 
(4) 擁壁の背面図又は崖面崩壊防止施設の背面図 擁壁又は崖面崩壊防止施設の展開図 
(5) 擁壁の断面図 擁壁の構造図 
(6) 崖面崩壊防止施設の断面図 崖面崩壊防止施設の構造図 
10 省令第７条第２項第 10 号の規定による規則で定める書類は、次のとおりとする。 
(1) 土石の堆積に関する工事等の概要（第 15 号様式） 
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書 
(3) 工事主の資力及び信用に関する誓約書及び印鑑証明書 
(4) 所得税又は法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、貸借対照表、損益計算書その他第２号

の申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(5) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書及び法人の登記事項証明書、建設業の許可を証する書類そ

の他当該申告書に記載した事項を確認するため市長が必要と認める書類 
(6) 公図の写し 
(7) 現況図 
(8) 求積図及び求積表 
(9) 土石の堆積計画平面図 
(10) 土石の堆積計画断面図 
(11) 排水施設の構造図（排水施設を設置する場合に限る。） 
(12) 土石の堆積に関する工事の設計に係る工事施行区域及びその周辺の地盤調査その他の調査又は試験

の結果を記載した図書（市長が当該工事の着手後に地盤調査その他の調査又は試験を行うことについて
やむを得ない事由があると認めた場合を除く。） 

(13) その他土石の堆積に関する工事が法第 13 条第１項の規定に適合していることを確認するため又は土
石の堆積に伴う災害を防止するために市長が必要と認める図書 

11 省令第７条第２項第１号の表に掲げる図面のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める図面と併
せて作成することができる。 

(1) 地形図 現況図又は土石の堆積計画平面図 
(2) 土地の平面図 土石の堆積計画平面図 
(3) 土地の断面図 土石の堆積計画断面図 
（許可の申請等の取下げ） 

第 12 条 法第 12 条第１項の許可の申請を行った者は、市長が法第 14 条第１項の処分をするまでの間におい
て当該申請を取り下げるときは、宅地造成等に関する工事の許可申請の取下届出書（第 16 号様式）を市長
に提出しなければならない。 
（災害の発生のおそれがないと認められる工事） 

第 13 条 省令第８条第９号の規定による規則で別に定める値は、農地において行う高さ１メートル以下の盛
土で、当該盛土をする土地の全体が周辺の土地よりも低い場合に限り、１メートル（盛土をする土地のう
ち最も低い部分と周辺の土地の最も低い部分との標高差が１メートル未満の場合は、その標高差に 30 セン
チメートルを加えた値（当該値が１メートルを超える場合は、１メートル））とする。 
（特定工程等の通知） 

第 14 条 市長は、法第 14 条第２項（法第 16 条第３項において準用する場合を含む。）の規定により許可証
を交付するときは、次に掲げる当該許可証に係る許可に関する宅地造成等の区分に応じ、当該各号に定め
る書面を当該許可の申請をした者に交付するものとする。 
(1) 宅地造成又は特定盛土等 当該宅地造成又は特定盛土等の規模が政令第 23 条に定める規模に該当す

るかどうか及び当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事が特定工程を含む工事に該当するかどうかを
示した書面 

(2) 土石の堆積 当該土石の堆積の規模が政令第 25 条第２項に定める規模に該当するかどうかを示した
書面 

（不許可通知書の様式） 
第 15 条 法第 14 条第２項（法第 16 条第３項において準用する場合を含む。）の規定による不許可の処分を
した旨の通知は、不許可通知書（第 17 号様式）に当該不許可に係る申請書の副本を添えて行うものとする。 
（協議の申出等） 

第 16 条 法第 15 条第１項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての協議の申出は、宅
地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（第 18 号様式）の正本及び副本に、省令第７条第１項各
号に掲げる書類（同項第７号から第９号までに掲げる書類並びに第 11 条第８項第２号から第４号までに規
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定する書類を除く。第 22 条第１項において同じ。）を添付して行うものとする。 
２ 法第 15 条第１項の規定による土石の堆積に関する工事についての協議の申出は、土石の堆積に関する工

事の協議申出書（第 19 号様式）の正本及び副本に、省令第７条第２項各号に掲げる書類（同項第５号から
第７号までに掲げる書類並びに第 11 条第 10 項第２号から第４号までに規定する書類を除く。第 22 条第２
項において同じ。）を添付して行うものとする。 

３ 前２項の協議の申出を行った者は、当該協議が成立するまでの間において当該申出を取り下げるときは、
宅地造成等に関する工事の協議申出の取下届出書（第 20 号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該申出に係る協議に
応じ、当該協議が成立したときは、宅地造成等に関する工事の協議成立確認書（第 21 号様式）に当該協議
に係る協議の申出書の副本を添えて、当該申出をした者に交付するものとする。 

５ 第 14 条の規定は、前項の規定により市長が同項に規定する宅地造成等に関する工事の協議成立確認書を
交付するときについて準用する。この場合において、同条中「当該許可証に係る許可」とあるのは「当該
協議成立確認書に係る協議」と、「当該許可の申請をした」とあるのは「当該協議の申出をした」と読み替
えるものとする。 
（工事廃止の届出） 

第 17 条 法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可（法第 15 条第１項の規定により許
可があったものとみなされる場合を含み、同条第２項の規定により許可があったものとみなされる場合を
除く。次条、第 19 条第１項、第 21 条第２項及び第 24 条第１項において同じ。）又は法第 12 条第１項の
土石の堆積に関する工事の許可（法第 15 条第１項の規定により許可があったものとみなされる場合を含
む。次条、第 19 条第２項、第６項及び第８項、第 21 条第２項並びに第 26 条において同じ。）を受けた者
は、これらの工事（土石の堆積に関する工事であって、既に土石の堆積を行っているものを除く。）を廃
止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の廃止届出書（第 22 号様式）を市長に提出しなければな
らない。 
（工事の着手の届出） 

第 18 条 法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者又は同項の土石の堆積
に関する工事の許可を受けた者は、これらの工事に着手しようとするときは、工事の現場管理者を定め、
宅地造成等に関する工事の着手届出書（第 23 号様式）に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなけれ
ばならない。 

(1) 工事主、工事施行者及び設計者の緊急時の連絡先を記載した書類 
(2) 宅地造成等に関する工事のうち主要なものの工程表 
(3) 法第 49 条の規定により設置した標識の写真（その設置状況並びに当該標識に記載された事項及び貼付

された見取図を確認できるものに限る。） 
(4) その他市長が必要と認める図書 
（工程の届出及び確認等） 

第 19 条 市長は、法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事について、
必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、同表右欄の工程の全部又は一部を指
定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届け出させることが
できる。 

工事区分 工程 

１ 擁壁に係る工事 (1) 根切りを完了したとき。 
(2) 地盤改良を完了したとき。 
(3) 基礎配筋を完了したとき。 
(4) 壁配筋を完了したとき。 
(5) 練積み造擁壁を、当該擁壁に必要な根れ入れの高さまで築造したとき。 
(6) 練積み造擁壁を、下端から３分の１の高さまで築造したとき。 
(7) その他市長が必要と認める工程 

２ 盛土に係る工事 (1) 盛土をする地盤面の処理を完了したとき。 
(2) 盛土をする地盤及びその周辺の地盤の改良を完了したとき。 
(3) 盛土をする斜面の段切りを完了したとき。 
(4) 盛土をする前の地盤面への透水層の設置を完了したとき。 
(5) その他市長が必要と認める工程 

３ 切土に係る工事 (1) 切土をして崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設により覆われるものを除
く。）を生じさせたとき（当該崖面を保護する措置を行う前に限る。）。  

(2) その他市長が必要と認める工程 

４ 排水施設に係る工
事 

(1) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置し
たとき（法第 18 条第１項の規定による検査を行う工程を除く。）。 

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。 
(3) その他市長が必要と認める工程 

５ その他市長が指定
する工事 

(1) 市長が必要と認める工程 
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２ 市長は、法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、必要があると認める
ときは、当該工事の工程（土石の堆積を行うために必要な工事が完了するときを除く。）の全部又は一部
を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届け出させるこ
とができる。 

３ 前２項の規定による届出があったときは、市長は、当該工程に係る工事について法第 13 条第１項の規定
に適合しているかどうかの確認を行うことができる。 

４ 工事施行者は、第１項又は第２項の規定により指定された工程に達したときは、その都度、工事部分の
位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。 

５ 市長は、第１項又は第２項の届出をした工事施行者に対し、前項の資料を提出するよう求めることがで
きる。 

６ 市長は、法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた工事について、土石の堆積を行うた
めに必要な工事が完了したときは、当該工事の工事施行者に対して、その旨を届け出させることができる。 

７ 市長は、前項の届出をした工事施行者に対し、土石の堆積前の工事の施行状況報告書（第 24 号様式）に、
当該工事を施行した土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の当該工事が法第 13 条第１項の
規定に適合しているかどうかについて確認するために市長が必要と認める図書を添付して提出するよう求
めることができる。 

８ 市長は、前項の規定による確認を行い、同項の工事が法第 13 条第１項の規定に適合していると認めると
きは、その旨を当該工事に係る法第 12 条第１項の土石の堆積に関する工事の許可を受けた者に通知するも
のとする。 
（変更の許可の申請の取下げ） 

第 20 条 第 12 条の規定は、法第 16 条第１項の許可の申請を行った者が、市長が同条第３項において準用す
る法第 14 条第１項の処分をするまでの間において当該申請を取り下げる場合に準用する。 
（軽微な変更の届出等） 

第 21 条 法第 16 条第２項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書（第 25 号様
式）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 
(1) 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更を証する図書（当該事項の変更を

した場合に限る。） 
(2) 第 18 条第１号から第３号までに掲げる図書（同条の規定による宅地造成等に関する工事の着手届出書

を提出している場合に限る。）（軽微な変更に伴いその内容が変更されるものに限る。） 
(3) その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定にかかわらず、法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可又は同項の土
石の堆積に関する工事の許可を受けた者の一般承継人が、承継による当該許可に係る工事主の氏名若しく
は名称又は住所の変更を届け出る場合は、一般承継届出書（第 26 号様式）に次に掲げる図書を添付して、
市長に提出しなければならない。 
(1) 許可に基づく地位の承継の事実を証する書類 
(2) 前項第２号に掲げる図書 
(3) その他市長が必要と認める図書 

３ 前２項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、同２項各号に規定する図書のほか、省令
第７条第１項第７号若しくは第８号又は同条第２項第５号若しくは第６号に掲げる書類を提出させること
ができる。 
（変更の協議の申出） 

第 22 条 法第 16 条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関す
る工事の計画の変更についての協議の申出は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画変更協議申出
書（第 27 号様式）の正本及び副本に、省令第７条第１項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容
が変更されるものを添付して行うものとする。 

２ 法第 16 条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定による土石の堆積に関する工事の計画の変更
についての協議の申出は、土石の堆積に関する工事の計画変更協議申出書（第 28 号様式）の正本及び副本
に、省令第７条第２項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付して行う
ものとする。 

３ 第 16 条第３項から第５項までの規定は、法第 16 条第３項において準用する法第 15 条第１項の規定によ
る協議の申出について準用する。この場合において、第 16 条第５項中「前項」とあるのは、「第 22 条第
３項の規定により準用する前項」と読み替えるものとする。 
（完了検査等） 

第 23 条 法第 17 条第１項の検査を申請した者は、速やかに、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行
状況報告書（第 29 号様式）に宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行した土地及びその付近の状況を
明らかにする写真その他の当該工事が法第 13 条第１項の規定に適合しているかどうかについて検査する
ために市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 法第 17 条第４項の確認を申請した者は、速やかに、土石の堆積に関する工事に係る土石の除却状況報告
書（第 30 号様式）に土石の除却を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他市長が必要と
認める図書を添付して市長に提出しなければならない。 
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（工事の一部完了検査） 
第 24 条 法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該工事が次に掲
げる要件を満たしていると市長が認めた場合は、当該工事の一部が完了したときに当該工事の一部に係る
土地（次項において「工区」という。）ごとに法第 17 条第１項の検査を申請することができる。 
(1) 工事に係る土地が分割のできるものであり、分割した土地それぞれが独立して使用しうるものである

こと。 
(2) 当該分割によって他の土地の災害防止の支障とならないこと。 

２ 前項の規定により申請した工区について法第 17 条第２項の検査済証の交付を受けた者は、法第 49 条の
規定により掲げた標識に当該工区の名称及び当該検査済証の交付を受けた年月日を付記しなければならな
い。 

 （定期の報告） 
第 25 条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事についての法第 19 条第１項の規定による報告は、宅地造成
又は特定盛土等に関する工事に係る定期報告書（第 31 号様式）に次に掲げる図書を添付して行わなければ
ならない。 

(1) 省令第 48 条第１項に規定する写真（報告をする日の前７日以内に撮影したものに限る。） 
(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面 
(3) その他市長が必要と認める図書 
２ 土石の堆積に関する工事についての法第 19 条第１項の規定による報告は、土石の堆積に関する工事に係

る定期報告書（第 32 号様式）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 
(1) 省令第 48 条第２項に規定する写真（報告をする日の前７日以内に撮影したものに限る。） 
(2) 前号の写真を撮影した箇所を示した図面 
(3) その他市長が必要と認める図書 
（標識の修正） 

第 26 条 法第 49 条の規定により標識を掲げた後に、当該標識に記載した事項又は貼付した見取図について
変更があった場合は、法第 12 条第１項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可（法第 15 条第１項
又は第２項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。）又は法第 12 条第１項の土石の堆積
に関する工事の許可を受けた者は、速やかに、当該標識の記載事項の修正若しくは追記又は見取図の貼替
えを行わなければならない。 

第３章 宅地造成等に関する工事の技術的基準 
 （強化又は付加をする技術的基準） 
第 27 条 政令第 20 条第２項の規定に基づき規則で定める強化し、又は付加する技術的基準は、次条から第
35 条までに定めるところによる。 

（法
のり

面の小段） 

第 28 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に 

 する工事に係る法
のり

面には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める高さ以内ごとに、市 

長が定めるところにより、小段を設置し、かつ、当該小段に排水施設を設置しなければならない。 

(1) 盛土による法
のり

の高さが３メートルを超える場合 ３メートル 

(2) 切土による法
のり

の高さが５メートルを超える場合 ５メートル 

 （崖面崩壊防止施設等の設置条件） 
第 29 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に
関する工事により設置する崖面崩壊防止施設は、次に掲げる要件を満たす土地に限り設置することができ
る。 

(1) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、次に掲げる土地に該当すること。 
  ア 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第１項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林

（同法第２条第３項に規定する民有林をいう。）である土地 
  イ 都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 12 条の規定による特別緑地保全地区内の土地 
  ウ 首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第４条第２項第３号の近郊緑地特別保全地区内の

土地 
  エ 緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48 年６月横浜市条例第 47 号）第７条第１項の規定により指定

された保存すべき緑地（告示が行われた市民の森に限る。）内の土地 
(2) 崖面崩壊防止施設を設置する土地が、市長が定めるところにより保全対象（崖面崩壊防止施設を設置

するときに既に存するものに限る。）からの離隔距離を確保している土地であること。 
 （任意に設置する擁壁） 
第 30 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に
関する工事により工事施行区域内に設置する擁壁（政令第８条第１項第１号（政令第 18 条において準用す
る場合を含む。）の規定により設置するものを除く。）で地上高さが１メートルを超えるものは、同項第
２号に規定する構造又は政令第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）の規定により国土交
通大臣の認定を受けた構造のものとしなければならない。 
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２ 前項の擁壁については、政令第９条から第 12 条まで及び第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を
含む。）の規定を準用する。 

３ 第１項の擁壁を設置する土地及びその周辺の土地が前条第１号アからエまでに掲げる土地に該当する場
合は、前２項の規定は、当該擁壁には適用しない。 

 （既存の擁壁等） 
第 31 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない宅地造成又は特定盛土等に
関する工事に係る工事施行区域内の地上高さが１メートルを超える盛土又は切土をした土地の部分に既に
存する崖、擁壁、崖面崩壊防止施設及び土留については、政令第８条から第 12 条まで、第 14 条、第 15 条
及び第 17 条（政令第 18 条において準用する場合を含む。）並びに前２条の規定を準用する。 

 （土石の堆積に係る構造物等の設置条件） 
第 32 条 省令第 32 条の規定による措置により構造物を設置して、法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の
許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該構造物及び当
該土石は、市長が定めるところにより、保全対象（当該構造物を設置するときに既に存するものに限る。）
からの離隔距離を確保しなければならない。 

２ 省令第 34 条第１項第１号に規定する鋼矢板等を設置して、法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可
を受けなければならない土石の堆積に関する工事に係る土石の堆積を行う場合は、当該土石は、市長が定
めるところにより、保全対象（当該鋼矢板等を設置するときに既に存するものに限る。）からの離隔距離
を確保しなければならない。 

 （土石の流出防止） 
第 33 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に
係る土石の堆積を行う場合は、堆積する土石が雨水その他の地表水により工事施行区域外に流出しないよ
う、排水施設、沈砂池の設置その他の土石の流出を防止する措置を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、土石の堆積を行う期間が短い場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、当該
排水施設、沈砂池その他の土石の流出を防止する措置により設けるものを仮設のものとすることができる。 
（堆積する土石の勾配） 

第 34 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に
係る土石の最大堆積高さが５メートルを超える場合は、当該土石の堆積を行う土地の境界から水平面に対
して上方に２分の１の勾配をなす面を超えない範囲において土石の堆積を行わなければならない。 

 （土砂災害特別警戒区域への土石の堆積の制限） 
第 35 条 法第 12 条第１項又は法第 16 条第１項の許可を受けなければならない土石の堆積に関する工事に
係る土石の堆積を行う土地には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平
成 12 年法律第 57 号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域内の土地を含めてはならない。 

第４章 雑則 
（公告の方法） 

第 36 条 法第 20 条第５項の規定による公告は、横浜市報に登載して行うものとする。ただし、緊急の必要
により横浜市報に登載して行うことができないときは、市役所、区役所等の掲示場に掲示して行うことが
できる。 

 （台帳） 
第 37 条 市長は、法第 12 条第１項の許可の申請、法第 15 条第１項の規定による協議の申出又は法第 21 条
第１項、第３項若しくは第４項の規定による届出に係る宅地造成等に関する工事について法第４章に定め
る手続の状況等を記録した台帳を作成するものとする。 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例（令和６年９月横浜市条例第 48 号）附則第
２項の規定により、なお従前の例によることとされる同条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関
する条例（平成 16 年３月横浜市条例第３号。以下「旧条例」という。）第９条第２項の規定による届出を
行った旧条例第２条第２号に規定する開発事業に関する宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る省令
第６条第４号の規則で定める方法は、第９条の規定にかかわらず、旧条例第２条第２号アからオまでに規
定する開発事業の場合にあっては旧条例第 11 条各号に掲げる方法、同号カに規定する開発事業の場合にあ
っては旧条例第９条第１項の規定による標識の設置及び旧条例第 13 条第３項の規定により市長が縦覧に
供する同条第１項に規定する開発事業計画書の提出とする。 

３ 前項の場合における省令第７条第１項第 11 号又は第２項第９号に規定する書類は、第 11 条第７項の規
定にかかわらず、前項の開発事業の計画（当該計画の変更（旧条例第 15 条第２項ただし書又は旧条例第 20
条第１項ただし書に規定する軽微な変更を除く。）をしている場合は、変更後のもの）について旧条例第
19 条第１項（旧条例第 20 条第４項の規定により準用する場合を含む。）の規定により市長が同意の決定を
した旨を記載した書面とする。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則の規定により作
成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
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第４章 様式 

１ 宅地造成又は特定盛土等規制法（省令） 別記様式（一部略）（掲載省略） 

２ 横浜市宅地造成又は特定盛土等規制法施行細則 様式（規則様式）（掲載省略） 

３ 規則様式以外の様式（規則外様式）（掲載省略） 
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